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平 成 ２ ２ 年 度 評 価 項 目 に つ い て 
評価項目 平成２１年度計画記載項目 頁 

評価シート１ 

高度・専門的医療の提

供（評価項目３） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

1 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 1 

 ２ 勤労者医療の中核的役割の推進   1 

   (１) 一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的な医

療の提供等 

1 

評価シート２ 

勤労者医療の地域支援 

（評価項目５） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

16 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 16 

 ２ 勤労者医療の中核的役割の推進   16 

   (４) 勤労者医療の地域支援の推進 16 

評価シート３ 

行政機関等への貢献 

（評価項目６） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

22 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 22 

 ２ 勤労者医療の中核的役割の推進   22 

   (５) 行政機関等への貢献 22 

評価シート４ 

労災疾病にかかる研

究・開発 

（評価項目２） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

27 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 27 

 １ 労災疾病等に係る研究開発の推進等   27 

   (１) 労災疾病等に係る臨床研究の着実な実施 27 

 (２) 研究成果の積極的な普及及び活用の推進 38 

評価シート５ 

過労死予防等の推進 

（評価項目４） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

46 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 46 

 ２ 勤労者医療の中核的役割の推進  46 

    (２) 勤労者に対する過労死予防等の推進 46 

 (３) 産業医等の育成支援体制の充実 50 

評価シート６ 

医療リハ・総合せき損

センターの運営 

（評価項目７） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

54 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 54 

 ３ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進   54 

   (１) 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センタ

ーの運営 

54 

評価シート７ 

労災リハビリテーシ

ョン作業所の運営 

（評価項目８） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

62 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 62 
 ３ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進   62 
   (２) 労災リハビリテーション作業所の運営 62 

評価シート８ 

産業保健関係者に対 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

64 

する研修・相談及び産  Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 64 

業保健に関する情報  ４ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 64 

の提供（評価項目９）   (１) 産業保健関係者に対する研修又は相談の実施 64 

   

評価項目 平成２１年度計画記載項目 頁 

評価シート９ 

産業保健助成金の支

給（評価項目１０） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る 

73 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 73 

 ４ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 73 

 (２) 産業保健に係る助成金の支給業務 73 

評価シート１０ 

未払賃金の立替払 

（評価項目１１） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

78 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 78 

 ５ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 78 

 (１) 立替払の迅速化 78 

   (２) 立替払金の求償 78 

 

評価シート１１ 

納骨堂の運営 

（評価項目１２） 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

82 

 Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 82 

 ６ 納骨堂の運営業務 82 

評価シート１２ 

業務運営の効率化 

（評価項目１３） 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 83 

 １ 機構の組織・運営体制の見直し 83 

 ２ 一般管理費、事業費等の効率化 85 

 ３ 労災病院の在り方の総合的検討 90 

 ４ 保有資産の見直し 91 

評価シート１３ 

予算、収支計画及び

資金計画 

（評価項目１４） 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 100 

 １ 予算、収支計画及び資金計画 100 

 ２ 予算 102 

 ３ 収支計画 102 

 ４ 資金計画 102 

評価シート１４ 

短期借入金等 

（評価項目１５） 

第４ 短期借入金の限度額 106 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計

画 

106 

第６ 剰余金の使途 107 

評価シート１５ 

人事、施設・設備に

関する計画 

（評価項目１６） 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 109 

 １ 人事に関する計画 109 

 (１) 人事について 109 

 (２) 人事に関する取組 109 

  ２ 施設・設備に関する計画 109 

 (１) 労災病院に係る計画 109 

 (２) 労災病院以外の施設に係る計画 109 

第８ その他業務運営に関する重要事項 110 

  １ 労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理

センターの廃止 

111 

  ２ 労災リハビリテーション作業所の縮小・廃止 111 

評価シート１６ 

業績評価の実施 

（評価項目１） 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

114 

 Ⅰ すべての業務に共通して取り組むべき事項 114 

    業績評価の実施、事業実績の公表等 114 
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シート１ 高度・専門的医療の推進（評価項目３）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

２ 勤労者医療の中核的役割の

推進 

２ 勤労者医療の中核的役割の推

進 

２ 勤労者医療の中核的役割の推進 ２ 勤労者医療の中核的役割の推進   

    

勤労者医療の中核的役割

の推進のために、上記「１」

の研究開発と併せ、以下のと

おり着実に取り組むこと。 

特に、労災病院等において

は、勤労者医療の中核的役割

を推進するため、職業に関連

した負傷又は疾病の予防、治

療からリハビリテーション、

医療の視点から行う勤労者

の療養後の職場復帰等の促

進に至るまでの一連の取組

についてのガイドラインを

作成、活用して疾病の治療と

職業生活の両立支援を図る

とともに、労災病院グループ

のネットワークを通じて労

災指定医療機関等に普及し

ていくこと。 

   

    

(１) 一般診療を基盤とした労災

疾病に関する高度・専門的な

医療の提供等 

(１) 一般診療を基盤とした労災疾

病に関する高度・専門的な医療

の提供等 

(１) 一般診療を基盤とした労災疾

病に関する高度・専門的な医療

の提供等 

(１) 一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供等 

資料０１－０１  

    

ア 労災疾病に関する医療

については、他の医療機

関では症例がない等によ

り対応が困難なものもあ

ることから、労災病院に

おいて、これまで蓄積さ

れた医学的知見を基に最

新の研究成果を踏まえ

て、高度・専門的な医療

を提供するとともに、そ

の質の向上を図ること。

特に、アスベスト関連疾

患や化学物質の曝露によ

る産業中毒等、一般的に

診断が困難な労災疾病に

ついては積極的に対応す

ること。 

 

ア 労災病院においては、次の

ような取組により、労災疾病

に関する医療について、他の

医療機関では対応が困難な

高度・専門的な医療を提供す

るとともに、勤労者の疾病と

職業生活の両立支援を図り、

その質の向上を図る。 

また、勤労者医療を継続

的、安定的に支えるため、基

盤となる４疾病５事業等の

診療機能を充実させ、地域の

中核医療機関を目指す。 

ア 労災病院においては、次の

ような取組により、労災疾病

に関する医療について、他の

医療機関では対応が困難な 

高度・専門的な医療を提供す

るとともに、勤労者の疾病と

職業生活の両立支援を図り、

その質の向上を図る。 

また、勤労者医療を継続 

的、安定的に支えるため、基

盤となる４疾病５事業等の 

診療機能を充実させ、地域の

中核医療機関を目指す。 

ア 

地域の中核的役割の推進 

資料０１－０２  

地域における中核的役割を推進するため、地域医療支援病院や地域がん診療連携拠点病院の承認・指定の

取得に積極的に取り組むとともに、４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）５事業（救急、災害、

へき地、周産期、小児）の診療機能の充実を図った。 

 

地域医療支援病院 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

3施設 3施設 5施設 9施設 12施設 17施設 19施設 

地域がん診療連携拠点病院 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

4施設 4施設 8施設 10施設 11施設 11施設 11施設 
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また、勤労者医療を継

続的、安定的に支えるた

めにも、基盤となる４疾

病５事業等の診療機能を

充実させ、地域の中核的

医療機関を目指すこと。 

さらに、近年、大規模

労働災害が増加している

ことを踏まえ、かかる場

合における緊急な対応を

速やかに行えるようにす

ること。 

急性期医療への対応 

資料０１－０３  

ⅰ 急性期化に対応した診療体制の構築 

 医師、看護師を確保して急性期化に対応した診療体制の強化を図るなど、急性期医療体制の整備を図っ

た。この結果、平均在院日数の短縮が図られた。 

一般病棟入院基本料上位算定 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

7対1 － － 1施設 5施設 5施設 9施設 13施設 

10対1 15施設 15施設 30施設 27施設 27施設 23施設 19施設 

13対1 17施設 17施設 1施設 － － － － 

平均在院日数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

18.6日 17.5日 16.2日 16.1日 15.4日 15.2日 14.9日 

ⅱ 救急医療体制の強化 

 救急患者に対し常に医療を提供できる体制の整備に努め、労働災害、大規模災害への対応を含めた救急

体制の強化を行った。 

救急搬送患者数 （単位：人） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

64,472 66,699 67,942 68,206 64,272 67,703 72,172 

ⅲ 地域医療連携の強化 

地域の医療機関との地域連携パスの策定・運用を拡大することにより、労働災害への医療連携体制の一

層の強化を図った。 

地域連携パス 

区 分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

脳卒中 ３件 ８件 19件 19件 18件 

大腿骨頚部骨折 11件 13件 17件 16件 17件 

その他（糖尿病、がん等） ４件 ８件 10件 25件 34件 

ⅳ 急性期リハビリテーション体制の強化 

被災労働者、勤労者を始めとした入院患者の早期社会復帰・職場復帰を図るため、体制を充実し、急性

期リハビリテーション体制の強化を図った。 

区 分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

脳血管疾患リハⅠ・Ⅱ 29施設 32施設 32施設 32施設 32施設 

心大血管リハⅠ・Ⅱ ２施設 ４施設 ５施設 ６施設 ９施設 

運動器リハⅠ・Ⅱ 32施設 32施設 32施設 32施設 32施設 

呼吸器リハⅠ・Ⅱ 28施設 28施設 29施設 29施設 29施設 

 

医療の高度・専門化 

資料０１－０４  

ⅰ 学会等への積極的な参加 

  大学・学会との連携強化を図り、最新技術、知識の修得及び実践を通じて高度な医療を提供した。 

  ・各種学会認定施設数６７３施設（日本内科学会、日本外科学会等７９学会） 

  ・学会認定医数９８０人、専門医数１，８８７人、指導医数６５５人 

ⅱ 専門センター化の推進 

従来の診療科別から、臓器別・疾病別の診療科横断的な診療の場（専門センター）を設置することによ

り、診療科の枠を越えた集学的医療の提供を行った（脳卒中センター、循環器センター、糖尿病センター、

消化器センター、脊椎外科センター等 平成２２年度専門センター数１４７）。 
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専門センター数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

78 107 121 129 137 146 147 

ⅲ 多職種の協働によるチーム医療の推進 

医療関係職の職種の枠を超えたチーム医療を推進することにより、短期間でより効果的な医療の提供

を行った。 

・チーム医療の実践 

キャンサーボード  11施設 

ＩＣＴ（感染対策チーム） 31施設 

ＮＳＴ（栄養サポートチーム） 31施設 

ⅳ 高度医療機器の計画的整備 

高度・専門的な医療を提供し、医療の質の向上を図るため、治療・診断機器等の整備を自己資金により

行った。 

・平成２２年度自己資金投入による機器整備（更新）状況 

機  器 H22年度 整備状況 

アンギオグラフィー（血管撮影装置） 5施設更新 32施設整備済 

ガンマナイフ －   2施設整備済 

リニアック 2施設新規 

1施設更新 

23施設整備済 

ＣＴ（コンピュータ断層撮影装置） 4施設更新  32施設整備済 

ＭＲＩ（磁気共鳴画像診断装置） 2施設更新  32施設整備済 

ＰＥＴ（陽電子放射断層撮影装置） －   2施設整備済 

ＣＲシステム 1施設更新  32施設整備済 

ＰＡＣＳシステム 7施設新規 

1施設更新 

24施設整備済 

 

   

(ア) それぞれの研究分野の専

門医からなる検討委員会に

て策定した分野ごとの臨床

評価指標により、医療の質に

関する自己評価を行う。 

(ア)それぞれの研究分野につ

いて引き続き臨床評価指標

の検討を行う。 

(ア)                                       資料０１－０５ 

医療の過程（プロセス）や医療の結果（アウトカム）を評価する指標の不足等を踏まえ、「医療の質の

評価等に関する検討委員会」を設置して、従来の労災疾病等に関する指標の見直し、新たな臨床評価指標

項目の策定等について検討を開始した。 

   

(イ) 研究・開発されたモデル

医療を臨床の現場で実践し、

症例検討会等で評価を行う

とともに、その結果をフィー

ドバックし研究に反映させ

る。 

(イ) 研究・開発されたモデル

医療を臨床の現場で順次実

践し、これに係る症例検討

会等での評価結果について

は、当該分野の研究者にフ

ィードバックすることによ

り研究に反映させる。 

(イ)  

       研究・開発されたモデル医療を臨床の現場で実践し普及するため、労災指定医療機関等の医師及び産業

医等に対して症例検討会等（参加人数：２０，９９３人）を開催し、参加者からの意見等について、当該

研究分野の研究者に情報提供するなど研究に反映させた。 

   

(ウ) 職業に関連した負傷又は

疾病の予防、治療からリハビ

リテーション、医療の視点か

ら行う勤労者の療養後の職

場復帰等の促進に至るまで

の一連の取組についてのガ

(ウ) 職業に関連した負傷又は

疾病の予防、治療からリハ

ビリテーション、医療の視

点から行う勤労者の療養

後の職場復帰等の促進に

至るまでの一連の取組に

(ウ)  

平成２２年９月１２日に「勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援（がん）」分野において、医療提

供者、患者（労働者）、使用者、患者支援団体、行政、労働・医療政策の専門家等を含む「勤労者医療フォ

ーラムＩＮかながわ」を開催し、ガイドライン作成に向けて検討を行った。 
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イドラインを作成する。 ついてのガイドラインを

作成するための検討を行

う。 

   

(エ) メディカルソーシャルワ

ーカー等を活用し、勤労者の

治療を受けながらの就労の

継続、療養後又は療養中の円

滑な職場復帰を図ることに

ついて、具体的な試行を行

い、その成果等を活かして国

の政策等との連携を図る。 

(エ) 勤労者の治療を受けなが

らの就労の継続、療養後又

は療養中の円滑な職場復帰

を図ることについて、メデ

ィカルソーシャルワーカー

等を活用したモデル事業を

試行するため、メディカル

ソーシャルワーカー等スタ

ッフの育成を行うカリキュ

ラム等作成のための検討を

行う。 

(エ)  

厚生労働省受託事業「治療と職業生活の両立支援手法の開発一式」事業において、疾患別（脳・心臓疾患、

精神疾患その他ストレス性疾患、腰痛その他筋骨格系疾患）に、中核となる医師とＭＳＷ（メディカルソー

シャルワーカー）による医療スタッフの育成を行うカリキュラム等作成のための検討を行った。 

また、平成２２年１０月２５日に全国労災病院のＭＳＷによる打合会を開催し、職場復帰支援について検

討した。 

   

(オ) 大規模労働災害に備えて、

緊急対応が行えるよう災害

対策医療チームを直ちに編

成できる危機管理マニュア

ルを整備する。 

(オ) 危機管理マニュアルが大

規模労働災害の発生に速や

かに対応できるものになっ

ているか検証を行う。 

(オ) 

各病院で備えている災害対策マニュアルにおける危機管理対応部分について、大規模災害時等にチームと

して派遣対応が可能かどうか、支援訓練の実施状況等を確認した。 

また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、機構本部と各施設が一体となって迅速に対策を

講じるため、機構本部に「災害対策本部」（本部長：理事長）を設置した。被災施設に対しては、必要な人

的及び物的支援を行うとともに、被災地における医療支援を目的として、機構本部より全国の労災病院に対

して医療チームの派遣要請を行い、仙台市に医療チームの派遣を実施した。（その他、都道府県等からの要

請により、医療チームを派遣） 

    

イ 労災病院の医療の質の

向上と効率化を図るた

め、医療情報のＩＴ化を

推進すること。 

イ 労災病院の医療の質の向

上と効率化を図るため、オー

ダリングシステム、電子カル

テシステム等の導入を進め

ることにより医療情報の 

ＩＴ化を推進する。 

イ 労災病院の患者サービス

向上、情報の共有化による

チーム医療の推進及び原価

計算による医療の質の向上

と効率化を図るため医療情

報のＩＴ化を推進する。こ

のためオーダリングシステ

ムを１病院に、電子カルテ

システムを５病院に、経営

状況に配慮しつつ新たに導

入する。 

また、電子カルテシステム

の導入及び更新に当たって

は、システムに必要とされ

る機能の絞り込みと入札に

おける競争性を高めるため

にコンサルタントを活用し

てコストの削減を図る。 

イ  

  

オーダリング（電子カルテ）システムの導入状況 

ⅰ 導入目的 

オーダリング（電子カルテ）システムについては、医療の質の向上と効率化の観点から、主に次の３点

を目的として導入の促進を図った。 

① 医療の質の向上（医療安全対策の強化、チーム医療の推進等） 

② 患者サービスの向上（情報伝達の円滑化・迅速化による待ち時間の減尐、理解しやすい診療の説明等） 

③ 経営基盤の強化（フィルム等消耗品の使用量削減、カルテ保存や運搬等の効率化等） 

ⅱ 推進体制 

病院情報システムの導入推進体制として、本部にＣＩＯ（経営企画担当理事）、ＣＩＯ補佐官（医師）

及び情報企画課（システム担当課）を置き、病院にはシステムに詳しい医師をトップに各部門の代表者を

集めた情報システム委員会等を設置し、本部と病院が連携を取りながら導入を推進している。 

ⅲ 導入状況 

  平成 22 年度計画としてオーダリングシステムを１病院に、電子カルテシステムを５病院に計画し、オ

ーダリングシステムを１病院に、電子カルテシステムを４病院に導入した。 

  なお、電子カルテシステムを導入予定だった残る１病院については、震災等の影響により稼働時期が平

成２３年度に変更となった。平成 22 年度末における全労災病院におけるオーダリング（電子カルテ含

む）システムの導入割合は、93.8％である。（３２施設中３０施設導入） 

ⅳ 導入後の効果の検証 

  病院情報システムの整備計画書や承認要件について見直しを行い、患者サービスの向上、医療の質の向

上、経営基盤の強化の観点から IT化推進の目的や目標を明確にする「病院情報システム導入目的・目標・

評価シート」を作成し整備計画書に加え、平成２３年度以降の病院情報システム導入病院については導入

後の効果を検証し具体的に数値化した結果を本部へ提出するよう義務づけた。 
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主な導入後の効果については次のとおり。 

・バーコードを用いた3点チェック（スタッフ認証、患者認証、薬剤認証）により誤投薬の防止が図ら

れ、また医師からの指示受けや転記ミスがなくなる等、医療安全対策が強化された。 

・電子的に一元管理された医療情報を医師、看護師、コメディカル等の多くのスタッフ間で共有する

ことによりチーム医療の推進が図られた。 

・ＰＡＣＳ（医用画像保管・伝送システム）との接続により、患者へのインフォームドコンセントと

してレントゲンや内視鏡の画像を参照できるため説明が容易となった。 

・21年度に電子カルテシステムを導入した2病院の22年度実績をみると導入前に比べ、カルテ用紙・各

種伝票等で１病院あたり平均約14百万円、フィルムで1病院あたり約55百万円の支出削減効果があっ

た。 

コンサルタントの導入 

今後オーダリング（電子カルテ）システムの導入を予定している病院のうち新たに７病院が、専門的な

見地から有効なアドバイスを受けることを目的にコンサルタントを導入した。 

平成２２年度に調達を行った労災病院のうち３病院がコンサルタントを導入しており、システム構成や

運用方法等で有益な助言を得ることができ、調達コストの削減も図ることができた。（平成２２年度調達

案件実績：約８千万円の削減） 

システムの更新にあたってはコンサルタントを適宜導入し、中小のシステムメーカーも含めより多くの

業者が応札可能な仕様書を作成するなど、今後も調達コストの削減に努めることとしている。 

なお、平成23年度は新たに３病院でコンサルタントを導入予定である。 

『病職歴システム』『労災疾病等研究・開発、普及システム』の導入状況 

  各労災病院の診療データを機構本部内にあるサーバーに集約してデータベース化。蓄積されたデータは

各種研究を行うための基礎データとして利用。他の労災病院からも閲覧して活用することができる。 

  両システムともに、すべての労災病院で導入済み。 

『病職歴システム』 

  疾病と職業との関連を臨床的・疫学的に研究するための基礎データとなる入院患者の病歴と職業歴を蓄

積する統計処理システム。 

  労災病院の医師等は、所定の手続きを踏んだ上で使用することが可能。  

  また、外部研究機関の研究者については、機構理事長あて申請をすることにより、データを利用するこ

とが可能。  

 ※患者氏名等の個人情報は非公開とし、厳重に管理 

『労災疾病等研究・開発、普及システム』 

  労災疾病等１３分野に関する医学研究を行うための基礎データとなる疾患の症例データ（画像を含む）

を登録、蓄積する統計処理システム。 

  登録されたデータは、労災疾病等１３分野医学研究の主任・分担研究者が、各施設の端末において閲覧

でき、データの分析・解析を実施。 

  研究成果の普及については、当機構のホームページにおいて公開。 

各種業務システムの導入状況                             

  労災病院の運営に関わる事務業務の統一化・迅速化を図るための『人事・給与システム』『財務会計、

管財システム』、労災病院の診療データを各指標に統計処理するための『事業統計システム』を活用し、

収入・支出の両面から各種経営管理指標を算出し、病院毎の経営状況の把握や他病院との比較による問題

点の洗い出しを行い、経営改善のための参考資料として活用している。 

  また、機構内の情報伝達の迅速化と情報の共有化を図るため『グループウェア』を導入している。 

  『人事・給与システム』『財務会計、管財システム』『グループウェア』については、労災病院をはじ

め看護専門学校等すべての施設で導入済み。 

『事業統計システム』については、すべての労災病院で導入済み。 

 

『人事・給与システム』 

職員の採用等の事務処理、職員の個人情報管理、人事発令案や辞令の作成、研修受講記録、表彰記録等

を人事記録として管理する。 

また、給与規程に従い人事発令情報や、各職員の勤務実績より月例給与、賞与、退職手当等の計算を行
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う。 

『事業統計システム』 

機構本部内にて各施設の運営状況等の情報を分析し改善につなげるため、各施設から病院経営に関わる 

各指標を収集しその分析を行う。 

『財務会計、管財システム』 

財務会計に関し、契約決議、振替伝票から試算表、財務諸表に至るまでの作成及び管理を行う。 

動産・不動産の固定資産に関する情報の一元管理及びその取得から減価償却、売却、除却に至る管理を行

う。 

『グループウェア』 

機構内のメール・データベース等の情報共有を行う。 

    

ウ 質の高い医療の提供及

び安定した運営基盤を構

築する上で不可欠となる

優秀な人材の確保、育成

に積極的に取り組むこ

と。 

 

ウ 次の(ア)及び(イ)の取組

により、高度・専門的医療の

提供に必要な優秀な人材を

確保するとともに、その資質

の向上を図る。 

ウ 次の(ア)及び(イ)の取組

により、高度・専門的医療の

提供に必要な優秀な人材を

確保するとともに、その資質

の向上を図る。 

ウ 次の(ア)及び(イ)の取組により、高度・専門的医療の提供に必要な優秀な人材を確保するとともに、その資

質の向上を図る。 

資料０１－０６ 資料０１－０７  

   

(ア) 勤労者医療に関する研修

内容を盛り込んだ臨床研修

プログラムの作成や臨床研

修指導医・研修医を対象とし

た機構独自の講習会等を通

じて、勤労者医療を実践でき

る医師の育成に積極的に取

り組むことにより、優秀な医

師を育成、確保する。 

(ア) 国の医師臨床研修制度の

見直しを踏まえた新たな臨

床研修プログラムに、勤労者

医療に関する内容を盛り込

む。 

また、労災病院の医師の中

から臨床研修指導医講習会

世話人（講習会企画責任者が

行う企画、運営、進行等に協

力する医師）を育成し、機構

独自の指導医講習会を開催

するとともに、初期臨床研修

医を対象とした集合研修を

実施し、優秀な医師の育成、

確保に努める。 

(ア)  

各労災病院において、平成２２年４月採用の研修医から適用となる臨床研修プログラムに、予防から職

場復帰に至る一連の勤労者医療の重要性やその取組、じん肺やアスベスト疾患等の他施設ではなかなか経

験できない疾患に対する診療・治療法等について研修することができる内容を盛り込んだ。 

また、勤労者医療に関する講義を含む「全国労災病院臨床研修指導医講習会」及び「初期臨床研修医集

合研修」を開催し、勤労者医療に関する理解の向上、勤労者医療を実践できる医師の育成に取り組んだ。

指導医講習会は平成２２年度は２回開催し、労災病院の医師が６月に３７名、１月に４５名が受講した。   

また、初期臨床研修医集合研修は１１月に開催し、５６名の研修医が参加した。 

 

※ 初期臨床研修マッチ率比較 

20年度 21年度 22年度 

68.8％ 71.6％ 78.7％ 

※マッチ率：マッチ者数÷募集定員×１００％ 

    

(イ) 毎年度、研修カリキュラ

ムを検証し、職種ごとの勤労

者医療に関する研修内容を

はじめとする専門研修内容

を充実させることにより、職

員個々の資質の向上を図る。 

(イ) 研修内容については、研

修終了後のアンケート調査

等の検証を行い、より効率的

かつ効果的な専門研修内容

及び研修カリキュラムの充

実を図り、有益度調査におい

て全研修平均で８０％以上

の有益度を得る。 

また、勤労者医療に関する

研修では、勤労者医療の意義

や実践状況、中核的医療機関

として果たすべき役割等に

ついて説明し、労災病院の使

命である勤労者医療につい

ての理解を深める。 

(イ） 

平成２２年度の本部集合研修は、全２６研修を実施し、１２６４人が受講した。 

ａ 看護職研修については、平成２１年７月の「保健師助産師看護師法」及び「看護師の人材確保の促

進に関する法律」の一部改正による「新人看護師研修ガイドライン」の策定等に伴い、新たに「新人

看護職実地指導者研修」、「新人看護職教育担当者研修」、「認定看護師研修」を実施した。 

ｂ 事務職研修については、 

・病院経営を担う事務局トップとしてのマネジメント能力の強化等を目的とした「事務局長研修」、 

・事務職の採用内定者に対して配属までの不安解消、社会人としての基本的なマナーを身に付けるこ

とを目的とした「事務職員採用内定者研修」を実施した。 

特に看護職研修において全７研修の研修内容の組み直しを行う等、研修カリキュラムの充実を図ったこ

とにより、研修有益度調査においては、全研修平均で８６．４％（前年度８４．１％）の有益度が得られ

た。 
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さらに、各施設において

は、研修効果を上げるため集

合研修参加者の受講後にお

ける伝達研修を行い、研修の

実践と展開を図る。 

 

有益度調査の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

77.8％ 78.4％ 79.1％ 81.3％ 81.5％ 84.1％ 86.4％ 

また、勤労者医療に関する研修では、勤労者医療の中核的医療機関として労災病院が果たすべき役割等

を説明し９０．２％（前年度８９．１％）の理解度が得られた。 

研修効果を上げるための各施設における伝達研修については、本部集合研修受講後の受講報告書に伝達

研修実施日の記載を義務付けており、伝達研修実施率は９２．８％（前年度９４．５％）であった。 

   

エ 労災看護専門学校にお

いては、近年の看護師不

足等の中で、労災病院に

おける勤労者医療の推進

に必要な専門性を有する

看護師を養成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 国民の医療に対する安

心と信頼を確保するた

め、情報開示に基づく患

者の選択を尊重し、良質

な医療を提供すること。

これにより、患者満足度

調査において全病院平均

で８０％以上の満足度を

確保すること。 

 

 

エ 労災看護専門学校におい

て、勤労者の健康を取り巻く

現況や職業と疾病の関連性

等に関するカリキュラムを

充実することにより、勤労者

医療の専門的知識を有する

看護師を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 日本医療機能評価機構等

の病院機能評価の受審、さわ

やか患者サービス委員会活

動、クリニカルパス検討委員

会の活動等を通じて、より良

質な医療を提供し、全病院平

均で８０％以上の満足度を

確保する。 

 

エ 労災看護専門学校において、

勤労者医療の役割・機能を理

解するため、職業性疾病に関

する理解、メンタルヘルスマ

ネジメント、災害看護等の講

義を含むカリキュラムに基づ

き、勤労者医療を推進するた

めに必要な知識や技術の習得

のため、特色ある教育を行う

とともに、勤労者医療を推進

する労災病院における臨地実

習を通じ、日常の看護実践を

勤労者医療の視点も持って実

践していくために必要な専門

的知識を有する看護師を育成

する。 

また、勤労者の罹患率の高

い疾病の治療と職業の両立

支援等、勤労者医療に関する

教育内容について見直しを

行い、勤労者医療カリキュラ

ムの更なる充実を図る。 

 

オ 

(ア) 良質で安全な医療を提供

するため、患者満足度調査を

実施し、患者から満足のいく

医療が受けられている旨の

評価を全病院平均で８０％

以上得る。 

 

エ                                        資料０１－０８ 

 労災看護専門学校において、勤労者医療の専門的知識を有する看護師を育成するため、勤労者医療概論やメ

ンタルヘルスマネジメント等の特別講義を含むカリキュラムに基づき、労災病院における勤労者医療の役割や

勤労者の職業と疾病の関連性等に関する教育を行うとともに、勤労者の作業環境見学や勤労者医療を推進する

労災病院における臨地実習を実施した。 

 また、勤労者医療の教科書の職業性疾病・作業関連疾患一覧や統計データを見直し、勤労者医療カリキュラ

ム内容の充実を図った 

 

労災看護専門学校生の看護師国家試験合格率の推移 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

合格率 98.2％ 96.7％ 98.7％ 99.0％ 97.1％ 98.6％ 99.4％ 

全国平均 91.4％ 88.3％ 90.6％ 90.3％ 89.9％ 89.5％ 91.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 

資料０１－０９ 資料０１－１０  資料０１－１１  

(ア)  

   患者満足度調査については、平成２２年度の入院は調査期間（平成２２年９月６日から平成２２年１０

月３日）において退院された患者のうち８，７１８名から、外来は調査日（平成２２年９月６日から平成

２２年９月１０日の間のうち病院任意の２日間）において通院された外来患者のうち１８，８６２名から

回答が得られた。調査内容は、個別項目（外来は、診療前、職員の対応、診療・治療・検査・リハビリテ

ーション、病院の環境、会計。入院は、入院時、入院中の診察、入院中の検査・手術・リハビリテーショ

ン・治療、環境、退院）、総合項目、自由記載の３区分とし、総調査項目数は入院９９項目、外来７８項

目である。 

従来どおり、質問方法を否定的な聞き方とすることで本音を記載しやすい工夫を行った。調査票は病院

から直接集計業者へ郵送されるようにした。 

  その結果、平成２２年度調査は、患者から満足のいく医療が受けられている旨の評価を、全労災病院平均

で８０％以上得ている。 
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患者満足度の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

78.6％ 78.9％ 78.7％ 80.6％ 82.5％ 81.8％ 81.5％ 

 

【個別項目】 ＜平成22年度実績＞ 

治療の結果に満足している ・・・・・・・・・・・・・・ 77.6％ 

安全な治療の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.1％ 

この病院の医師や職員の説明はわかりやすい ・・・・・・ 80.1％ 

受けている治療に納得している ・・・・・・・・・・・・ 75.9％ 

病院への信頼度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84.5％ 

                

      ＜患者満足度向上のための各病院取組例＞ 

調査では、以下のような意見・要望等が寄せられた。 

 ・病院、医師が信頼できる。 

 ・医師、看護師等の説明がわかりやすい。 

 ・病院への公共交通機関が尐ない。 

・待ち時間が長いと感じる。 

 

       これらの対応として、以下の取組を行った。 

         ・クリニカルパスを用いたわかりやすい説明の更なる励行。 

         ・病院によるシャトルバスの運行や病院へのバス路線の誘致により、通院アクセスを改善した。 

         ・待ち時間を苦痛に感じさせない工夫として 

           待ち時間の目安や診療が遅延している理由（急患対応等）を具体的にわかりやすく表示。 

 図書コーナーの充実。 

           生活習慣病予防（糖尿病）ＤＶＤや院内情報の放映。 

           生け花、絵画写真展、観葉植物の設置などによる環境面の充実を行った。       

 

なお、従前より院内に設置している意見箱に寄せられた患者の苦情、意見や要望に対しては、 

それらの内容とその対策について院内に掲示し、組織として積極的に対応している。 

    

    

    

  (イ) 良質な医療を提供するた

め、日本医療機能評価機構等

の病院機能評価について更

新時期を迎えた施設及び未

受審の施設にあっては受審

に向けた準備を行う。 

(イ) 外部評価機関による病院機能評価                                       

良質な医療提供を目的として、平成２２年度に更新時期を迎えた６施設が(財)日本医療機能評価機構等

の病院機能評価を再受審し、全て認定を受けた。 

病院機能評価の認定施設数の推移 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

認定 21施設 25施設 28施設 28施設 30施設 30施設 30施設 

(認定率) 65.6％ 78.1％ 87.5％ 87.5％ 93.8％ 93.8％ 93.8％ 

※ 認定施設数には、ＩＳＯ認定の１施設を含む 

※ 全国病院認定率：２８．８％（平成２３年４月１日現在） 

    

  (ウ) チーム医療の推進、患者

に分かりやすい医療の提供

や医療の標準化のためクリ

ニカルパス検討委員会の活

(ウ) 医療の標準化（高度医療のモデル化）の推進                                       

医療の標準化や情報の共有化を通じたチーム医療の推進を図るため、すべての労災病院に設置されてい

るクリニカルパス検討委員会での検討等を通じて、平成２２年度末までに４，２７５件（対前年度５４４

件の増）のクリニカルパスを作成した。 
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動等を通じて、クリニカルパ

スの活用を推進する。 

また、既存パスについて、多職種間の情報共有を更に深め、より分かりやすい内容とするため、４７７

件の見直しを行った。 

クリニカルパス導入状況 

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

パス件数 2,163件 2,684件 3,303件 3,685件 3,619件 3,731件 4,275件 

パス適用率 79.6％ 77.9％ 85.0％ 85.9％ 86.8％ 87.9％ 86.6％ 

また、医療の標準化の観点から、ＤＰＣを積極的に導入し、平成２１年度までに導入可能な全ての病院

がＤＰＣ対象病院となった。 

ＤＰＣ病院の状況 

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

対象病院 0施設 9施設 9施設 19施設 30施設 30施設 

準備病院 11施設 10施設 21施設 11施設 0施設 0施設 

合計 11施設 19施設 30施設 30施設 30施設 30施設 

       さらに、本部においては、ＤＰＣ分析ソフトを活用して３０施設のベンチマークを行い、各施設に分析

結果のフィードバックを行うとともに、各施設の分析担当者を対象に平成２２年度から新規導入した分析

システムの円滑な運用及び分析スキルの精度向上をテーマとした研修会（参加者３０名）を開催した。 

併せて、ＤＰＣの円滑な導入に資するため、診療情報管理士の資格取得を推進し、当該資格取得者は 

１１９名、通信教育受講者は４５名を数える状況となっている。 

    

また、患者の安全を確

保するため、組織的・継

続的な取組により職員一

人一人の医療安全に関す

る知識・意識の向上を図

ること。 

また、医療安全チェックシ

ートによる自主点検、医療安

全相互チェック、医療安全に

関する研修、医療安全推進週

間等を継続して実施すると

ともに、患者の医療安全への

積極的な参加を推進し、医療

安全に関する知識・意識の向

上を図る。 

(エ) 安全な医療を推進するた

め、「医療安全チェックシ

ート」と「労災病院間医療

安全相互チェック」を活用

した取組を継続するととも

に「医療安全チェックシー

ト」の改訂により、標準化

された医療水準の向上に努

める。 

また、職員一人一人の医

療安全に関する知識・意識

の向上を図るため、引き続

きすべての労災病院にお

いて全職員を対象とした

医療安全に関する研修会

を年２回以上実施すると

ともに患者・地域住民も広

く参加する医療安全推進

週間の取組の定着を図る。 

なお、労災病院における

医療事故・インシデント事

例のデータの公表を継続

するとともに原因究明・分

析に基づく再発防止対策

の徹底と共有化を図る。 

 

(エ) 

ａ 医療安全チェックシ－ト 

平成２１年度に実施した自己点検の達成率が 99％であったことを踏まえ、視点を変える事を目的とし

て以下のような改訂を行った。 

・「体制整備の有無」の確認から「遵守・見直し等」に変更（例：「医療安全に係るマニュアルが整備

されているか」から「マニュアルが遵守され適時更新されているか」 等） 

・「医療への患者参加の促進」に係る項目の新設（例：患者も参加する治療方針等の打合会 等） 

・重点的に対応すべき項目の追加（例：院内感染の防止） 

・項目数の整理（286→227（△59）） 

改訂したチェックシートによる自己点検を行い、達成率は 93.8%であった。各労災病院の未達成項目に

ついてはそれぞれ改善計画書等を策定し、改善に取り組んだ。 

区分 17年5月 18年5月 19年7月 20年 5月 21年 5月 21年 11月 22年 11月 

項目数 225 257 286 286 286 286 227 

達成率 81.2% 91.3% 95.6% 97.3% 98.5% 99.0% 93.8% 

対前回 － +10.1 +4.3 +1.7 +1.2 ＋0.5 －5.2 

ｂ 労災病院間医療安全相互チェック 

３～４病院を１グループとした１１グループにおいて引き続き実施した。自院では見落としがちな問

題点や課題をグループ内で共有すること、また、他院の優れているところを吸収すること等により、医

療安全に関する問題点の改善と質の向上を図った。 

【平成２２年度の主なテ－マ】 

・手術室の安全管理（血液曝露対策（ゴーグル等防護具の着用）を評価） 

・抗がん剤の取扱における曝露防護対策（がん化学療法認定看護師の関与を評価） 

     ｃ 職員研修 

職員一人一人の医療安全に関する知識・意識の向上を図るため、すべての労災病院において職員を対

象とした医療安全に関する研修（転倒・転落予防、針刺し事故防止、薬剤における医療安全等）を年２

回以上実施した。 

     ｄ 医療安全推進週間 



- 10 - 

厚生労働省が主催する「医療安全推進週間」※（１１月２１（日）～２７日（土））に参加し、労災

病院としての共通テーマ「患者・地域住民との情報共有と患者・地域住民の主体的参加の促進」のもと、

すべての労災病院において患者・地域住民及び職員を対象に次の取組を実施した。 

・医療安全コーナー（医薬品の情報提供、手洗い体験等）の設置【全病院】 

・患者・地域住民を対象とした公開講座（転倒予防、ＡＥＤ体験等） 

【２２病院、２６回、参加１,２４４人】 

・医療安全パトロール（医療安全委員会メンバー等による院内巡視） 

【２９病院、うち７病院は病院ボランティア等外部からも参加している。】 

・職員を対象とした研修・講演会（「転倒・転落防止」「輸血・薬剤の安全な使用」等） 

【３１病院、４２回、うち２９回は外部講師を招聘、参加４,２３３人】 

※医療安全対策に関し､医療関係者の意識向上、医療機関や医療関係団体における組織的取組の促進等

を図るとともに国民の理解と認識を深めることを目的とし、１１月２５日を含む一週間を「医療安

全推進週間」と位置付け、医療安全対策の推進を図っている。 

     ｅ 公表と再発防止 

・医療の安全性及び透明性の向上のため毎年公表している労災病院における医療上の事故等の発生状況

について、平成２１年度分をホームページ上で公表した。 

・医療安全対策者会議を始めとして、各種本部集合研修において、労災病院における事例等をもとに、

情報の共有化と再発防止対策の徹底を図った。 
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評 価 の 視 点 等 

【評価項目（３）高度・専門的医療の提供】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

 

① 患者満足度調査については、全労災病院平均で８０％を上回り、計画を達成することができた。（業

務実績第１のⅡの２の（1）のオ（ア）参照） 

② 看護師を確保して７対１入院基本料を算定する病院を９施設から１３施設に拡大し、急性期化に対

応した診療体制の構築を図り急性期医療を実践した。その結果、平均在院日数の短縮が図られた。（業

務実績第１のⅡの２の(１)のア参照） 

③ 病院機能評価の更新時期を迎えた６施設が再受審し、全て認定を受けた。認定施設数は３０施設、

認定率は９３．８％で、全国病院の認定率２８．８％を大きく上回っている。（業務実績第１のⅡの

２の（１）のオの（イ）参照） 

④ 分かりやすい医療の提供、医療の標準化を通じたチーム医療の推進を図るため、クリニカルパスの

作成やその適用を推進するとともに、多職種間の情報共有を更に深め、より分かりやすい内容とする

べくクリニカルパスの見直しを行った（作成件数４，２７５件、対前年度比１４．６％増、適用率８

６．６％）。（業務実績第１のⅡの２の(１)のオの(ウ)参照） 

⑤ 救急患者に対し常に医療を提供できる体制の整備に努め、労働災害等への対応を含めた救急体制の

強化を行った結果、７２，１７２人の救急搬送患者を受け入れた（対前年度４，４６９人増）。（業

務実績第１のⅡの２の(１)のア参照） 

⑥ 高度・専門的な医療に対応するべく毎年計画的に高度医療機器を整備しており、本年度も９２億円

の自己資金を投入して、機器等を整備した。（業務実績第１のⅡの２の(１)のア参照） 

⑦ 平成２２年度に労災病院共通の「医療安全チェックシ－ト」を改訂し、新たな視点による自己点検

を行うとともに、「労災病院間相互チェック」の実施、全職員を対象とした研修の実施、すべての労

災病院の医療安全推進週間への参加等により、安全な医療の推進を図った。また、医療上の事故等の

発生状況をホ－ムペ－ジにて一括公表した。 

（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（エ）参照） 

⑧ 各労災病院において、平成２２年４月採用の研修医から適用となる臨床研修プログラムに、予防か

ら職場復帰に至る一連の勤労者医療の重要性やその取組、じん肺やアスベスト疾患等の他施設ではな

かなか経験できない疾患に対する診療・治療法等について研修することができる内容を盛り込んだ。

（業務実績第１のⅡの２の（１）のウの（ア）参照） 

⑨ 勤労者医療に関する講義を含む「全国労災病院臨床研修指導医講習会」を２回（８２名参加）、「初

期臨床研修医集合研修」を１回（５６名参加）開催した。（業務実績第１のⅡの２の（１）のウの（ア）

参照） 

⑩ 労災看護専門学校においては、勤労者医療概論やメンタルヘルスマネジメント等の特別講義、臨地実

習を行い、さらに勤労者医療の教科書の職業性疾病・作業関連疾患一覧や統計データを見直し、勤労者

医療カリキュラム内容の充実を図った。（業務実績第１のⅡの２の（1）のエ参照） 
⑪ 医師とＭＳＷ（メディカルソーシャルワーカー）による医療スタッフの育成を行うカリキュラム等

作成のための検討を行うとともに、平成２２年１０月２５日に全国労災病院のＭＳＷによる打合会を

開催し、職場復帰支援について検討した。 

⑫ 職員研修の有益度調査については、全研修平均で８６．４％の有益度が得られ、数値目標の８０％

以上を達成することができた。(業務実績第１のⅡの２の(１)のウの(イ)参照) 

⑬ オーダリング（電子カルテ）システムの導入予定病院のうち新たに７病院が、専門的な見地から有

効なアドバイスを受けることを目的にコンサルタントを導入した。システム構成や運用方法等で有益

な助言を得ることができ、調達コストの削減も図ることができた。（平成２２年度調達案件実績：約

８０百万円の削減）（業務実績第1のⅡの２の（１）のイ参照） 

  なお、「病職歴システム」「労災疾病等研究・開発、普及システム」については全ての労災病院で

導入済みでデータは各種研究の基礎データとして利用。また、「人事・給与システム」「財務会計、

管財システム」「事業統計システム」「グループウェア」は全ての施設で導入済みで事務業務の統一

化・迅速化が図られている。（「事業統計システム」については労災病院のみ） 

 

 
 

（委員会としての評定理由） 

 

労災病院では、7:1看護体制導入施設の拡大（9 施設→13施設）、

自己資金による高額医療機器の計画的整備などによる、急性期医療、

高度・専門的医療への取組や、初期臨床研修医の研修プログラム、

労災看護専門学校のカリキュラムに勤労者医療に関する講義を取り

込むなど、医師・看護師等の確保・育成にも確実な取組が認められ、

また、外部評価機関による病院機能評価ではほぼ全ての労災病院で

認定されていることなどから、労災病院における高度・専門的医療

の提供について評価するものである。 

なお、労災病院全体の取組は評価されるものの、個々の労災病院

には地域の医療事情等による医療提供体制の整備状況の差異もある

と思われるので、今後、これを明らかにすることや、医師、看護師

等の優秀な人材の確保は、重要な課題であることから、医師の意欲・

満足度等を把握するなどにより、必要に応じて適切な対策を講じる

などの取組を期待したい。 
 

 

（各委員の評定理由） 

 

・全般的な、医療提供体制の充実が図られ、目標が大幅に達成され

ている。マンパワーの確保は重要な課題であるので、医療者の負担

軽減など一層の対策が望まれる。 

・評価の視点の各項目をまんべんなくクリアしている点は、組織的

な努力の成果と評価できる。医師・看護師の人材育成にも勤労者医

療に適合した人材をシステマティックに確保しており、機構の高

度・専門医療の裏付けとなっている点も高く評価できる。人材の育

成・配置の連携につきさらに高い研究成果を現場に活かすことを期

待したい。 

・医師の満足度や意欲の程度をどのように把握しているか。もしや

っているとしたら、明示すべきである。労災病院間にバラツキがあ

ると思われるが、どのような問題があるのか明らかにすべきである。 

・患者満足度調査、職員研修の有益度調査等で計画を達成すること

ができた。電子カルテ化の実績も評価できる。 

・高度・専門的医療の提供に向けて着実に改善されていることは大

いに評価できるが、労災病院毎のバラツキ等が必ずしも明確にされ

ていない。 

・概ね各目標を上回っている。 

・目標を上回る成果を上げている。特に、クリニカルパス活用の

推進やDPC導入へ向けた取組などが高く評価できる。 

 

 

（その他意見） 

 

・説明が羅列的で評価の要点を整理した資料及び説明が必要。 
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○ 患者満足度調査において全病院平均で８０％以

上の満足度を確保すること。 

 

実績：○  

 平成２２年度の患者満足度調査は、全労災病院平均で８１．５％の患者から満足のいく医療が受けられて

いる旨の評価を得られ、年度計画（８０％）を１．５％上回ることができた。（業務実績第１のⅡの２の（1）

のオ（ア）参照） 

 なお、満足度調査結果に基づき、各病院において、患者サービス向上委員会等で検討の上、以下のような

取組を行った。 

・クリニカルパスを用いたわかりやすい説明の更なる励行。 

 ・病院によるシャトルバスの運行や病院へのバス路線の誘致により、通院アクセスを改善した。 

 ・待ち時間を苦痛に感じさせない工夫として 

   待ち時間の目安や診療が遅延している理由（急患対応等）を具体的にわかりやすく表示。 

  図書コーナーの充実。 

   生活習慣病予防（糖尿病）ＤＶＤや院内情報の放映。 

   生け花、絵画写真展、観葉植物の設置などによる環境面の充実 を行った。       
さらに、従前より院内に設置している意見箱に寄せられた患者の苦情、意見や要望に対しては、それらの

内容とその対策について院内に掲示し、組織として積極的に対応している。 

 

○ 職員研修の有益度調査において全研修平均で 

８０％以上の有益度を確保すること。 

 

実績：○  

職員研修の有益度調査（「講義内容を業務に活かすことができる」）では、全研修平均で８６．４％（前

年度８４．１％）の有益度が得られた。（業務実績第１のⅡの２の（１）のウの（イ）参照） 

 

［評価の視点］   
○ 臨床評価指標に基づき、医療の質に関する自己評

価が行われたか。 

 

実績：○  

医療の過程（プロセス）や医療の結果（アウトカム）を評価する指標の不足等を踏まえ、「医療の質の

評価等に関する検討委員会」を設置して、従来の労災疾病等に関する指標の見直し、新たな臨床評価指標

項目の策定等について検討を開始した。（業務実績第１のⅡの２の(１)のアの（ア）参照） 

 

○ 中期目標期間中に研究成果に基づきガイドライ

ンが作成されたか。 

 

実績：○  

ガイドライン作成に向けて、「勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援（がん）」分野において、

医療提供者、患者（労働者）、使用者、患者支援団体、行政、労働・医療政策の専門家等を含む「勤労者

医療フォーラムＩＮかながわ」を開催し、検討を行った。（業務実績第１のⅡの（１）のアの（ウ）参照） 

 

○ 中期目標期間中にメディカルソーシャルワーカ

ー等を活用し、勤労者の治療を受けながらの就労の

継続、療養後又は療養中の円滑な職場復帰を図るこ

とについて、具体的な試行を行い、その成果等を活

かして国の政策等との連携が図られたか。 

 

実績：○  

 厚生労働省受託事業「治療と職業生活の両立支援手法の開発一式」事業において、疾患別（脳・心臓疾

患、精神疾患その他ストレス性疾患、腰痛その他筋骨格系疾患）に、中核となる医師とＭＳＷ（メディカ

ルソーシャルワーカー）による医療スタッフの育成を行うカリキュラム等作成のための検討を行った。 

 また、平成２２年１０月２５日に全国労災病院のＭＳＷによる打合会を開催し、職場復帰支援について

検討した。（業務実績第１のⅡの２の(１)のアの（エ）参照） 

 

○ 勤労者医療に関する研修内容を盛り込んだ初期

臨床研修が実施されているか。 

 

実績：○  

各労災病院において、平成２２年４月採用の研修医から適用となる臨床研修プログラムに、予防から職場

復帰に至る一連の勤労者医療の重要性やその取組、じん肺やアスベスト疾患等の他施設ではなかなか経験で

きない疾患に対する診療・治療法等について研修することができる内容を盛り込んだ。（業務実績第１のⅡ

の２の（１）のウの（ア）参照） 

 

○ 臨床研修指導医や研修医を対象とした機構独自

の講習会等を通じて勤労者医療に関する講習を行

い、指導医、研修医の育成が行われているか。 

 

実績：○  

 勤労者医療に関する講義を含む「全国労災病院臨床研修指導医講習会」及び「初期臨床研修医集合研修」

を開催し、勤労者医療に関する理解の向上、勤労者医療を実践できる医師の育成に取り組んだ。指導医講

習会は平成２２年度は２回開催し、労災病院の医師が６月に３７名、１月に４５名が受講した。また、初

期臨床研修医集合研修は１１月に開催し、５６名の研修医が参加した。（業務実績第１のⅡの２の（１）

のウの（ア）参照） 

 

○ 毎年度、研修カリキュラムの検証がなされ、研修

内容を充実させることにより、職員の資質の向上が

図られているか。 

 

実績：○  

研修カリキュラムの検証を行い、特に看護職研修において全７研修の研修内容の組み直しを行う等、研

修カリキュラムの充実を実施し、職員の資質の向上を図った。なお、研修有益度調査において、全研修平

均で８６．４％（前年度８４．１％）の有益度が得られた。（業務実績第１のⅡの２の（１）のウの（イ）
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参照） 

○ 受講者に対するアンケート調査、労災病院にお

ける患者満足度調査の結果等を検証し、研修カリ

キュラムの充実に反映されたか。 

 

実績：○  

患者満足度調査の結果等を検証し、採用後３年目事務職員研修では「サービスとは何か」、事務職員採

用内定者研修では、「社会人としての基本的なマナー」を身に付ける講義科目を採用する等、研修カリキ

ュラムの充実に反映させた。（業務実績第１のⅡの２の（１）のウの（イ）参照） 

 

○ 労災看護専門学校においては、職場復帰や両立

支援等、勤労者医療に関わる教育内容を見直し、勤

労者医療カリキュラムの充実が着実に実施されて

いるか。 

 

実績：○  

勤労者の作業環境見学や勤労者医療を推進する労災病院における臨地実習を実施するとともに、勤労者

医療の教科書の職業性疾病・作業関連疾患一覧や統計データを見直し、勤労者医療カリキュラム内容の充

実を図った。（業務実績第１のⅡの２の（1）のエ参照） 

 

○ クリニカルパス検討委員会の活動等を通じて、

クリニカルパスの活用が推進されたか。 

 

実績：○  

クリニカルパスの作成・適用を推進するため、クリニカルパスの見直しを行い、多職種間の情報共有を更

に深めるため、より分かりやすい内容とした。（作成件数４，２７５件、対前年度比１４．６％増、適用率

８６．６％、見直し比率１１．２％）。（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（ウ）参照） 

 

○ 医療安全チェックシートによる自主点検及び医

療安全相互チェックが実施されたか。 

 

実績：○  

 平成２２年度に医療安全チェックシ－トを改訂し、新たな視点による自己点検を１１月に行った。（達成

率９３．８％） 

医療安全相互チェックはすべての労災病院（３～４病院を１グル－プとした１１グル－プ）において実施し

た。（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（エ）参照） 

 

○ 医療安全に関する研修、医療安全推進週間等へ

の参加が継続して実施されているか。 

 

実績：○  

 すべての労災病院において医療安全に関する研修を年２回以上実施するとともに、外部から招聘した講

師などによる講演、事例研究及び発表等の取組を行った。また、医療安全対策者会議をはじめとして、各種

本部集合研修において、労災病院における事例をもとに、情報の共有化と再発防止対策の徹底とを図った。  

すべての労災病院が厚生労働省の主催する医療安全推進週間（平成２２年１１月２１日（日）～２７日

（土））に参加した。（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（エ）参照） 

 

○ 患者参加型の医療安全が推進されているか。 

 

実績：○  

医療安全推進週間において「患者・地域住民との情報共有と患者・地域住民の主体的参加の促進」のテ－

マのもと、患者等を対象とした講習・公開講座等の開催や、誤認防止のために患者から名乗るなど患者が参

加する医療安全対策を実施するとともに、医療安全コ－ナ－を設置し、医薬品の情報提供、手洗い体験等の

実演、ポスタ－等による啓発活動等を行った。また、平成２２年度に改訂した医療安全チェックシ－トにお

いて、患者の医療安全への参加促進に係る項目を新設した。 

（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（エ）参照） 

 

○ 該当年度に病院機能評価受審を計画していた病

院で、受審が行われたか。 

 

実績：○  

平成２２年度病院機能評価更新予定の６施設が再受審し、全施設が更新の認定を受けた。（業務実績第

１のⅡの２の（１）のオの（イ）参照） 

 

○ 患者満足度調査の結果をさわやか患者サービス

委員会の活動等を通じて、業務の改善に反映された

か。 

実績：○  

 患者満足度調査の結果を、患者サービス向上委員会の活動を通じて、業務改善に反映した。（業務実績

第１のⅡの２の（1）のオ（ア）参照） 

 

○ 患者満足度調査において全病院平均で８０％以

上の満足度が確保されているか。 

 

実績：○ 

平成２２年度の患者満足度調査は、全労災病院平均で８１．５％の患者から満足のいく医療が受けられて

いる旨の評価を得られ、年度計画（８０％）を１．５％上回ることができた。 

満足度調査結果に基づき、各病院において、患者サービス向上委員会等で検討の上、以下のような取組を

行った。 

・クリニカルパスを用いたわかりやすい説明の更なる励行。 

 ・病院によるシャトルバスの運行や病院へのバス路線の誘致により、通院アクセスを改善した。 

 ・待ち時間を苦痛に感じさせない工夫として 

   待ち時間の目安や診療が遅延している理由（急患対応等）を具体的にわかりやすく表示。 
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 図書コーナーの充実。 

   生活習慣病予防（糖尿病）ＤＶＤや院内情報の放映。 

 生け花、絵画写真展、観葉植物の設置などによる環境面の充実 を行った。            

さらに、従前より院内に設置している意見箱に寄せられた患者の苦情、意見や要望に対しては、それら

の内容とその対策について院内に掲示し、組織として積極的に対応している。（業務実績第１のⅡの２の

（1）のオ（ア）参照） 

○ 医療情報のＩＴ化が推進されているか。 

   

実績：○ 

病院情報システムの導入推進体制として、本部にＣＩＯ（経営企画担当理事）、ＣＩＯ補佐官（医師）

及び情報企画課（システム担当課）を置き、病院にはシステムに詳しい医師をトップに各部門の代表者を

集めた情報システム委員会等を設置し、本部と病院が連携を取りながら導入を推進している。 

その結果、平成２２年度は次のとおり新たに医療情報のIT化が図られた（業務実績第1のⅡの２の（１）

のイ参照） 

・オーダリングシステム１院導入 

・電子カルテシステム４院導入 

平成22年度末における全労災病院におけるオーダリング（電子カルテ含む）システムの導入割合は、93.8

％である。（３２病院中３０病院導入） 

また、今後オーダリング（電子カルテ）システムの導入を予定している病院のうち新たに７病院が、専

門的な見地から有効なアドバイスを受けること目的にコンサルタントを導入し、システム構成や運用方法

等で有益な助言を得ることができ、調達コストの削減も図ることができた。 

 

○  災害対策医療チームを直ちに編成できる危機管

理マニュアルは整備されているか。 

 

実績：○ 

各病院で備えている災害対策マニュアルにおける危機管理対応部分について、大規模災害時等にチームと

して派遣対応が可能かどうか、支援訓練の実施状況等を確認した。 

また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、機構本部と各施設が一体となって迅速に対策を

講じるため、機構本部に「災害対策本部」（本部長：理事長）を設置した。被災施設に対しては、必要な人

的及び物的支援を行うとともに、被災地における医療支援を目的として、機構本部より全国の労災病院に対

して医療チームの派遣要請を行い、仙台市へ医療チームの派遣を実施した。（その他、都道府県等からの要

請により、医療チームを派遣）（業務実績第１のⅡの２の（１）のアの（オ）参照）  

 

【21'評価】今後とも、今日の「労災病院の役割」を

更に高めつつ、国民にこの役割をわかりやすく伝

え、理解を求めていくことが必要である。 

実績：○ 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に関して、ホームページに情報提供を行った。 

【22年3月4日労働部会】満足度調査の具体的な中身

を明らかにすること。 

 

実績：○ 

患者満足度調査については、平成２２年度の入院は調査期間（平成２２年９月６日から平成２２年１０月

３日）において退院された患者のうち８，７１８名から、外来は調査日（平成２２年９月６日から平成２２

年９月１０日の間のうち病院任意の２日間）において通院された外来患者のうち１８，８６２名から回答が

得られた。調査内容は、個別項目（外来は、診療前、職員の対応、診療・治療・検査・リハビリテーション、

病院の環境、会計。入院は、入院時、入院中の診察、入院中の検査・手術・リハビリテーション・治療、環

境、退院）、総合項目、自由記載と区別とし、調査項目数は入院９９項目、外来７８項目である。 

従来どおり、質問方法を否定的な聞き方とすることで本音を記載しやすい工夫を行った。調査票は病院

から直接集計業者へ郵送されるようにした。（業務実績第１のⅡの２の（1）のオ（ア）参照） 

【22年3月4日労働部会】医療安全週間の具体的な実

績。 

 

実績：○ 

医療安全推進週間において、すべての労災病院で患者・地域住民を対象とした院内の医療安全対策の紹

介と、医療安全コーナー（医薬品の情報提供、手洗い体験等）の設置を行った。このほか、患者・地域住

民を対象とした公開講座（転倒予防、ＡＥＤ体験等）【２２病院、２６回、参加１,２４４人】など、患

者・地域住民が広く関わる取組を実施した。また、医療安全パトロール（医療安全委員会メンバー等によ

る院内巡視（２９病院、うち７病院は病院ボランティア等参加））を実施した。 

（業務実績第１のⅡの２の（１）のオの（エ）参照） 
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【22年3月4日労働部会】IT化を進める目的と進めた

効果。 

 

実績：○ 

オーダリング（電子カルテ）システムについては、医療の質の向上と効率化の観点から、主に次の３点

を目的として導入の促進を図った。 

①医療の質の向上（医療安全対策の強化、チーム医療の推進等） 

②患者サービスの向上（情報伝達の円滑化・迅速化による待ち時間の減尐、理解しやすい診療の説明等） 

③経営基盤の強化（フィルム等消耗品の使用量削減、カルテ保存や運搬等の効率化等） 

主な導入後の効果については次のとおり。 

・バーコードを用いた3点チェック（スタッフ認証、患者認証、薬剤認証）により誤投薬の防止が図られ、

また医師からの指示受けや転記ミスがなくなる等、医療安全対策が強化された。 

・電子的に一元管理された医療情報を医師、看護師、コメディカル等の多くのスタッフ間で共有するこ

とによりチーム医療の推進が図られた。 

・ＰＡＣＳ（医用画像保管・伝送システム）との接続により、患者へのインフォームドコンセントとし

てレントゲンや内視鏡の画像を参照できるため説明が容易となった。 

・21年度に電子カルテシステムを導入した2病院の22年度実績をみると導入前に比べ、カルテ用紙・各種

伝票等で１病院あたり平均約14百万円、フィルムで1病院あたり約55百万円の支出削減効果があった。 

 

 

 



- 16 - 

シート２ 勤労者医療の地域支援（評価項目５）  

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

(４) 勤労者医療の地域支援の

推進 

(４) 勤労者医療の地域支援の推

進 

(４) 勤労者医療の地域支援の推進 (４) 勤労者医療の地域支援の推進 

資料０２－０１ 資料０２－０２ 

    

労災病院においては、地

域における勤労者医療を支

援するため、紹介患者の受

け入れなど地域の労災指定

医療機関等との連携を強化

するとともに、労災指定医

療機関等を対象にしたモデ

ル医療普及のための講習、

労災疾病等に係る診断・治

療について労災指定医療機

関等が利用しやすいマニュ

アル等資料の提供、労災指

定医療機関等からの高度医

療機器を用いた受託検査を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災病院においては、勤労

者医療の地域支援の推進に

関し示された中期目標を達

成するため、次のような取組

を行う。 

 

 

 

 

 

ア 患者紹介に関する労災

指定医療機関等との連携

機能を強化すること等に

より、中期目標期間の最終

年度までに患者紹介率を

６０％以上（参考：平成１

９年度実績４９．８％）、

逆紹介率を４０％以上と

する。 

 

 

イ 勤労者医療に係るモデ

ル医療を普及するため、労

災指定医療機関の医師及

び産業医等に対して、労災

指定医療機関等の診療時

間帯に配慮して症例検討

会や講習会を設定するこ

とにより、中期目標期間

中、延べ１０万人以上（平

成 １ ６ 年 度 か ら 平 成 

１ ９ 年 度 ま で の 平 均 

１９，４７５人×５年間の 

３％増）に対し講習を実施

する。 

また、モデル医療に関

し、多様な媒体を用いた相

談受付を実施する。 

 

ウ 高度医療機器の利用促

進を図るため、ホームペー

ジ、診療案内等による広報

地域医療連携室を中心とし

て次のような取組を行うとと

もに、利用者である労災指定

医療機関等に対するニーズ調

査・満足度調査を実施し、利

用者から診療や産業医活動を

する上で有用であった（役に

立った）旨の評価を７５％以

上得る。 

 

ア 地域医療連携室において

労災指定医療機関等との連

携機能を強化することによ

り、患者紹介率を５４％以

上、逆紹介率を４０％以上

確保する。 

 

 

 

 

イ 労災指定医療機関の医師

及び産業医等に対して、労

災指定医療機関等の診療時

間等に配慮して症例検討会

や講習会を開催するととも

に、モデル医療に関する相

談をＦＡＸや電話等により

受け付けられるようにし、

２万人以上を対象にモデル

医療の普及を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ＣＴ、ＭＲＩ、ガンマカ

メラ、血管撮影装置等の利

用案内に関する情報をホー

ムページ、診療案内等によ

り積極的に広報し、延べ３

地域医療連携室において、次のような取組を行い連携を一層推進した結果、利用者である労災指定医

療機関等に対するニーズ調査・満足度調査において、診断結果等の報告状況、緊急時・時間外の受入体

制、逆紹介状況といった設問全ての満足度が向上し、総合評価として診療や産業医活動を実施する上で

有用であった（役にたった）旨の評価を７８．７％得た。 

 

診療や産業医活動を実施する上で有用であった旨の評価 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

78.6％ 77.0％ 74.4％ 77.7％ 76.8％ 77.9％ 78.7％ 

 

ア 地域医療連携室において、労災指定医療機関等に対してＦＡＸ等による直接予約システムを導入す

るとともに、地域連携パスの導入など労災指定医療機関との医療連携に取り組んだ結果、５９．５％

の紹介率、４７．８％の逆紹介率を確保した。 

患者紹介率 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

38.6％ 42.3％ 44.7％ 49.8％ 53.1％ 55.0％ 59.5％ 

逆紹介率 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

25.1％ 29.6％ 31.9％ 37.4％ 42.3％ 42.2％ 47.8％ 

イ 労災疾病に関するモデル医療を普及するため、労災指定医療機関の医師及び産業医等に対して、利

便性に配慮した時間帯に症例検討会や講習会を開催するとともに、モデル医療に関する相談をＦＡＸ

や電話等により受け付けられるようにするなどの相談方法の多様化を図り、労災指定医療機関の医師

及び産業医等２０，９９３人を対象にモデル医療の普及を行った。 

症例検討会・講習会参加人数 （単位：人） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

16,386 18,681 22,395 20,436 20,404 20,715 20,993 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ＣＴ、ＭＲＩ、ガンマカメラ、血管造影撮影装置等の利用案内に関する情報をホームページ・診療

案内等により積極的に広報し、延べ３３，７９９件の受託検査を実施した。 

受託検査件数 （単位：件） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

23,092 27,119 27,538 29,082 29,713 31,704 33,799 
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を実施し、高度医療機器を

用いた受託検査を中期目標

期間中、延べ１５万件以上

（平成１９年度実績２９，

０８２件× 

５年間の５％増）実施する。 

万件以上の受託検査を実施

する。 

    

また、利用した労災指定

医療機関、産業医等から診

療や産業医活動の上で有用

であった旨の評価を７５％

以上得ること。 

 

エ 利用者である労災指定医

療機関等に対するニーズ

調査・満足度調査を毎年度

実施し、診療や産業医活動

の上で有用であった旨の

評価を７５％以上得ると

ともに、地域支援業務の改

善に反映させる。 

 

エ ニーズ調査・満足度調査

の結果を検討し、調査にお

いて出された意見を各労災

病院の地域支援業務の改善

に反映し、より高い評価が

得られるよう努める。 

エ 平成２１年９月１日から平成２２年８月３１日までの期間中に紹介実績のある医師に対して、ニー

ズ調査・満足度調査（医療情報の提供、医療水準、診療時間帯等のアンケート調査を含む）を実施し

た。この調査結果に基づいて労災指定医療機関の医師及び産業医等から示された意見、要望を基に、

紹介患者の受付時間の延長やＦＡＸ、メール、連携システム等受付媒体の多様化を図った。 

    資料０２－０３  

   ◆ 東日本大震災に係る対応 

東日本大震災発生（平成２３年３月１１日）直後に、機構本部に災害対策本部（本部長：理事長、

事務局長：総務部長）を立ち上げ、国や自治体等からの医療救護班派遣要請等を積極的に受けるとと

もに、機構独自の労災病院の医師等による医療救護班を派遣するなど迅速な対応を行った。また、被

災地域の労災病院では地震発生直後から被災患者等を受け入れるとともに、全国の労災病院において

「被災患者受入相談窓口」を設置し、労災病院グループとして被災患者等の受け入れを実施した。 

さらに、被災者及びその家族など被災地域における住民からのメンタルヘルスに関する相談窓口

（フリーダイヤルや電子メールなど）を開設するなど、機構が一体となって災害医療を推進した。 

労災病院における対応状況は以下のとおり。 

① 被災地への医療チーム派遣（３月１１日～６月１３日現在） 

       ・全国の労災病院で、64医療チーム（延281人）を派遣 

② 被災患者等の受入（地震発生直後～６月９日現在） 

       ・入院患者延数：305人（16病院） 

       ・外来患者延数：1,509人（24病院） 

（被災患者：「震災時の負傷者」「震災の影響により避難先等で受診した患者」） 

③ 「被災患者受入相談窓口」の設置 

 ・被災患者の受入を迅速に行うため、全国の労災病院に相談窓口を設置した（相談実績：24件）。 

④ 放射線スクリーニングの実施 

・患者、患者家族、地域住民等の希望者に対して実施（福島：253件、東北：14件） 

⑤ 国からの要請に基づき「人工呼吸器を利用する在宅医療患者への緊急相談窓口」の設置 

       ・人工呼吸器を使用している在宅医療患者からの停電に対する相談に応じるため、東京電力及

び東北電力管内の８労災病院（鹿島、千葉、東京、関東、横浜、秋田、燕、新潟）に緊急相

談窓口を設置した（相談実績：14件）。 

⑥ 原発被ばく初期治療体制の整備 

・福島労災病院では、福島県から初期被ばく医療機関に指定されており、緊急時の放射線被ばく

初期治療を行える体制を整備している。また、鹿島労災病院ではその応援体制を整備している。 

⑦ メンタルヘルス等健康に関する相談（６月１０日現在） 

       ・労災病院等において、被災労働者等のメンタルケア等のため、フリーダイヤルを開設し健康

確保への支援を行った（メンタルヘルス相談実績：632件、健康相談：112件）。 

⑧ 石綿ばく露、メンタルヘルスケア等への対応について機構ホームページに掲載 
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 ・労災疾病等13分野医学研究において蓄積された豊富な臨床経験を生かして、震災の影響により

今後起こり得る疾患等への対応について機構ホームページに掲載し、被災地で作業する労働者

や避難所等で生活する被災者に向けて情報発信を行った。 

  ≪掲載内容≫ 

「がれき等の除去に伴う石綿ばく露について」 

「被災された方へのメンタルヘルスケアについて」 

「被災された方において留意すべき廃用症候群について」 

「建造物解体処理に伴う粉じん被ばくについて」 
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 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（５） 勤労者医療の地域支援】 
自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

 

 

 

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

 

① 平成２２年度については、昨年度に引き続き、全ての項目における目標値を達成するため全

労災病院をあげて取り組んだ結果、以下のとおり全ての目標を達成した。（業務実績第１のⅡ

の２の(４)参照） 

【取組実績】 

・紹介率            ５９．５％（計画達成率 １１０％）(22年度計画:54％以上） 

・逆紹介率           ４７．８％（  〃   １２０％）(22年度計画:40％以上） 

・症例検討会等の参加人数 ２０，９９３人（  〃   １０５％）(22年度計画:2万人以上） 

・受託検査件数      ３３，７９９件（  〃   １１３％）(22年度計画:3万件以上） 

・労災指定医療機関等における満足度     ７８．７％（  〃   １０５％）(22年度計画:75％以上） 

② 「地域医療支援病院」について、平成２２年度は２施設（合計１９施設）が新たに承認され

た（業務実績第１のⅡの２の(４)のア参照）。 

地域医療支援病院は、 

・他の病院・診療所から紹介された患者に対して医療を提供する体制 

・地域の医療従事者の資質向上を図るための研修を行える体制 

・当該病院において病床・機器等の共同利用ができる体制 

・重症の救急患者に対し常に医療を提供できる体制 

といった非常に充実した体制整備が求められ、その体制を有する証明として紹介率等の承認

要件はとても厳しく、かつ二次医療圏に概ね１病院のみが承認されるものであり、承認後にも

地域医師会の代表、所在する都道府県・市町村の代表、外部学識有識者等によって構成される

委員会で、業務遂行の適切性について定期的に評価がなされている。 

【参考】地域医療支援病院の承認取得状況（Ｈ２３．１．３１） 

     全国病院  取得率  ３．５％（３０２ / ８,６５８施設） 

    ※労災病院  取得率 ５９．４％（  １９ /   ３２施設） 

③ 東日本大震災発生（平成２３年３月１１日）直後に、機構本部に災害対策本部を立ち上げ、国

や自治体等からの医療救護班派遣要請等を積極的に受けるとともに、機構独自の労災病院の医師

等による医療救護班を派遣するなど迅速な対応を行った。 

労災病院における対応状況は以下のとおり。 

・被災地への医療チーム派遣（64医療チーム 延べ281人を派遣） 

・被災患者の受入（入院患者延数：305人、外来患者延数：1,509人） 

・「被災患者受入相談窓口」の設置（相談実績：24件） 

・放射線スクリーニングの実施（福島労災病院：253件、東北労災病院：14件） 

・国からの要請に基づき「人工呼吸器を利用する在宅医療患者への緊急相談窓口」の設置（相

談実績：14件）。 

・原発被ばく初期治療体制（福島労災病院）及び応援体制（鹿島労災病院）の整備 

・メンタルヘルス等健康に関する相談（メンタルヘルス相談実績：632件、健康相談：112件）。 

・石綿ばく露、メンタルヘルスケア等への対応について機構ホームページに掲載 

≪掲載内容≫ 

「がれき等の除去に伴う石綿ばく露について」 

「被災された方へのメンタルヘルスケアについて」 

「被災された方において留意すべき廃用症候群について」 

「建造物解体処理に伴う粉じん被ばくについて」 

 

以上のことから、自己評価を「Ｓ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

勤労者医療の地域支援の推進については、地域医療機関に対して

ニーズ調査を行い、その結果を踏まえ、各労災病院において時間外・

休日、ＦＡＸ・メール等による紹介患者の受付などに積極的に取り

組んだ結果、患者紹介率、逆紹介率、症例検討会・講習会参加人数、

受託検査件数等の目標数値を全て達成し、地域医療支援病院につい

ても、新たに 2施設（合計 19施設）の承認を取得するなど高く評価

できる。 

また、東日本大震災への対応についても、発生直後から、医療チー

ムを被災地等に派遣するなど迅速な組織的対応が図られ、労災病院

としてミッションを的確に果たしているものと評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・目標を大幅に達成しており、ミッションを十二分に果たしている。 

・評価の視点の目標をほぼ達成している。とりわけ各病院の地域特

性に合わせて望ましい地域医療達成に取り組む姿勢は評価できる。 

・地域医療支援病院の取得が進んでいることは評価できる。地域連

携の強化に引き続き取り組むべきである。震災に対して積極的に貢

献したことは評価できる。 

・紹介率、震災への対応など評価できる。 

・各種指標が計画値を上回っている。東日本大震災への対応につい

ても高く評価できる。 

・着実な改善は見られるが労災病院の特性に対応した改善目標と達

成度が不明確であり、今後工夫は必要。 

・震災対応、支援において労災病院ならではの貢献をしている。 

・地域支援に関する全ての項目について、目標を上回る達成。 
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○ 中期目標期間の最終年度までに患者紹介率を 

６０％以上、逆紹介率を４０％以上確保するこ

と。 

 

実績：○ 

予約システムの改良や地域連携パスの導入など労災指定医療機関等との連携に取り組んだ結果、

平成２２年度において５９．５％（年度計画５４％以上に対し、５．５ポイントの増）の紹介率、

４７．８％（年度計画４０％以上に対し、７．８ポイントの増）の逆紹介率を確保した。（業務実

績第１のⅡの２の（４）のア参照） 

○ 労災指定医療機関の医師及び産業医等を対象

として、中期目標期間中においては、症例検討会

や講習会を延べ１０万人以上に対して実施する

こと。 

 

実績：○ 

平成２２年度において症例検討会・講習会の参加者２０，９９３人に対してモデル医療の普及を

行い、年度計画２万人を９９３人上回ることができた。（業務実績第１のⅡの２の（４）のイ参照） 

 

○ 高度医療機器を用いた受託検査を、中期目標

期間中においては、延べ１５万件以上実施するこ

と。 

 

実績：○ 

ＣＴ・ＭＲＩ等の高額医療機器の利用案内に関する情報を積極的に広報した結果、平成２２年度

において年度計画３万件を上回る３３，７９９件の受託検査を行った。（業務実績第１のⅡの２の

（４）のウ参照） 

 

○ 満足度調査を実施して診療や産業医活動の上

で有用であった旨の評価を７５％以上得ること。 

 

実績：○ 

紹介患者の受付時間の延長や受付媒体の多様化を図った結果、平成２２年度において有用であっ

た旨の評価を７８．７％得、年度計画７５％以上を３．７ポイント上回った。（業務実績第１のⅡ

の２の（４）参照） 

 

   

 

［評価の視点］ 

  

○ モデル医療に関して、多様な媒体を用いた相談

受付が実施されているか。 

 

実績：○ 

モデル医療に関して、電話、ＦＡＸ、メール等による相談受付を実施した。（業務実績第１のⅡ

の２の（４）のイ参照） 

 

○ 地域における勤労者医療の支援として、労災病

院に紹介実績のある医師に対するニーズ調査を

実施し、その調査結果から示された意見、要望を

地域医療連携室へフィードバックして業務改善

に反映したか。 

実績：○ 

労災指定医療機関等へ勤労者医療の地域支援業務に対するニーズ調査を実施し、紹介受付時間の

延長やＦＡＸ、メール、連携システム等受付媒体の多様化を図って業務の改善を行った。（業務実

績第１のⅡの２の（４）のエ参照） 

 

○ 利用者である労災指定医療機関等から、診療

や産業医活動の上で有用であった旨の評価を７

５％以上得られたか。 

実績：○ 

労災指定医療機関を対象とする満足度調査を実施、利用者から診療や産業医活動を実施する上で

有用であった旨の評価について、中期目標７５％を上回る７８．７％の評価を得た。（業務実績第

１のⅡの２の（４）参照） 

 

○ 労災病院において、中期目標期間最終年度ま

でに患者紹介率を６０％以上、逆紹介率を４０％

以上確保しているか。 

 

実績：○ 

平成２２年度は、紹介率５９．５％、逆紹介率４７．８％を確保し、紹介率は年度計画５４％を

５．５ポイント、逆紹介率は年度計画４０％を７．８ポイント上回る結果となった。中期目標最終

年度に向けて、今後も継続してその向上に取り組むこととする。（業務実績第１のⅡの２の（４）

のア参照） 

 

○ 労災指定医療機関等の医師及び産業医等を対

象として、中期目標期間中において、症例検討会

や講習会を開催し、医師等延べ１０万人以上にモ

デル医療の普及が行われたか。 

 

実績：○ 

労災指定医療機関の休診日や診療時間に配慮しつつ症例検討会や講習会を開催し、医師等２０，

９９３人（年度計画２万人に対し、９９３人の増）に対しモデル医療の普及を行った。（業務実績

第１のⅡの２の（４）のイ参照） 

 

○ ホームページ、診療案内等に高度医療機器の

利用案内に関する情報が盛り込まれたか。 

 

実績：○ 

ＣＴ、ＭＲＩ、ガンマカメラ、血管撮影装置等の利用案内に関する情報をホームページ、診療案

内等により積極的に広報を行った。（業務実績第１のⅡの２の（４）のウ参照） 
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○ 高度医療機器を用いた受託検査が、中期目標

期間中に延べ１５万件以上実施されたか。 

 

実績：○ 

平成２２年度において３３，７９９件（年度計画３万件以上に対し、３，７９９件の増）の受託

検査を行った。（業務実績第１のⅡの２の（４）のウ参照） 

 

○ ニーズ調査・満足度調査において提出された

意見を検討し、業務の改善に反映されたか。 

 

実績：○ 

平成２１年９月１日から平成２２年８月３１日までの期間中に、紹介実績のある医師に対してニ

ーズ調査（地域医療連携室のサービスを利用する労災指定医療機関の医師及び産業医等に対する医

療情報の提供、医療水準、診察時間帯等についてのアンケート調査）を実施し、この調査結果に基

づいて労災指定医療機関の医師及び産業医等から示された意見、要望を基に紹介患者の受付時間の

延長やＦＡＸ、メール、連携システム等受付媒体の多様化を図った。（業務実績第１のⅡの２の（４）

のエ参照） 

 

【22年3月4日労働部会】満足度調査の具体的な中

身を明らかにすること。 

 

 

実績：○ 

平成２１年９月１日から平成２２年８月３１日までの期間中に、紹介実績のある労災指定医療機

関等の医師に対してニーズ調査・満足度調査を実施した。 

【主な調査項目】 

・診断結果等の報告状況（報告書が届くまでの時間、報告書のわかりやすさ） 

・症例検討会の開催状況（検討会に参加しやすい曜日、時間帯の設定） 

・救急入院等の受け入れ体制（受け入れ時間帯、受け入れ後の報告の迅速性） 

・逆紹介状況（診療情報のわかりやすさ、紹介後のフォローアップ体制） 

 【改善に向けた取組】 

  ・勤務医が参加しやすい休日、夜間に症例検討会を開催した。 

  ・救急入院を含めた紹介患者の受付時間の延長、ＦＡＸ、メール等受付媒体の多様化を図った。 

・院内の各種委員会において、紹介患者受診後の報告は速やかに行い、逆紹介に努めるよう周知

徹底した。 

 

上記取組の結果、平成２２年度のニーズ調査・満足度調査では、上記調査項目すべてにおいて満

足度が向上し、利用者から診療や産業医活動を実施する上で有用であった旨の評価について、昨年

度を上回る７８．７％（対前年比０．８ポイント増）の評価を得た。 
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シート３ 行政機関への貢献（評価項目６）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

(５) 行政機関等への貢献 (５) 行政機関等への貢献 (５) 行政機関等への貢献 (５) 行政機関等への貢献 

   資料０３－０１ 資料０３－０２ 

国が設置している検討会、

委員会等への参加要請に協力

するとともに、迅速・適正な

労災認定に係る意見書の作成

等を通じて行政活動に協力す

ること。 

ア 勤労者の健康を取り巻く

新たな問題等について、国

が設置する委員会への参

加、情報提供等により、行

政機関に協力する。 

ア 労災認定基準等の見直しに

係る検討会に参加するほか、

国の設置する委員会への参

加、情報提供等により行政機

関に協力する。 

ア  

    ※ 国の設置する委員会等への出席 

      国（地方機関を含む。）の要請に応じて、労災病院の医師等が次のとおり、各医員・委員の委嘱を受ける

とともに、審議会・委員会及び検討会等に積極的に参画し、労災疾病等に係る医学的知見を提供した。 

       平成２２年度実績 

         ・中央じん肺診査医（３名）地方労災医員（８３名）、労災保険診療審査委員（４１名）、 

地方じん肺診査医（１３名）、労災補償指導医（８７名） 

・４５の検討会（中央じん肺診査医会、中央環境審議会等）等に８１名が出席した。 

     

※ 巡回診療の実施 

医師不足地域における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる生活習慣病の健康診断等を実施

した。 

   巡回診療         （単位：人） 

区分 21年度 22年度  

県内  25,921 29,539 
 

県外 590 494 

 

※ 行政機関からの要請、貢献 

東日本大震災発生（平成２３年３月１１日）直後に、機構本部に災害対策本部を立ち上げ、国や自治体か

らの医療救護班派遣要請等を積極的に受けた。 

国や自治体からの要請に基づく医療救護班派遣等は以下のとおり。 

○被災地での診療活動（平成２３年３月１１日から６月１３日） 

① ＤＭＡＴの派遣（災害初動時） 

・３医療チームを派遣（延１５人） 

② 医療チームの派遣（避難所における巡回診療活動） 

         ・８医療チーム（延４１人）を派遣 

③ 腰痛、関節痛及びエコノミークラス症候群予防のための運動指導 

・１病院から毎週（火）（金）技師チーム（２人）を派遣 

       ○相談窓口の設置（平成２３年３月１５日から） 

        ① 国からの要請に基づき人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口を設置 

          ・東京電力及び東北電力管内の８労災病院に緊急相談窓口を設置（相談件数：１４件） 

     《参考》 

       国からの東京電力福島第一原子力発電所における労働者の健康管理等のための緊急医師派遣要請に基づ

き、平成２３年５月２９日から医師を派遣している。その結果、福島第一原発内において、２４時間体制

での労働者の健康管理が可能となっている。 

 

 イ 労災認定に係る意見書等

の作成については、複数の

診療科にわたる事案につい

て、院内の連携を密にする

など適切かつ迅速に対応す

る。 

イ 労災認定に係る意見書等を

適切かつ迅速に作成するた

め、複数の診療科にわたる事

案については院内の連携を密

にする。 

 

イ  

      労災認定に係る意見書等の作成については、アスベストやメンタルヘルス等、新たな産業関連疾患に係る

依頼が増加する中、複数の診療科にわたる事案について院内の連携を密にするなど、適切かつ迅速に対応し

た（平成２２年度は１５．６日、対前年度比０．４日の短縮）。 
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 意見書処理日数 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

29.3日 20.7日 19.2日 14.4日 13.5日 16.2日 16.0日 15.6日 

      （参考） 

        平成２１年度の労働基準監督署による医療機関への意見書作成依頼件数（５２，２１２件）のうち、

３，２９２件が労災病院に依頼されている（全国シェア：６．３％）。 

    

また、労災疾病等に係る研

究・開発、普及事業等を通じ

て得られた医学的知見につい

ては、速やかに行政機関に提

供し、政策立案等との連携を

深めること。 

ウ 労災疾病等に係る研究・開

発、普及事業等を通じて得

られた医学的知見について

は、政策立案等との連携を

深めるため、速やかに行政

機関に提供する。 

 

 

 

 

エ 今後、増加が予想されるア

スベスト関連疾患に対応す

るため、労災指定医療機関

等の医師を対象とする当該

疾患診断技術研修会を開催

する。 

ウ 労災疾病等に係る研究・開

発、普及事業等を通じて得ら

れた医学的知見については、

行政機関の要請に応じ、速や

かに情報を提供する。 

 

 

 

 

 

エ 今後、増加が予想されるア

スベスト関連疾患に対応する

ため、労災指定医療機関等の

医師を対象とする当該疾患診

断技術研修会を全国で開催す

る。   

また、当該関連疾患に係る

診断・治療、相談等について

引き続き積極的に対応すると

ともに、アスベストを原因と

する中皮腫、肺がんの鑑別診

断の根拠となるアスベスト小

体の計測検査について、行政

機関等からの依頼に基づき積

極的な受け入れを図る。 

ウ  

労災疾病等に係る研究・開発、普及事業で得られた知見について、平成２２年９月１２日に開催した「勤

労者医療フォーラムＩＮかながわ」において作成した冊子「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ～がん治療

と仕事の両立支援に向けて～」を厚生労働省に提出するとともに、産業医学振興財団、財団法人労災サポー

トセンター、社団法人日本経済団体連合会等へ配布した。 

 【勤労者医療フォーラム講演者及びパネリスト：外部のみ】 

    松沢 成文  神奈川県知事 

    岡山 慶子  ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ 副理事長 

    中山 陽子  沼津市立病院内患者オリーブの会 代表 

        吉田 道雄  ＮＰＯ法人がん患者団体支援機構 理事 

エ                                    資料０３－０３ 

平成１７年６月に表面化したアスベストばく露による健康問題に関し、政府の閣議決定（平成１７年７月）

に基づく「アスベスト問題への当面の対応」（アスベスト問題に関する関係閣僚会合とりまとめ）として、

平成１７年度以降アスベスト関連疾患の診断・治療の中核となる医療機関として２５労災病院に「アスベス

ト疾患ブロックセンター」「アスベスト疾患センター」を設置し、診断・治療、相談等に対応している。 

これまでの取組の成果により、アスベストに関する国民への周知が進んだことに伴い、相談件数等は減尐

傾向にあるが、今後、アスベスト関連疾患患者の増加が予想されるため、診断技術を確立しておかなければ

ならない。このため、平成２１年度に制作した「石綿関連疾患解説ＤＶＤ」を使用して診断技術等の普及に

努めるなど、アスベスト関連疾患の診断技術向上を図るとともに、労災病院に蓄積された知見を活用して行

政からの依頼に基づきアスベスト関連疾患の確定診断を行うなど、引き続き積極的な対応に努めた。 

ⅰ アスベスト小体計測検査への取組 

   平成１８年から全国７か所のアスベスト疾患ブロックセンター及び３か所のアスベスト疾患センタ

ー計１０か所において１，６９４件のアスベスト小体計測検査を実施（平成２２年度小体計測検査件

数２３３件）。アスベスト労災認定に係る当該検査の大部分を当機構で実施しており、迅速かつ公正

な診断で当該認定に貢献している。 

アスベスト小体計測件数（単位：件） 

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計 

小体計測検査 372 344 473 272 233 1,694 

ⅱ アスベスト健診及び健康相談への取組  

「アスベスト疾患センター」等において、アスベスト健診等に取り組む（平成２２年度アスベスト

健診件数９，２４１件）とともに、労災病院及び産業保健推進センター等に設置した健康相談窓口に

おいて、アスベストによる健康障害に関して不安のある地域住民等からの健康相談に対応した（平成

２２年度相談件数１，８０２件）。 

アスベスト疾患センター等における相談等件数 （単位：件） 

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計 

健診 15,169 13,202 8,982 6,733 7,926 9,241 61,253 

相談 24,402 9,254 3,343 2,162 1,602 1,802 42,565 

ⅲ アスベスト関連疾患診断技術研修への取組 

喫緊の課題となっているアスベスト関連疾患に係る医師を対象としたアスベスト関連疾患診断技術
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研修（基礎研修・医師等を対象としたアスベスト関連疾患胸部画像の読影実習などの専門研修）を開

催した（平成２２年度：延べ２１か所開催、延べ６８７人参加）。平成１８年度以降、全国延べ１１

０か所で開催し、延べ４，４５７人の労災指定医療機関等の医師及び産業医等がこの研修を修了した。 

アスベスト関連疾患診断技術研修受講者数 

 

 

 

 

        

ⅳ 「石綿確定診断等事業」の実施 

         全国の労働基準監督署で石綿による疾患であるか医学的に判断できない事案に対する医学的判断に

ついて、石綿肺がん・良性石綿胸水・中皮腫など平成２２年度１４５件（平成２１年度６７件）の確

定診断を実施した。 

豊富な症例経験と検査体制を有する当機構が実施することで、被災労働者に対して迅速かつ適正な

労災給付が行われることに貢献した。 

       ⅴ 「指定疾病見直しのための石綿関連疾患に関する事例等調査業務」の実施 

石綿健康被害救済法の見直しのために必要な情報を整理するため、当機構内外の専門医による検討

会を組織し、①びまん性胸膜肥厚の鑑別、②中皮腫診断補助検査の確立、に関する調査を実施した。 

① 労災病院等から７８例のびまん性胸膜肥厚症例を収集し、これらを解析することにより、医学

的判定上の課題を検証し、適切かつ効率的な医学的判定の在り方を環境省に報告した。 

② 労災病院等から１８８例の中皮腫等症例を収集し、新たな中皮腫診断補助検査としてヒアルロ

ン酸値等を分析することにより、その有効性について検証し、これらの指標の意義、基準の在り

方を環境省に報告した。 

以上の取組において、被災者に対して迅速かつ適正な救済が行われることに貢献した。 

       ⅵ 「石綿小体計測精度管理事業」への協力 

新たに全国７か所のアスベスト疾患ブロックセンター及び３か所のアスベスト疾患センターの検査

技師（１０名）が（独）環境再生保全機構による「石綿小体計測精度管理事業」に参画し、実際に

計測した結果の相互比較を行うなど、石綿小体計測の精度向上を図った。 

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計 

基礎研修 352人 722人 712人 222人 166 2,174 

専門研修 430人 297人 552人 483人 521 2,283 

合計 782人 1,019人 1,264人 705人 687 4,457 

    

 オ 独立行政法人高齢・障害

者雇用支援機構が運営する

地域障害者職業センターに

おいて実施しているうつ病

等休職者の職場復帰支援等

の取組に関し、医療面にお

いて協力する。 

オ 独立行政法人高齢・障害者

雇用支援機構が運営する地域

障害者職業センターにおいて

実施しているうつ病等休職者

の職場復帰支援等の取組に関

し、医療面において協力する。 

オ  

      うつ病等休職者の職場復帰支援等の取組に関し医療面に関する協力を行った。 

具体的には、 

・精神障害者雇用支援連絡協議会からの委嘱を受け２名の医師が委員として協力した。 

・メンタルヘルスセンター設置病院と地域障害者職業センターとの打合会を３病院にて計４回実施した。 

・「精神障害者の職場復帰支援（リワーク支援事業）」については、１３名の患者に対し事業の照会等支

援を行った。 

    

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（６）行政機関等への貢献】 
自己評定 Ｓ  評  定 Ａ  

［評価の視点］ 

（理由及び特記事項） 

 

① 国（行政等）の要請に応じて、審議会及び委員会等に積極的に参画し、労災疾病等に係る医学的知

見を提供した。（業務実績第１のⅡの２の（５）のア参照） 

② 労災認定に係る意見書作成については、平政２２年度の平均処理日数は１５．６日と平成１５年度

の２９．３日と比べると１３．７日の大幅な短縮を達成した。（業務実績第１のⅡの２の（５）のイ

参照） 

③ 労災疾病等に係る研究・開発、普及事業で得られた知見について、平成２２年９月１２日に開催し

た「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ」において作成した冊子「勤労者医療フォーラムＩＮかなが

（委員会としての評定理由） 

 

行政機関等への貢献については、労災病院の専門医がアスベスト

関連疾患等に関する国の検討会に参加し情報提供等を行っているほ

か、労災病院に設けられているアスベスト疾患センターではアスベ

スト小体計測の実施、健康診断・健康相談への対応、全国で医師等

を対象とした石綿診断技術研修会を開催するなど優れた成果が認め

られ、また、労災認定に際し行政機関から依頼される意見書につい

ては、その作成期間を大幅に短縮し行政機関の事務に大きく貢献し
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わ～がん治療と仕事の両立支援に向けて～」を厚生労働省に提出するとともに、産業医学振興財団、

財団法人労災サポートセンター、社団法人日本経済団体連合会等へ配布した。（業務実績第１のⅡの

２の（５）のウ参照） 

≪アスベスト関連疾患への取組④～⑦≫ 

④ アスベスト小体計測検査に引き続き取り組み、平成１８年度以降延べ１，６９４例の検査を実施し

た（平成２２年度：２３３件）。（業務実績第１のⅡの２の（５）のエ参照） 

⑤ 全国の産業医等を対象としたアスベスト関連疾患診断技術研修の開催に引き続き取り組み、全国延

べ２１か所で実施し、延べ６８７人が参加した。（業務実績第１のⅡの２の（５）のエ参照） 

⑥ 「石綿確定診断等事業」に引き続き取り組み、平成２２年度１４５件（平成２１年度６７件）の確

定診断を実施し、迅速かつ適正な労災給付が行われることに貢献した。（業務実績第１のⅡの２の

（５）のエ参照） 

⑦ 「指定疾病見直しのための石綿関連疾患に関する事例等調査業務」において、①びまん性胸膜肥厚

の鑑別、②中皮腫診断補助検査の確立に取り組み、びまん性胸膜肥厚における医学的判定の在り方や

新たな中皮腫診断補助検査基準の在り方を環境省に報告した。（業務実績第１のⅡの２の（５）のエ

参照） 

新たに全国７か所のアスベスト疾患ブロックセンター及び３か所のアスベスト疾患センターの検

査技師が（独）環境再生保全機構による「石綿小体計測精度管理事業」に参画するなど、石綿小体計

測の精度向上を図った。（業務実績第１のⅡの２の（５）のエ参照） 

⑧ 東日本大震災発生（平成２３年３月１１日）直後に、機構本部に災害対策本部を立ち上げ、国や自

治体からの医療救護班派遣等要請を積極的に受けた。（業務実績第１のⅡの２の（５）のア参照） 

 

以上のことから、自己評価を「Ｓ」とした。 
 

たことは評価される。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・労災意見書等の作成期間の大幅な短縮、社会の要請への対応は期

待される以上の優れた成果をあげている。 

・労災認定意見書作成期間の短縮はとりわけ行政への貢献が高いと

評価される。東日本大震災への対応は評価できる。 

・労災病院という立場を十分に認識して積極的に貢献したと評価で

きる。 

・説明を聞いても、自己評価Ｓである理由が十分納得できない。 

・労災認定に関する意見書提出や労災認定に係る意見書作成の期間

短縮等、計画値を上回っている。アスベスト関連疾患への取組も評

価できる。 

・労災基準認定の見直し検討等で中心的に役割を果たしており、東

日本大震災でも貢献していることは評価できる。 

・アスベスト、大震災への対応において、優れた貢献をしている。 

・労災認定に関する意見書作成の処理日数を大幅に短縮するなど、

大きな成果を上げているが、機構の使命に照らせば当然の責務とも

いえる。 

 

○ 労災認定基準等の見直しに係る検討会や国が設

置する委員会等への参加、情報提供等の協力が行わ

れたか。 

 

実績：○  

※ 国の設置する委員会等への出席 

      国（地方機関を含む。）の要請に応じて、労災病院の医師等が次のとおり、各医員・委員の委

嘱を受けるとともに、審議会・委員会及び検討会等に積極的に参画し、労災疾病等に係る医学的

知見を提供した。 

       平成２２年度実績 

         ・中央じん肺診査医（３名）地方労災医員（８３名）、労災保険診療審査委員（４１名）、

地方じん肺診査医（１３名）、労災補償指導医（８７名） 

・４５の検討会（中央じん肺診査医会、中央環境審議会等）等に８１名が出席した。 

※ 巡回診療の実施 

医師不足地域における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる生活習慣病の健康

診断等を実施した。 

 巡回診療            （単位：人） 

区分 21年度 22年度  

県内  25,921 29,539 
 

県外 590 494 

※ 行政機関からの要請、貢献 

東日本大震災発生（平成２３年３月１１日）直後に、機構本部に災害対策本部を立ち上げ、

国や自治体からの医療救護班派遣要請等を積極的に受けた。 

国や自治体からの要請に基づく医療救護班派遣等は以下のとおり。 

○被災地での診療活動（平成２３年３月１１日から６月１３日） 

① ＤＭＡＴの派遣（災害初動時） 

・３医療チームを派遣（延１５人） 

② 医療チームの派遣（避難所における巡回診療活動） 

         ・８医療チーム（延４１人）を派遣 

 

（その他意見） 

 

・東京電力福島第一原発における作業員の健康管理への対応につい

て、収益面へのインパクトは来期にどれくらいでるのか。 
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③ 腰痛、関節痛及びエコノミークラス症候群予防のための運動指導 

・１病院から毎週（火）（金）技師チーム（２人）を派遣 

       ○相談窓口の設置（平成２３年３月１５日から） 

        ① 国からの要請に基づき人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口を設置 

          ・東京電力及び東北電力管内の８労災病院に緊急相談窓口を設置（相談件数：１４件） 

     《参考》 

       国からの東京電力福島第一原子力発電所における労働者の健康管理等のための緊急医師派

遣要請に基づき、平成２３年５月２９日から医師を派遣している。その結果、福島第一原発

内において、２４時間体制での労働者の健康管理が可能となっている 

 

○ 労災認定に係る意見書等の作成が、適切かつ迅速

に行われているか。 

 

実績：○ 

労災認定に係る意見書作成について、近年、アスベスト、メンタルヘルス等、新たな産業関連疾患に係

る依頼が増加する中で、平政２２年度の平均処理日数は１５．６日となり、平成１５年度に対して平均処

理日数が大幅に短縮された。（業務実績第１のⅡの２の（５）のイ参照） 

 

○ 労災疾病等に係る研究・開発、普及事業等を通じ

て得られた医学的知見については、政策立案等との

連携を深めるため、速やかに行政機関に提供されて

いるか。 

 

実績：○ 

労災疾病等に係る研究・開発、普及事業で得られた知見について、平成２２年９月１２日に開催した「勤

労者医療フォーラムＩＮかながわ」において作成した冊子「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ～がん治

療と仕事の両立支援に向けて～」を厚生労働省に提出するとともに、産業医学振興財団、財団法人労災サ

ポートセンター、社団法人日本経済団体連合会等へ配布した。（業務実績第１のⅡの２の（５）のウ参照） 

 

○ アスベスト関連疾患に対応するため、労災指定

医療機関等の医師を対象とする当該疾患診断技術

研修会を開催したか。 

実績：○ 

労災指定医療機関等の医師及び産業医等を対象とするアスベスト関連疾患診断技術研修を全国延べ２

１か所で実施し、延べ６８７人が参加した（平成１８年度以降、研修修了者延べ４，４５７人）。（業務

実績第１のⅡの２の（５）のエ参照） 
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シート４ 労災疾病研究等に係る研究・開発（評価項目２）  

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

Ⅱ 各業務において取り組むべ

き事項 

Ⅱ 各業務において取り組むべき

事項 

Ⅱ 各業務において取り組むべき

事項 

Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 

    

１ 労災疾病等に係る研究開発

の推進等 

１ 労災疾病等に係る研究開発の

推進等 

１ 労災疾病等に係る研究開発の

推進等 

１ 労災疾病等に係る研究開発の推進等 

    

(１) 労災疾病等に係る臨床研

究の着実な実施 

(１) 労災疾病等に係る臨床研究

の着実な実施 

(１) 労災疾病等に係る臨床研究

の着実な実施 

(１) 労災疾病等に係る臨床研究の着実な実施 

    

第１期中期目標において

取り上げた、依然として多く

の労働災害が発生している

疾病、又は産業構造・職場環

境等の変化に伴い勤労者の

新たな健康問題として社会

問題化している疾病である

１３分野の課題は引き続き

重要な課題であることから、

これら分野について労災疾

病等に係るモデル医療やモ

デル予防法の研究・開発を引

き続き行うこと。 

特に、昨今の労働災害の動

向や職場のニーズを踏まえ、

かつ労働災害防止計画等に

照らし、「アスベスト関連疾

患」、「勤労者のメンタルヘ

ルス」、「業務の過重負荷に

よる脳・心臓疾患（過労死）」

及び「化学物質の曝露による

産業中毒」の分野を最重点分

野とし、これらの分野に資源

を重点的に配分すること等

により、時宜に合った研究成

果をあげるよう取り組むこ

と。 

また、これまで労災病院で

培われた労災疾病等に関す

る症例、知見、技術、職業と

疾病との関連性に係る情報

等を活かしつつ、がん、脳卒

中、急性心筋梗塞、糖尿病等

の勤労者が罹患することの

多い疾病も含め、就労の継続

中期目標に示された１３

分野ごとに別紙１のとおり

研究テーマを定め労災疾病

等に係るモデル医療やモデ

ル予防法の研究・開発、普及

を着実に実施するため次の

とおり取り組む。 

中期計画に定めた１３分

野ごとの研究テーマに係る

モデル医療やモデル予防法

の研究・開発を着実に実施す

るため次のとおり取り組む。 

    中期計画に定めた１３分野ごとの研究テーマに係るモデル医療やモデル予防法の研究・開発を着実に実施

するため次のとおり取り組んだ。 

  資料 ０４－０３ 

ア 中期目標に示された１

３分野の労災疾病等に係る

モデル医療やモデル予防法

の研究・開発を引き続き実

施するため、平成２１年度

中に１３分野ごとに新たな

臨床研究・開発、普及計画

を作成し、これに基づいて

労災疾病等１３分野臨床医

学研究を推進する。 

ア １３分野ごとに研究者

会議を随時開催して、業績

評価委員会医学研究評価

部会において承認された

研究計画に沿って研究を

遂行するとともに、研究計

画の変更が発生した場合

には、再度、業績評価委員

会医学研究評価部会等で

の評価を受ける。 

ア  労災疾病等１３分野医学研究・開発、普及計画に沿った研究の遂行にあたり以下の取組を行った。 

   研究者会議等を１０６回開催し、業績評価委員会医学研究評価部会において承認された研究計画に沿っ

て研究を遂行するとともに、平成２３年２月に、２日間にわたって業績評価委員会医学研究評価部会を開

催して、研究分野ごとに研究計画の達成度、コストパフォーマンスを含めた研究計画の妥当性、研究計画

の変更等について、外部委員等による中間評価を受けた。また、研究計画の変更があった５つの分野につ

いては外部委員を含む医学研究倫理審査委員会の審査も受けた。 

なお、業績評価委員会医学研究評価部会及び医学研究倫理審査委員会の議事概要等については、機構ホ

ームページに掲載した。 

 

  第２期労災疾病等１３分野医学研究・開発、普及計画は、第１期の研究成果を基に中期目標で示された

重点分野を中心に新たな勤労者医療の確立を目指しており、重点分野の主な研究テーマは以下のとおりで

ある。 

  （ア）アスベスト関連疾患、産業中毒等新たな労災疾病等の早期診断・治療法の研究・開発、普及 

    ・アスベスト関連疾患の新規治療法の実用化 

・アスベスト関連疾患の発症前診断法の開発 

・新たな粉じん（超硬合金）によるじん肺の病態解明 

・産業中毒・職業性皮膚疾患データベースの構築 

・シックハウス症候群、化学物質過敏症の病態解明    

  （イ）過労死の機序を解明するための研究・開発、普及 

    ・長時間労働がメタボリックシンドロームを引き起こす機序の研究 

・長時間労働が食事・運動・ストレスに与える影響の検討 

・長時間労働が引き起こすストレスに存在する性差の解明 

・宮城県亘理町における東日本大震災が被災住民に与えた健康障害の実態調査 

  （ウ）うつ病等の客観的診断法・職場における心理・社会的要因の客観的評価法の研究・開発、普及 

    ・自殺予防のための不眠スコア、脳血流量、ホルモン分泋量測定による「うつ病予備群」の客観的

診断法の確立 

・うつ病、腰痛、脳・心臓発作の原因となっている「働きがい」などの心理・社会的要因の客観的
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が可能な治療と療養後にお

ける医療の視点から行う円

滑な職場復帰を支える疾病

の治療と職業生活の両立を

図るモデル医療及び労働者

個人の特性と就労形態や職

場環境等との関係等につい

ての研究開発を分野横断的

に行うこととし、この研究に

も資源を重点的に配分して

研究環境の整備充実を図る

こと。 

なお、研究の推進に当たっ

ては、労災疾病等に係る研究

を効果的かつ効率的に実施

する観点から、現行１研究セ

ンターにつき１分野として

１３研究センターを設置し

ている分散型の研究体制に

ついて、平成２１年度末まで

に診療実績や労災患者数、専

門医等研究スタッフの配置

状況等を勘案した集約化を

検討し、その結果を踏まえ必

要な見直しを行うこと。 

さらに、労災疾病等に係る

研究開発の推進に当たって

は、症例の集積が重要である

ことから、労災病院のネット

ワークの活用のみならず、労

災指定医療機関である国立

病院等からも症例データを

収集することができるよう

な連携体制の構築を図るこ

と。 

加えて、密接に関連する研

究所の労働災害の予防、労働

者の健康の保持増進及び職

業性疾病の病因、診断、予防

等に関する総合的な調査・研

究業務と連携を図るととも

に、研究所との統合後におい

て統合メリットが発揮でき

るよう一体的な実施につい

て検討すること。 

診断法の開発 

       ・心理・社会的要因と器質的変化との比較検討 

  （エ）早期職場復帰・疾病の治療と就労との両立のための研究・開発、普及 

    ・早期職場復帰の促進と疾病の治療と就労との両立のための主治医と職場との協力体制の確立 

    ・就労継続のための短期間入院で可能な低侵襲手術法の開発 

    ・就労と治療の両立支援に係る社会的効用とコストパフォーマンス測定の研究 

  （オ）海外への高度労災医療の伝承のための共同研究、海外で働く日本人の健康管理対策（特にアジア

諸国）に係る研究・開発、普及 

    ・アスベスト関連疾患・じん肺の早期発見、治療法の伝承のための共同研究（モンゴル国ウランバ

ートルにおけるワークショップの毎年開催など） 

    ・上海で働く日本人労働者の過労死防止のための日中共同研究 

    ・インターネットを用いた勤労者のためのメンタルヘルスチェックシステム「ＭＥＮＴＡＬ－ＲＯ

ＳＡＩ」を活用した、海外で勤務する日本人労働者のメンタルヘルスチェック 

 

    第２期労災疾病等１３分野医学研究・開発、普及計画における平成２２年度の取組状況は以下のとおり。 

      

「アスベスト関連疾患分野」 

                                          資料 ０４－０４ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

○中皮腫の早期発見が可能な遺伝子マーカーの開発を独立行政法人理化学研究所との共同研究を行い、中

皮腫に発現している遺伝子として、MSLN、LRRN4、UPK3Bなどを同定した。今後、中皮腫症例での発現頻

度を検討する。 

○オールジャパンの研究体制で中皮腫の新規治療法を実用化するため、新たに岡山労災病院を中心にした

共同研究コンソーシアム発足の準備を進めた。今後、CD26抗体を用いた抗体治療法、Ad-REIC、Ad-SOCS

を用いた遺伝子治療法に取り組む。  

○モンゴル、ベトナム、台湾等のアジア諸国から研究成果が高く評価され、特にモンゴルについては、モ

ンゴル国健康省から我が国の厚生労働省へアスベスト関連疾患とじん肺の専門家の派遣要請がなされ、

それを受けて、平成２２年８月にウランバートル医科学大学にて、早期診断法・予防法の伝承研修とし

て「炭鉱労働者のじん肺とアスベスト関連疾患の診断と治療のための実践ワークショップ」を２日間に

わたり開催した。長年の労災病院における臨床経験に基づいた症例検討を主体とした講演が好評で、今

後毎年開催してほしいとの要望をいただいた。また、同様の研修を受けるべくベトナムの医師団が、平

成２３年１月に日本（岡山労災病院）を訪れている。その他にも中国や台湾からも現地や日本での研修

の依頼を受けており、労災病院グループに蓄積されている知見をアジア諸国が強く必要としていること

が明らかになった。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内８２件、国外９件 

国外：「Relationship between asbestos exposure and mesothelioma in Japan. The Scientific 

Committee on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) of the International Commission 

on Occupational Health (ICOH) and MEDICHEM Conferences, Taipei, Taiwan, 2010」ほか  

     【論文】和文２４件、英文２６件 

       英文：「Clinical study of asbestos-related lung cancer in Japan with special reference to 

occupational history.  Cancer Sci, 101(5)1194-8, 2010」ほか  

【講演】５６件 

   「Diagnosis of asbestos-related Diseases. Lecture for asbestos-related diseases, Workshop 

in  Mongolia, Ulaanbaatar, Mongol, 2010」ほか  

     【行政関係】３７件 

       厚生労働省「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」委員、中央じん肺診査医・地方労災医員
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として意見書等の作成ほか 

【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】４件 

「中皮腫治療法でコンソーシアム、日本経済新聞、2011年」ほか  

     【出版物】 

       「アジアにおけるじん肺、アスベスト関連疾患の診断と治療を確立するために -モンゴル国におけ

るワークショップから明らかになった日本の役割-、独立行政法人労働者健康福祉機構、2011年」 

 

「粉じん等による呼吸器疾患分野」 

                                          資料 ０４－０５ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

○第１期研究で開発した経時サブトラクション（TS）法が、実際に検診に使えるか否かを検討するため、

じん肺症例２８３例について通常用いられているCR（Computed Radiography）と読影感度、特異度を

比較した。TSの読影感度８３．８％、特異度８８．５％、CRの読影感度８０．６％、特異度１００％

であった。TSは特異度では、偽陽性が多くなるため、CRに比べ务るが、読影感度はCRよりも優れてお

り、検診で経過を追う際に、CRのみでは見落とされる異常を捉えるという点で有用であることが判明

した。 

○モンゴル、ベトナム、台湾等のアジア諸国から研究成果が高く評価され、特にモンゴルについては、モ

ンゴル国健康省から我が国の厚生労働省へアスベスト関連疾患とじん肺の専門家の派遣要請がなされ、

それを受けて、平成２２年８月にウランバートル医科学大学にて、早期診断法・予防法の伝承研修とし

て「炭鉱労働者のじん肺とアスベスト関連疾患の診断と治療のための実践ワークショップ」を２日間に

わたり開催した。長年の労災病院における臨床経験に基づいた症例検討を主体とした講演が好評で、今

後毎年開催してほしいとの要望をいただいた。また、ベトナムや中国、台湾からも現地や日本での研修

の依頼を受けており、労災病院グループに蓄積されている知見をアジア諸国が強く必要としていること

が明らかになった。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内１１件 

  「経時ｻﾌﾞﾄﾗｸｼｮﾝ（TS)のじん肺診療における有用性についての検討-当院における中間報告-, 第58回

日本職業・災害医学会, 浦安市, 2010年」ほか  

     【論文】和文７件、英文３件 

       英文：「Progression of pneumoconiosis in coal miners after cessation of dust exposure:A 

longitudinal study based on periodic chest X-ray examinations in  Hokkaido,Japan.  Internal 

Med, 49:1949-56, 2010」ほか  

【講演】２９件 

       「Coalworker's pneumoconiosis.  Workshop in Mongolia, Ulaanbaatar, Mongol, 2010」ほか  

     【行政関係】９件 

       地方じん肺診査医・地方労災医員として意見書等の作成ほか 

【出版物】 

       「New Imaging Diagnostic Method Temporal Subtraction Method, Japan Labour Health and Welfare 

Organization, 英訳版, 2010年」 

「アジアにおけるじん肺、アスベスト関連疾患の診断と治療を確立するために-モンゴル国における

ワークショップから明らかになった日本の役割-、独立行政法人労働者健康福祉機構、2011年」  

 

「高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患分野」 

                                          資料 ０４－０６ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

○ 第１期研究の検討結果から、第２期研究では職業性皮膚疾患についての情報蓄積のための職業性皮

膚疾患ＮＡＶＩの開発に取り組むことにした。 
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この職業性皮膚疾患ＮＡＶＩ （http://www.research12.jp/hifunavi/index.html）は、症例、文献

等職業性皮膚疾患に関する情報を蓄積するデータベースを目指すものであり、産業中毒データベース

とリンクした化学物質検索も可能である。２０１１年１月現在、登録医師数５，６１７名、症例登録

数８１例、文献検索リスト（PubMed、国内文献）１０，５１０件、化学物質３，９５２件、アクセス

数１，００８件（２０１０年４月～２０１１年１月現在）月平均アクセス数は１０１件となっている。

多様な職場で使用される化学物質は多岐にわたるために職業性皮膚疾患の症状も様々であり、本デー

タベースは化学物質による症状の特定に役立つものと考えられる。  

≪研究成果の普及≫  

【学会発表】国内５件 

  国内：「職業環境と皮膚障害(化学物質過敏症を含む) 職業性皮膚疾患NAVI、第109回日本皮膚科学

会総会教育講演、大阪、2010年」ほか  

     【論文】和文９件、英文２件 

       英文：「Comparison of skin barrier function and sensory nerve electric current perception 

threshold between IgE-high extrinsic and IgE-normal intrinsic types of atopic dermatitis. Br 

J Dermatol, 162(1)83-90, 2010」ほか 

【講演】２件 

  「職業性皮膚疾患NAVI-Occupational Skin Disease NAVI-、第8回北九州皮膚アレルギー研究会、北九

州、2010年」ほか  

   

   「化学物質の曝露による産業中毒分野」  

資料 ０４－０７  

≪平成２２年度の取組状況≫ 

      ○ 建物より発生する揮発性有機化合物によるシックハウス症候群（SHS）は、しばしば特発性環境不

耐症（IEI、いわゆる化学物質過敏症）と同一視されるが、IEIは明らかな化学物質の曝露歴がない

にも拘わらず、微量の化学物質に反応して健康障害を発症するといわれている。 

○ SHS患者４２名とIEI患者８８名について、既往歴、自覚症状、生化学検査、心理テスト等で比較

したところ、SHS患者は化学物質による刺激等による皮膚症状がIEI患者よりも有意に多いが、IEI

患者は精神疾患と感覚器疾患、関節痛、呼吸困難などがSHS患者より多く、特に関節痛は中毒学的

な説明が困難であり、精神心理的な関与が推測された。また、IEI患者は総IgE値がSHS患者より有

意に高く、アレルギー疾患との関連が示唆された。IEI患者１７名に対するホルムアルデヒドとト

ルエンのシングルブラインド曝露試験では、IEI患者はどのような曝露条件下でも化学物質に対す

る自覚症状は現れず、IEIと化学物質の関連は不明瞭であった。これらの結果から、SHSとIEIは異

なる特性をもつ疾患であると考えられ、今後、IEIの臨床像について明らかにすることが課題であ

ると考えられた。 

≪研究成果の普及≫  

【学会発表】国内８件、国外２件 

  国外：「Arsine metabolism based on the speciation analysis of serum and urine from a patient. 

International Occupational Hygiene Association(IOHA) 2010, Rome, Italy,  2010」ほか  

     【論文】和文４件、英文２件 

       英文：「Acute arsine poisoning confirmed by speciation analysis of arsenic compounds in the 

plasma and urine by HPLC-ICP-MS. J Occup Health, 53(1)45-49, 2011」ほか  

【講演】４件 

   「新しい化学物質とその対策、大阪医師会産業医研修会、大阪、2010年」ほか  

 【行政関係】３６件 

   行政訴訟事件に係る医学的意見書の作成、厚生労働省労働基準局「化学物質による労働者の健康障

害防止に係るリスク評価検討会」委員ほか 
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「振動障害分野」 

                                          資料 ０４－０８ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

○FSBP%法に対する加齢の影響を調べるために、振動曝露のない健康な対照者６６名（すべて男性）で

FSBP%値を測定したところ、全ての指において、年齢による差は認められなかった。 

○振動障害による末梢神経障害の診断に有効な振動知覚閾値検査では、示指に加齢による閾値の上昇が

見られた。 

○感覚鈍麻の度合いを測定するのに有効な電流知覚閾値検査（ニューロメーター）では、電流値により

刺激する神経が異なり、２，０００Hzは触刺激、２５０Hzは針先の刺激、５Hzは冷温刺激の知覚受容

と対応すると言われている。２，０００Hz（触刺激）と２５０Hz（痛刺激）では加齢に伴い閾値の上

昇が見られたが、５Hz（冷温刺激）では年齢による差は見られなかった。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内１件 

  「電流知覚閾値の皮膚温の影響、第109回日本皮膚科学会総会教育講演、第５８回日本職業・災害医

学会、浦安市、2010年」  

【論文】和文１件、英文１件 

   英文：「「Current perception threshold for assessment of the neurological compartments of 

the hand-arm vibration syndrome; A review . Yonago Acta Medica, 53:59-64, 2010」 

【講演】１件 

       「振動障害の臨床像と予防について，森林技術総合研修所・林業機械化センター，2010年」 

 

「業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死）分野」 

                                          資料 ０４－０９ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

   ○長時間労働と脳・心臓疾患発症の関連に関する日中共同研究を開始し、上海の勤労者３，０００名を

対象（上海で働く日本人１００名を含む）とした、中国大都市の勤労者における職業ストレスと脳・

心臓疾患発症の関連に関する調査を開始した。 

○宮城県亘理町におけるコホート研究（労働・心理ストレスと脳・心臓疾患発症の関係に関する研究）か

ら、過労死を引き起こす要因について、微量アルブミン尿の有無で検討したところ、BMI、収縮期血圧、

拡張期血圧、中性脂肪、空腹時血糖などの値が、微量アルブミン尿陽性例で有意に高値を示した。また、

陽性例でメタボリックシンドロームの割合も有意に高いことも判明した。これらの結果は、微量アルブ

ミン尿を測定することにより、過労死を引き起こす要因の有無をスクリーニングし、過労死の予防につ

なげることができることを示している。 

   ○なお、今後の展開として宮城県亘理町における東日本大震災が被災住民に与えた健康障害の実態調査

に着手した。この調査は当初の研究計画にはないものの、新たに亘理町保健福祉課から、今回の東日

本大震災により住民の健康状況が悪化している可能性があるため、平成２３年度は健診受診者をでき

るだけ多くし、住民の健康状況を把握し、適切に処理したいので協力してほしいとの要望を受けてお

り、今後、亘理町でのコホート研究を更に進め、今回の震災の健康への影響､特に勤労者のメンタルヘ

ルス分野の協力のもと、心身の疲労や抑うつ度についての実態を明らかにする。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内１５件、国外５件 

  国外：「Serum uric acid is an indipendent risk facter for microalbuminuria in the general 

population: The Watari study.  23rd Scientific Meeting of the International Society of 

Hypertension, Vancouver, Canada,  2010」ほか  

【論文】和文１３件、英文１件 

       和文：「勤労者における年間残業時間と高血圧、脂質異常症、糖尿病保有状況の関係－労災過労死

研究、日本職業災害医学会誌、58(5)206-13, 2010」ほか  
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【講演】１２件 

 「過重労働と公務災害及び健康障害～脳・心臓血管障害を重点に、長時間労働による公務災害防止対

策セミナー、仙台市、2011年」ほか  

 【行政関係】１件 

       仙台市「働く市民の健康づくりネットワーク会議」委員 

【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】８件 

「第３３回日本高血圧学会における「年間残業時間の増加と高血圧のリスク上昇は有意に関連～労

災過労死研究～」、Medical Tribune、2010年」ほか  

 

「身体への過度の負担による筋・骨格系疾患分野」 

                                          資料 ０４－１０ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

     ○仕事に支障をきたす非特異的腰痛の慢性化の危険因子の検討として、ベースライン調査時から過去１

カ月間に腰痛があった１７１人のうち、その後３カ月以上の腰痛を訴え、慢性化した人は２９人（全

体の１７．５％）であった。単変量解析の結果、不安感が強い、仕事や生活での低い満足度、夜勤の

ある不規則な勤務体制であること、非常に大きな精神的ショックを小児期（１４歳以下）に受け、そ

れが今でも精神的に影響していること、ベースラインでの強い痛みレベル（NRS8以上）などで統計的

に有意な結果を示した。このように、腰痛の慢性化にも心理・社会的要因が関与していることが明ら

かとなった。  

≪研究成果の普及≫  

【学会発表】国内１９件、国外３件 

  国外：「Risk factor for onset of persistent back pain among Japanese workers; findings from 

a prospective study : the Japan epidemiological research of occupational-related back pain 

(JOB) study. 7th International Scientific Conference on Prevention of Work-Related 

Musculoskeletal Disorders (PREMUS), Angers France,  2010」ほか  

     【論文】和文１４件、英文３件 

       英文：「Prevalence and correlates of regional pain and associated deniability in Japanese 

workers. Occupational and Environmental Medicine, 68(3)191-6, 2011」ほか  

【講演】１４件 

   「職場における腰痛予防対策のすすめ方－介護施設における対策を含む－、産業医学専門講習会、

東京、2011年」ほか  

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】６件 

       「知らないと損 腰痛新常識、サンデー毎日、2010年」「マルホ整形外科セミナー シリーズ運動

器と痛み③慢性腰痛の治療体系、日経ラジオ、2010年」「腰痛に負けない！（全４回）、NHK CATV

今日の健康、2010年」「がん用張る鎮痛剤、肩・膝の慢性治療に光？厚生労働省、使用を承認 処

方誤り副作用の疑い例、日本経済新聞、2010年」ほか 

 

「せき髄損傷分野」 

                                          資料 ０４－１１ 

    ≪平成２２年度の取組状況≫ 

  ○ ＭＲＩによる日本人の頚椎椎間板形態の性別・年齢別標準値を作成し、Pfirrmann分類を頚椎用に

改良した椎間板変性度の４段階評価方法を提案、椎間板変性、膨隆、狭小化は若年者でも大多数に

存在し、加齢に伴って進行すること、またそれらは椎間によって変化が異なることが判明した。椎

間板変性、狭小化、膨隆について、職種と業務内容（重量物取扱、同一体位保持、頚椎進展位、頚

椎屈曲位）で検討したところ、すべて職種・業務内容の影響はなく、硬膜管、脊髄測定値と同様に

年齢差が大きいことが明らかになった。  

≪研究成果の普及≫   
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【学会発表】国内８２件、国外１１件 

  「Morphology of cervical spine and spinal cord n MR imaging in 1200 asymptomatic subjects. 

26th European Cervical Spine Research Society (E-CSRS)  Annual Meeting, Corfu island, Greece, 

2010」ほか  

     【論文】和文６件、英文１７件 

       英文：「Dynamic changes in dural sac and spinal cord cross-sectional area in patients with 

cervical spondylotic myelopathy.Spine, 36(5)399-403,2011」ほか 

【講演】２０件 

   「How can we safely insert pedicle screws in cervical spine?  ArgoSpine, 15th annual meeting, 

Paris, France, Jan 27-28, 2011」ほか  

     【出版物】 

「脊髄損傷の治療から社会復帰まで 全国脊髄損傷データベースの分析から」独立行政法人労働者

健康福祉機構 全国脊髄損傷データベース研究会編, 2010年」  

 

 

「働く女性のためのメディカル・ケア分野」 

                                          資料 ０４－１２ 

≪平成２２年度の取組状況≫   

○男性看護師と女性看護師の血中コルチゾールの日内リズムを検討したところ、男女とも、朝高く、

夜低いという日内リズムを示した。勤務形態による日内リズムの変化を検討したところ、女性看護

師では深夜勤務により２日目から深夜のコルチゾール濃度が下がらなくなり、日内リズムが消失す

ること、一方、男性看護師ではこのような乱れが存在しないことが明らかとなった。これらの結果

から、深夜勤務の順応性には男女差があることが明らかとなった。  

○一般企業に勤める健康な働く女性４６名と女性外来受診者２３名について、加速度脈波計を用いて

低周波成分（交感神経）と高周波成分（副交感神経）の比を測定したところ、企業の女性では注意

～要注意が１５％であったのに対し、女性外来受診者では３１％であった。女性外来受診者はスト

レス（交感神経優位）を抱える割合が多いことが明らかになった。  

○中部労災病院神経内科に通院又は入院している患者の家族について、介護担当者のストレス状態を

調査したところ、女性介護者の方が抑うつ度が高く、介護場面で最もストレス指数が高いのは「嫁」

の立場での介護であった。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内８件、国外１件 

  国外：「Night shift work affects circadian rhythm of cortisol, cortisone and DHEA. 92nd Annual 

Meeting  of  American Endocrine Society, San Diego, California, 2010」ほか 

     【論文】和文８件 

       和文：「深夜・長時間労働が女性の内分泋環境に及ぼしている影響、産業医学ジャーナル、33(3)40-6、

2010」ほか  

【講演】４５件 

   「労働環境と働く女性の健康、平成22年度第2回労災医療研修会、大阪府、2010年」ほか  

 【行政関係】６件 

   和歌山県「男女共同参画審議会」委員ほか 

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】１９件 

       「「ロスジェネ世代」の出産について、「働く女性専門外来」での診療内容からのコメント、朝日

新聞、2010年」ほか  

 

 

「勤労者のメンタルヘルス分野」 
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                                          資料 ０４－１３ 

≪平成２２年度の取組状況≫    

○ うつ病による自殺予防対策に必要な客観的診断法として第１期研究で開発した脳血流の変化を描

写するＳＰＥＣＴを用いた客観的診断法に加え、更に低侵襲で簡便な唾液中のホルモン分泋量の測

定による客観的診断法の開発を進め、うつ病勤労者の唾液中のホルモンであるコルチゾール、DHEA-S

を測定し、コルチゾール/DHEA-Sを検討したところ、うつ病群では著明な低下を認め、新しいうつ病

の評価指標になりうると考えられる結果を得た。  

○ また、現在我が国で年間３０，０００人を超える自殺を防止するためには、「うつ病予備群」を

早期発見し、対応する必要がある。そこで、「うつ病予備群」の症状として、「不眠」に着目し検

討を加えた。SIGH-Dの中から、睡眠障害の評価項目を用いて、不眠スコア（Insomnia Score：IS）

を開発したところ、ISが３点以上の労働者では、SPECTにより脳血流の低下が認められ、自殺願望が

有意に高いことが判明した。 

これらの検討成績から、ISを用いることにより、「うつ病予備群」を発見し、自殺予防が可能にな

るものと考えられる。  

○ インターネットを用いた勤労者のためのメンタルヘルスチェックシステム「ＭＥＮＴＥＬ－ＲＯ

ＳＡＩ」を利用した勤労者の満足度について、アンケート調査を施行したところ、８５％の利用者

が「とても参考になった」と回答していたが、「結果の見方の説明が不十分で分かりにくい」など

否定的な回答もあった。そこで第２期研究では、保健指導コメントの内容について、的確性、具体

性、実用性などを吟味し、改良することとした。  

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内１３件、国外１件 

  国外：「The effect of the MENTAL-ROSAI web-based mental health check system among Japanese 

male employees. 11th International Congress of Behavioral Medicine, Washington DC, USA, 

2010」ほか  

     【論文】和文１０件 

       和文：「労働者の抑うつ，疲労感と脳SPECT画像-労災疾病等13分野医学研究・開発，普及事業から

-,産業ストレス研究,17(2)133-7, 2010」ほか  

【講演】１５０件 

「働き盛りのメンタルヘルス、大分県自殺対策シンポジウム、大分、2010年」ほか  

     【行政関係】１０件 

       独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 香川障害者職業センター「精神障害者雇用支援連絡協議

会」委員、地方労災医員として意見書等の作成ほか 

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】９４件 

       「労働者健康福祉機構 研究で睡眠障害と抑うつとの相関性確認、Japan Medicine, 2010年」ほか  

     【出版物】 

「メール相談から見える働く人のメンタルヘルスの現状と対策、独立行政法人労働者健康福祉機構、

勤労者メンタルヘルスセンター、2011年」  

    

   「騒音、電磁波等による感覚器障害分野」 

                                          資料 ０４－１４ 

≪平成２２年度の取組状況≫ 

○糖尿病網膜症の勤労者の治療と仕事を両立させるためには、どうすればよいかを検討するため、患者

アンケートにて手術のための入院希望日数を調査したところ、７日間以内の希望が多いことが明らか

となった。現在の一般的治療法では、入院期間が約１６日間であり、約半分にする必要がある。その

ためには、現在用いられている２０Ｇの手術器具からより細い２５Ｇの器具を用いた「低侵襲手術法」

を開発する必要がある。そこで、２０Ｇから２５Ｇへの移行を進め、入院期間を約８．７日間にする

ことができた。  
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○また、低侵襲手術器具を用いた熟練の有無について検討したところ、合併症の発症などに差はなく、

安全な手術であることが明らかとなった。  

≪研究成果の普及≫   

【学会発表】国内１３件 

  国内：「糖尿病網膜症に対する低侵襲手術の現況と今後の課題、第58回日本職業・災害医学会学術大

会、浦安市、2010年」ほか  

     【論文】和文３件 

       和文：「裂孔原性網膜剥離に対する25ゲージ硝子体手術成績、臨床眼科、64(8)1307-10, 2010」ほ

か 

【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】１件 

  「手術数でわかるいい病院2011 加齢や糖尿病によってはがれた網膜を修復する 網膜硝子体手術

等、週刊朝日MOOK, 2011年」  

 

   「職場復帰リハビリテーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援（両立支援/糖尿病）

分野」 

                                          資料 ０４－１５ 

    ≪平成２２年度の取組状況≫ 

      ○勤労者の羅患率の高い疾病の一つである糖尿病について、「仕事と治療の両立・職場復帰支援ガイ

ドライン」の作成に向け、大企業を対象とした患者アンケートを実施した。その結果、産業医のい

る職場で働く糖尿病の勤労者の血糖値は、産業医のいない職場に比べて良くコントロールされてい

ることが判明、また、産業医のいる職場で働く糖尿病の勤労者の方が網膜症、腎症などの合併症の

発症率が尐ないことも明らかになった。常勤産業医のいる職場では非常勤産業医しかいない職場よ

りも就労制限の割合が多く、より厳格に糖尿病の管理をしているものと考えられる。これらの結果

は、糖尿病の勤労者のコントロール状態を改善するためには、職場における産業医による管理体制

の確立を進める必要があることを示している。今後は更に中小企業を対象とした患者アンケートを

実施し、得られたアンケート結果を用いて、事業者に向けた糖尿病ガイドラインの作成に着手する。 

    ○これまでに得られた研究成果や調査報告は平成２３年１２月に「勤労者医療フォーラム（糖尿病）」

（仮称）を開催し、臨床専門家はもとより事業者を始めとする一般国民にも広く普及する予定であ

る。  

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内２件 

 「就労糖尿病患者の実態とその対策について、第54回日本糖尿病学会、札幌市、2011年」ほか  

【講演】１件 

「糖尿病の最近の話題、愛知県信用金庫健康保険組合総会、名古屋市、2010年」  

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】１件 

     「糖尿病治療と仕事の両立が出来る医療の考察における両立支援ガイドラインの早急なる策定、Medical 

Tribune、2010年」  

 

「職場復帰リハビリテーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援（両立支援/がん）分野」 

                                          資料 ０４－１６ 

    ≪平成２２年度の取組状況≫ 

    ○乳がん罹患患者２４５名において、がん診断時は専業主婦を除き、７５．６％が仕事をしていたが、

アンケート調査時（主たる治療を終えて５年以内のもの）には仕事をしているものは６１．４％に

減尐し、がん診断時から約１４％は離職していることが明らかとなった。全国労災病院のがん主治

医２２０名及び全国８か所での産業医講習会受講者中アンケートに応じた産業医７３名へ復職に関

するアンケートを実施した結果、がんに罹患した勤労者の復職についての相談を受けている主治医

は７５％、産業医は５８％いることが判明、しかし、主治医から産業医への情報提供は４％、産業
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医から主治医への相談は３７％と、両者の情報交換の機会が尐ないことが明らかとなった。今後、

両立支援を進めるに当たって、主治医と産業医との情報交換を進める必要があるが、その際、がん

についての個人情報をどこまで伝えるべきかについて調査したところ、６０％の産業医、６２％の

主治医ががんの病名、ステージ、治療予定など労働条件を設定するのに必要な情報は全て伝えた方

が良いと考えていることが判明した。  

    ○がんの治療と就労の両立支援をテーマとした「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ」をテレビ神奈

川と共催で開催し、一般市民を始めとする約１００名の参加を得た。本フォーラムはテレビ神奈川

の特集番組や神奈川新聞でも取り上げられ、その結果、がん患者団体等が主催するフォーラム等で

の研究成果発表を要請され、一般のがん患者や企業からの問い合わせも受けている。 

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内１９件、国外９件 

  国外：「Development of the Japanese version of the HRQoL instrument for patients with bone 

metastasis: EORTC QLQ-BM22.International Society for Quality of Life Research 17th Annual 

Conference, London, UK,  2010」ほか  

【論文】和文８件、英文１１件 

  英文：「Comprehensive geriatric assessment in elderly breast cancer patients. Breast Cancer, 

17(3)183-9, 2010」ほか  

【講演】２件 

 「がん治療と仕事の両立支援に向けて、勤労者医療フォーラムＩＮかながわ、神奈川県、2010年」ほ

か   

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】１件 

      「治療と仕事が両立できる医療を考察、Medical Tribune、2010年」  

     【出版物】 

      「勤労者医療研究② がん 仕事 支えあい－がんの治療と就労の両立支援－ 独立行政法人労働者健康

福祉機構、2010年」、「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ～がん治療と仕事の両立支援に向けて～ 

独立行政法人労働者健康福祉機構、2011年」  

 

「四肢切断、骨折等の職業性外傷分野」 

                                        資料 ０４－１７ 

≪平成２２年度の取組状況≫                       

      ○「重症度スコア（HISS）」の問題点として、皮膚、骨、腱、神経の損傷の状態を点数化しているが、

血管損傷は考慮していない点にあった。そこで、血管損傷も点数に加えた「修正重症度スコア（修

正HISS）」を開発し、５０例について「玉井の評価基準」との関連を検討した。「修正HISS」が高

いほど、手術後の機能回復の程度が悪いことが判明した。この「修正HISS」を用いることにより、

より正確な機能回復の程度や原職復帰の可否の評価が可能になると考える。 

    ≪研究成果の普及≫   

     【学会発表】国内８件、国外４件 

      国外：「Preventing postoperative congestion in reverse pedicle digital island flaps when 

reconstructing composite tissue defects in fingertips: A report of 10 cases.  11th Triennial 

Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Seoul, Korea, 

2010」ほか  

     【論文】和文５件 

      和文：「上肢の重度障害に対する治療法についての調査研究— 手指切断労働者の機能回復と円滑な職

場復帰を目指して―、産業医学ジャーナル 34（1）34-41, 2011」ほか  

【講演】３件 

   「偽関節(nonunion)の治療、障害認定業務研修会、三条労働基準監督署、2011年」ほか  

 【行政関係】１件 
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   地方労災医員として意見書等の作成 

     【新聞・雑誌・インターネット等への掲載】１件 

       「スペシャリストとジェネラリスト「中核病院勤務医の葛藤」、新潟県医師会「にいがた勤務医ニ

ュース第104号」、2010年」  

 

「職場復帰リハビリテーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援（リハビリ）分野」 

                                          資料 ０４－１８ 

    ≪平成２２年度の取組状況≫  

      ○早期職場復帰を促す要因について、更に検討してみると、退院時の雇用の有無が重要であることが

明らかとなった。この結果は脳卒中の労働者が入院して来た場合、主治医は職場の労務担当者や産

業医と情報交換をし、労働者は安易に退職しないことが、退院後の早期職場復帰に重要であること

を示している。  

≪研究成果の普及≫ 

【学会発表】国内４件 

       国内：「退院後における脳血管障害者の職場復帰可否要因-中等症を対象にして-、第47回日本リハ

ビリテーション医学会学術集会、鹿児島市、2010年」ほか  

     【論文】和文５件、英文１件 

       英文：「Determinants of early return to work after first stroke in Japan.  J Rehabil Med , 

42:254-8, 2010」ほか  

【講演】１件 

  「障害者における「就労」の医学的・社会的支援の課題、平成22年度日本医師会認定産業医制度、第

8回基礎・第6回生涯研修会、福岡県、2010年」  

     【出版物】 

       「症例に見る脳卒中の復職支援とリハシステム、独立行政法人労働者健康福祉機構、2011年」 

 

   

イ 中期目標において最重

点分野とされた「アスベス

ト関連疾患」、「勤労者の

メンタルヘルス」、「業務

の過重負荷による脳・心臓

疾患（過労死）」及び「化

学物質の曝露による産業中

毒」の分野並びに「職場復

帰のためのリハビリテーシ

ョン及び勤労者の罹患率の

高い疾病の治療と職業の両

立支援」の分野については、

必要に応じて専任の研究者

を配置するとともに、機構

本部の研究支援体制を強化

する等研究環境の整備充実

を図る。 

イ 配置した本部研究ディレ

クター等を中心に更なる研

究体制の強化を図るととも

に、分野横断的研究テーマ

の策定に向け、関係ディレ

クターによる研究者会議を

開催する。 

 

イ 更なる研究体制の強化を図るとともに、分野横断的研究テーマの策定に向け、以下の取組を行った。 

定員・人件費増を伴わない兼務のかたちで、医師からなる２名の特任研究ディレクターを本部に追加配置し、

研究の指導、助言、調整を行うことで、本部の研究管理及び研究施設支援体制の強化を図った。また、分野

横断的研究テーマの策定については、関係ディレクターとの検討の結果、テーマを「ストレス指標としての

唾液ホルモン分析」と設定した。 

   

ウ 労災疾病等に係る研究を

効果的かつ効率的に実施す

る観点から、現行１研究セ

ウ 各研究センターが有する

臨床の中核機能を維持しな

がら、管理業務を本部に集

ウ 管理業務を本部に集約する等の見直し案をもとにした組織、業務内容等の検討に向け、以下の取組を行っ

た。 

  １３分野１９テーマごとに各研究センターが有する管理業務の本部への集約化を進めた。 
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ンターにつき１分野として 

１３研究センターを設置し

ている分散型の研究体制に

ついて、平成２１年度末ま

でに診療実績や労災患者

数、専門医等研究スタッフ

の配置状況及び研究開発等

を勘案して見直し案を策定

する。 

約する等の見直し案をもと

に組織、業務内容等の検討

を行う。 

  また、労災疾病のような臨床医学研究を行うには、長年の専門的な労災疾病の臨床経験を有する医師を中

心とする研究スタッフが、実際の患者を対象にして実施する必要があることから、テーマごとに主任研究者

を配置するとともに、本部と主任研究者が所属する施設長とが協議したうえで、研究を補佐する分担研究者、

共同研究者を配置し､研究を遂行しているが、平成２２年度は外部の共同研究者を追加する等の見直しを行っ

た。 

研究者の内訳は以下のとおり。（平成２３年３月３１日現在） 

    ・主任研究者：１９名（医師） 

    ・分担研究者：６４名（医師：６０名、看護師：１名、コ・メディカル等：３名） 

※上記には機構外：３名、海外研究者：１名を含む。 

    ・共同研究者：１１９名（機構職員：３９名、 機構外：７８名、 海外研究者：２名） 

   

エ 労災疾病等に係る研究

開発の推進を図るため、労

災指定医療機関である国立

病院等からも症例データを

収集することができるよう

な連携体制の構築を図る。 

エ 独立行政法人国立病院機

構との調整会議を開催し、

症例データ収集方法等につ

いて検討する。 

エ 独立行政法人国立病院機構等からの症例データ収集について検討を行った。 

  平成２１年度に引き続き、国立病院機構職員、大学教授等に共同研究者として研究へ参画を募り、国立病

院機構、大学病院の臨床症例データの収集を行った。 

国立病院機構職員、大学教授等の共同研究者への配置状況は以下のとおり。（平成２３年３月３１日現在） 

    ・「四肢切断、骨折等の職業性外傷分野」：１名 

    ・「せき髄損傷分野」：１名 

    ・「高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患分野」：２名 

    ・「身体への過度の負担による筋・骨格系疾患分野」：１４名 

    ・「振動障害分野」：１名 

    ・「化学物質の曝露による産業中毒分野」：１名 

    ・「紛じん等による呼吸器疾患分野」：３名 

    ・「働く女性のためのメディカル・ケア分野」：１名 

    ・「職場復帰のためのリハビリテーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援分野」：７名 

    ・「アスベスト関連疾患分野」：６名 

   

オ 独立行政法人労働安全

衛生総合研究所（以下「研

究所」という。）の労働災

害の予防、労働者の健康の

保持増進及び職業性疾病の

病因、診断、予防等に関す

る総合的な調査・研究業務

と連携を図るとともに、研

究所との統合後において統

合メリットが発揮できるよ

う一体的な実施についての

検討を行う。 

  

 

    

(２) 研究成果の積極的な普及及

び活用の推進 

(２) 研究成果の積極的な普及及

び活用の推進 

(２) 研究成果の積極的な普及及

び活用の推進 

(２) 研究成果の積極的な普及及び活用の推進 

    

研究開発された労災疾病

等に係るモデル医療法・モデ

ル予防法等の成果の普及・活

用を促進するため、本部、労

災病院、産業保健推進センタ

研究開発された労災疾病

等に係るモデル医療法・モデ

ル予防法等の成果の普及・活

用を促進するため、次のとお

り取り組む。 

研究開発された労災疾病

等に係るモデル医療法・モデ

ル予防法等の成果の普及・活

用を促進するため、次のとお

り取り組む。 

研究開発された労災疾病等に係るモデル医療・モデル予防法等の成果の普及・活用を促進するため、以下

の取組を行った。 
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ー等の有機的連携により、労

災指定医療機関、産業保健関

係者等に対し研修等を通じ

て、積極的な情報の発信及び

医療現場、作業現場等への定

着を図ること。 

また、密接に関連する研究

所の労働災害の予防、労働者

の健康の保持増進及び職業

性疾病の病因、診断、予防等

に関する総合的な調査・研究

業務と連携を図るとともに、

研究所との統合後において

統合メリットが発揮できる

よう効果的・効率的な普及に

ついて検討すること。 

 

 

                                      資料 ０４－０２ 

ア 医療機関等を対象とし

たモデル医療情報、事業

者や勤労者を対象とした

モデル予防情報などのデ

ータベースを掲載したホ

ームページにおいて、中

期目標期間の最終年度に

おいて、アクセス件数を

２０万件以上（参考：平

成１９年度実績１３０，

６３８件）得る。 

ア 医療機関等を対象とした

モデル医療情報、事業者や

勤労者を対象としたモデル

予防情報などのデータベー

スを掲載したホームページ

において、アクセス件数を

２１万件以上（参考：平成

２１年度実績２５０，２６

６件）得る。 

ア 労災疾病等１３分野普及サイトに最新情報として以下を掲載した。 

     第２期研究計画を掲載するとともに、アジア諸国からの粉じん等による呼吸器疾患やアスベスト関連疾

患等に対する講演依頼等が増加していることから、労災疾病等１３分野医学研究の内容・成果を国外にも

広く普及することを目的として「労災病院における勤労者医療の研究成果」（労災疾病等１３分野臨床医

学研究第１期のまとめ）の英語版を掲載するなどにより、平成２２年度計画２１万件に対し、当初計画の

約１．５倍となる約３１万７千件のアクセス件数を得た。 

  

【データベースのアクセス件数の推移】  

                                          【単位：件数】 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

14，630 38，260 99，043 130，638 216，117 498，688 

21年度     22年度     

250,266 316,682 

   

 

【各分野のデータ・ベース（ホームページ）及びアクセス件数（２２年度）】 

     ①四肢切断、骨折等の職業性外傷              １７，６９４ 件 

     ②せき髄損傷                        ４３，８３０ 件 

     ③騒音、電磁波等による感覚器障害               ２，７８７ 件 

     ④高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患      １１，７３４ 件 

     ⑤身体への過度の負担による筋・骨格系疾患             １，９８１ 件 

     ⑥振動障害                          ２２，４９５ 件 

     ⑦化学物質の曝露による産業中毒                １６，０９３ 件 

     ⑧粉じん等による呼吸器疾患                    ９３，５１８ 件 

     ⑨業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死）           １，８５６ 件 

     ⑩勤労者のメンタルヘルス                    １２，３７０ 件 

     ⑪働く女性のためのメディカル・ケア                ５，３４１ 件 

     ⑫職場復帰のためのリハビリテーション                   ８３８ 件 

     ⑬アスベスト関連疾患                      １１，２９２ 件 

 ※１回のホームページアクセスで複数の分野へアクセスする場合があることから、各分野のアクセス件数の

合計と年間アクセス件数の合計は一致しない。 

   

イ 労災病院の医師等に対

してモデル医療等に係る

指導医育成の教育研修を

実施する。 

イ 労災疾病等に係るモデ

ル医療等を効率的かつ効

果的に普及する観点から、

研究者の協力を得て教育

研修の具体的手法を検討

する。 

イ 労災疾病等に係るモデル医療等を効率的かつ効果的に普及するため以下の取組を行った。 

  研究者会議開催に合わせ、分野ごとの研究者によるモデル医療等の普及方法、教育研修の具体的手法や

普及方法について検討を行った。 

      

 

   

                                      資料 ０４－０１ 

ウ 中期目標期間中に、日

本職業・災害医学会等国

内外の関連学会におい

て、１３分野の研究・開

発テーマに関し、分野ご

とに国外２件以上、国内

１０件以上の学会発表を

ウ 日本職業・災害医学会等

国内外の関連学会におい

て、１３分野の研究・開発

テーマに関して研究成果

の得られたものから順次

学会発表を行う。 

   ウ 関連学会等において研究成果等を発表した。 

     第１期の研究成果及び第２期の研究・開発、普及事業計画について以下のとおり発表を行った。 

      ①学会発表：国内 ２８９件、国外 ４５件 

      ②論文発表：和文 １１７件、英文 ６７件 

      ③講演会等： ３４０件 

      ④新聞・雑誌・インターネット等への掲載： １３９件 

    【主な発表実績】 
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行う。       ①学会発表 

       国内：日本・職業災害医学会、日本リハビリテーション医学会、日本皮膚科学会 ほか 

         国外：アメリカ内分泋学会、国際行動医学会 ほか 

         ②論文発表  

       和文：「上肢の重度障害に対する治療法についての調査研究— 手指切断労働者の機能回復と円滑な

職場復帰を目指して―、産業医学ジャーナル 34（1）34-41, 2011」「勤労者における年間

残業時間と高血圧、脂質異常症、糖尿病保有状況の関係－労災過労死研究、日本職業災害医

学会誌、58(5)206-13, 2010」「労働者の抑うつ，疲労感と脳SPECT画像-労災疾病等13分野医

学研究・開発，普及事業から-,産業ストレス研究,17(2)133-7, 2010」ほか 

       英文：「Determinants of early return to work after first stroke in Japan.  J Rehabil Med , 

42:254-8,2010」「Progression of pneumoconiosis in coal miners after cessation of dust 

exposure:A longitudinal study based on periodic chest X-ray examinations in  

Hokkaido,Japan.  Internal Med, 49:1949-56, 2010」「Clinical study of asbestos-related 

lung cancer in Japan with special reference to occupational history.  Cancer Sci, 

101(5)1194-8, 2010」ほか  

③講演会等 

       「職場における腰痛予防対策のすすめ方－介護施設における対策を含む－、産業医学専門講習会、

東京、2011年」「新しい化学物質とその対策、大阪医師会産業医研修会、大阪、2010年」ほか 

④新聞・雑誌・インターネット等への掲載 

「糖尿病治療と仕事の両立が出来る医療の考察における両立支援ガイドラインの早急なる策定、

Medical Tribune、2010年」「第３３回日本高血圧学会における「年間残業時間の増加と高血圧のリ

スク上昇は有意に関連～労災過労死研究～」、Medical Tribune、2010年」「治療と仕事が両立でき

る医療を考察、Medical Tribune、2010年」「中皮腫治療法でコンソーシアム、日本経済新聞、2011

年」ほか 

⑤冊子・出版物 

「脊髄損傷の治療から社会復帰まで 全国脊髄損傷データベースの分析から」独立行政法人労働者健

康福祉機構 全国脊髄損傷データベース研究会編, 2010年」「アジアにおけるじん肺、アスベスト

関連疾患の診断と治療を確立するために-モンゴル国におけるワークショップから明らかになった

日本の役割-、独立行政法人労働者健康福祉機構、2011年」 「New Imaging Diagnostic Method Temporal 

Subtraction Method, Japan Labour Health and Welfare Organization, 英訳版, 2010年」ほか 

 

 

   

エ 労災病院と産業保健推

進センターが協働し、労

災指定医療機関、産業保

健関係者等に対する研修

等を実施する。 

エ 労災病院と産業保健推

進センター及び産業保健

推進連絡事務所（以下「産

業保健推進センター等」と

いう。）が協働し、労災指

定医療機関、産業保健関係

者等に対する研修等を１

３回以上実施する。 

   エ 労災病院と産業保健推進センター等が協働でアスベスト関連疾患症例活用、共同研究で明らかになった

過労死・メタボリックシンドローム予防対策、健康障害を抱えた勤労者の職場復帰などをテーマに計３０

回の研修を実施した。 

   

オ 研究所の労働災害の予

防、労働者の健康の保持

増進及び職業性疾病の病

因、診断、予防等に関す

る総合的な調査・研究業
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務と連携を図るととも

に、研究所との統合後に

おいて統合メリットが発

揮できるよう効果的・効

率的な普及について検討

する。 

   

カ 勤労者の罹患率の高い

疾病と職業の両立支援に

関する研究・開発の成果

等、勤労者医療の実践に

有用な情報を提供するた

めの機構本部、労災病院、

産業保健推進センター、

地域産業保健センター、

労災指定医療機関、産業

医、行政等によるネット

ワーク構築のための検討

を行う。 

オ 勤労者医療の実践に有

用な情報を提供するため

の機構本部、労災病院、産

業保健推進センター等、労

災指定医療機関、産業医、

行政等によるネットワー

ク構築のための委員会を

開催し検討を行う。 

オ 労災病院、産業保健推進センター等で研究成果等の内容を盛り込んだ症例検討会、研修会を積極的に開

催した。 

  また、勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援に関しては、がんの治療と就労の両立支援をテーマ

とした「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ」をテレビ神奈川と共催で平成２２年９月１２日に開催し、

これまでの研究成果や調査結果を発表するとともに、患者（労働者）、使用者、医療提供者、患者支援団

体、行政（神奈川県）、労働・医療政策の専門家等のネットワークの構築とがん患者の就労と治療の両立

支援のあり方を検討した。 

 

   

キ 「国の研究開発評価に

関する大綱的指針」（平

成 

２０年１０月３１日内閣

総理大臣決定）を踏まえ、

外部委員を含む研究評価

委員会を開催し、各研究

テーマの事前評価を行

い、以降毎年度、中間・

事後評価を行うことで、

その結果を研究計画の改

善に反映させる。 

カ 研究計画の中間評価を行

うため、外部委員を含む業

績評価委員会医学研究評価

部会を開催し、その評価結

果を研究計画の改善に反映

させる。 

カ 外部委員を含む業績評価委員会医学研究評価部会を平成２３年２月２３日及び２４日に機構本部にて開

催し、各分野の研究計画の達成度、コストパフォーマンスを含めた研究計画の妥当性、研究計画の変更等

について、外部委員等による中間評価を行い、承認を得た。 

なお、業績評価委員会医学研究評価部会の議事概要については、機構ホームページに掲載した。 
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 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（２）労災疾病等にかかる研究・開発】 
自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［数値目標］ 

 

（理由及び特記事項） 

 

１ 研究成果の普及状況 

 ① 研究成果の普及については、国内外の関連学会等で平成２２年度目標である「分野ごとに国

外２件以上、国内１０件以上」の計１５６件を大きく上回る計３３４件（国外４５件、国内２

８９件）の発表を実施（参考：平成２１年度実績２６１件）した。（業務実績第１のⅡの１の

（２）ウ参照） 

 ② データベース（ホームページ）のアクセス件数については、第２期研究計画や第１期研究成

果の英語版の掲載など最新情報への更新に努め、平成２２年度目標である２１万件の約１．５

倍となる約３１万７千件（参考：平成２１年度実績約２５万件）となった。（業務実績第１の

Ⅱの１の（２）ア参照） 

 ③ 「アスベスト関連疾患分野」、「粉じん等による呼吸器疾患分野」は、アジア諸国から研究

成果が高く評価された。（業務実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

ア．モンゴルにおける実践的ワークショップの開催（今後毎年開催して欲しいとの要望あり） 

イ．ベトナム医師団による岡山労災病院の訪問（症例検討を中心とした研修を受講する目的

にて） 

ウ．中国・台湾からも現地や日本での研修の依頼あり 

 ④ 「筋・骨格系疾患（腰痛）分野」では、研究成果が週刊誌・ラジオ・ケーブルテレビ・新聞

に取り上げられ、臨床専門家のみならず一般国民にも研究成果を普及した。（業務実績第１の

Ⅱの１の（１）ア参照） 

⑤ 「勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援（両立支援／がん）分野」では、がん

の治療と就労の両立支援をテーマとした「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ」をテレビ神奈

川と共催で開催し、約１００名の参加を得た。本フォーラムはテレビの特集番組や新聞でも取

り上げられ、その結果、がん患者団体等が主催するフォーラム等での研究成果発表を要請され、

一般のがん患者や企業からの問い合わせも受けている。（業務実績第１のⅡの１の（１）ア参

照） 

以上のとおり、多くの分野で１３分野研究成果を国内外の臨床専門家はもとより一般国民に

も広く普及した。 

２ 労災疾病等１３分野医学研究・開発、普及計画の取組状況 

① 外部有識者を含む業績評価委員会医学研究評価部会において承認された研究計画に沿って研

究を遂行するとともに、さらに同部会による各研究計画の中間評価（研究計画の達成度、コス

トパフォーマンスを含めた研究計画の妥当性、研究計画の変更等についての審議）を受け、研

究計画の改善を図っている。（業績実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

② 定員・人件費増を伴わない兼務のかたちで、医師からなる特任研究ディレクターを本部に追

加配置し、本部の研究管理及び研究施設支援体制の強化を図るとともに、分野横断的研究テー

マを策定し、研究を開始することとした。（業績実績第１のⅡの１の（１）イ参照） 

 ③ 今後も引き続き患者の増加が予測されているアスベスト関連疾患（中皮腫）については、早

期発見が可能な遺伝子マーカーの研究開発を独立行政法人理化学研究所と共同で行い、中皮腫

に発現している遺伝子を同定し、さらに中皮腫症例での発現頻度を検討している。 

また、新たにオールジャパンの研究体制で中皮腫の新規治療法を実用化するため、岡山労災

病院を中心とした共同研究コンソーシアムの発足に着手した。（業績実績第１のⅡの１の（１）

ア参照） 

 ④ 皮膚疾患と職業との関連についての診断は困難であることから、職業性皮膚疾患についての

豊富な症例データや文献、さらに産業中毒データベースともリンクしたデータベース（検索シ

ステム）をより診察の現場で活用できるように改良した結果、約１万人の皮膚科専門医のうち

約５，６００人（参考：平成２１年度実績約５，０００人）が活用し、月平均アクセス数は１

（委員会としての評定理由） 

 

労災病院グループでは、産業保健関係者とのネットワークを活用

しながら、蓄積された多数の労災疾病等に係る臨床データや、疾病

と職業の関連性に係る情報などを基礎として、労災病院の特徴を活

かした研究・開発、普及を進めている。その中でも、特にアスベス

ト関連疾患・粉じん等による呼吸器疾患に関する診断、治療法等つ

いては、アジア諸国からも注目され、モンゴル国からは、厚生労働

省を通じて専門医の派遣要請を受け、研修等を実施するなど、国内

はもとより国外においても研究成果の普及活動にも積極的に力を注

いでいることは高く評価できる。 

 また、今後も患者の増加が予測されるアスベスト関連疾患（中皮

腫）は、独立行政法人理化学研究所と共同で早期発見が可能な遺伝

子マーカーの研究開発を進めているが、加えて、中皮腫の新規治療

法を実用化するため、新たに岡山労災病院を中心とした共同研究コ

ンソーシアムの発足に着手し、また、中国、ベトナム、台湾等との

共同研究の準備も進められていることなど、これらの取組について

も、今後のなお一層の積極的な活動を期待したい。 

 更に、生活習慣病やうつ病などの疾病の治療と就業の両立支援に

関わるプロジェクトは、労災病院のミッションに沿った具体的な取

組として評価できる。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・社会が求める課題を全国的な視野で展開し期待されること以上の

大きな成果を上げている。また、このような取組が諸外国からも注

目されている点は大いに評価できる。 

・研究成果の達成及びその公表につき高い評価をされる。とりわけ

新しい分野「疾病の治療と就労の両立支援」を入れたり、また中皮

腫の遺伝子マーカーの開発など労災疾病分野への貢献は高い。その

他の分野にも高い成果がみられる。 

・労災病院でなければできない研究・開発を積極的に進めているこ

とは評価できる。 

・学会等に係る指標、データベースのアクセス件数等が計画値を上

回っており評価できる。 

・労災病院の特徴を活かした研究・開発を推進し成果を上げている

ことは評価できる。 

・多岐な研究領域で成果を出している。 

・研究のレベルは高く、成果の普及に関しても非常に優れている。

今後も高い成果を期待するが、研究に携わる医師等の研究環境の整

備や労働過重にならない対策等に配慮されることが望ましい。 
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０１件となっている。（業績実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

 ⑤ 長時間労働と脳・心臓疾患発症の関連に関する日中共同研究に着手するとともに、宮城県亘

理町において実施していた労働・心理ストレスと脳・心臓疾患発症の関係に関する研究につい

て、新たに亘理町保健福祉課からの要望を受け、東日本大震災の健康への影響の実態を明らか

にすることにも着手した。（業績実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

 ⑥ 大きな社会問題となっているうつ病による自殺予防対策に必要な客観的診断法として、第１

期に開発した脳血流の変化を描写するＳＰＥＣＴを用いた客観的診断法に加え、新しいうつ病

の客観的評価指標の開発を進めたところ、更に低侵襲で簡便な診断法として、唾液中のホルモ

ン分泋量の測定による、唾液中のホルモンであるコルチゾール／ＤＨＥＡ－Ｓ比が客観的診断

法の指標になりうるという結果を得た。また、うつ病予備群の症状として、不眠に着目し検討

を開始した。（業績実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

 ⑦ 勤労者の羅患率の高い疾病の一つである糖尿病について、「治療の両立・職場復帰支援ガイ

ドライン」の作成に向け、大企業を対象とした患者アンケートを実施した。その結果、糖尿病

の勤労者のコントロール状態を改善するためには、職場における産業医による管理体制の確立

を進める必要があることが明らかとなった。今後は更に中小企業を対象とした患者アンケート

を実施し、得られたアンケート結果を用いて、糖尿病ガイドラインの作成に着手する。（業績

実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

 

 以上のように目標を大きく上回る成果を得ていることから、自己評価を「Ｓ」とした。 
 

○ 医療機関を対象としたモデル医療情報、事業者

や勤労者を対象としたモデル予防情報などを掲

載したデータ・ベース（ホームページ）のアクセ

ス件数を２１万件以上（参考平成２１年度実績２

５０，２６６件）得ること。 

実績：○ 

 労災疾病等１３分野のデータ・ベース（ホームページ）へのアクセス件数は３１６，６８２件とな

り、２２年度計画２１０，０００件の約１．５倍となった。（業務実績第１のⅡの１の（２）のア参

照） 

 

○ 中期目標期間中に、日本職業・災害医学会等関

係学会において、１３分野の研究・開発テーマに

関し、分野ごとに国外２件以上、国内１０件以上

の学会発表を行うこと。 

実績：○ 

 国外では、アメリカ内分泋学会等関連学会において４５件の学会発表を行い、国内では日本・職業

災害医学会等、関連学会において２８９件の学会発表を行った。（業務実績第１のⅡの１の（２）の

ウ参照） 

 

   

 

［評価の視点］ 

  

○ 医療機関を対象としたモデル医療情報、事業者

や勤労者を対象としたモデル予防情報などを掲

載したデータ・ベース（ホームページ）のアクセ

ス件数が中期目標期間の最終年度において、２０

万件以上得られたか。 

 

実績：○ 

 労災疾病等１３分野のデータ・ベース（ホームページ）へのアクセス件数は３１６，６８２件とな

り、２２年度計画を大きく上回った。（業務実績第１のⅡの１の（２）のア参照） 

 

 

○ それぞれの分野において業績評価委員会医学

研究評価部会を開催し、事前評価、中間評価、最

終評価が行われ、研究計画の改善に反映されてい

るか。 

 

実績：○ 

 業績評価委員会医学研究評価部会を開催し、各分野の研究計画の中間評価を実施し、研究計画の改

善に反映している。（業務実績第１のⅡの１の（１）ア参照） 

 

○ 平成２１年度中に研究体制に係る見直し案が

策定され、第２期中期目標期間中に、研究体制の

集約化がされているか。 

 

実績：○ 

 １３分野１９テーマを横断的な５つの柱に整理するとともに各研究センターが有する臨床の中核

機能を維持しながら、管理業務を本部に集約化した。 

また、労災疾病のような臨床医学研究を行うには、長年の専門的な労災疾病の臨床経験を有する医

師を中心とする研究スタッフが、実際の患者を対象にして実施する必要があることから、テーマごと

に主任研究者を配置するとともに、本部と主任研究者が所属する施設長とが協議したうえで、研究を
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補佐する分担研究者、共同研究者を配置しているが、平成２２年度は外部の共同研究者を追加する等

の見直しを行った。（業務実績第１のⅡの１の（１）のウ参照） 

○ 共同研究者の参画を得る等により、国立病院等

との症例データ収集に係る連携体制が構築され

ているか。 

 

実績：○ 

  症例データの収集について、１０の分野において、共同研究者として３７名の国立病院機構職員・

大学教授等の研究者が参画し、連携体制を構築した。（業務実績第１のⅡの１の（１）のエ参照） 

 

○ 勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援

に関する研究・開発の成果等、勤労者医療の実践

に有用な情報を提供するための機構本部、労災病

院、産業保健推進センター、労災指定医療機関、

産業医、行政等によるネットワーク構築のための

検討が行われたか。 

 

実績：○ 

労災病院、産業保健推進センター等で研究成果等の内容を盛り込んだ症例検討会、研修会を積極的

に開催した。（業務実績第１のⅡの１の（２）のエ参照） 

また、勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援に関しては、がんの治療と就労の両立支援をテ

ーマとした「勤労者医療フォーラムＩＮかながわ」をテレビ神奈川と共催で平成２２年９月１２日に

開催し、これまでの研究成果や調査結果を発表するとともに、患者（労働者）、使用者、医療提供者、

患者支援団体、行政（神奈川県）、労働・医療政策の専門家等のネットワークの構築とがん患者の就

労と治療の両立支援のあり方を検討した。（業務実績第１のⅡの１の（２）のオ参照） 

 

【21'評価】特に「アスベスト関連疾患」、「化

学物質の曝露による産業中毒」、「勤労者のメン

タルヘルス」、「業務の過重負荷による脳・心臓

疾患（過労死）」、「疾病と治療の両立支援」に

ついては、労災疾病の中でも、特にニーズが高く、

早期診断・予防法等の成果が急がれる分野であ

り、行政や社会への提言・普及についても早急な

対応が期待されている。 

 

実績：○       

 労災疾病の中でも特にニーズが高く、早期診断・予防法への成果が急がれる分野については、行政

や社会への提言・普及について早急に対応していくため、以下の取組を行った。（業務実績第１のⅡ

の１の（１）のア参照） 

 なお、今後も常に実地医家を意識し、成果を得た分野については社会への公表と医療現場及び行政

へのフィードバックに努めていく。 

  【アスベスト関連疾患】 

早期発見が可能な遺伝子マーカーの研究開発を独立行政法人理化学研究所と共同で行い、中

皮腫に発現している遺伝子を同定し、さらに中皮腫症例での発現頻度を検討している。また、

新たにオールジャパンの研究体制で中皮腫の新規治療法を実用化するため、岡山労災病院を中

心とした共同研究コンソーシアムの発足に着手した。 

  【化学物質の曝露による産業中毒】 

医学的見地から行政訴訟に係る医学的意見書の作成を多数行っているほか、厚生労働省労働

基準局「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」委員、同「曝露評価

小検討会」委員など、行政の委員の委嘱を多数受け、知見を提言している。また、産業中毒デ

ータベースを充実させるとともに、職業性皮膚疾患のデータベースとリンクさせることにより、

産業中毒データベースの医療現場でのより一層の活用を図った。 

  【勤労者のメンタルヘルス】 

   大きな社会問題となっているうつ病による自殺予防対策に必要な客観的診断法として、第１

期に開発した脳血流の変化を描写するＳＰＥＣＴを用いた客観的診断法に加え、新しいうつ病

の客観的評価指標の開発を進めたところ、さらに低侵襲で簡便な診断法として、唾液中のホル

モン分泋量の測定による、唾液中のホルモンであるコルチゾール／ＤＨＥＡ－Ｓ比が客観的診

断法の指標になりうるという結果を得た。また、うつ病予備群の症状として、不眠に着目し検

討を開始した。 

  【業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死）】 

   長時間労働と脳・心臓疾患発症の関連に関する日中共同研究に着手するとともに、宮城県亘

理町において実施していた労働・心理ストレスと脳・心臓疾患発症の関係に関する研究につい

て、新たに亘理町保健福祉課からの要望を受け、東日本大震災の健康への影響の実態を明らか

にすることにも着手した。 

  【疾病と治療の両立支援】 

  がん分野では、がんの治療と就労の両立支援をテーマとした「勤労者医療フォーラムＩＮかな

がわ」をテレビ神奈川と共催で開催し、これまでの研究成果や調査結果を発表した。一般市民

を始めとする約１００名の参加を得、テレビ神奈川の特集番組や神奈川新聞でも取り上げられ
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ている。また、糖尿病分野においては、平成２３年１２月に「勤労者医療フォーラム（糖尿病）」

（仮称）を開催し、研究成果や調査結果を発表する予定である。 

【21’評価】今後も、より着実な普及を進めるため

の人材育成や、研修等の体制整備にも力を注ぎ、

多様なネットワークへの参加等を通じた、より積

極的な普及活動への展開を期待したい。 

 

実績：○       

  より確実な普及を進めるための人材育成や研修等の体制整備、より積極的な普及活動への展開と

して、以下の取組を行った。 

  人材育成への対応として、厚生労働省受託事業「治療と職業生活の両立支援手法の開発一式」事

業において、疾患別（脳・心臓疾患、精神疾患その他ストレス性疾患、腰痛その他筋骨格系疾患）

に、中心となる医師とＭＳＷ（メディカルソーシャルワーカー）による医療スタッフの育成を行う

カリキュラム等作成のための検討を行った。 

また、より積極的な普及活動への展開として、疾病と治療の両立支援（がん）分野について、平成

２２年度厚生労働省がん臨床研究事業として獨協医科大学が中心となって取り組んでいる「働くがん

患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究」班の「がんと就労」勉強会に参加

し、情報交換やホームページのリンクについて準備を進める等、疾病と治療の両立支援に係るネット

ワークを広げた。 

 

 

【22年3月4日労働部会】ホームページにアクセスす

る者の属性を明らかにできないか 

※ 単にアクセス件数をとるだけでなく、ページご

との閲覧数やログを分析することにより、実閲覧

者数や一人当たりの平均閲覧数などを明らかに

できないかということ。可能な限りで可。 

 

実績：○           

現在、当機構が運用しているホームページは大きく分けて「機構全体の（取組を紹介する）ホーム

ページ」と「労災疾病等１３分野研究普及サイト」の２つが存在している。 

「機構全体のホームページ」については、現時点ではアクセスの総件数・ページ別件数の分析しかで 

きないが、平成２３年度に全面リニューアルを予定しており、リニューアル後はページごとにIPアド

レスの解析による多角的なアクセス状況の分析を行っていくこととしている。 

 単にアクセス件数をとるだけではなく、分野ごとの閲覧数の把握を行っている。（業務実績第１ 

のⅡの１の（２）のア参照） 

さらに、閲覧者の国や新規閲覧者・リピート閲覧者等の属性についての解析に着手しており、今後

解析に基づき、より利用者の視点にたったホームページの作成に取り組む。 
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シート５ 過労死予防の推進（評価項目４）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

(２) 勤労者に対する過労死予

防等の推進 

(２) 勤労者に対する過労死予防

等の推進 

(２) 勤労者に対する過労死予防

等の推進 

 (２) 勤労者に対する過労死予防等の推進            

   資料 ０５－０１   

勤労者の健康確保、労災

疾病の防止を図るため、過

重労働による健康障害の防

止、心の健康づくり、勤労

女性の健康管理等を推進す

ることとし、中期目標期間

中、勤労者の過労死予防対

策の個別又は集団指導を延

べ７６万人以上（※１）、

メンタルヘルス不調予防対

策の勤労者心の電話相談を

延べ１１万人以上（※２）、

講習会を延べ１万２千人以

上、勤労女性に対する保健

師による生活指導を延べ２

万人以上（※３）実施する

こと。 

また、これらの実施に当

たっては、実施時間帯の設

定に配慮する等利便性の向

上も図ること。 

さらに、指導や相談実施

後、利用者へのアンケート

を行い、参加者の８０％以

上から有用であった旨の評

価を得ること。 

加えて、指導や相談の結

果の分析を行い、産業保健

推進センターで行う研修等

に活かすこと。 

（※参考１：平成１６年度

から平成１９年度までの

平均 １２１，７０５人×

５年間の２５％増） 

（※参考２：平成１６年度

から平成１９年度までの

平均 １７，６３４人×５

年間の２５％増） 
（※参考３：平成１６年度
から平成１９年度までの

勤労者に対する過労死・メ

ンタルヘルス不調予防等の推

進に関して示された中期目標

を達成するため、次のような

取組を行う。 

勤労者の健康確保、労災疾病

の防止を図るため、過重労働に

よる健康障害の防止、心の健康

づくり、勤労女性の健康管理等

を確実に推進するため、平成２

２年度における実施数を勤労

者の過労死予防対策の個別又

は集団指導を延べ１５万２千

人以上、メンタルヘルス不調予

防対策の勤労者心の電話相談

を延べ２万２千人以上、講習会

を延べ１万７千人以上、勤労女

性に対する保健師による生活

指導を延べ４千人以上実施す

る。 

また、指導や相談実施後、利

用者へのアンケートを行い、参

加者の８０％以上から有用で

あった旨の評価を得る。 

なお、勤労者に対する過労

死・メンタルヘルス不調予防等

の推進に関して示された中期

目標を達成するために次のよ

うな取組を行う。 

勤労者の健康確保、労災疾病の防止を図るため、勤労者予防医療センター（部）において、次の取組を行

った。 

①過重労働による健康障害の防止 

【勤労者の過労死予防対策の指導人数】計画数延べ１５２，０００人以上 実績延べ １５５，６４３人 

                                      （単位：人）      

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第１期合計 

80,876  113,672  135,238  157,032  156,762 643,580 

21年度 22年度 

 159,308 155,643 

  過労死予防対策として医師、保健師、管理栄養士、理学療法士が検査測定結果等を基に延べ１１５，０

６６人の勤労者に対して指導・相談を実施するとともに、延べ４０，１０１人の労務管理者、産業保健師

等に対し指導方法等に関する指導を実施した。 

《過労死予防指導人数内訳》 

○ 講習会・研修会参加延数４０，１０１人(講習会３１，５９７人、研修会８，５０４人) 

○ 過労死予防のための健康電話相談４７６件 

○ 個別指導者数延べ１１５，０６６人 

②心の健康づくり 

a,【勤労者心の電話相談等人数】計画数 延べ２２，０００人以上 実績延べ２５，０７７人 

     （単位：人） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第１期合計 

12,878   15,249   18,580   23,829   24,076 94,612 

21年度 22年度 

  25,727 25,077 

《心の電話相談等人数内訳》 

○ 心の電話相談延べ ２０，０２２人 

勤労者心の電話相談を午後２時から午後８時、平日及び土・日曜日に専門の産業カウンセラーによっ

て実施し、延べ２０，０２２人の相談に対応した。 

○ 電子メール相談 延べ５，０５５人 

電話相談のほか、専門医師による電子メール相談を２４時間体制で実施し、延べ５，０５５人の相談

に対応した。 

○ 電話相談の内容のうち職場の問題の上位５は次のとおり  

※（ ）内は電話相談件数全体における割合） 

①上司との人間関係 ２，６１９人（１３．１％）②同僚との人間関係 １，９１６人（９．６％） 

③その他の人間関係 １，６１１人（８．０％） ④職場環境       ８３０人（４．１％） 

⑤仕事の質的負荷    ６９４人（３．５％）など 

b,【講習会】計画数延べ１７，０００人以上 実績延べ１７，１５５人 ※中期目標数延べ１２，０００人以上  

   （単位：人） 

21年度 22年度 

21,135 17,155 
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平均 ３，２８８人×５年 
 
間の２５％増） 

企業からのメンタルヘルス不調予防対策講習会開催の依頼は多く、平成２２年度計画数については中

期目標を大幅に上回る延べ１７，０００人以上とし、延べ１８０回企業等に専門医師を講師として派遣

し、延べ１７，１５５人に対して講習会を実施した。 

③勤労女性の健康管理 

【勤労女性に対する保健師による生活指導人数】計画数延べ４，０００人以上 実績延べ４，７８９人 

    （単位：人） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第１期合計 

2,122 3,280    3,884 3,864    3,910 17,060 

21年度 22年度 

4,415 4,789 

○ 医師と保健師による専門チームによる女性外来を開設して延べ４，７８９人に対して指導・相談を行

った。 

○ 働く女性に対する心と身体に関するサポートを目的とした「女性医療フォーラム」を平成２２年１１

月１３日（土）、岡山労災病院主催により開催し、４１８人の参加者を得て、医療側、企業経営側、勤

労女性側の立場からの報告、提言を行った。第１部は関東労災病院、岡山労災病院の女性専門外来の医

師が研究報告を行い、第２部では女性の医師、学識者、首長（倉敷市長）及び全国に展開する企業の経

営者が「女性のワークライフバランス」をテーマにシンポジウムを行った。  

○ 初版発行（平成１９年度発行）以降に実施した「女性医療フォーラム」の内容と、「女性医療」、「女

性外来」に関する取組を紹介した冊子「働く女性のためのヘルスサポートガイド－第２版－」を作成し、

関係施設へ配布した。 

④【利用者の満足度調査】 計画８０％以上 実績９２．７％                    

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第１期平均 

81.7%   90.6%    90.9%    90.6%    88.0%  88.4% 

21年度 22年度 

   91.8% 92.7 

 利用者満足度調査を実施し、２，７９０人（回答者の９２．７％）から職場における健康確保に関して

有用である旨の評価を得た。この満足度調査で把握した利用者の意見を分析し、利用者のニーズに合わせ

た指導メニューや検査内容、利用しやすい実施時間への変更等の迅速な対応を行った。 

   

ア 労働安全衛生関係機関と

の連携や、予防関連学会等

からの最新の予防法の情報

収集等により、指導・相談

の質の向上を図る。 

ア 利用者に対して質の高い

指導・相談を提供するため、

労働安全衛生関係機関との

連携を図るなどして予防医

療における方向性を得る。さ

らに得られた情報を踏まえ、

予防医療関連学会が実施す

る研修会、講習会等に参加す

るなどして予防医療に係る

最新の情報を収得し実務者

のスキルアップを図る。さら

に予防医療に関する効果的、

効率的な指導法のための調

査研究を実施し、指導に活用

するほか、各種学会等で発表

する。 

ア                               資料 ０５－０２ 資料 ０５－０４ 

○ 労働安全衛生関連機関との連携状況         

都道府県労働局、中央労働災害防止協会等が主催する講演会、研修会などに講師や指導者として延べ

１４７人を派遣した。 

○ 予防医療関連学会等が実施する研修会参加状況 

地方公共団体主催予防セミナー研修会などに延べ１９９回参加して実務者のスキルアップを図った。 

○ 適正な事業実施を検証するための業務指導を３施設（鹿島労災病院、関東労災病院、大阪労災病院）

に対して実施し、業務の参考となる好事例、指摘事項を各施設に配布して事業の活性化を図った。 

○ 研究成果に基づいた労災病院独自の特定健診問診票の作成 

 特定健診制度における問診票について、労災病院間の共同研究【メタボリックシンドロームに関する

生活指導の効果と指導効果阻害要因の検討】の成果に基づいた質問項目を追加し、労災病院における特

定健診及びその後の保健指導に活用した。 

○ 保健指導マニュアルの改訂 

 利用者に対する質の高い指導・相談を各労災病院において提供するため、平成２０年度に作成した「保

健指導マニュアル」について、運動指導編の追加改訂を行った。併せて、本マニュアルを労災病院にお

ける特定健診後の指導に活用するための活用方法書を作成した。 
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○ 予防医療に関する効果的、効率的な指導法のための調査研究状況と学会、研修会等発表状況 

・実施した調査研究  ３３テーマ                            

・学会、研修会等発表 ７４回 

○ 代表的な調査研究 

     【メタボリックシンドロームに関する生活指導の効果と指導効果阻害要因の検討】共同研究 

メタボリックシンドロームに対する適切な生活指導法を確立するための全国規模の横断的共同研究 

《研究概要》 

本研究期間の第１期（前期）における調査研究（ＭｅｔＳ研究）から、職場でのストレスが強

いと食事量及び飲酒量が有意に高くなることが明らかとなった。この結果は、メタボリックシン

ドローム発症の背景因子としてストレスが重要なことを示している。また、第２期（後期）の追

跡調査から、１回指導より複数回指導を行う方が糖尿病予防効果に有効であることが明らかとな

った。 

《平成２２年度における活動》 

平成２２年度においては、上記の成果をメタボリックシンドローム有所見者に対する生活指導、

栄養指導、運動指導には体組成分分析や脈派伝搬速度測定、ストレス度のチェック表の活用や複

数回の指導プログラムを組むなど指導に活用するとともに、研修会等を開催して指導方法を普及

した。 

さらに、特定健診に係る問診票について、本調査研究の成果に基づいた追加質問項目を作成し

て労災病院における特定健診に活用した。 

《平成２２年度普及成果》 

〈学会発表〉第２３回国際高血圧学会ほか７の関連学会で発表 

〈論文〉日本語論文：「シンドロームボリックの減量達成における運動量増加の重要性：Ｊ-ＳＴＯ

Ｐ-ＭＥＴＳ２サブ解析」:日本臨床生理学会誌４１巻１号 

         英語論文：Repeated counseling improves the antidiabetic effects of limited individualized 

 lifestyle guidance in metabolic syndrome:J-STOP-METS FINAL RESULTS 

 :Hypertension Research 2011.Jan.13 Epub ahead of print 

〈講演〉宮城県主催過重労働対策セミナーほか１２回 

〈新聞・雑誌・インターネット等への掲載〉Medikal Tribune誌、日経メディカルオンラインほか掲載 

【神奈川県が施行した受動喫煙防止条例が職場における非喫煙従業員に及ぼす健康障害に関する研究】 

                      東京労災病院、関東労災病院勤労者予防医療センター共同研究 

《研究概要》 

 平成２２年４月から全国に先駆けて神奈川県が施行した受動喫煙防止条例に着目し、神奈川県

下の事業所に従事する非喫煙従業員を対象に、条例の施行による非喫煙従業員の健康への影響を

検証するため、職場環境測定、受動曝露測定等を行い分析した。得られた成果は日本産業衛生学

会、日本禁煙学会等で発表し、禁煙指導に活用した。 

《研究方法等》   

① 神奈川県たばこ対策担当者へのインタビュー 

② 神奈川県下の産業職場（第１種施設、第２種、特例第２種施設）の喫煙対策担当者に対する

アンケート調査の実施 

なお、条例では第１種施設（百貨店、スーパー等物品販売業）は禁煙、第２種施設（飲食店）

は禁煙又は分煙、特例第２種（パチンコ業、カフェー等風営法第２条第１項第１号から第７号

までの施設などは努力義務）となっている。 

③ 産業職場における受動喫煙暴露濃度の評価   

・環境測定：受動喫煙暴露の指標として世界各国で採用されている微細粒子（ＰＭ２．５）の

測定可能なデジタル粉じん計を用いての測定 

・個人暴露測定：従業員の胸元に粉じん計（ＰＤＳ－２柴田科学）を装着し測定 

・個人暴露測定：従業員の尿中コチニン量の測定 
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・急性心筋梗塞による入院患者数の施行前後の比較（平成１８年以降神奈川県下ＤＰＣ疾患別

件数：厚生労働省ＤＰＣ評価分科会資料による比較） 

《研究成果》 

   ９１８施設からのアンケート回答から、条例施行６か月時点での条例周知度は８８．６％に及

んだ。受動喫煙対策の内容は「建物内禁煙」が最も高く、３６．９％に達していた。分煙・喫煙

可としている協力企業５施設の空気環境測定、従業員個人曝露測定においては、全施設でＷＨＯ

の空気環境に関する基準値を超え、従業員尿中コチニン濃度測定の結果は５例中４例が日本禁煙

学会による受動喫煙曝露の基準を超えており、分煙・喫煙可施設における業務に伴う受動喫煙の

健康影響が示された。 

《発表・普及》 

・平成２３年５月、第８４回日本産業衛生学会にて発表し、優秀演題賞として表彰された。 

・東京労災病院、関東労災病院における禁煙指導に活用した。 

    

 イ 勤労者の利便性の向上を

図るため、指導・相談等の

実施時間帯の設定に配慮す

る。 

イ 勤労者の利便性の向上を

図るため、指導・相談等の

実施時間帯について１７時

以降や、土、日、祝日にも

実施する。さらに企業等の

要望により出張による指導

も積極的に行う。 

イ                                      資料 ０５－０３ 

 ○【平日時間外、土、日、祝日の指導相談等実施件数】 

       ・実施延べ件数    ３，５８７件  (前年度  ３，６３６件) 

                            （内訳：平日１７時以降２，７２１件 

：土、日、祝日   ８６６件） 

       ・実施延べ人数   ４１，９２５人 (前年度 ４２，０６４人) 

                           （内訳：平日１７時以降２２，７７７人 

                                ：土、日、祝日 １９，１４８人） 

 ○【企業や地域イベント等に出向いて実施した研修会・講習会実施件数】 

       ・実施回数        ９５１回  (前年度  ７６１回) 

     ・参加者延べ数   ４２，８３８人  (前年度 ４９，１６６人) 

 ○ その他の事例 

      予防医療センターのネットワークを活用し、全国展開する複数の企業に対し、点在する支店等に当該

地域の労災病院スタッフが出張し、健康相談・指導を延べ２７回開催、延べ１，２４２人に実施した。 

    

 ウ 利用者の満足度調査を毎

年度実施し、その結果を指

導・相談内容に反映させる

ことにより、質の向上を図

る。 

ウ 利用者の満足度調査を

実施し、参加者の８０％以

上から有用であった旨の評

価を得るとともに、その結

果を指導・相談内容に反映

させることにより、質の向

上を図る。 

ウ 利用者満足度調査結果は次のとおり。                      

○ 満足度調査 

利用者満足度調査を実施し２，７９０人（回答者の９２．７％）から職場における健康確保に関して

有用である旨の評価を得た。（前年度 ９１．８％） 

満足度調査内容は①施設までの交通の便、②受付対応、③説明、指導のサービス、④総合評価（健康

確保に役立ったか）を調査しており、９２．７％は④総合評価の数値である。 

【その他の個別項目に対する満足度】＜平成２２年度実績＞ 

 依頼・質問に対する迅速な対応・・・・・７６．７％ 

 説明・指導の内容・・・・・・・・・・・８８．５％ 

 使用した資料のわかりやすさ・・・・・・８０．８％ 

      平成２１年度実施した満足度調査のうち寄せられた意見は各施設に配布し、指導内容の充実や出張指

導の強化などを実施しており、その結果、平成２２年度は高い評価を得た。 

平成２２年度は設備、機器等に関しては「運動器具をもっと増やして欲しい」、指導内容に関しては

「内臓脂肪測定等の検査結果を前回検査時と比較して行う指導がよい」、指導時間に関しては「夜間を

多く増やして欲しい」などの意見が寄せられた。指導・相談内容に反映した改善事例は次のとおり。 

      ・メンタルヘルスについては、不調者自身のほか、支援する家族からもセミナー開催要望についての

意見が多く、調査後から家族にもセミナーを開設した。 

・交通の便の良い場所で相談会、講習会を実施して欲しいという要望に応え、駅前やスーパー等で相

談会、公開講座等を実施した。 
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 エ メンタルヘルス不調者へ

の職場復帰支援体制を整備

する。 

エ メンタルヘルス不調者へ

の職場復帰支援体制を整備

するため、専任の医師、心

理判定員等の専門スタッフ

を配置する。 

エ                                       資料 ０５－０５ 

○【専任の医師、心理判定員等の専門スタッフの配置】 

       専門医師（専任）１名、臨床心理士（専任）２名、心理カウンセラー（専任）２名、事務員（兼任）

１名を横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンターに専任の医師、心理判定員等を配置するとともに、

企業に派遣して産業医及び産業看護師と共同でメンタルヘルス不調者の職場復帰のためのケーススタ

ディ事業を実施した。  

 ○【メンタルヘルス不調予防対策の講習会の開催】 

中期目標においては延べ１２，０００人以上（各年度２，４００人以上）を目標としているが、事業

所等からのメンタルヘルス不調者への支援依頼は多く、初年度で中期目標を達成したため（平成２１年

度実績２１，１３５人）、平成２２年度計画数を延べ１７，０００人以上に増やし、実績は延べ１７，

１５５人であった。 

○【専門スタッフの職場介入による職場復帰支援の実施】 

    ≪活動実績≫ 

・支援対象者 １０１名（休職者） 

・メンタルヘルス不調による休職者（１０１名）に職場訪問を踏まえた復職支援を延べ１１５回実施し

た。復職者についても、フォローとして延べ２７０回の指導・相談を実施した。 

・休職まで至らないがメンタルヘルス不調を訴える従業員（１８８名）に対し、延べ２２２回の指導・

相談を実施した。 

・一般職、管理職を対象としたメンタルヘルス研修を４回実施した。 

・管理監督者に対して延べ９１回の面談を行い、産業保健師等スタッフへのサポートを２１４回実施し

た。 

    

 オ 指導や相談の結果分析を

行い、産業保健推進センタ

ーで行う研修等において活

用する。 

オ 勤労者予防医療センター

で得られた効果的、効率的

な指導法や調査研究で得ら

れた成果を、産業保健推進

センターで行う研修等にお

いて活用するための検討結

果に基づき、施行する。 

オ  勤労者予防医療センターで得られた効果的、効率的な指導法や共同研究、個別研究で得られた成果を産

業保健推進センターで行う研修等において活用するために次のような取組を行った。 

○ 産業保健推進センターが主催する研修会等に講師等を次のとおり派遣した。        

・派遣講師延べ数       ４４人 

・研修会等開催数     １５３回 

・研修参加者延べ人数 ５，３６８人 

≪代表的な活用状況≫ 

・勤労者並びに事業所管理者などに対しメンタルヘルス相談業務を年間８回実施（神奈川産業保健推進

センター） 

・保健指導担当者を対象に「結果につながる効果的な保健指導」について講演（東京産業保健推進セン

ター） 

・禁煙サポートセミナー（１０回）（東京産業保健推進センター） 

・「メタボリック症候群と脳梗塞」講演（新潟産業保健推進センター） 

・「産業保健における栄養指導の実際」をテーマとして産業医を対象に講演（奈良産業保健推進センタ

ー） 

・「睡眠障害」をテーマとした研修会で講演（岡山産業保健推進センター） 

・「産業医のためのうつ病診断と自殺予防」について産業医を対象に講演（香川産業保健推進センター） 

・労働衛生週間説明会において、医師、保健師による健康相談会を実施（福岡産業保健推進センター） 

    

(３) 産業医等の育成支援体制

の充実 

(３) 産業医等の育成支援体制の

充実 

(３) 産業医等の育成支援体制の充

実 

(３) 産業医等の育成支援体制の充実 
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事業場における産業医等

の実践活動を通じて多様な

勤労者の健康課題に的確に

対応していくため、労災病

院及び勤労者予防医療セン

ターにおいて、産業医活動

に必要な臨床医学的素養の

維持、向上のための育成支

援体制の充実を図ること。 

事業場における産業医等の実

践活動を通じて多様な勤労者の

健康課題に的確に対応していく

ため、労災病院及び勤労者予防

医療センターにおいて、高度な

専門性と実践的活動能力を持っ

た産業医等の育成を目指し、産

業医科大学と連携を図りつつ、

産業医活動に必要な臨床医学的

素養の維持、向上のための育成

支援体制の整備、構築を行う。 

高度な専門性と実践的活動

能力を持つ産業医等の育成を図

るため、産業活動に必要な臨床

医学的素養の維持、向上のため

の育成支援対策の整備、構築を

行うための検討を行う。 

産業医科大学と連携をとり、卒後、労災病院に就職した医師についての情報交換を行い、産業医科大学におけ

る産業医育成支援体制に協力した。 

また、同大医学部卒業生への産業医又は産業医活動の２年間義務化に対応するため、労災病院での卒業生受け

入れに係る産業医活動カリキュラムの作成準備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（４）過労死予防等の推進】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

 

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

            

①  全ての数値目標を達成 

数値目標については、前年度に実施した利用者満足度調査の要望等を活動計画に反映させ、平成

２２度計画に対して実績は全て達成した。（業務実績第１のⅡの２の（２）の①～④参照） 

   ア【勤労者の過労死予防対策の指導人数】 

 計画数：１５２，０００人以上 実績：１５５，６４３人 

   イ【勤労者心の電話相談等人数】 

     計画数：２２，０００人以上 実績： ２５，０７７人 

   ウ【メンタルヘルス講習会参加人数】 

     計画数：１７，０００人以上（中期目標ベース：２，４００人）実績：１７，１５５人 

   エ【勤労女性に対する保健師による生活指導人数】 

     計画数：４，０００人以上 実績：４，７８９人 

   オ【利用者の満足度調査】 

     計画：８０％以上 実績：９２．７％ 

②  指導・相談の質の向上及び利便性の向上に向けた取組状況 

具体的な取組は以下のとおり 

  ○ 指導・相談の質の向上に向けた具体的取組事例（業務実績第１のⅡの２の（２）のア参照） 

ア「保健指導マニュアル」の改訂 

イ 労災病院の共同研究成果による質問を追加した独自の特定健診問診票の作成 

ウ メタボリックシンドローム対策や職場内受動喫煙防止等の研究の実施・普及 

エ「職場訪問型職場復帰支援事業」の試行 

 ○ 利便性の向上に向けた主な具体的取組事例（業務実績第１のⅡの２の（２）のイ参照） 

ア【時間外、休日の指導・相談人数】 

実績：４１，９２５人（前年度実績４２，０６４人）前年度並の数値を維持 

イ【企業や地域イベント等への出張による指導・講習会】 

実績：９５１回（前年度実績７６１回）前年度比２５％増 

平成２２年度は指導相談の質の向上及び利便性の向上に積極的に取り組みつつ、全ての数値目標

を達成し、満足度調査結果も９２．７％の高い評価を得た。（業務実績第１のⅡの２の（２）のウ

参照） 

こうした目標数値達成及び指導・相談の質の向上、利便性の向上、高い評価を得た利用者満足度

調査結果、さらに、調査研究とその成果を基にした予防事業実績及び普及活動実績から、平成２２

年度業務実績自己評価を「Ａ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

勤労者の過労死予防対策については、運動指導の進め方等を記載

した保健指導マニュアル（改訂版）による指導、労災病院独自の特

定問診票による健診の実施など、生活習慣病等の分析を基に進めら

れている科学的なアプローチは高く評価でき、目標数値の全てにつ

いて達成している。 

なお、メンタルヘルス不調者への職場復帰支援の取組については、

社会的なニーズも増加していることから、現在、横浜労災病院で試

行中の「職場訪問型職場復帰支援」活動において、休職者のいる職

場を訪問し、職場復帰指導等を実践しているが、これらの取組の強

化と内容の充実を期待する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・生活習慣病等の分析を基に科学的なアプローチがされている。成

果の発信も十分されているが、社会全体に成果を具体的に波及させ

ていくかが課題。 

・過労死予防のための職場・個人への積極的なアプローチの増加は

高く評価される。全ての数値目標達成の努力を高く評価したい。ま

た、「職場訪問型職場復帰支援」の試行など、より長期的な対応の

努力も評価される。なお、個別の勤労者に寄り添える多様なステー

クホルダーを取り込んだ体制の実現を期待する。 

・労災病院が努力をして取り組んでいることは認められる。その一

方で、社会のニーズは大きいので労災病院の努力では追いつかない

点があると思われる。その現実に対処するための地域の連携を、具

体的に示すべきである。 

・過労死・メンタルヘルスへの取組はさらに強化・拡大を目指すべ

きだと思う。 

・全ての数値目標を達成しており評価できる。 

・多方面への指導・相談の拡大と質の向上を進めているが、その成

果は必ずしも明確でなく道半ばと判断する。 

○ 中期目標期間中に、勤労者の過労死予防対策の

個別又は集団指導を延べ７６万人以上実施する

実績：○  

計画数１５２，０００人以上 実績１５５，６４３人 

・全ての数値目標を達成。 
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こと。 計画達成率１０２．４％（業務実績第１のⅡの２の（２）の①参照） 

○ 中期目標期間中、メンタルヘルス不調予防対策

の勤労者心の電話相談を延べ１１万人以上、講習

会を延べ１万２千人以上実施すること。 

 

実績：○  

電話相談計画数２２，０００人以上 実績２５，０７７人 

計画達成率１１４．０％（業務実績第１のⅡの２の（２）の②参照） 

 

講習会計画数１７，０００人以上 実績１７，１５５人 

計画達成率１００．９％（業務実績第１のⅡの２の（２）の③参照） 

 

講習会については中期目標を初年度において達成しており、（２１年度実績２１，１３５人）、平

成２２年度計画については企業等の要望に応じて当初の計画（各年度２，４００人）を大幅に上回る

年間１７，０００人以上に設定し、これを達成した。 

 

○ 中期目標期間中、勤労女性に対する保健師によ

る生活指導を延べ２万人以上実施すること。 

 

実績：○  

計画数４，０００人 実績４，７８９人 

計画達成率１１９．７％（業務実績第１のⅡの２の（２）の③参照）  

 

○ 利用者の満足度調査を実施し、職場における健

康確保に関して、有用であった旨の評価を８０％

以上得ること。 

 

実績：○ 

平成２２年度は有用であった旨の評価を９２．７％得た。 

平成２１年度実績は９１．８％。昨年度実施した満足度調査のうち寄せられた意見は各施設に配布し、

指導内容の充実や出張指導の強化などを実施しており、その結果、平成２２年度は９２．７％と高い評

価を得た。（業務実績第１のⅡの２の（２）の④参照） 

平成２２年度は設備、機器等に関しては「運動器具をもっと増やして欲しい」、指導内容に関して

は「内臓脂肪測定等の検査結果を前回検査時と比較して行う指導がよい」、指導時間に関しては「夜

間を多く増やして欲しい」などの意見が寄せられた。 

 

   

［評価の視点］   

○ 勤労者の利便性の向上を図るため、指導・相談

等の実施時間帯の設定が配慮されているか。 

 

実績：○  

平日１７時以降や休日など実施する時間帯を設定すると共に、実施場所についても企業や公民館、

スーパー等に出張するなど勤労者の利便性に配慮した。（業務実績第１のⅡの２の（２）のイ参照） 

 

○ メンタルヘルス不調者への職場復帰支援体制

が整備されているか。 

 

実績：○  

職場復帰支援のための専門の医師、臨床心理士等の体制を整備したうえ、医師、臨床心理士を企業

に派遣してケーススタディ事業を試行した。（業務実績第１のⅡの２の（２）のエ参照） 

 

○ 労災病院及び勤労者予防医療センターにおい

て、産業医科大学と連携を図りつつ、産業医活動

に必要な臨床医学的素養の維持、向上のための育

成支援体制の整備、構築が行なわれているか。 

実績：○  

産業医科大と連携をとり、卒後、労災病院に就職した医師についての情報交換を行い、育成支援体制

に協力した。 

また、同大医学部卒業生への産業医又は産業医活動の２年間義務化に対応するため、労災病院での卒

業生受け入れに係る産業医活動カリキュラムの作成準備を行った。（業務実績第１のⅡの２の（３）参

照） 

 

○ 指導・相談の質の向上を図るために、患者満足

度調査において提出された利用者の意見等に基

づく改善アイデア集を作成したか。 

実績：○  

満足度調査で得た利用者の意見をまとめてアイデア集を施設に配布し、指導・相談の質の向上を図 

った。（業務実績第１のⅡの２の（２）ウ参照） 

 

○ 指導・相談の質の向上を図る観点から、最新の

予防法の情報収集等が行われ、指導・相談業務等

に活用されているか。 

実績：○  

  労働安全衛生関係機関、予防医療関連学会等と連携を図り情報収集等の取組を行った。効果的、効

率的な指導法を指導・相談に活用した。（業務実績第１のⅡの２（２）ア参照） 

 

○ 中期目標期間中に、勤労者の過労死予防対策の

個別又は集団指導が延べ７６万人以上実施され

たか。 

実績：○ 

 平成２１年度～２２年度で当該指導を延べ３１４，９５１人（中期目標率４１．４％）実施した。

（業務実績第１のⅡの２の（２）の①参照） 

 

○ 中期目標期間中に、メンタルヘルス不調予防対 実績：○   
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策の勤労者心の電話相談が延べ１１万人以上、講

習会が延べ１万２千人以上実施されたか。 

 平成２１年度～２２年度で当該電話相談を延べ５０，８０２人（中期目標率４６．２％）、当該講

習会を３８，２９０人（中期目標率３１９．０％）実施した。（業務実績第１のⅡの２の（２）の②

参照） 

○ 中期目標期間中に、勤労女性に対する保健師に

よる生活指導が延べ２万人以上実施されたか。 

実績：○  

平成２１年度～２２年度で当該指導を延べ９，２０４人（中期目標率４６．０％）実施した。（業

務実績第１のⅡの２の（２）の③参照） 

 

○ 利用者の満足度調査を実施し、職場における健

康確保に関して、有用であった旨の評価を８０％

以上得られたか。 

実績：○ 

 平成２２年度は有用であった旨の評価を９２．７％得た。（業務実績第１のⅡの２の（２）のウ参

照） 

 

【21'評価】今後とも、今日の「労災病院の役割」

を更に高めつつ、国民にこの役割をわかりやすく

伝え、理解を求めていくことが必要である。 

実績：○ 

「労災病院の役割」を高めるため、平成２２年度において予防医療に関する効果的、効率的な指導

法に係る２３テーマの多施設共同研究計画を作成している。２３年度から研究を開始する予定である。 

さらに、平成２２年度においては、成果物の発行、ホームページの充実、労災病院の特定健診問診

票の項目追加及び労災病院共通の保健指導マニュアルの改訂等、広報活動の充実と研究成果の実践に

努めており、今後も活動を拡大する。 

【21’評価】今後も職場訪問型職場復帰支援につ

いては医療の専門家と企業の担当者との緊密な

連携により、個々のケースに対応できる体制整

備を一層進めることを期待したい。 

 

実績：○            

 平成２２年度においても横浜労災病院メンタルヘルスセンターに専任の医師、心理判定員等を配置

して体制を整備し、企業の産業医、産業看護師と共同でメンタルヘルス不調者の職場復帰のためのケ

ーススタディ事業を継続し、平成２２年度はメンタルヘルス不調者１０１名の復職支援を実施した。

今後も体制整備を進めていく。加えて、これまでの支援ケースを踏まえ、効果的な支援プログラムを

構築するための研究についても継続している。 
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シート６ 医療リハ・総合せき損センターの運営（評価項目７）  

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

３ 重度被災労働者の職業・社会

復帰の促進 

３ 重度被災労働者の職業・社会復

帰の促進 

３ 重度被災労働者の職業・社会復

帰の促進 

３ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進          

資料０６－０１  資料０６－０２  

    

(１) 医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損セン

ターの運営 

(１) 医療リハビリテーションセン

ター及び総合せき損センター

の運営 

(１) 医療リハビリテーションセン

ター及び総合せき損センターの

運営 

(１) 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営       

    

重度の被災労働者の職業・社

会復帰を支援するため、医

療リハビリテーションセン

ターにおいては、四肢・脊

椎の障害、中枢神経麻痺患

者に係る高度・専門的な医

療を、総合せき損センター

においては、外傷による脊

椎・せき髄障害患者に係る

高度・専門的医療を提供し、

更に地域との連携を密にし

て、それぞれ医学的に職

場・自宅復帰可能である退

院患者の割合を８０％以上

（※）確保すること。 

医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損センタ

ーにおいては、医学的に職場・

自宅復帰可能である退院患者

の割合をそれぞれ８０％以上

確保するとともに、高度・専門

的な医療を提供することによ

り、患者満足度調査において、

それぞれ８０％以上の満足度

を確保することとし、次のよう

な取組を行う。 

医療リハビリテーションセン

ター及び総合せき損センターに

おいては、両センターが有する

医学的知見を活用し対象患者に

対して高度専門的医療を提供す

ることにより、医学的に職場・

自宅復帰可能である退院患者の

割合をそれぞれ８０％以上確保

する。 

 

 

    

また、高度・専門的な医療

を提供することによる患者

満足度調査において、それぞ

れ８０％以上の満足度を確

保すること。 

（※参考：平成１９年度実績 

医療リハビリテーションセ

ンター８０．４％ 総合せき

損センター ８５．０％） 

 また、患者の疾患や状態に応

じた最適な医療の提供はもとよ

り、職場・自宅復帰後の日常生

活上の指導・相談に至るまでの

きめ細かい支援を通じて、患者

満足度調査において、それぞれ

８０％以上の満足度を確保す

る。 

 

    

 ア 医療リハビリテーション

センターにおいては、四肢・

脊椎の障害、中枢神経麻痺患

者に対し、チーム医療を的確

に実施することにより、身体

機能の向上を図るとともに、

職業・社会復帰後の生活の質

（ＱＯＬ）の向上を図る観点

から、生活支援機器の研究開

発の実施及び職業リハビリ

テーションを含めた関係機

関との連携強化に取り組む。 

ア 医療リハビリテーションセ

ンターにおいては、四肢・脊

椎の障害、中枢神経麻痺患者

に対し、医師、看護師、リハ

ビリテーション技師等の連携

による高度専門的医療の提供

に加え、職業リハビリテーシ

ョンセンターを始め広域の関

係機関との連携・紹介の推進

を図る。 

また、患者の状況に応じた

他の医療機関への紹介、患者

ア 患者ごとの障害に応じて作成したプログラムに基づき診療に当たるとともに、患者の職場・自宅復帰を支援

した。具体的には、 

・ 対象患者が重度の四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺等が主であり、肺炎、排尿障害・感染症、褥瘡等の

様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビリテーション技

師、ＭＳＷ、栄養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の評価等を行い、より一層治

療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅復帰までの一貫したケア

に取り組んだ。 

・ 職業リハビリテーションセンターとの定期的な合同評価会議の実施等相互連携によるリハビリテーショ

ンの評価を行うとともに、患者ごとのプログラム及び退院後のケアに係るプログラムを改良した。 

・ 職業リハビリテーションセンター入所者に対し、診療・緊急時の対応・医療相談などを医療リハビリテ

ーションセンターで実施する一方、医療リハビリテーションセンター入院患者に対し、職業リハビリテー

ションセンターにおいて職場復帰を目的とした技能向上・職種転換訓練などを実施し、連携を図った。 
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退院後の日常生活に係る指

導・相談、三次元コンピュー

タグラフィックスによる住宅

改造支援システム等の研究開

発成果の活用等を通じて対象

患者のＱＯＬの向上に取り組

む。 

・ 退院後のＱＯＬの向上に資するため、患者の状況に応じた他医療機関への紹介、在宅就労支援のための

コンピュータ操作の支援、退院前の家庭訪問による環境評価及び三次元コンピュータグラフィックスによ

る住宅改造支援等の在宅就労を支援するためのプログラムを実施した。 

     ・ ミャンマーからの医師、看護師及び理学療法士などの研修生を受入れ、身体障害者の体系化されたリハ

ビリ手法等を伝えるとともに、ミャンマーでは未確立である作業療法分野に係る機器や更には患者教育の

現場を紹介するなど、蓄えられた知見や治療法等の普及に努めた。 

     ・ せき損患者に対する日常生活支援機器に係る研究開発機能を有した労災リハビリテーション工学センタ

ーが平成２２年３月３１日で廃止されたことに伴い、その機能の一部について医用工学研究室で引継ぎ、

これまでの研究を更に発展させるとともに、医師、リハスタッフ、看護師などと密接に連携し、福祉機器

の開発や、リハビリテーション工学におけるさまざまな計測法や評価法の開発を通して、患者のＱＯＬの

向上に取り組んだ。また、蓄積されたノウハウや開発機器等の普及にも積極的に努めた。 

 

この結果、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合である社会復帰率が９６．４％を達成すると

ともに、患者からの満足度についても８４．５％（特に「たいへん満足」が５５．３％）と、経年务化による

手すり等の修理工事や空調機器等の設備整備工事により生じた一時的な療養環境における問題があったにも

拘わらず、去年に引き続き高い評価が得られた。 

平均在院日数 

医療リハ

ビリテー

ションセ

ンター 

 7年度 ～ 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

全体 55.9 ～ 48.6 46.7 47.9 51.5 50.4 55.0 59.7 

せき損 
（再掲） 117.3 ～ 97.5 87.9 92.4 111.4 107.1 113.9 132.9 

 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

80.2％ 80.5％ 81.1％ 80.4％ 80.4％ 84.8％ 96.4％ 

 

患者満足度 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

79.8％ 81.5％ 88.7％ 88.0％ 84.5％ 90.2％ 84.5％ 
 

   【個別項目】 ＜平成22年度実績＞ 

安全な治療の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３．５％ 

この病院の医師や職員の説明はわかりやすい ・・・・・・ ８５．８％ 

受けている治療に納得している ・・・・・・・・・・・・ ８４．７％ 

病院内の設備や環境に満足している ・・・・・・・・・・ ８１．４％ 

病院への信頼度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６．９％ 

      ＜患者満足度向上のための取組例＞ 

① 院内にある手すりの点検・修理の徹底、各出入口・駐車場への防犯カメラの設置及び敷地内での車

椅子利用の為の標識の設置・段差の解消・安全マニュアルの作成等を行うことにより患者の安全の確

保に努めた。 

② 外来及び浴室の通路への単独空調機整備、中庭へのテーブル・椅子及び花壇の整備等による療養環

境の向上に努めた。 

③ 全職員を対象に接遇研修会を年間に３回開催し意識の向上を図った。なお、交替制勤務者を含む全

職員が受講できるよう多様な開催時間を設定した。 

④ リハビリ棟各室出入口扉の自動ドア化を行うなど、患者の利便性向上を図った。 

 

 イ 総合せき損センターにお

いては、外傷による脊椎・

イ 総合せき損センターにおい

ては、外傷による脊椎・せき

イ 患者ごとの障害に応じて作成したプログラムに基づき診療に当たるとともに、患者の職場・自宅復帰を支援

した。具体的には、 
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せき髄障害患者に対し、受

傷直後から一貫したチーム

医療を的確に実施すること

により、早期に身体機能の

向上を図るとともに、せき

損患者に係る高度・専門的

な知見に係る情報の発信に

努める。 

髄障害患者に対し、医師、看

護師、リハビリテーション技

師等の連携により受傷直後の

早期治療から早期リハビリテ

ーションに至る一貫した高度

専門的医療の提供に努める。 

また、総合せき損センター

において実践している高度専

門的医療の手法等に関する研

修会の開催及び実施マニュア

ル・ＤＶＤの配布等を通じて

せき損医療に従事する医療ス

タッフや患者等に対する支

援・情報提供に努める。 

・ 対象患者が外傷による脊椎・脊髄損傷患者であり、肺炎、排尿障害・感染症、褥瘡等の様々な病気を併

発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビリテーション技師、ＭＳＷ、栄

養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の評価等を行い、より一層治療効果を高めて

いくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅復帰までの一貫したケアに取り組んだ。 

・ 受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプターにより緊急受け入れし（実績：

２０年度・３５件、２１年度４３件、２２年度４９件）、受傷直後の早期治療から早期リハビリテーショ

ンに至る一貫した高度専門的医療を提供した。 

・ 治療だけではなく個々の患者に対し、自動車への移乗方法の指導等を実施することにより職場・自宅復

帰を支援した。 

・ 患者の障害に応じた車いすや福祉用具の改良、住宅改造支援を実施した。 

・ 総合せき損センターから社会復帰し自立した患者との交流や講演会により社会復帰をサポートするピア

サポートを実施した。 

 

この結果、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合である社会復帰率が８０．８％を達成する

とともに、患者からの満足度は９２．４％（特に「たいへん満足」が５５．６％）と去年に引き続き高い評

価が得られた。 

 

平均在院日数 

総合せき

損センタ

ー 

 7年度 ～ 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

全体 70.3 ～ 58.7 58.3 55.9 56.3 56.7 54.6 51.7 
せき損 
（再掲） 128.0 ～ 106.8 127.3 125.2 138.2 127.5 142.8 147.0 

 

 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

82.9％ 83.9％ 82.5％ 85.0％ 84.8％ 80.7％ 80.8％ 

 

患者満足度 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

89.7％ 82.4％ 83.6％ 82.1％ 85.6％ 83.8％ 92.4％ 
 

   【個別項目】 ＜平成22年度実績＞ 

安全な治療の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９．２％ 

この病院の医師や職員の説明はわかりやすい ・・・・・・ ８５．４％ 

受けている治療に納得している ・・・・・・・・・・・・ ８６．２％ 

病院内の設備や環境に満足している ・・・・・・・・・・ ８１．１％ 

病院への信頼度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１．４％ 

      ＜患者満足度向上のための取組例＞ 

① ボランティアによるブラスバンド演奏会や花壇の手入れ、近隣保育園児による遊戯会、患者制作作

品展などを実施し、精神的なサポート、療養環境の向上を図った。 

② 患者同士やＯＢ患者との交流、社会との接点になるサロン的空間を設置し、クリスマスジャズコン

サートや車いすスポーツ講演会等を開催し、ピアサポート機能の充実を図った。 

③ 患者の利便性向上のため、外来待ち時間調査の実施や、年２回の職員への接遇研修を行い、患者が

満足できる療養環境の整備に取り組んだ。 
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 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（７）医療リハ・せき損センターの運営】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

       

① 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいて、以下のような取組を行った結

果、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合が、それぞれ９６．４％、８０．８％となり、

目標値である８０％以上を確保した。（業務実績第１のⅡの３の（１）のア・イ参照） 

【取組】 

 （医療リハビリテーションセンター） 

ア 医療リハビリテーションセンターの患者は、重度の四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺等が主で

あり、肺炎、排尿障害・感染症等の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連す

る複数診療科の医師、リハビリテーション技師、ＭＳＷ等も加わり、相互に連携し評価等を行い、

より一層治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅復帰

までの一貫したケアを提供した。 

イ 職業リハビリテーションセンターとの定期的な合同評価会議の実施、相互連携によるリハビリ

テーションの評価を行うとともに、職場復帰を目的とした技能向上・職種転換訓練など患者ごと

のプログラム及び退院後のケアに係るプログラムを改良した。 

ウ 退院後のＱＯＬの向上に資するため、患者の状況に応じた他医療機関への紹介、在宅就労支援

のためのコンピュータ操作の支援、退院前の家庭訪問による環境評価及び住宅改造支援等を実施

した。 

   エ ミャンマーからの医師、看護師及び理学療法士などの研修生を受入れ、身体障害者の体系化さ

れたリハビリ手法等を伝えるとともに、ミャンマーでは未確立である作業療法分野に係る機器や

更には患者教育の現場を紹介するなど、蓄えられた知見や治療法等の普及に努めた。 

   オ せき損患者に対する日常生活支援機器に係る研究開発機能を有した労災リハビリテーション

工学センターが平成２２年３月３１日で廃止されたことに伴い、その機能の一部について医用工

学研究室で引継ぎ、これまでの研究を更に発展させるとともに、医師、リハスタッフ、看護師な

どと密接に連携し、福祉機器の開発や、リハビリテーション工学におけるさまざまな計測法や評

価法の開発を通して、患者のＱＯＬの向上に取り組んだ。また、蓄積されたノウハウや開発機器

等の普及にも積極的に努めた。 

 （総合せき損センター） 

ア 総合せき損センターの患者は、外傷による脊椎・脊髄損傷患者であり、肺炎、排尿障害・感染

症等の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビ

リテーション技師、ＭＳＷ等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の評価等を行

い、より一層治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅

復帰までの一貫したケアを提供した。 

イ 受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプターにより緊急受け入れし

（実績：２０年度・３５件、２１年度４３件、２２年度４９件）、受傷直後の早期治療から早期

リハビリテーションに至る一貫した高度専門的医療を提供した。 

ウ 治療だけではなく個々の患者に対し、自動車への移乗方法の指導、福祉用具の改良、住宅改修

支援等を実施した。 

エ せき損センターで治療・社会復帰した患者との交流や講演会を行うピアサポートを実施した。 

② 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結

果、患者満足度調査において、それぞれ８４．５％、９２．４％となり、目標値である８０％以上を確

保した。（業務実績第１のⅡの３の（１）のア・イ参照） 

【取組】 

 （医療リハビリテーションセンター） 

  ア 院内にある手すりの点検・修理の徹底、各出入口・駐車場への防犯カメラの設置及び敷地内で

の車椅子利用の為の標識の設置・段差の解消・安全マニュアルの作成等を行うことにより患者の

安全の確保に努めた。 

イ 患者の利便性向上のため、リハビリ棟各室出入口扉の自動ドア化を行った。 

（委員会としての評定理由） 

 

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターでは、

重度の障害を受けた方の社会復帰に向けた取組として、各疾病に対

応するためチーム医療の提供、患者毎の障害に応じたプログラムの

作成・実践等による専門的なリハビリテーションが行われ、その結

果、社会復帰率や患者満足度調査において目標数値を達成している

ことは評価できる。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・目標以上の成果を上げている。 

・概ね社会復帰率の目標達成は評価される。なお、指標の信頼度向

上に期待する。 

・職場・自宅復帰可能である退院患者の割合等の目標値を確保し、

患者満足度調査における目標値も確保しており評価できる。 

・様々な工夫により一定の満足度を得ていることは評価できる。 

・社会復帰率など、目標を着実に達成。 
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 （総合せき損センター） 

 患者同士やＯＢ患者との交流のための、ピアサポート機能の充実、ボランティアによるブラス

バンド演奏会や花壇の手入れ、近隣保育園児による遊戯会、患者制作作品展などを実施し、精神

的なサポート、療養環境の向上を図った。 

 

 以上のことから、自己評価を「Ａ」とした。 

 

 
 

○ 医療リハビリテーションセンターにおいては、四

肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺患者に係る高度・専

門的な医療を提供し、医学的に職場・自宅復帰可能

である退院患者の割合を８０％以上確保すること。 

実績：○       

医療リハビリテーションセンターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅復

帰可能である退院患者の割合が９６．４％となり、目標値である８０％以上を確保した。（業務実績第１

のⅡの３の（１）のア参照） 

・ 医療リハビリテーションセンターの患者は、重度の四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺等が主であり、

肺炎、排尿障害・感染症、褥瘡等の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複

数診療科の医師、リハビリテーション技師、ＭＳＷ、栄養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検

討及び治療結果の評価等を行い、より一層治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者

が増える中で職場・自宅復帰までの一貫したケアを提供した。 

・ 職業リハビリテーションセンターとの定期的な合同評価会議の実施等相互連携によるリハビリテー

ションの評価を行うとともに、患者ごとのプログラム及び退院後のケアに係るプログラムを改良した。 

・ 職業リハビリテーションセンター入所者に対し、診療・緊急時の対応・医療相談などを医療リハビ

リテーションセンターで実施する一方、医療リハビリテーションセンター入院患者に対し、職業リハ

ビリテーションセンターにおいて職場復帰を目的とした技能向上・職種転換訓練などを実施し、連携

を図った。 

・ 退院後のＱＯＬの向上に資するため、患者の状況に応じた他医療機関への紹介、在宅就労支援のため

のコンピュータ操作の支援、退院前の家庭訪問による環境評価及び三次元コンピュータグラフィックス

による住宅改造支援等の在宅就労を支援するためのプログラムを実施した。 

 

○ 総合せき損センターにおいては、外傷による脊

椎・せき髄障害患者に係る高度・専門的医療を提供

し、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の

割合を８０％以上確保すること。 

 

実績：○       

総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅復帰可能である

退院患者の割合が８０．８％となり、目標値である８０％以上を確保した。（業務実績第１のⅡの３の（１）

のイ参照） 

・ 総合せき損センターの患者は、外傷による脊椎・脊髄損傷患者であり、肺炎、排尿障害・感染症等

の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビリテーシ

ョン技師、ＭＳＷ等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の評価等を行い、より一層

治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅復帰までの一貫し

たケアを提供した。 

・ 受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプターにより緊急受け入れし（実

績：２０年度・３５件、２１年度４３件、２２年度４９件）、受傷直後の早期治療から早期リハビリ

テーションに至る一貫した高度専門的医療を提供した。 

・ 治療だけではなく個々の患者に対し、自動車への移乗方法の指導等を実施することにより職場・自

宅復帰を支援した。 

・ 患者の障害に応じた車いすや福祉用具の改良、住宅改造支援を実施した。 

・ 総合せき損センターから社会復帰し自立した患者との交流や講演会により社会復帰をサポートする

ピアサポートを実施した。 

 

○ 医療リハビリテーションセンター及び総合せき

損センターにおいては、患者満足度調査において、

それぞれ８０％以上の満足度を確保すること。 

 

実績：○       

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結果、

患者満足度調査において、それぞれ８４．５％及び９２．４％となり、目標値である８０％以上を確保し

た。（業務実績第１のⅡの３の（１）のア・イ参照） 

【取組】 
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 （医療リハビリテーションセンター） 

① 院内にある手すりの点検・修理の徹底、各出入口・駐車場への防犯カメラの設置及び敷地内で

の車椅子利用の為の標識の設置・段差の解消・安全マニュアルの作成等を行うことにより患者の

安全の確保に努めた。 

② 外来及び浴室の通路への単独空調機整備、中庭へのテーブル・椅子及び花壇の整備等による療

養環境の向上に努めた。 

③ 全職員を対象に接遇研修会を年間に３回開催し意識の向上を図った。なお、交替制勤務者を含

む全職員が受講できるよう多様な開催時間を設定した。 

④ リハビリ棟各室出入口扉の自動ドア化を行うなど、患者の利便性向上を図った。 

  

（総合せき損センター） 

① ボランティアによるブラスバンド演奏会や花壇の手入れ、近隣保育園児による遊戯会、患者制

作作品展などを実施し、精神的なサポート、療養環境の向上を図った。 

② 患者同士やＯＢ患者との交流、社会との接点になるサロン的空間を設置し、クリスマスジャズ

コンサートや車いすスポーツ講演会等を開催し、ピアサポート機能の充実を図った。 

③ 患者の利便性向上のため、外来待ち時間調査の実施や、年２回の職員への接遇研修を行い、患

者が満足できる療養環境の整備に取り組んだ。 

 

 

［評価の視点］ 

  

○ 四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺患者に対する

チーム医療の推進及び職業リハビリテーションセ

ンターとの連携等により、医学的に職場・自宅復帰

可能である退院患者の割合が８０％以上確保され

たか。 

 

実績：○       

医療リハビリテーションセンターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅復

帰可能である退院患者の割合が９６．４％となり、目標値である８０％以上を確保した。 （業務実績第１

のⅡの３の（１）のア参照）。 

・ 医療リハビリテーションセンターの患者は、重度の四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺等が主であり、

肺炎、排尿障害・感染症、褥瘡等の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複

数診療科の医師、リハビリテーション技師、ＭＳＷ、栄養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検

討及び治療結果の評価等を行い、より一層治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者

が増える中で職場・自宅復帰までの一貫したケアを提供した。 

・ 職業リハビリテーションセンターとの定期的な合同評価会議の実施等相互連携によるリハビリテー

ションの評価を行うとともに、患者ごとのプログラム及び退院後のケアに係るプログラムを改良した。 

・ 職業リハビリテーションセンター入所者に対し、診療・緊急時の対応・医療相談などを医療リハビ

リテーションセンターで実施する一方、医療リハビリテーションセンター入院患者に対し、職業リハ

ビリテーションセンターにおいて職場復帰を目的とした技能向上・職種転換訓練などを実施し、連携

を図った。 

・ 退院後のＱＯＬの向上に資するため、患者の状況に応じた他医療機関への紹介、在宅就労支援のた

めのコンピュータ操作の支援、退院前の家庭訪問による環境評価及び三次元コンピュータグラフィッ

クスによる住宅改造支援等の在宅就労を支援するためのプログラムを実施した。 

 

 

 

○ 外傷による脊椎・せき髄損傷患者に対するチーム

医療の推進及びせき髄損傷者職業センターとの連

携等により、医学的に職場・自宅復帰可能職業復

帰可能である退院患者の割合が８０％以上確保さ

れたか。 

実績：○       

総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅復帰可能である

退院患者の割合が８０．８％となり、目標値である８０％以上を確保した。（業務実績第１のⅡの３の（１）

のイ参照）。 

・ 総合せき損センターの患者は、外傷による脊椎・脊髄損傷患者であり、肺炎、排尿障害・感染症等

の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビリテーシ

ョン技師、ＭＳＷ等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の評価等を行い、より一層

治療効果を高めていくとともに、頚損患者及び高齢の患者が増える中で職場・自宅復帰までの一貫し 
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 たケアを提供した。 

・ 受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプターにより緊急受け入れし（実

績：２０年度・３５件、２１年度４３件、２２年度４９件）、受傷直後の早期治療から早期リハビリ

テーションに至る一貫した高度専門的医療を提供した。 

・ 治療だけではなく個々の患者に対し、自動車への移乗方法の指導等を実施することにより職場・自

宅復帰を支援した。 

・ 患者の障害に応じた車いすや福祉用具の改良・住宅改造支援を実施した。 

・ 総合せき損センターから社会復帰し自立した患者との交流や講演会により社会復帰をサポートする

ピアサポートを実施した。 

 

 

○ 医療リハビリテーションセンター及び総合せき

損センターにおいては、患者満足度調査において、

それぞれ８０％以上の満足度を確保したか。 

実績：○       

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結果、

患者満足度調査において、それぞれ８４．５％及び９２．４％となり、目標値である８０％以上を確保し

た。（業務実績第１のⅡの３の（１）のア・イ参照） 

【取組】 

 （医療リハビリテーションセンター） 

① 院内にある手すりの点検・修理の徹底、各出入口・駐車場への防犯カメラの設置及び敷地内で

の車椅子利用の為の標識の設置・段差の解消・安全マニュアルの作成等を行うことにより患者の

安全の確保に努めた。 

② 外来及び浴室の通路への単独空調機整備、中庭へのテーブル・椅子及び花壇の整備等による療

養環境の向上に努めた。 

③ 全職員を対象に接遇研修会を年間に３回開催し意識の向上を図った。なお、交替制勤務者を含

む全職員が受講できるよう多様な開催時間を設定した。 

④ リハビリ棟各室出入口扉の自動ドア化を行うなど、患者の利便性向上を図った。 

 （総合せき損センター） 

① ボランティアによるブラスバンド演奏会や花壇の手入れ、近隣保育園児による遊戯会、患者制

作作品展などを実施し、精神的なサポート、療養環境の向上を図った。 

② 患者同士やＯＢ患者との交流、社会との接点になるサロン的空間を設置し、クリスマスジャズ

コンサートや車いすスポーツ講演会等を開催し、ピアサポート機能の充実を図った。 

③ 患者の利便性向上のため、外来待ち時間調査の実施や、年２回の職員への接遇研修を行い、患

者が満足できる療養環境の整備に取り組んだ。 

 

【22年3月4日労働部会】頸椎損傷者の社会復帰までの

支援に係る運営実態を示すデータ。 

実績：○       

 

【医療リハビリテーションセンター】 

 

平均在院日数 

医療リハ

ビリテー

ションセ

ンター 

 7年度 ～ 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

全体 55.9 ～ 48.6 46.7 47.9 51.5 50.4 55.0 59.7 

せき損 
（再掲） 117.3 ～ 97.5 87.9 92.4 111.4 107.1 113.9 132.9 

 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

80.2％ 80.5％ 81.1％ 80.4％ 80.4％ 84.8％ 96.4％ 

 

医療リハビリテーションセンターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅
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復帰可能である退院患者の割合が９６．４％となった。 

（具体的な取組） 

・ 職業リハビリテーションセンター（高障機構）との間で、職業評価会議等（運営協議会、ＯＡ講習

を含む）を１４回開催し、個々の患者のリハビリテーションの評価を行い、患者毎のリハビリーショ

ンのプログラムの改良及び退院後のケアを実施するなど、社会復帰の促進を図った。 

 

 

【総合せき損センター】 

 

平均在院日数 

 

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合 

 

 

 

 

総合せき損センターにおいては、以下のような取組を行った結果、医学的に職場・自宅復帰可能であ

る退院患者の割合が８０．８％となった。 

（具体的な取組） 

・ 多職種間でせき損検討会を年間１２回開催し、８８症例について検討を行い、患者毎のリハビリテ

ーションプログラムの改良等を実施し、社会復帰の促進を図った。 

 ・ ２２年度においては、４９件の受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプ

ターにより緊急受け入れし、受傷直後の早期治療から早期リハビリテーションに至る一貫した高度専

門的医療を提供した。 

 

総合せき

損センタ

ー 

 7年度 ～ 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

全体 70.3 ～ 58.7 58.3 55.9 56.3 56.7 54.6 51.7 

せき損 
（再掲） 128.0 ～ 106.8 127.3 125.2 138.2 

127.

5 

142.

8 
147.0 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

82.9％ 83.9％ 82.5％ 85.0％ 84.8％ 80.7％ 80.8％ 
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シート７ 労災リハビリテーション作業所の運営（評価項目８）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

(２) 労災リハビリテーション作

業所の運営 

(２) 労災リハビリテーション作業

所の運営 

(２) 労災リハビリテーション作業

所の運営 

(２) 労災リハビリテーション作業所の運営 

資料０７－０１ 

    

労災リハビリテーション

作業所については、入所者の

自立更生の援助という目的

に応じた、より効果的な運営

を行うとともに、入所者個々

の状況に応じた適切な生

活・健康管理の下で軽作業に

従事させることにより自立

能力の確立を図りつつ、カウ

ンセリング、就職指導等を行

うことにより、中期目標期間

中の社会復帰率を３０％以

上（※）とすること。  

（※参考：平成１９年度実績 

 ３０．４％） 

ア 各人に適性に応じた社会

復帰プログラムの作成や就

職指導等により自立能力を

早期に確立し、中期目標期

間中の社会復帰率を３０％

以上にする。 

ア 入所者の自立能力の早期

確立を図るため、個々人の障

害の特性に応じた社会復帰

プログラムの作成、定期的な

カウンセリングの実施等の

支援を行い、３０％以上の社

会復帰率を確保する。 

ア 入所者の自立能力の早期確立を図るため、入所者ごとに社会復帰プログラム（社会復帰に関する意向や本人

の適性を踏まえ作成した社会復帰に向けた指導方針）を作成し、定期的にカウンセリングを実施する等の支援

を行い、社会復帰意欲を喚起した。 

その結果、社会復帰率は、３２．８％となった。 

 

 社会復帰率の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

22.1％ 23.7％ 26.0％ 30.4％ 32.6％ 33.6％ 32.8％ 
 

   

イ 都道府県労働局等との連

携による就職情報の提供、

障害者合同就職面接会等へ

の参加奨励、個別企業に対

する求人開拓等により、早

期の就職を支援する。 

イ ハローワーク、地域障害者

職業センター等との連携に

よる就職情報の提供、障害者

合同就職説明会等への参加

勧奨、個別企業に対する求人

開拓等により、早期の就職を

支援する。 

イ ハローワーク及び地域障害者職業センター等との連携による就職情報の提供（２１５件）、障害者合同就職

説明会への参加勧奨等を行った。 

 

 

    

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（８）労災リハビリテーション作業所の運営】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

入所者ごとの社会復帰プログラムの作成、定期的なカウンセリングの実施、入所者に対する就職情報の

提供等の支援を行うことにより、平成２２年度の社会復帰率は３２．８％となり、中期目標、平成２２年

度計画に示された「３０％以上」を達成した。（業務実績第１のⅡの３の（２）のア、イ参照） 

以上のことから自己評価を「Ａ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

労災リハビリテーション作業所においては、入所者ごとの社会復

帰プログラムの作成、定期的なカウンセリングの実施など、社会復

帰に向けた必要な生活、健康、作業等の管理を行い、社会復帰率の

目標を達成したことは評価できる。 

○ 中期目標期間中の社会復帰率を３０％以上にす

ること。 

実績：○  

入所者の自立能力の早期確立を図るため、入所者ごとに社会復帰プログラムを作成し、定期的にカウンセ

リングを実施する等の支援を行い、社会復帰意欲を喚起した。 

その結果、平成２２年度の社会復帰率は、３２．８％となった。（業務実績第１のⅡの３の（２）のア参

照） 

なお、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議

決定）、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

22年12月7日閣議決定）により、今後、入居者の退所先の確保を図り

つつ順次廃止を進めているが、退所先の確実な確保等については、

引き続き万全を期していただきたい。 

［評価の視点］   

 ○ リハビリテーション施設の運営業務について、

適正かつ効率的な運営が図られているか。 

 

実績：○ 

入所者ごとの社会復帰プログラムの作成、定期的なカウンセリングの実施、入所者に対する就職情報の提

供等の支援を行うことにより、平成２２年度の社会復帰率は３２．８％となり、中期目標、平成２２年度計

画に示された「３０％以上」を達成した。（業務実績第１のⅡの３の（２）のア、イ参照） 

 

（各委員の評定理由） 

 

・予定通り進行している。 

○ 社会復帰プログラムを作成し、定期的（３か月

に１回程度）にカウンセリングが実施されている

か。 

実績：○ 

入所者ごとに障害特性や希望に応じた社会復帰プログラムを作成し、定期的にカウンセリングを実施し

た。（業務実績第１のⅡの３の（２）のア参照） 

・慢性者の更正に対し目標達成は評価される。 

・入居者の退所先の確保に万全を期したという評価であるが、具体

性がないため評価しにくい。 

○ 就職情報の提供など入所者の就職に対する支援

は適切に行われているか。 

実績：○ 

ハローワーク及び地域障害者職業センター等と連携し、入所者に対する就職情報の提供、障害者合同就職

説明会への参加勧奨等を行った。（業務実績第１のⅡの３の（２）のイ参照） 

・社会復帰率の実績は評価できる。 

・整理合理化計画を進めている中で、社会復帰率の目標を達成して

いることは評価する。 
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○ 入所者の社会復帰率を３０％以上確保している

か。 

実績：○ 

入所者の自立能力の早期確立を図るため、入所者ごとに社会復帰プログラムを作成し、定期的にカウンセ

リングを実施する等の支援を行い、社会復帰意欲を喚起した結果、平成２２年度の社会復帰率は、３２．８

％を確保した。（業務実績第１のⅡの３の（２）のア参照） 

・ほぼ目標並の社会復帰率のためＢ。 

・着実な成果。今後の縮小・廃止に向けて万全を期していただきた

い。 

 

 

（その他意見） 

 

・作業所の廃止という措置に問題はなかったのか示すべきである。 

【21’評価】今後は、廃止を決定した施設について、

在所者の退所先の確保に十分な配慮を行うことに

留意しつつ、他の施設においても、一層の社会復帰

率の向上に向けて更なる努力を期待する。 

 

実績：○ 

平成２３年度末に廃止する千葉作業所については、在所者の意向を配慮しつつ退所先の確保に取り組んだ

結果、平成２３年３月末までに８人全員が希望どおりの退所先へ退所した。 

平成２４年度末に廃止する福井及び愛知作業所についても、在所者の退所先の確保を図りつつ、きめ細か

な退所勧奨に取り組んだ結果、福井作業所は２人、愛知作業所は３人が退所した（全員が希望どおりの退所

先）。 

他の作業所においても、入所者の自立能力の早期確立を図るため、入所者ごとに社会復帰プログラムを作

成し、定期的にカウンセリングを実施した。 

以上の取組により、平成２２年度は１６人が退所し、うち７人が社会復帰した。 
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シート８ 産業保健関係者に対する研修・相談及び産業保健に関する情報の提供（評価項目９）  

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

４ 産業保健活動の積極的な支

援と充実したサービスの提供

推進 

４ 産業保健活動の積極的な支援

と充実したサービスの提供推進 

４ 産業保健活動の積極的な支援

と充実したサービスの提供推進 

４ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 

    

産業保健推進センターにお

いては、労働災害防止計画に定

める産業保健活動の推進に寄

与することを基本方針とし、以

下の取組により、地域社会や産

業保健関係者のニーズに対応

した産業保健サービスの提供

等の支援を行うこと。 

産業保健推進センターにおい

ては、労働災害防止計画に定め

る労働者の健康確保対策の推進

に寄与することを基本方針と

し、以下の取組により、産業保

健関係者に対する支援機能を強

化する。 

産業保健推進センターにおい

ては、労働災害防止計画に定める

労働者の健康確保対策の推進に

寄与することを基本方針とし、以

下の取組により、産業保健関係者

に対する支援機能を強化する。 

産業保健推進センターにおいては、労働災害防止計画に定める労働者の健康確保対策の推進に寄与することを基

本方針とし、以下の取組により、産業保健関係者に対する支援機能を強化した。 

    

(１) 産業保健関係者に対する研

修又は相談の実施 

(１) 産業保健関係者に対する研

修又は相談の実施 

(１) 産業保健関係者に対する研修

又は相談の実施 

(１) 産業保健関係者に対する研修又は相談の実施 

                    資料 ０８－０１、資料 ０８－０２、資料 ０８－０３ 

    

ア 地域の産業保健関係者に

対する実践的かつ専門的な

研修又は相談の充実 

ア 地域の産業保健関係者に

対する実践的かつ専門的な

研修又は相談の充実 

ア 地域の産業保健関係者に対

する実践的かつ専門的な研

修又は相談の充実 

ア 地域の産業保健関係者に対する実践的かつ専門的な研修又は相談の充実 

      

    

産業保健推進センターに

おける産業医等の産業保健

関係者への研修内容につい

て、メンタルヘルスや過重

労働等を積極的に取り上げ

るとともに、面接指導等の

実践的かつ専門的な研修を

強化しつつ、延べ１万７千

回以上（※１）の研修を実

施すること。また、第１期

中期目標期間において実施

した研修を踏まえ、研修内

容等の改善を図る仕組みを

充実すること。 

産業保健関係者からの相

談について、中期目標期間

中、７万２千件以上（※２）

実施すること。また、相談

内容については、産業保健

関係者に対する研修に有効

に活用できるよう検討する

こと。 

なお、研修又は相談の利

用者については、産業保健

(ア) 産業医等の産業保健関

係者に対する研修につい

ては、ニーズ調査やモニ

ター調査等の結果に基づ

き、研修のテーマや内容

に関する専門家による評

価を行い、研修内容の質

の向上を図るとともに、

中期目標期間中に延べ 

１万７千回以上の研修を

実施する。 

(ア) 産業医等の産業保健関係

者に対する研修について

は、研修内容の質の維持・

向上を図るため、研修内容

等の改善を図る仕組み（計

画－実施－評価－改善を継

続的に実施する仕組み）を

継続的に運用する。 

また、各研修について

は、次のように取り組む。 

・事業場における産業保

健推進体制の活性化の

観点から、産業医、衛生

管理者及び人事労務担

当者等に対する体系的

な研修を行う。 

・産業保健関係者の実践

的能力の向上のため、作

業現場における実地研

修、ロールプレイング等

を取り入れた参加型研

修、事例検討等の実践的

研修の拡大とともに、テ

ーマに応じたシリーズ

（ア）産業医等の産業保健関係者に対する研修については、研修内容等の改善を図る仕組み（計画－実施－評価

－改善を継続的に実施する仕組み）を継続的に運用するとともに、ニーズ調査やモニター調査の結果等を踏

まえ、研修業務の効果的・効率的な実施を図る観点から、次の取組を行った。 

【産業保健関係者間の連携促進に重点を置いた体系的な研修】 

産業保健活動はチームワークで進めていくことが重要であることから、事例を通じて事業場内スタッフ

の連携や安全衛生委員会の効果的な運営方法等について研修を行った。 

－具体例－ 

       ・「嘱託産業医による事業場内スタッフとの具体的連携（中小企業における休職事例を通して考える）」 

・「安全衛生委員会の効果的な運営方法（衛生管理者としての安全衛生委員会への関わり方）」 

・「衛生管理者や産業保健担当者等に今、求められていること（きめ細やかな活動が社員を救う！）」 

【実践的研修の拡充】 

単なる知識の付与にとどまらず、討議・実習等を通じて現場で実践できるスキルを体得させることを目

的に、次のとおり実践的研修を拡大した。具体的には事例検討、職場巡視による実地研修、ロールプレイ

ング等の双方向・参加型研修を行った。 

 平成２１年度  平成２２年度 

実践的研修 １，５４４回 → １，５５０回 

【テーマに応じたシリーズ研修の実施】 

衛生管理者等を対象に体系的な技法を付与することを目的として、シリーズ研修を実施した。 

－具体例－ 

・メンタルヘルス対策「Ⅰ．カウンセリングによる人間的アプローチ」「Ⅱ．職場のストレスマネージメ

ント」「Ⅲ．よりよい人間関係のためのコミュニケーションのあり方」「Ⅳ．援助的な人間関係づくり

に大切な傾聴の態度と技法」「Ⅴ．援助的視点に立った聴き方とは」「Ⅵ．ストレスの対処とリラクゼ

ーション」 

【過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策に関する研修の実施】 
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に関する職務を行う上で有

益であった旨の評価を８０

％以上確保するとともに、

相談、指導を行った産業保

健関係者等に対して追跡調

査を実施し、有効回答のう

ち７０％以上につき具体的

に改善事項が見られるよう

にすること。 

（※参考１：平成１９年度

実績  ３，２９１回×

５年間の５％増） 

（※参考２：平成１９年度

実績 １３，７２５件×

５年間の５％増） 

研修を実施する。 

・労働災害防止計画にお

ける重点対策である、過

重労働による健康障害

防止対策及びメンタル

ヘルス対策に関する研

修を実施する。 

・非正規労働者の健康確

保対策、新型インフルエ

ンザ対策等の社会的関

心の高いテーマについ

て研修を実施する。 

・ニーズ調査やモニター

調査等の結果を踏まえ、

研修のテーマや内容に

関する専門家による評

価を行い、研修内容の質

の向上を図るとともに、

研修ニーズに対応した

開催地域の選定、休日・

夜間の開催の拡充等、利

用者の利便性にも配慮

しつつ、３千５百回以上

の研修を実施する。 

過重労働による健康障害防止対策及び職場のメンタルヘルス対策に関する研修については、重点的な研

修として取り組んだ結果、各推進センターで大幅に研修回数を増やし、受講者数を伸ばした。 

 平成２１年度  平成２２年度 

開催回数 427回 → 1,892回 

受講者数 15,102人 → 68,352人 

【時宜を得た研修の実施】   

最近、社会的関心が高まっている非正規労働者の健康管理等をテーマとする研修を延べ４０回（受講者

数８５２人）実施し、職場での新型インフルエンザ対策や感染症対策に正しい知識の普及を図ることを目

的に、研修を全国で延べ７５回（受講者数１，５０４人）実施した。 

【その他のテーマによる研修の実施】 

 アスベストによる健康障害の予防を図ることを目的に、労災病院、アスベスト疾患センター等関係機関

と連携して、研修を延べ７６回（受講者数１，７０９人）実施した。また、モニター調査等で要望のあっ

た熱中症対策を延べ７５回（受講者数２，８４５人）、高齢労働者の作業環境等延べ１７回（受講者数６

８２人）、喫煙対策延べ６７回（受講者数１，３２６人）の研修を実施した。 

【土日・夜間の研修の拡充等】 

利用者の利便性の向上を図るため、利用者からの要望の多いものについては、休日・夜間に研修を実施

した。（休日・夜間研修の開催延べ回数：平成２１年度７６５回→平成２２年度１，０２６回） 

【その他の取組】 

各推進センターが実施した研修のうち、受講者からの評価が高かったもの、受講者数の多かったもの等

の研修テーマを本部で研修好事例として取りまとめ、各推進センターに情報提供することにより、研修の

質的・量的な実績の向上に努めた。 

このような取組により、平成２２年度において延べ４，６５６回（計画達成率１３３．０％）の研修を

実施した。 

産業保健関係者に対する研修回数 （単位：回） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

2,623 2,844 3,058 3,291 3,439 15,255 

21年度 22年度 

3,544 4,656 

研修受講者数                （単位：人） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計 

75,568 81,420 85,949 91,253 98,666 432,856 

21年度 22年度 

94,715 147,116 
 

    

 (イ) 産業保健関係者からの

相談については、多様な

分野の専門家を確保しつ

つ、相談体制の効率化を

図ることにより、中期目

標期間中に７万２千件以

上実施するとともに、産

業保健関係者に対する研

修に有効に活用する。 

(イ) 産業保健関係者からの相

談については、相談ニーズ

に対応した産業精神保健の

専門家、過重労働による健

康障害防止対策の専門家等

の人的資源の拡充に引き続

き努めるとともに、相談体

制の効率化を図る。  

また、研修後の相談コー

ナーの設置、ホームペー

ジ、メールマガジン等を用

いた相談の簡便な受付方

式の導入、相談事例の紹介

（イ）産業保健関係者からの相談については、多様な分野の専門家の確保、相談体制の効率化等を推進すると

ともに、相談業務の効果的・効率的な実施を図る観点から、次の取組を実施した。 

【産業保健に造詣の深い精神科医及びカウンセラー等の相談員の拡充】 

メンタルヘルス不調及び過重労働による健康障害の増加に対応するため、メンタルヘルス・カウンセリ

ング分野及び過重労働による健康障害防止分野の専門家を相談員として、それぞれ３４１人、８４人委嘱

し、利用者からの専門的な相談への体制の整備に努めた。 

特に、近年急増しているメンタルヘルスに係る相談のニーズに対応するため、精神科医等メンタルヘル

ス全般に係る知見を有するメンタルヘルス・カウンセリング分野の相談員に加え、産業カウンセラー等の

促進員を全国で２５３名委嘱し、１次予防（未然防止、健康増進等）、２次予防（早期発見と対処）から

３次予防（治療と職場復帰、再発防止等）に至るまで全てに対応できる体制を構築した。この体制により、

職場におけるメンタルヘルス予防から休業者の職場復帰支援に至る労務管理を含めた幅広い相談に対応

するとともに、個別事業場を訪問し、メンタルヘルス対策の周知、具体的な課題の解決に向けた支援等の

実地相談を行った。 
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等を行うほか、行政機関等

関係機関との連携の強化

を図る。 

これらにより、産業保健

関係者からの相談件数を

２万件以上確保するとと

もに、相談内容を分析し、

収集した成果を産業保健

関係者に対する研修に事

例として紹介する等、有効

に活用する。 

メンタルヘルスに係る相談延べ件数：平成２１年度１６，２７６件→平成２２年度２２，８９５件 

（うち、メンタルヘルスに係る実地相談延べ件数：平成２１年度８，４４４件 

→平成２２年度１０，８８１件） 

【研修終了時における相談コーナーの設置】 

研修終了後に別途相談コーナーを設け、当該研修のテーマ関連の質問、又はそれ以外の幅広い分野の相

談に応じることにより、利用者の利便性の向上を図った。 

【その他の取組】 

・ 各推進センターが対応した相談のうち、質の高い相談事例、実績拡大に役立つ相談事例等を本部で相談

好事例として取りまとめ、各推進センターに情報提供することにより、相談の質的・量的な実績の向上

に努めた。 

・ 相談の事前予約制の導入を進め、相談業務の効率化を図った。 

 

このような取組により、平成２２年度において延べ３４，５６３件（計画達成率１７２．８％）の相談件

数を確保した。 

産業保健関係者からの相談件数 （単位：件） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

10,383 15,036 12,116 13,725 13,770 65,030 

21年度 22年度 

26,042 34,563 
 

    

 (ウ) 研修、相談については、

インターネット等多様な

媒体での受付等により、

引き続き質及び利便性の

向上を図り、産業保健に

関する職務を行う上で有

益であった旨の評価を 

８０％以上確保する。 

(ウ) 研修、相談については、

全センターにおいてホーム

ページ、メールマガジン等

により案内、申込受付を行

うとともに、引き続き質及

び利便性の向上を図り、産

業保健に関する職務を行う

上で有益であった旨の評価

を８０％以上確保する。 

（ウ）研修については、全推進センターのホームページ上に研修受講申込コーナーを設け、利用者が簡便に研

修受講の申込ができるようにするとともに、メールマガジン購読者には研修等の案内を随時行った。また、

相談については、推進センターのホームページ上からのメール又はＦＡＸを用いて、常時受付を行ってい

る。 

このような取組により、平成２２年度において研修で有益であった旨の評価は９３．８％、相談で有益

であった旨の評価は９９．１％と高い評価を維持している。 

 

                 平成２１年度       平成２２年度 

メールマガジン延べ配信件数   ２２３，５８１件 →  ３１４，７６３件 

 

研修利用者の有益であった旨の評価 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

92.7％ 91.2％ 91.2％ 92.5％ 92.1％ 93.9％ 93.8％ 

相談利用者の有益であった旨の評価 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

99.0％ 95.9％ 97.9％ 98.3％ 99.0％ 99.7％ 99.1％ 
 

    

 (エ) 産業保健推進センター

利用者に対し、センター

事業が与えた効果を評価

するための追跡調査を実

施して、有効回答のうち

７０％以上について具体

的に改善事項が見られる

ようにする。また、同調

査の結果を分析し、事業

の更なる質の向上を図

(エ) 産業保健推進センター利

用者に対し、研修、相談等の

センター事業が、労働者の健

康状況の改善に寄与した効

果等を把握するために、平成

２１年度に実施した第２回

追跡調査の結果を分析し、研

修、相談等の事業運営に反映

させる。 

（エ）利用者に対して産業保健推進センター事業が与えた効果を評価するための追跡調査の結果 

① 産業保健推進センターから提供された産業保健支援サービスによる効果を調査した結果、次のとおり

であった。 

 第１次効果  産業保健スタッフの能力向上の効果あり  ８４．３％ 

       ・「労働者への健康教育での指導力向上」が最も多く、次いで「メンタルヘルスに関す

る助言・指導能力向上」であった。 

第２次効果  事業場内の産業保健活動活性化の効果あり ７７．２％ 

       ・「健康診断事後措置の徹底指導等健康管理が進展」が最も多く、次いで「セルフケア、

ラインによるケア等メンタルヘルス対策が充実」であった。 

第３次効果  労働者の健康状況改善の効果あり     ７４．１％（中期計画７０％以上） 
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る。        ・「健康に対する意識が向上」が最も多く、次いで「職場環境の改善を通して職場の快

適感が向上」であった。 

② 人事労務担当者に対する第１次効果（産業保健関係者の能力向上）が産業医、衛生管理者、産業看護

職等に比べて相対的に低いことから、ニーズを把握し、メンタルヘルス関連の研修の機会を増やした。

その結果、受講者数が増加した。 

 

イ 産業保健に関する情報

の提供その他の援助 

イ 産業保健に関する情報の

提供その他の援助 

イ 産業保健に関する情報の

提供その他の援助 

イ 産業保健に関する情報の提供その他の援助 

資料 ０８－０４、 資料 ０８－０５ 

    

インターネットの利用

その他の方法により産業

保健に関する情報や労災

疾病等に係る研究による

モデル予防医療等に係る

情報を提供するととも

に、さらなる情報の質の

向上、利便性の向上を図

ること。 

また、事業主に対する

広報及び啓発等を行うと

ともに、勤労者に対する

情報提供についてもより

積極的に取り組むこと。 

さらに、研究所との統

合に向けて、研究所の調

査・研究についての関係

者に対する情報提供等に

ついて検討すること。 

(ア) 産業保健関係者に対し、

情報誌、ホームページ等

により、産業保健に関す

る情報の提供を行うとと

もに、専門家の意見の反

映により、提供する情報

の質の向上を図り、中期

目標期間中、ホームペー

ジ の ア ク セ ス 件 数 を 

９００万件以上（平成 

２０年度実績見込１３５

万件×５年間の３０％

増）得る。 

(ア) 情報誌「産業保健２１」、

ホームページ、メールマガジ

ン等により産業保健に関す

る情報の提供を行うととも

に、専門家による編集会議を

開催し、情報誌の質の向上を

図る。 

さらに、これまでに蓄積さ

れた産業保健に関するＱ＆

Ａや実務・専門的な情報のデ

ータベース化を逐次進めホ

ームページで提供する。 

こうした取組とともに、下

記(イ)を含めた地域のニー

ズに対応した取組を行うこ

とにより、ホームページのア

クセス件数を１６０万件以

上得る。 

(ア) 産業保健に関する情報の質の向上及び利便性の向上を図るため次のような取組を行うとともに、地域の

産業保健活動の促進を図った。 

 【産業保健情報誌「産業保健２１」の発行】 

有識者による産業保健情報誌編集委員会を４月に開催し、産業保健情報誌の編集方針を決定した。ま

た、年度末に実施した読者アンケートの結果を次年度の編集委員会に報告することにより、読者ニーズ

の編集方針への反映に努めた。 

（反映の具体例） 

・記事によって文字の大きさが違い、読みづらかったことから文字を大きく見やすくし、フォントと

段組を統一した。 

・掲載要望の多かったメンタルヘルスや中小企業を対象とした記事を企画した。 

       【有用な情報の提供】 

本部及び全推進センターでホームページにおいて次のとおり利用者の利便性の向上を図った。 

・トピックスを頻繁に更新し、積極的に最新の情報提供に努めた。（更新回数は６，３４０回） 

・利用者の声や講師・相談員からメッセージをホームページに掲載し、気軽に相談でき、役立つもので

あることの周知に努めた。 

・本部においてこれまで蓄積した過重労働防止対策、感染症対策、粉じん障害防止対策等の分野毎の資

料、よくある質問、よくある相談事例、改善事例等を整理し、視認性の向上に努め、情報を取得し易

くした。 

・過去の産業保健調査研究については、本部のホームページ上で公開し、ダウンロードできるようにし

ている。 

                

平成２１年度       平成２２年度 

ホームページアクセス件数 １，５４１，４６３件 → １，８７１，２０３件 

（計画達成率１２１．４％） 

  

こうした取組により、平成２２年度において、ホームページのアクセス件数を１，８７１，２０３件（計

画達成率１１７．０％）得た。 

 

ホームページアクセス件数の推移              （単位：件） 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

489,899 638,258 832,429 1,179,015 1,340,340 4,479,941 

21年度 22年度 

1,541,463 1,871,203 
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 (イ) 利用者の利便性の向上

を図るため、各地域で利

用できる産業保健サービ

ス情報を産業保健推進セ

ンターに集約・提供する

ことにより、地域の産業

保健関係者のための総合

情報センターとしての役

割を果たしていく。 

(イ) 地域産業保健センター、

医師会、労働衛生関係機関等

のサービス、国の支援事業等

地域の産業保健サービス情

報を各センターにおいて集

約し、ホームページ等で情報

提供することにより、総合情

報センターとしての機能を

充実する。 

(イ) 総合情報センターとしての機能を充実するため、次のとおり取り組んだ。 

【産業保健サービスの総合的な情報の提供】 

労働衛生行政上の課題や労働情勢、法令改正等を積極的に掲載し、また、最近の相談事例をＱ＆Ａ方

式で紹介すること、時期によって最新の熱中症対策やインフルエンザ対策等の情報をホームページ、メ

ールマガジンに掲載するなど総合的な情報を提供できるように努めた。（業務実績第２の４の(1)参照） 

          【イベント等の開催による積極的な広報の展開】 

地元紙、関係機関の会報、機関誌等に推進センターの研修案内等のイベント情報の掲載を依頼すると

ともに、各種イベント開催時、調査結果の集計時の時機を捉えて積極的にプレス発表を行った。 

【産業保健調査研究の成果の情報提供】 

産業保健推進センターが地域の産業保健活動の活性化を図る目的で調査研究を行った成果について

は、産業保健調査研究成果発表会で公表し、研修での活用に努めた。  

    

 (ウ) 研究所との統合に向け

て、研究所の調査・研究

についての関係者に対す

る情報提供等について検

討する。 

(ウ) 研究所の調査・研究につ

いての関係者に対する効果

的な情報提供の方法及び課

題を検討する。 

   

    

ウ 地域産業保健センター

に対する支援の充実 

ウ 地域産業保健センターに

対する支援の充実 

ウ 地域産業保健センターに

対する支援の充実 

ウ 地域産業保健センターに対する支援の充実 

    

地域の産業保健活動の

促進を図るため、都道府

県労働局、労働基準監督

署と連携し、メンタルヘ

ルスや過重労働による健

康障害の防止のための産

業医の面接指導技術の向

上等の支援を含め、域内

の地域産業保健センター

の活動に対する支援を充

実すること。 

各産業保健推進センター

において、地域産業保健セ

ンター運営協議会における

助言を行う。また、地域産

業保健センターのコーディ

ネーターに対し、新任研修

に加え、年１回以上能力向

上研修を実施するととも

に、地域産業保健センター

に登録している産業医に対

し研修を実施する。 

 

(ア) 各産業保健推進センター

において、地域産業保健セ

ンター運営協議会に出席

し、地域センターの具体的

な支援ニーズを把握した

上で、必要な支援を行う。 

(ア) 地域産業保健センター運営協議会に出席し、助言した（延べ３９７回）。また、地域産業保健センター

事業について、平成２２年度都道府県単位での企画競争に応募がなかった１０府県について厚生労働省から

受託要請があったことから、２２年度に限り１０府県の推進センターで直接事業運営することとなった。  

  

(イ) 地域産業保健センターの

コーディネーターに対し、

新任研修に加え、年１回以

上能力向上研修を実施す

るとともに、コーディネー

ター間の情報交換を目的

とした交流会を開催する。 

(イ) 地域産業保健センターの新任コーディネーターに対する初任時研修を本部主催により、７月に東京と大

阪で開催した。また、推進センター独自の初任時研修を全国で１３回開催した。 

能力向上研修については、全国で４０回実施した。また、情報交換の場としての交流会を全国で延べ 

６９回（延べ参加者数１，５３２人）開催し、支援や要望を引き出すように努めている。 

コーディネーター能力向上研修開催回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

66回 75回 73回 76回 67回 370回 

21年度 22年度 

63回 40回 

さらに、今年度から地域産業保健センター事業を直接事業運営することとなったことから、本部主催で

１０府県の地域コーディネーターを集め、７月に研修を実施した。 

    

  (ウ) 地域産業保健センターに

登録している産業医に対

し研修を実施する。 

(ウ) 地域産業保健センター登録医に対する研修を全国で延べ４５回実施した。 

地域産業保健センター登録医研修回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

36回 53回 76回 83回 70回 318回 

21年度 22年度 

54回 45回 
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 さらに、地域産業保健セ

ンターとの連携による研修

を都道府県庁所在地以外で

開催することにより、利用

者の利便性の向上を図る。 

(エ) 地域産業保健センターが

把握している地域のニー

ズに応じた研修を都道府

県庁所在地以外で開催す

ることにより、地域の利用

者の利便性の向上を図る。 

(エ) 地域産業保健センターとの共催での研修、及び県庁所在地以外での研修並びに事業主セミナーを１，４

６２回実施し、地域の利用者の利便性向上を図り、延べ７２，８４５人の受講者があった。 

研修及び事業主セミナーの開催回数 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 第1期合計 

732回 674回 605回 533回 425回 2,969回 

21年度 22年度 

965回 1,462回 
 

    

◆ 東日本大震災への対応                                  

  厚生労働省からの要請等もあり、４７都道府県の推進センターのネットワークを最大限活かし、次のとおり現在

においても引き続き取り組んでいる。 

(ア) ３月中旪から全国の推進センターが実施している健康相談窓口及びメンタルヘルス相談窓口における対象

者を事業場における産業保健スタッフのみならず、被災労働者及びその家族等も幅広く対象とした。 

(イ) ３月下旪にメンタルヘルス及び健康相談に関する全国共通番号のフリーダイヤルを順次開設し、被災労働

者等からの相談を受付、利便性の向上を図った。 

(ウ) 総務省等からの依頼等によるメンタルヘルスに関する相談会等の実施等（岩手県、宮城県、福島県）。 

(エ) 「電離放射線の正しい理解と被災者と救援者の心のケア」について事業者への臨時の研修を実施した。 

(オ) 被災者等に必要と思われる情報を収集し、ホームページ、メールマガジン等により情報提供した。 

   具体例：「職場における災害時のこころケアマニュアル」、「原子力災害発生時の住民としての対応（原

子力安全保安院）」、原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識等（放射線医学研究所）」、

「被災地で健康を守るために（厚生労働省）」 

(カ) 当機構のホームページ、厚生労働省「生活支援ニュース」及びポータルサイト「こころの耳」へフリーダ

イヤルを含めた相談窓口開設時間等の広報を実施した。 

    (キ) 推進センターから避難所の掲示板及び地元紙へ相談窓口開設のお知らせを掲載した。    

こうした取組により、震災関連でメンタルヘルスに関して６３２件、健康問題に関して１１２件の相談が寄せら

れ、長時間に及ぶものなど深刻な相談が多くなっている。（６月１０日現在） 

評 価 の 視 点 等 

【評価項目（９）産業保健者に対する研修・相談及び

産業保健に関する情報の提供】 

自己評定 Ｓ  評  定 Ｓ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

            

① 研修は延べ４，６５６回（年度計画３，５００回以上）実施するとともに、相談は延べ３４，５６

３件（年度計画２０，０００件以上）応じ、いずれも年度計画を大幅に上回る過去最高の実績を達成

した。 

② 地域毎に把握したニーズに基づき、座学方式の他、事例検討、職場巡視のための実地研修、ロール

プレイングを取り入れた参加型研修等実践的研修を延べ１，５５０回（２１年度１，５４４回）実施

した。 

③ 時宜を得た研修として、 

ア 非正規労働者の健康管理等をテーマとする研修を延べ４０回（受講者数延べ８５２人） 

イ アスベストによる健康障害の問題対応するための研修を延べ７６回（受講者数延べ１，７０９人） 

ウ 企業における新型インフルエンザ等感染症対策の研修を延べ７５回（受講者数延べ１，５０４人） 

その他、熱中症対策、高齢労働者の作業環境関係、喫煙対策等の研修を実施した。 

④ 研修で有益であった旨９３．８％（中期目標８０％以上）の高い評価を得た。 

⑤ 相談で有益であった旨９９．１％（中期目標８０％以上）の高い評価を得た。 

⑥ 推進センターの事業が労働者の健康状況の改善に寄与した効果等を把握するための追跡調査は、７

４．１％（中期計画７０％以上）を達成している。 

⑦ 東日本大震災への対応として、厚生労働省からの要請等もあり、４７都道府県の推進センターのネッ

（委員会としての評定理由） 

 

産業保健推進センターでは、産業医等の産業保健関係者等に対し

て、実践的・専門的な研修・相談の充実、産業保健関係情報の提供・

普及に取り組んでおり、その研修回数、相談件数、ホームページア

クセス件数については、いずれも目標数値を大幅に上回る過去最高

実績を確保したことや、東日本大震災への対応として、被災労働者・

その家族等被災者等からの電話相談窓口を開設するなど、社会的な

ニーズにも応えているなど高く評価できる。 

なお、メンタルヘルス関係については、社会的ニーズも増加して

いることから、今後も、一層の取組を期待する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・目標を大幅に達成しており、かつ社会的なニーズに十分応えてい

る。 

・各目標値に対して大幅な達成度を示していることは高く評価され
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トワークを最大限活かし、フリーダイヤル及び出張相談、電離放射線に関する臨時の研修、被災者に必

要となる情報の収集及び提供等により実施し、現在においても引き続き取り組んでいる。 

以上の取組により、全ての数値目標を大幅に上回った上、東日本大震災への対応を積極的に行った

等の取組から自己評定を「Ｓ」とした。 

なお、昨年１２月の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針において産業保健推進センター

事業の効率化を図ることについては平成２５年度までに４７拠点を２/３を上回る統廃合（ブロック

化）。との閣議決定がなされ、平成２２年度末に６か所の産業保健推進センターを集約化したところ

である。 
 

る。それに加えて、東日本大震災への対応は評価される。なお、多

様な利害関係者を取り込んだ勤労者個人に寄り添う情報提供を期待

する。 

・メンタルヘルス関連のニーズが増加していることへの対応はでき

ていると評価できる。 

・研修回数、相談件数の実績は評価できる。 

・相談件数が大幅に増えるなど成果を上げていることは高く評価で

きる。 

○ 産業医等の産業保健関係者に対する研修につい

ては、中期目標期間中に延べ１万７千回以上の研修

を実施すること。 

実績：○             

平成２２年度において、延べ４，６５６回の研修を実施し、年度計画（３，５００回）を１，１５６回上

回り、過去最高の実績を達成した。 

・研修参加者数、回数が増えた要因は、時間外、休日にシフトさせ

た点であり、Ｓとは言えない。メンタルヘルスに対するニーズが増

えたという市場要因のほうが大きいのではないか。 

・研修や相談回数の大幅な増加など、非常に優れた成果を上げてい 

○ 産業保健関係者からの相談については、中期目標

期間中に７万２千件以上の相談を実施すること。 

 

実績：○             

平成２２年度において、延べ３４，５６３件の相談を実施し、年度計画（２０，０００件）を１４，５６

３件上回り、過去最高の実績を達成した。 

る。 

ただし、相談内容等については、社会環境が反映されているとも思

えるので、今後は更なる内容の充実に努力されることを期待する。 

○ 研修又は相談の利用者については、産業保健に関

する職務を行う上で有用であった旨の評価を 

８０％以上確保すること。 

実績：○             

 平成２２年度において、研修利用者の有益であった旨の評価を９３．８％確保し、相談利用者の有益であ

った旨の評価を９９．１％確保し、年度計画（８０％以上）を大幅に上回ることができた。 

 

 

（その他意見） 

○ 利用者に対し、産業保健推進センター事業が与え

た効果を評価するための追跡調査を実施し、有効回

答のうち７０％以上について具体的に改善が見ら

れていること。 

 

実績：○             

 第２回目の追跡調査を行った結果、有効回答のうち７４．１％で具体的に改善が見られたとの回答があり、

目標を上回った。 

・有益評価は、16年度から概ね横ばいで99％→評価項目に改善要素

を調べるようにしてみては。 

○ 産業保健に関する情報を提供するホームページ

のアクセス件数を、中期目標期間中において 

９００万件以上得ること。 

実績：○             

 平成２２年度において、ホームページアクセス件数は１，８７１，２０３件得られ、年度計画（１６０万

件以上）を２７１，２０３件に上回り、過去最高の実績を達成した。 

 

○ 各産業保健推進センターにおいて､地域産業保健

センターのコーディネーターに対し、新任研修に加

え、年１回以上能力向上のための研修を実施するこ

と。 

実績：○             

本部主催で新任研修を東京と大阪の会場で７月に実施し、推進センターでも独自の初任時研修を延べ１３

回開催した。また、能力向上のための研修を延べ４０回開催した。 

さらに、今年度から地域産業保健センター事業を１０府県の推進センターで直接事業運営することとなっ

たことから、１０府県の地域コーディネーターを集め、本部主催の研修を７月に実施した。 

 

 

［評価の視点］ 

  

○ 産業保健関係者に対して研修及び相談、情報の

提供、その他の援助を行うため、施設の運営業務に

ついて、適正かつ効率的な運営が図られているか。 

実績：○             

 相談においては、メール、ファクシミリによる相談や事前予約面談方式を励行するなどにより、相談体制

の効率化を図った。 

 

○ 研修内容等の質の向上を図る仕組みの充実が図

られているか。 

 

実績：○             

 事業実施計画書→計画に基づく事業の実施→４半期毎の実績報告、ＢＳＣによる自己評価→次年度の事業

計画に反映というＰＤＣＡサイクルによる事業実績管理を行い、質の向上を図った。 

 

○ 産業医学、労働衛生工学、メンタルヘルス等の

分野の専門家が確保されているか。 

実績：○             

 産業医学、労働衛生工学、メンタルヘルス等の分野の専門家１，２６７人を産業保健相談員として確保

した。 

 

○ 利便性の向上を図るため、インターネット等を

用いた研修案内、研修の申込受付が行われている

か。 

 

実績：○             

 利便性の向上のため、全ての推進センターでホームページ又はメールでの研修の予約ができるようにな

っている。また、メールアドレス登録者には、研修案内を配信している。 

 

○ インターネット等による相談の受付、頻出の相 実績：○              
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談のホームページへの掲載が行われているか。  メールによる相談の受付、最近の相談事例をＱ＆Ａ方式でホームページにて紹介している。 

○ 産業医等の産業保健関係者に対する研修が、中

期目標期間中に延べ１万７千回以上実施されたか。 

 

実績：○             

平成２２年度において、延べ４，６５６回の研修を実施した。 

 

○ 産業保健関係者からの相談が、中期目標期間中に

延べ７万２千件以上実施されたか。 

 

実績：○             

 平成２２年度において、延べ３４，５６３件の相談を実施し、年度計画（２０，０００件）を１４，５６

３件上回り、過去最高の実績を達成した。 

 

○ 研修又は相談の利用者について、産業保健に関

する職務を行う上で有用であった旨の評価が 

８０％以上確保されたか。 

実績：○             

 平成２２年度において、研修利用者の有益であった旨の評価を９３．８％確保し、相談利用者の有益であ

った旨の評価を９９．１％確保し、年度計画を大幅に上回った。 

 

○ 利用者に対し、産業保健推進センター事業が与え

た効果を評価するための追跡調査を実施し、有効回

答のうち７０％以上について具体的に改善が見ら

れたか。 

実績：○             

 第２回目の追跡調査を行った結果、有効回答のうち７４．１％で具体的に改善が見られたとの回答があり、

目標を上回ることができた。 

 

○ 産業保健関係者に対し、ホームページ、メール

マガジン、情報誌等により産業保健に関する情報の

提供を行い、広く普及を図っているか。 

 

実績：○             

相談利用者の声や最近の相談事例をＱ＆Ａ方式でホームページ、メールマガジンに掲載し、気軽に相談で

き、相談利用者に役立つものであることを周知した。また、労働衛生行政上の課題や労働情勢、法令改正等

を積極的に掲載し、時期によって最新の熱中症対策やインフルエンザ対策等の情報をホームページ、メール

マガジンに掲載するなど総合的な情報を提供できるように努めた。 

 

○ 産業保健相談員会議において、情報の質の向上

に関する検討が行われたか｡ 

 

実績：○             

 ＰＲの方法やニーズの把握について検討がなされた。 

 

○ 地域産業保健センター運営協議会に出席し助言

を行っているか。 

 

実績：○             

 地域産業保健センター運営協議会には積極的に参加し、助言を行い、要望等を聞いた。（２２年度延べ３

９７回出席） 

 

○ 地域産業保健センターのコーディネーターに対

し、新任研修に加え、年１回以上能力向上のための

研修が行われたか。 

実績：○             

本部主催で新任研修を東京と大阪の会場に分け、７月に実施し、推進センターでも独自の初任時研修を延

べ１３回開催した。また、能力向上のための研修を延べ４０回行った。 

さらに、今年度から地域産業保健事業を１０府県の推進センターで初めて直接運営することとなったことか

ら、１０府県の地域コーディネーターを集め、本部主催の研修を７月に実施した。 

 

○ 事業主に対し、ホームページ等による広報、事

業主セミナーが行われているか。 

 

実績：○             

 推進センターのホームページ、地元紙、地域が発行する広報誌等様々な媒体を利用し、セミナー等推進セ

ンター事業の案内を行った（２２年度延べ３０６回）。 

 

○ ホームページのアクセス件数を中期目標期間中

延べ９００万件以上得られたか。 

実績：○             

平成２２年度において、ホームページアクセス件数は１，８７１，２０３件得られ、年度計画（１６０万

件）を大幅に上回り、過去最高の実績を達成した。 

 

○ 地域の産業保健関係者のための総合情報センタ

ーとしての役割を果たしているか。 

実績：○             

 労働衛生行政上の課題や法改正等を積極的に掲載し、また、最近の相談事例をＱ＆Ａ方式で紹介すること、

時期によって最新の熱中症対策やインフルエンザ対策等の情報をホームページ、メールマガジンに掲載する

など総合的な情報を提供できるように努めた。  

【21’評価】今後集約化を行うに当たっては、各地

域の産業保健関係者等の利便性に特に配慮しつ

つ、産業保健サービスの質の低下を招かないよう、

関係機関との調整等を十分に行いながら進めてい

ただくようお願いする。 

実績：○             

 地域格差が生じないよう集約化を行う地域については、地域の産業医をはじめ産業保健関係者に対する産

業保健活動を支援する最低限の機能を備えた連絡事務所を設けて、都道府県医師会の理解と協力の下、研修

等を引き続き行うこととする等、産業保健サービスの質の低下を招かないよう地域の産業保健関係者のニー

ズに応えていく。 
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【21’評価】今後とも、地域の産業保健関係者のニ

ーズに対応した研修や情報提供に留意しつつ、同セ

ンターが行う多様な支援により、地域における産業

保健水準の向上に一層取り組むことを期待する。 

 

実績：○             

 地域の産業保健関係者のニーズに対応した研修や情報提供に留意しつつ、同センターが行う多様な支援に

より、地域における産業保健水準の向上に取り組んだ。 

【22年3月4日労働部会】満足度調査の具体的な中身

を明らかにすること。 

 

実績：○            

 有益度については調査項目を公表を図っていく。 
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シート９ 産業保健助成金の支給（評価項目１０）  

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

(２) 産業保健に係る助成金の支

給業務 

(２) 産業保健に係る助成金の支給

業務 

(２) 産業保健に係る助成金の支給

業務 

（２）産業保健に係る助成金の支給業務 

資料０９－０１ 

    

ア 業績評価を踏まえた支

給業務の見直し及び透明

性の確保 

ア 業績評価を踏まえた支給

業務の見直し及び透明性の

確保 

ア 業績評価を踏まえた支給

業務の見直し及び透明性の

確保 

ア 業績評価を踏まえた支給業務の見直し及び透明性の確保 

    

産業保健に係る小規

模事業場産業保健活動

支援促進助成金及び自

発的健康診断受診支援

助成金の支給業務に対

する業績評価を実施し、

それらを翌年度の業務

へ反映させるとともに、

評価結果については、積

極的に公表し、透明性を

確保するとともに、助成

金事業の効果の把握に

努めること。 

産業保健に係る小規模

事業場産業保健活動支援

促進助成金及び自発的健

康診断受診支援助成金の

支給業務に対する業績評

価を行い、業務内容の改

善に反映させることによ

り、効果的・効率的な支

給業務を実施するととも

に、評価結果については、

インターネットの利用そ

の他の方法により公表

し、透明性を確保する。 

また、助成期間終了後、

助成金事業の効果につい

て把握する。 

産業保健に係る小規模事

業場産業保健活動支援促進

助成金及び自発的健康診断

受診支援助成金については、

支給業務及び助成の効果等

について利用者調査を実施

し、その結果等の分析を行

い、ホームページで公表する

とともに効果的・効率的な支

給業務を実施する。 

小規模事業場産業保健活

動支援促進助成金の利用事

業場に対しては、産業保健推

進センターから関係資料の

提供、情報交換の場の提供、

相談員等による助言指導等

適宜支援を行う。 

「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健康診断受診支援助成金」については、平成

２２年４月１５日に行われた厚生労働省の省内仕分け及び平成２２年４月２３日に行われた行政刷新会議の

事業仕分けにおいて出された結論を基に、平成２２年１２月７日に閣議決定された「独立行政法人の事務･

事業の見直しの基本方針」において、これら２つの助成金事業は平成２４年度末までに廃止とされた。 

この閣議決定を受けて、平成２２年度末で「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健

康診断受診支援助成金」を廃止したが、「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については助成期間

が３年間継続することから、平成２２年度までに登録を受け助成期間が残っている事業場に対して、経過措置

として平成２４年度末まで引き続き支給業務を実施することとなった。 

 また、本助成金利用者を対象とした調査を以下のとおり行い、その結果を「利用者の声」としてホームぺ 

ージに公表した。 

(ア) 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金 

「従業員の健康に対する意識が変わった」、「従業員への衛生・健康教育が充実した」、「従業員

の健康診断受診率が向上した」等役に立ったという回答が８１．４％を占め、本助成金における産業

保健活動に対する高い評価を得た。 

また、当該助成金に関する支援については、産業医の選任義務がなく産業保健活動行っていない小

規模事業場を対象に、事業場を訪問した上で助成金を利用して産業医を選任するよう助言・指導等を

延べ３４１回行うとともに、当該助成金対象期間終了後に引き続き産業保健活動を行うよう事業場に

対して助言・指導等のフォローアップを行った。 

(イ) 自発的健康診断支援促進助成金 

この制度を利用して「健康上の不安解消に役立った」が９２．５％と昨年に引き続き高い割合で具

体的効果が認められた。 

(ウ) 助成金利用者調査 

ａ 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金のアンケート結果 

① 調査期間 平成２３年４月から同年５月まで 

② 調査対象事業場 平成２２年度助成終了事業場（１４０事業場） 

③ 回収率  ７７．２％ 

④ 調査結果 

ⅰ 満足度 

・大いに役立った、役立った（７３．２％）。 

ⅱ 本事業の具体的効果 

・「従業員の健康に対する意識が変わった」（３２．８％）、「従業員への衛生・健康教

育が充実した」（２２．７％）、「従業員の健康診断受診率が向上した」（１１．６％）

等。 

ｂ 自発的健康診断受診支援助成金のアンケート結果 

① 調査期間 平成２２年４月から平成２３年３月まで 

② 対象者  助成金を利用した深夜業従事者（１，８０７人） 

③ 回収率  １８．４％ 
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④ 調査結果 

ⅰ 満足度 

・「非常に満足している」、「満足している」（９５．５％）。 

ⅱ 本事業の具体的効果 

・「健康上の不安解消に役立った」（９２．５％）。   

    

イ 助成金に関する周知 

 

労働基準監督署、地域

産業保健センター等及び

労災病院、勤労者予防医

療センター等とも連携

し、助成金の一層の周知

を図ること。 

イ 助成金に関する周知 

 

 インターネットの利用そ

の他の方法により広報を行

うとともに、労働基準監督

署、地域産業保健センター、

労災病院、勤労者予防医療

センター等と連携して周知

活動を実施する。 

 

 

イ 助成金に関する周知 

 

本部及び各産業保健推進

センターのホームページに

掲載するほか、小規模事業場

産業保健活動支援促進助成

金については、各産業保健推

進センターが中小企業団体、

商工会議所等を通じて会員

事業場に対し、パンフレット

等の配布により周知活動を

行い、また、自発的健康診断

受診支援助成金については、

各産業保健推進センターが

配信するメールマガジン等

により周知活動を行うとと

もに、事業主セミナー等を活

用して積極的に利用勧奨を

行う。 

さらに労働基準監督署、地

域産業保健センター、社会保

険労務士会、労働保険事務組

合、労災病院、勤労者予防医

療センター等と連携して助

成金の周知を行うとともに、

助成金利用者調査の実施時

に紹介（認知）経路を把握し、

その結果を効果的な周知活

動に反映させていく。 

イ 助成金に関する周知 

      

平成２２年１２月７日付け閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を受けて、平成２

２年度末で「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健康診断受診支援助成金」を廃止し

たが、「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については助成期間が３年間継続することから、平成

２２年度までに登録を受け助成期間が残っている事業場に対して、経過措置として平成２４年度末まで引き続

き支給業務を実施することとなった。 

  このため、産業保健関係者や労働者の混乱を招かぬよう、助成金廃止について既に機構及び各産業保健推 

進センターのホームページにおいて注意喚起を行ってきたところであるが、引き続き利用者や事業場関係者 

等からの問い合わせに対し、各労働局等の関係機関と連携の上、懇切丁寧な対応に努めていく。  

また、周知活動については、労働基準監督署及び地域産業保健センターに協力依頼を行い、連携して周知

活動を行ったほか、事業場に対しては延べ１，６６０回の利用勧奨を行った。 

 

 

    

ウ 手続の迅速化 ウ 手続の迅速化 ウ 手続の迅速化 ウ 手続の迅速化 

   

審査を適正に行うととも

に、効率化を図ること等に

より、中期目標期間中に、

申請書の受付締切日から支

給日までの期間を原則とし

て、小規模事業場産業保健

活動支援促進助成金につい

ては、４０日以内（※１）、

自発的健康診断受診支援助

事務処理方法に関するマ

ニュアルの徹底等により手

続の迅速化を図ることによ

り、中期目標期間中に、申

請書の受付締切日から支給

日までの期間を原則とし

て、小規模事業場産業保健

活動支援促進助成金につい

ては、４０日以内、自発的

支給業務マニュアルによ

る事務処理及び事務処理等

の負担軽減を図るための小

規模事業場産業保健活動支

援促進助成金支給申請様式

のプレプリント化を引き続

き実施し、不正受給の防止に

配慮しつつ、審査業務等の効

率化を図ることにより、申請

               小規模事業場産業保健活動支援促進助成金については、支給申請様式のプレプリント化を引き続き実        

施し、申請書の受付締切日から支給日までの期間について更なる短縮を図った。 

        なお、不正受給防止を図るため、産業保健研修会等を通じて助成金業務の不正受給防止等の指示を行い、

支給業務マニュアルの徹底を図るとともに、１７事業場を訪問して実態調査を実施した。 
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成金については、２３日以

内（※２）とすること。 

（※参考１：平成１９年度

実績 ４４日） 

（※参考２：平成１９年度

実績 ２４日） 

健康診断受診支援助成金に

ついては、２３日以内とす

る。 

また、不正受給防止を図

るため、必要に応じて情報

収集、実態調査を実施する。 

書の受付締切日から支給日

までの期間について、小規模

事業場産業保健活動支援促

進助成金については４１日

以内、自発的健康診断受診支

援助成金については２３日

以内を目指す。 

また、不正受給の防止等を

図るため実態調査を実施す

るとともに、不正受給が発生

した場合は速やかに公表す

る。 

申請書の受付締切日から支給日までの期間 

 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

小規模事業場産業保健

活動支援促進助成金 
47日 44日 44日 42日 39日 

自発的健康診断受診支

援助成金 
24日 24日 24日 21日 21日 
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 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１０）産業保健助成金の支給】 
自己評定 Ｂ  評  定 Ｂ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

① 自発的健康診断受診支援助成金の支給業務日数は、中期目標の２３日以内に対して２１日となり、

中期計画を達成した。（業務実績第１のIIの４の（２）のウ参照） 

② 昨年に引き続き、小規模事業場産業保健促進助成金の支給申請様式のプレプリント化を実施し、事

務処理等の負担軽減を図った結果、支給業務日数が昨年度と比べて３日短縮され、中期目標である

４０日以内に対して３９日となり、中期目標を達成した。（業務実績第１のIIの４の（２）のウ参

照） 

③ 労働基準監督署及び地域産業保健センターに協力依頼を行い、連携して周知活動を行ったほか、事

業場に対しては延べ１，６６０回の利用勧奨を行う等の周知活動を行った。 

 

以上のことから、自己評価を「Ｂ」とした。 

平成２２年１２月７日付け閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を受けて、平

成２２年度末で「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健康診断受診支援助成金」

を廃止したが、「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については助成期間が３年間継続するこ

とから、平成２２年度までに登録を受け助成期間が残っている事業場に対して、経過措置として平成２

４年度末まで引き続き支給業務を実施することとなった。 

このため、産業保健関係者や労働者の混乱を招かぬよう、助成金廃止について既に機構及び各産業保

健推進センターのホームページにおいて注意喚起を行ってきたところであるが、引き続き利用者や事業

場関係者等からの問い合わせに対し、各労働局等の関係機関と連携の上、懇切丁寧な対応に努めていく。  
 

（委員会としての評定理由） 

 

「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健康

診断受診支援助成金」の各支給業務については、申請書の受付から

支給日までの処理期間の短縮の取組についていずれも目標を達成し

ている。 

また、これらの助成金事業については、「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）等を踏

まえ平成 22年度末に廃止（小規模事業場産業保健活動支援促進助成

金は経過措置あり）とされたことから、産業保健関係者等に対し、

ホームページ、メールマガジン等を利用し、広く周知を行うなど適

切に対応しているものと認められる。 

なお、当該助成金の廃止に関しては、引き続き適切に周知を図り、

産業保健関係者や労働者の混乱を招かぬよう懇切丁寧な対応をお願

いする。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 中期目標期間中に小規模事業場産業保健活動支

援促進助成金について、申請書の受付締切日から

支給日までの期間を原則として、４０日以内とす

ること。 

実績：○ 

支給申請様式のプレプリント化を実施し事務処理等の負担軽減を図った結果、小規模事業場産業保健活

動支援促進助成金の支給業務日数は３９日であり、中期目標である４０日以内を達成した（業務実績第４

の（２）ウ参照） 

・支給件数の増が望まれる。 

・ほぼ目標数値を達成している。 

・メンタルヘルス問題の深刻化からみても、さらに活動を強化すべ

きだと考えるが、認定件数の減っていることの分析を踏まえて対策 

○ 中期目標期間中に、自発的健康診断受診支援助

成金について、申請書の受付締切日から支給日ま

での期間を原則として、２３日以内とすること。 

実績：○ 

自発的健康診断受診支援助成金の支給業務日数は２１日であり、中期目標を達成した。（業務実績第４の 

（２）ウ参照） 

を考えるべきだと思う。 

・助成金の支給業務日数等は一定の評価ができる。 

・手続きが迅速化していることについては評価する。 

［評価の視点］  ・中期目標を適切に達成。 

○ 助成金の支給業務について、業績評価の結果が業

務運営の改善に反映されるとともに、ホームページ

等で公表されるなど適正かつ効率的な運営が図ら

れているか。 

実績：○ 

昨年に引き続き助成金事業に係るアンケート調査を実施し、効果の把握に努め、その結果を「利用者の

声」としてホームページに公表した（業務実績第１のIIの４の（２）のア参照） 

 

○ 助成金に関するＱ＆Ａのホームページへの掲載、

「産業保健２１」及び労働衛生関係団体等への助成

金に関する記事の掲載、労働衛生関係団体等へポス

ター等の配付、労働基準監督署等に対する助成金の

周知についての依頼等、助成金に関する周知活動が

着実に行われたか。 

実績：○ 

Ｑ＆Ａのホームページの掲載、助成金に関する記事の掲載等を行った。また、労働基準監督署、地域産業

保健センターへ周知の依頼を行った。（業務実績第１の IIの４の（２）のイ参照） 

 

○ 助成金業務等に関して会議等により、助成金業務

の不正受給防止等の指示が行われ、支給業務マニュ

アルの徹底が図られ、必要に応じて情報収集等が実

施されたか。 

実績：○ 

 産業保健研修会等を通じて助成金業務の不正受給防止等の指示を行い、支給業務マニュアルの徹底を図っ

た。（業務実績第１の IIの４の（２）のウ参照） 

 

 

○ 助成期間終了後、助成金事業の効果について把握

しているか。 

実績：○ 

 小規模事業場産業保健活動支援促進助成金については、助成期間終了後の事業場に対し行ったアンケート

の結果、「従業員の健康に対する意識が変わった」、「従業員への衛生・健康教育が充実した」、「従業員

の健康診断受診率が向上した」等役に立ったという回答が８０．３％を占め、本助成金における産業保健活

動に対する高い評価を得た。（業務実績第１の II の４の（２）のア参照） 
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また、自発的健康診断受診支援助成金については、助成金を利用した深夜業従事者へのアンケートの結果、

「健康上の不安解消に役立った」という回答が９２．５％であり、昨年に引き続き具体的効果が認められた。

（業務実績第１の IIの４の（２）のア参照） 

【21’評価】この対応に当たっては、産業保健関

係者や労働者の混乱を招かぬよう、廃止に向け

て、懇切丁寧な説明等を実施していただくよう期

待する。 

実績：○ 

産業保健関係者や労働者の混乱を招かぬよう、助成金廃止について既に機構及び各産業保健推進センタ

ーのホームページにおいて、注意喚起を行ってきたところであるが、引き続き利用者や事業場関係者等か

らの問い合わせに対し、各労働局等の関係機関と連携の上、懇切丁寧な対応に努めていく。（業務実績第

１のIIの４の（２）のア参照） 

 

【22年3月4日労働部会】助成金事業について廃止する

こととした、又は仕分け結果を踏まえた事業評価。 

 

実績：○ 

 仕分け結果及び平成２２年１２月７日付け閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を

踏まえて、平成２２年度末で「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」及び「自発的健康診断受診支援

助成金」を廃止したが、「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については助成期間が３年間継続す

ることから、平成２２年度までに登録を受け助成期間が残っている事業場に対して、経過措置として平成２４

年度末まで引き続き支給業務を実施することとなった。 

平成２２年度末をもって事業を廃止した「自発的健康診断受診支援助成金」については支給業務を適切

に実施するとともに申請書の受付締切日から支給日までの期間について２２年度計画（２３日以内）を２

日間短縮（２１日）した。また、「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」についても、支給業務を

適切に実施するとともに申請書の受付締切日から支給日までの期間について２２年度計画（４１日以内）

を２日間短縮（３９日）した。現在まで産業保健関係者や労働者からの苦情もなく、問い合わせに対して

も懇切丁寧な対応に努めてきたところである。（業務実績第１のIIの４の（２）のア・ウ、業務実績評価

別添資料項目７、事務・事業の見直し等①参照） 
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シート１０ 未払賃金の立替払（評価項目１１）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

５ 未払賃金の立替払業務の着

実な実施 

５ 未払賃金の立替払業務の着実

な実施 

５ 未払賃金の立替払業務の着実な

実施 

５ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 

資料 １０-０１ 

    

(１) 立替払の迅速化 (１) 立替払の迅速化 (１) 立替払の迅速化 (１) 立替払の迅速化 

    

審査を適正に行うととも

に、効率化を図ること等によ

り、不備事案を除き、請求書

の受付日から支払日までの

期間について、平均で３０日

以内（※）を維持すること。 

（※参考：平成１９年度実績 

 ２５．６日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 立替払金の求償 

 

代位取得した賃金債権に

ついて適切な債権管理及び

求償を行い、破産財団からの

配当等について確実な回収

を行うこと。 

審査業務の標準化の徹底を

図り、原則週１回払いを堅持す

るとともに、立替払制度及びそ

の請求手続に関するパンフレ

ットの改訂、ホームページの充

実等情報提供の強化を図るこ

とにより、不備事案を除き、請

求書の受付日から支払日まで

の期間について、平均で３０日

以内を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 立替払金の求償 

 

立替払の実施に際し、立替払

後の求償について事業主等に

対して周知徹底を図るととも

に、破産事案における確実な債

権の保全、再建型倒産事案にお

不備事案を除いた請求書の受

付日から支払日までの期間につ

いて、新たに「平均２５日以内」

を目標とし、次の措置を講ずる。 

ア 原則週１回の立替払を堅持

する。 

イ 新任職員研修・疑義事例検

討会の定期的な開催等により

審査業務の標準化を徹底す

る。 

ウ 大型請求事案に対しては、

積極的に破産管財人等との打

合せや事前調整を行うことに

より効率的な審査を実施す

る。 

エ パンフレットやホームペー

ジを随時見直し、情報提供の

充実に努めるとともに相談業

務の質の向上を図る。 

オ 更新を行った立替払の処理

システムについて円滑な運用

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 立替払金の求償 

 

賃金債権の回収を図るため、

立替払の求償について次のよう

な取組を行う。 

ア 事業主等への求償等周知 

立替払後、事業主等に対し、

   不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間については、「平均２０．３日」となり、過去最短を

更新した。 

(参考) 支払期間の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

30.1日 29.6日 28.6日 25.6日 29.1日 23.3日 20.3日 

 

ア 原則週１回の立替払を堅持し、年間計５０回の支払を実施した。 

イ 新任職員研修及び疑義事例検討会を積極的に開催すること等により、立替払担当者間の審査業務に係る知識

の向上及び情報の共有化を図り、審査業務の標準化に努めた。 

ウ 大型請求事案に対しては、現地の破産会社等に出向くなど、破産管財人、経理担当者等との打合せや事前調

整を行った。これにより的確な証明書が作成され、手続きの迅速化と審査業務の効率化が図れた。 

エ 新たに破産管財人向けのリーフレット（13,000部）を作成し、平成23年2月に全国の弁護士会及び地方裁判所

の破産再生専門部等に配布した。 

また、外国人労働者向けのパンフレット（英語版、中国語版）を平成22年4月にホームページにも掲載しダウ

ンロードできるようにするなど、ホームページの見直しを行い、情報提供の充実に努めた。 

 (参考) ホームページアクセス件数 

20年度 21年度 22年度 

58,936件 70,149件 74,570件 

オ 更新した立替払の処理システムを効率的に活用し、支払い内容の検索、月報及び統計資料の作成等の迅速化

を図った。 

  また、新たに、相談への対応及び審査業務の一層の効率化に資するため、請求書受付業務をシステム化した

（平成23年4月稼働）。 

カ 請求件数の６割以上を占める法律事案について、破産管財人の証明が的確に行われるように、日本弁護士連

合会に立替払制度の研修会の実施の働きかけを行った。この結果、大阪弁護士会他が主催する未払賃金立替払

制度の研修会（250名参加）が実施され、機構から証明に当たっての留意事項の説明を行った（平成23年度以

降も順次開催を予定）。 

  また、東京及び大阪地方裁判所の破産再生専門部に対し制度の説明を行い、未払賃金立替払制度の円滑な運

営に理解を求めた。 

キ 東日本大震災の被災地域に所在する事業場からの請求について、優先的に審査を行い迅速な支払いを行った。 

また、震災により一部の金融機関への送金手続きが一時不能となったため、ホームページで周知したほか、

個別に請求者と連絡を行い他の金融機関に変更して支払いを行った。 

 
(２) 立替払金の求償 

 

適切な債権の保全管理や最大限確実な回収を図るため、事業主等に対して、求償等についての周知、督励、

差押えなど、次のような取組を積極的に行った。 

ア 事業主等への求償等周知 

事業主等に対し、立替払制度の趣旨や当機構の求償権行使について、ホームページ、パンフレット等により

周知徹底を図るとともに、求償通知を要する全6,489事業所に対して通知を行った。 
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ける弁済の履行督励及び事実

上の倒産事案における適時適

切な求償を行うことにより、弁

済可能なものについて最大限

確実な回収を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債権の代位取得及び求償権の

行使について通知する。 

イ 清算型における確実な債権

保全 

破産事案等弁済が配当等に

よるものについては、裁判手

続への迅速かつ確実な参加を

行うとともに、インターネッ

ト等により清算・配当情報を

的確に収集する。 

ウ 再建型における弁済の履行

督励 

民事再生等の再建型の事案

については、再生債務者等に

対して、立替払の申請があっ

た際に再生計画による弁済計

画の確認を行い、立替払後は、

債務承認書・弁済計画書の提

出督励や、弁済督励・実地督

励を行う。 

 

 

 

 

 

 

エ 事実上の倒産の適時適切な

求償 

事実上の倒産の事案（認定事

案）については、事業主に対

する適時適切な債務承認書等

の提出督励、弁済の履行督励、

現地調査を行う。 

また、必要な場合には、対

象となる債権の的確な確認を

行った後、差押え等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 清算型における確実な債権保全 

管財人に対する賃金債権代位取得の事前通知を徹底し、債権届出を要する全2,414事業所について迅速な届

出を行い、裁判手続に参加するとともに、インターネットにより清算・配当情報を的確に収集した。その結果、

1,440事業所から延べ1,777回の配当があった。  

破産債権届出及び配当等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

債権届出事業所数 2,934 3,170 2,414 

延べ配当回数 1,339 1,581 1,777 

弁済事業所数 1,218 1,472 1,440 

ウ 再建型における弁済の履行督励 

① 求償通知後に債務承認書・弁済計画書の提出状況を確認し、未提出となっている全96事業所について、217

回の提出督励を行った。その結果、前年度に提出督励を行った27事業所（延べ27回）も含め、71事業所から

延べ130回の提出があった。 

② 弁済計画に基づく弁済が指定の期日に行われていない全98事業所について、201回の弁済督励を行った。 

その結果、35事業所から弁済がなされた。 

提出督励等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

提出督励回数 115 206 217 

延べ提出回数 73 127 130 

提出事業所数 66 82 71 

弁済督励等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

弁済督励回数 211 156 201 

弁済事業所数 34 25 35 

 

エ 事実上の倒産の適時適切な求償 

① 求償通知を要する全3,497事業所について通知を行った。その結果、498事業所から債務承認書等の提出が

あり、また、12事業所から弁済がなされた。 

② 債務承認書等の提出がなされていない全4,589事業所について、提出督励を行った。その結果、234事業所 

から債務承認書等の提出があり、また、7事業所から弁済がなされた。 

③ 弁済不履行となっている全169事業所について弁済督励を行った。その結果、37事業所から弁済計画書の提 

出があり、また、33事業所から弁済がなされた。 

    ④ 売掛金等債権の確認ができた全11事業所について差押命令の申立てを行い、10事業所について差押債権額 

の全額を回収した。 

求償通知等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

求償通知事業所数 2,770 3,721 3,497 

債務承認書等提出事業所数 306 558 498 

弁済事業所数 5 14 12 

提出督励等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

提出督励事業所数 4,098 4,474 4,589 

債務承認書等提出事業所数 185 211 234 

弁済事業所数 12 5 7 
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弁済督励等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

弁済督励事業所数 140 138 169 

弁済計画書等提出事業所数 20 29 37 

弁済事業所数 13 3 33 

差押命令申立て等状況 

区 分 20年度 21年度 22年度 

差押命令申立て事業所数 16 7 11 

回収事業所数（注） 10 9 10 

 （注）前年度に差押命令の申立てをしたものを含む。 

 

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１１）未払賃金の立替払】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

① 不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間については、「平均２０．３日」となり、

過去最短を更新した。 

・ 年間５０回の支払いを実施した。 

・ 大型請求事案に対する破産管財人等との打合せや事前調整を実施した。 

・ 新たに破産管財人向けリーフレット(13,000部)を作成し、全国の弁護士会、地方裁判所へ配布

した。 

・ 日本弁護士連合会に立替払制度の研修会の実施を要請(第1回250名参加で開催)した。 

（業務実績第１のⅡの５の（１）参照） 

② 代位取得した賃金債権について最大限確実な求償を行った。 

・ 求償を要する全事業所へ通知を行った。 

・ 清算型においては法手続きに沿った裁判手続きへの迅速かつ確実な参加を行った。 

・ 再建型等においては債務承認書等の提出督励、弁済状況の確認と弁済の履行督励等を行った。 

（業務実績第１のⅡの５の（２）参照） 

 以上のことから、自己評価を「Ａ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

未払賃金の立替払事業については、国の制度として、企業の倒産

により未払いとなった賃金・退職金のうち一定範囲を事業主に代わ

って立替払を行い労働者の生活の安定に資するものであるため、そ

の立替払いの迅速処理が求められるものである。このため、破産管

財人向けのリーフレットを新たに作成し、これを全国の弁護士会や

地方裁判所に配布したほか、日本弁護士連合会に要請し、破産管財

人の証明等の留意事項等に関する説明会を実施するなどの取組が行

われ、その結果、請求書の受付日から支払日までの期間は、平成 22

年度目標の 25 日以内を 20.3 日と大幅に短縮し支払いの迅速化が進

んだことは評価できる。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 中期目標期間中に不備事案を除き、請求書の受

付日から支払日までの期間を、平均３０日以内を

維持すること。 

実績：○  

不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間については、「平均２０．３日」となり、過去

最短を更新した。（業務実績第１のⅡの５の（１）参照） 

・業務改善が計画通り進んでいる。 

・22 年度目標 25 日以内を 20.3 日と大幅に更新している点を高く評

価する。 

［評価の視点］  ・支払日までの期間の短縮は評価できる。 

○ 不備事案を除き、請求書の受付日から支払日ま

での期間について、平均３０日以内が維持されて

いるか。 

実績：○ 

不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間については、「平均２０．３日」となり、過去最

短を更新した。（業務実績第１のⅡの５の（１）参照） 

・実務を迅速化するための取組は評価する。 

・立替払の中期目標30日以内を20.3日に短縮するなど優れた成果を

確保。 
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○ 未払賃金の立替払業務について、適正かつ効率

的な運営が図られているか。 

実績：○ 

請求件数の６割以上を占める法律事案について、破産管財人の証明が的確に行われるように、日本弁護士

連合会に立替払制度の研修会の実施の働きかけを行った。この結果、大阪弁護士会他が主催する未払賃金立

替払制度の研修会（250名参加）が実施され、機構から証明に当たっての留意事項の説明を行った（平成23

年度以降も順次開催を予定）。 

また、東京及び大阪地方裁判所の破産再生専門部に対し制度の説明を行い、未払賃金立替払制度の円滑な

運営に理解を求めた。 

新たに破産管財人向けのリーフレット（13,000 部）を作成し、平成 23 年 2月に全国の弁護士会及び地方

裁判所の破産再生専門部等に配布した。 

大型請求事案に対しては、現地の破産会社等に出向くなど、破産管財人、経理担当者等との打合せや事前

調整を行った。これにより的確な証明書が作成され、手続きの迅速化と審査業務の効率化が図れた。 

（業務実績第１のⅡの５の（１）のカ、エ、ウ参照） 

 

○ 審査業務の標準化の徹底がなされているか。 実績：○ 

新任職員研修及び疑義事例検討会を積極的に開催すること等により、立替払担当者間の審査業務に係る知

識の向上及び情報の共有化を図り、審査業務の標準化に努めた。 

（業務実績第１のⅡの５の（１）のイ参照） 

 

○ 原則週１回の支払は実施されているか。 実績：○ 

 原則週１回の立替払を堅持し、年間計５０回の支払を実施した。 

（業務実績第１のⅡの５の（１）のア参照） 

 

○ 立替払の迅速化に向け、パンフレット、ホーム

ページによる情報提供の充実が図られているか。 

 

実績：○  

外国人労働者向けのパンフレット（英語版、中国語版）を平成 22 年 4 月にホームページにも掲載しダウ

ンロードできるようにするなど、ホームページの見直しを行い、情報提供の充実に努めた。 

（業務実績第１のⅡの５の（１）のエ参照） 

 

○ 破産管財人等向けの分かりやすいパンフレット

及び制度や手続きを紹介するホームページが作

成され、情報提供の充実が図られているか。 

実績：○ 

新たに破産管財人向けのリーフレット（13,000 部）を作成し、平成 23 年 2月に全国の弁護士会及び地方

裁判所の破産再生専門部等に配布した。（業務実績第１のⅡの５の（１）のエ参照） 

 

○ 立替払後の求償権の行使について、事業主等に

対して通知されているか。 

実績：○ 

清算型（破産事案）においては破産管財人に、再建型（民事再生事案）においては再生債務者等に、事実

上の倒産事案においては事業主に対し、当機構が立て替えた金額を代位取得したこと及び立替払人数、立替

払額について、立替払月の翌月に通知した。（業務実績第１のⅡの５の（２）のア参照） 

 

○ 裁判手続への参加は適宜適切に行われている

か。 

 

実績：○  

債権届出を要する全 2,414事業所について迅速な届出を行い、裁判手続に参加した。また、インターネッ

トにより、清算・配当情報の収集に努めた。（業務実績第１のⅡの５の（２）のイ参照） 

 

○ 再生債務者等に対し、債務承認書又は弁済計画

書の提出督励は実施されているか。 

 

実績：○  

債務承認書又は弁済計画書が未提出となっている全 96事業所について、217回の提出督励を行った結果、

71事業所から延べ 130回の提出がなされた。（業務実績第１のⅡの５の（２）のウの①参照） 

 

○ 弁済計画による弁済が不履行の場合、履行督励

はされているか。 

実績：○  

弁済計画に基づく弁済が指定の期日に行われていない全 98 事業所について、201 回の弁済督励を行った

結果、35事業所から弁済がなされた。（業務実績第１のⅡの５の（２）のウの②参照） 
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シート１１ 納骨堂の運営（評価項目１２）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

６ 納骨堂の運営業務 ６ 納骨堂の運営業務 ６ 納骨堂の運営業務 ６ 納骨堂の運営業務           

   資料１１－０１ 

産業災害殉職者の慰霊の場

にふさわしい環境整備を行い、

遺族等から慰霊の場としてふ

さ わ し い と の 評 価を 毎 年 

９０％以上得ること。 

毎年、産業殉職者合祀慰霊式を

開催するほか、遺族への納骨等に

関する相談の実施及び環境美化

を行う。 

また、産業殉職者合祀慰霊式の

参列者及び日々の参拝者に満足

度調査を実施し、慰霊の場として

ふさわしいとの評価を毎年 

９０％以上得るとともに、その結

果を業務内容の改善に反映する。 

産業殉職者合祀慰霊式を挙行す

るほか、遺族への納骨等に関する

相談、霊堂の環境整備に取り組む。 

また、慰霊式及び霊堂について

の満足度調査を実施し、遺族等か

ら霊堂の場にふさわしいとの評価

を９０％以上得るとともに調査の

結果を業務の改善に反映する。 

（1）平成２２年１０月１９日に、産業殉職者の御遺族及び関係団体等の出席のもと産業殉職者合祀慰霊式を開催し 

た。 

   慰霊式当日は、前年度の満足度調査を踏まえ管理事務所と霊堂間の坂道の対応としてキャリーカートを運行 

（新規）するとともに、前年度に開始し好評であった高尾駅と霊堂間の送迎用バスを引き続き運行し、高齢者・障 

害者等に対するアクセスの改善をした。 

（2）納骨等に関する遺族からの相談に対応するとともに、植栽等による環境整備に努めた。 

（3）以上の取組により、慰霊式参列者及び霊堂参拝者に対して実施した満足度調査では、遺族等の９２．１％ 

（２１年度９１．８％）から慰霊の場にふさわしいとの高い評価を得た。 

慰霊の場としてふさわしいとする評価の割合 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

87.9％ 90.1％ 92.9％ 90.8％ 91.3％ 91.8％ 92.1％ 
 

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１２）納骨堂の運営】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

平成２２年１０月１９日に産業殉職者合祀慰霊式を開催した。 

 慰霊式当日は、前年度の満足度調査を踏まえ管理事務所と霊堂間の坂道の対応としてキャリーカートを

運行（新規）するとともに、前年度に開始し好評であった高尾駅と霊堂間の送迎用バスを引き続き運行し、

高齢者・障害者等に対するアクセスの改善をした。 

 また、納骨等に関する遺族からの相談に対応するとともに、植栽等による環境整備に努めた。 

 以上の取組により、慰霊式参列者及び霊堂参拝者に対して実施した満足度調査では、遺族等の９２．１

％（２１年度９１．８％）から慰霊の場にふさわしいとの高い評価を得ており、中期目標に示された９０

％以上をクリアしている。（業務実績第１のⅡの６の（１）、（２）及び（３）参照） 

以上のことから自己評価を「Ａ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

納骨堂については、ご遺族等の方々に配慮した運営が求められて

おり、平成22年度の慰霊式では、高齢者、障がい者等に配慮し、坂

道でのキャリーカートの運行、高尾駅と霊堂間の送迎バスの運行な

ど、慰霊式参列者の方々のための改善が認められ、その結果、満足

度調査においても目標数値を達成していることは評価できる。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 相談窓口の対応及び環境美化を含む「満足度調

査」の結果、遺族等から慰霊の場としてふさわし

いとの評価を９０％以上得ているか。 

実績：○  

慰霊式参列者及び霊堂参拝者に対して実施した満足度調査では、遺族等の９２．１％（２１年度９１．

８％）から慰霊の場にふさわしいとの高い評価を得た。（業務実績第１のⅡの６の（３）参照） 

・業務そのものは改善されている。 

・満足度 90％以上を着実に達成している。 

・満足度調査の結果等も評価できる。 

［評価の視点］  ・満足度の目標を達成しており評価する。 

○ 納骨堂の運営業務について、適正かつ効率的な運

営が図られているか。 

実績：○ 

平成２２年１０月１９日に産業殉職者合祀慰霊式を開催したほか、納骨等に関する遺族からの相談に対応

するとともに、植栽等による環境整備に努めた。（業務実績第１のⅡの６の（１）及び（２）参照） 

・ほぼ目標通り。 

・納骨堂の運営は地味な活動にもかかわらず適切に実施。 

○ 満足度調査において提出された意見を検討し、業

務の改善に反映されているか。 

 

 

実績：○ 

慰霊式当日は、前年度の満足度調査を踏まえ管理事務所と霊堂間の坂道の対応としてキャリーカートを運

行（新規）するとともに、前年度に開始し好評であった高尾駅と霊堂間の送迎用バスを引き続き運行し、高

齢者・障害者等に対するアクセスの改善をした。（業務実績第１のⅡの６の（１）参照） 

（その他意見） 

 

・現状とは別に、必要度（必要性）についての検討が求められる。 

 

○ 相談窓口の対応及び植栽による環境美化を含む

「満足度調査」の結果、遺族等から慰霊の場としてふ

さわしいとの評価が９０％以上得られたか。 

 

実績：○ 

慰霊式当日は、前年度の満足度調査を踏まえ管理事務所と霊堂間の坂道の対応としてキャリーカートを運

行（新規）するとともに、前年度に開始し好評であった高尾駅と霊堂間の送迎用バスを引き続き運行し、高

齢者・障害者等に対するアクセスの改善をした。 

 また、納骨等に関する遺族からの相談に対応するとともに、植栽等による環境整備に努めた。 

 以上の取組により、慰霊式参列者及び霊堂参拝者に対して実施した満足度調査では、遺族等の９２．１％

（２１年度９１．８％）から慰霊の場にふさわしいとの高い評価を得た。（業務実績第１のⅡの６の（１）、

（２）及び（３）参照） 
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シート１２ 業務運営の効率化（評価項目１３）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

第３ 業務運営の効率化に関する

事項 

第２ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

第２ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措置 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

    

１ 機構の組織・運営体制の見

直し 

１ 機構の組織・運営体制の見直し １ 機構の組織・運営体制の見直し １ 機構の組織・運営体制の見直し 

    

 機構の業務運営を効率的かつ

効果的に実施するため、次のとお

り取り組む。 

機構の業務運営を効率的かつ効

果的に実施するため、次のとおり

取り組む。 

機構の業務運営を効率的かつ効果的に実施するため、次のとおり取り組んだ。 

    

(１) 事業等の見直しに併せ、業

務量を検証し、業務の合理

化・効率化の観点から、本部

組織の再編を行うとともに、

施設に対する本部の業務運

営支援・経営指導機能などの

マネジメント機能を強化す

ること。また、研究所との統

合後において統合メリット

が発揮できるよう更なる見

直しについて検討すること。 

(１) 本部役職員と施設の管理者間

の施設運営に関する協議、施設

の経営分析に基づく指導の強

化など、本部の施設運営支援・

経営指導体制を強化する。特

に、労災病院については、経営

基盤の確立に向けたマネジメ

ント機能を強化する。また、事

業等の見直しに併せ、業務量を

検証し、業務の合理化・効率化

の観点から、本部組織の再編を

行う。さらに、研究所との統合

後において統合メリットが発

揮できるよう更なる見直しに

ついて検討する。 

(１) 本部役職員と施設の管理者間

の施設運営に関する協議、施設

の経営分析に基づく指導の充実

に併せ、経営方針について、職

員アンケート結果に基づいた職

員への浸透度のフォローアップ

を行うとともにバランス・スコ

アカード等の活用による経営基

盤の確立に向けたマネジメント

機能の強化に努める。 

さらに、本部に設置している

経営改善推進会議において各労

災病院の運営計画達成状況のフ

ォローアップを行うとともに、

これに基づく経営指導・支援を

行う。 

また、事業等の見直しに当た

り、現有する業務量を把握する

とともに、見直し後の業務の合

理化・効率化に向けた検討を行

う。さらに、研究所と連携を図

り、統合後の在り方について、

検討を行う。 

(１)                                  資料１２－０１ 資料１２－０２ 

 ① 本部役職員と施設の管理者間の施設運営に関する協議 

  ア 全病院を対象とし、個別の協議(施設別病院協議)を通じて、理事長他役員が病院長に対して医師確保、収入

確保、支出削減の取組を指示した。 

  イ 理事長他役員が直接施設へ赴き病院幹部及び職員に対して労災病院を取り巻く現状と経営改善の必要性を

説明し、取組の徹底を図るよう指示した。 

 ② 施設の経営分析に基づく指導の充実 

  ア ＤＰＣ対象病院(３２施設中３０施設)に対してＤＰＣ制度の一層の効率的かつ効果的な活用を目指し、各施

設が行っている分析の好事例を紹介するなどＤＰＣ分析手法の指導や意見交換等を行った。 

 ③ 平成２２年度診療報酬改定への的確な対応  

  ア プラス改定となった診療報酬改定に的確に対応し、経営改善の一助とするため、院長、事務局長等を対象と

した各種会議の場で本部より改定内容を分析し、新たな施設基準や上位の施設基準の取得等について、費用対

効果を検証しつつ積極的な取得に努めるよう指示した。 

 ④ 経営方針についての職員への浸透及びバランス・スコアカード等の活用による経営基盤の確立に向けたマネジ

メント機能の強化 

  ア 全国労災病院院長会議を４月及び１１月の２回開催し、労災病院が直面している現状と課題及びそれを踏ま

えた運営方針について周知するとともに、経営基盤の確立等、課題の解決に向けた取組の徹底を指示した。 

  イ 各施設においては病院長が各種会議や院内報等を通じて病院の運営方針や現状と課題を周知するとともに

課題解決に向けた具体的な取組をバランス・スコアカードの評価指標に加えることで実施の徹底と進捗管理を

行った。また、本部では各施設の作成したバランス・スコアカードの達成状況を精査するとともに地区担当理

事が個別評価を行い、業務の改善に向けた取組を指示した。 

  ウ 理事他職員が技師会総会等に赴き、各職種の代表者に対して労災病院を取り巻く現状と課題及び運営方針を

周知するとともに課題の解決に向けた取組の徹底を指示した。 

  エ 本部主催の各種会議(副院長会議等)、研修会(検査技師長研修会等)を開催し(37回)、職種毎に労災病院を取

り巻く現状と課題及び運営方針を周知するとともに、各々の職種が果たすべき役割を改めて認識して課題解決

に向けて取り組むよう指示した。また、ＰＤＣＡサイクルの徹底に向けてバランス・スコアカードに関する講

義を実施した。 

  オ 職員アンケートを実施し、運営方針等の浸透度が低い施設に対しては他院の取組を紹介するとともに、課題

としてバランス・スコアカードに盛り込み、数値目標を設定することにより浸透度の向上に取り組むよう指示

した。 

 ⑤ 本部に設置している経営改善推進会議における各労災病院の運営計画達成状況のフォローアップ及びこれに

基づく経営指導・支援 

  ア 経営改善推進会議において、各病院毎の経営指標を分析し、その分析結果に基づき理事長他役員から院長に
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対して指導・助言を行った。また、経営面に関して早急に対応すべき課題が生じた場合には、臨時の経営改善

推進会議を開催(平成２２年度開催実績１８回)し、その結果に基づいて各施設に対する指示を行う等、迅速な

対応を行った。 

  イ 上半期の実績を踏まえ、年間経営目標を設定し直すとともに目標達成に向けた下半期における収入確保策及

び支出削減策に関する行動計画を策定させ、フォローアップを行った。 

  ウ 深刻化している医師不足を解消すべく医師確保及び医師育成に向けた取組を以下のとおり実施した。 

    ・労災病院グループのスケールメリットを活かした労災病院医師派遣制度(１４名)、初期臨床研修医集合研

修(１回)の実施。 

    ・育児短時間勤務制度による女性医師の負担軽減(８名)。   

    ・臨床研修指導医講習会の実施(２回)。 

  エ 労災病院グループのスケールメリットを活かした共同購入の実施。 

    ・医療消耗品及び高額手術材料の共同購入を実施。(削減額△９５百万円) 

     ※平成２２年度より労災病院グループの枠を越えた共同購入を実施。(国立病院、厚生連、日赤等９８施

設) 

    ・後発医薬品の共同購入品目を８３品目から１０７品目に拡大して実施。(削減額△１８４百万円) 

    ・新たに乳房Ｘ線撮影装置を対象機器に加えて高度放射線医療機器をはじめとする医療機器の共同購 

入を実施。(削減額△２３６百万円)     

    ・リース料率の低減に向けて労災病院グループにおけるリース調達物件を集めた共同入札を２回実施。 

(削減額△２４０百万円) 

     ※平成２２年度より、新たに病院情報システムを対象に加え、スケールメリットを拡大。 

    ・複写機、ペーパータオル等についてリバースオークション(競り下げ方式による電子入札)を実施。 

(削減額△１４百万円) 

   オ コンサルタントの導入等により病院情報システム調達費用の削減に努めた。 

(削減額△３２２百万円)                               

    

(２) 役員の業績、職員の勤務成

績、法人の事業実績、社会一

般の情勢等を反映した人

事・給与制度の見直しを進め

ること。 

(２) 役員の業績、職員の勤務成績、

法人の事業実績、社会一般の情

勢等を反映した人事・給与制度

を構築するため、人事・給与制

度の見直しを進める。 

(２) 役員の業績、職員の勤務成績、

法人の事業実績、社会一般の情

勢等を反映した人事・給与制度

を構築するため、国家公務員の

給与構造改革を踏まえた人事・

給与制度の詳細について検討を

行う。 

(２)                  

  役員報酬については、人事院勧告を踏まえ、本俸月額、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げた。 

                     

職員給与については、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的要素の是正を含めた俸給表の見直しを

行い、平均２．５％の俸給月額の引下げとなる給与改定（最大５％の引下げによる給与カーブのフラット化）

を平成２２年７月１日から実施した。 

 

    

  (３) 内部統制における業務の有効

性及び効率性、財務報告の信頼

性、事業活動に関わる法令等の

遵守並びに資産の保全の４つの

目的に資するため、既存の規程

や体制等をベースに、主にリス

クを管理するという観点から必

要な見直しを行うことにより、

内部統制の向上を図る。 

(３)                                                 

内部統制の向上のために、次の取組を実施した。 

①統制環境の確立 

ア 運営方針の策定と周知による各職員への意識啓発 

イ 理事会審議による重要事項の審議と決定 

ウ 監事室による監査で業務の適正かつ効率的・効果的な運営及び会計経理の適正を確保 

エ 役職員倫理規程等の諸規程、施設の倫理委員会、個人情報管理委員会による法令遵守の確立 

オ 病院ごとの協議(病院協議)を実施することで経営状況を確認し予算計画等の検討を実施 

カ 病院ごとの協議(人員配置協議)を実施することで効率的な人員の配置を検討 

②リスクの識別・評価・対応 

ア 内部統制委員会の設置によるリスク管理と内部統制体制の向上 

イ 医療安全管理者等を各施設に配置することによる安全な医療の推進 

ウ 契約監視委員会の設置による契約事務の適性化 

エ 財務諸表作成時の監事及び会計監査人の確認 
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オ 建物と設備の老朽化の把握による保全の適正化 

③統制活動 

ア 組織規程による役職員の権限及び職責の明確化 

イ 内部統制委員会でリスクの分析・評価を実施、対応の検討 

ウ 目標達成に必要な取組を明確化するためにＢＳＣを活用 

エ 会計規程・会計細則による経理処理に係る内部牽制 

④情報と伝達 

ア グループウェア導入による本部施設間の適時適切な伝達 

イ 『労災フォーラム』や『勤労者医療』の発行による情報発信と各種研修会での機構の現状と課題の周知 

ウ ホームページで業務及び財務等を公開し、機構の活動を積極的に情報提供 

⑤モニタリング 

ア 患者数等の毎月報告により予算計画の進捗を把握し、個別病院協議を実施することで業務管理 

イ 外部有識者による業績評価委員会の開催によるリスクの把握 

ウ 監事監査による施設の運営状況の監査、リスク把握による業務改善 

エ 本部の業務指導による業務改善 

オ 財務諸表の提出時に監事及び会計監査人の意見を付して記載内容が適正であることを確認 

カ 独法評価委員会等における指摘事項等を理事会で把握・検証し年度計画に反映し運営方針を策定 

⑥ICTへの対応 

ア グループウェアの導入による本部施設間の情報共有化 

イ 人事・給与システム等の導入による業務の効率化 

ウ テレビ会議システムの導入による効率的な研修及び情報交換 

    

２ 一般管理費、事業費等の効率

化 

２ 一般管理費、事業費等の効率化 ２ 一般管理費、事業費等の効率化 ２ 一般管理費、事業費等の効率化 

    

(１) 業務運営の効率化による経

費節減 

(１) 業務運営の効率化による経費

節減 

(１) 業務運営の効率化による経費

節減 

(１) 業務運営の効率化による経費節減 

    資料１２－０３ 資料１２－０４ 

中期目標期間の最終年度

において、平成２０年度に比

し、一般管理費（退職手当を

除く。）については１５％程

度、また、事業費（労災病院、

医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損セン

ターを除く。）については 

１０％程度節減すること。 

一般管理費（退職手当を除

く。）については、人件費の抑

制、施設管理費の節減を図り、

中期目標期間の最終年度にお

いて、平成２０年度の相当経費

に比べて１５％程度の額を節

減する。また、事業費（労災病

院、医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損センタ

ーを除く。）については、物品

調達コストの縮減、在庫管理の

徹底、業務委託契約・保守契約

の見直し等により、中期目標期

間の最終年度において、平成 

２０年度の相当経費に比べて

１０％程度の額を節減する。 

ア 一般管理費（退職手当を除

く。）については、業務委託の

推進等人件費の抑制、契約形態

の抜本的な見直しを行うこと

による一般競争入札の積極的

な実施、節電・節水による省資

源・省エネルギーなど日常的な

経費節減等に努める。 

また、事業費（労災病院、医

療リハビリテーションセンタ

ー及び総合せき損センターを

除く。）については、市場価格

調査の積極的な実施、業務委託

契約及び保守契約内容の見直

し等により節減に努める。 

 

                     

 

ア ① 一般管理費（退職手当を除く。）については、平成２１年度に比べ５．４億円節減（対２１年度比   

２.９％の節減、対２０年度比６．２％節減）した。主な節減の取組事項は以下のとおりである。 

 

(ア) 人件費の抑制 

   本部の指導による事務職員数の抑制、期末手当支給月数０．４５月カット等により、平成２１年度

に比べ１６０百万円節減した。 

(イ) 業務委託費の節減 

   仕様の見直し及び競争入札の推進等により、平成２１年度に比べ１０３百万円節減した。 

(ウ) 賃借料の節減 

   事務所賃借契約の見直し等により、平成２１年度に比べ１９百万円節減した。 

(エ) 消耗器材費の節減 

   リサイクル品の活用、購入の取りやめ及び競争入札の推進、リバースオークション（競り下げ方式

による電子入札）の活用等により、平成２１年度に比べ１７百万円節減した。 

(オ) 雑役務費の節減 

   競争入札の推進や仕様の見直し等により、平成２１年度に比べ１１百万円節減した。 

(カ) 印刷製本費の節減 

競争入札の推進や印刷物の整理、在庫管理の徹底を図ったこと等により、平成２１年度に比べ  
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５百万円節減した。 

 

一般管理費の節減率 

 21年度 22年度 

対前年度 3.4% 2.9% 

対20年度 3.4% 6.2% 

 

 

② 事業費（労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターを除く。）については、

平成２１年度に比べ７．７億円節減（対２１年度比１６．７％の節減、対２０年度比２１．１％の節減）

した。主な取組事項は以下のとおりである。 

(ア) 労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理センターの廃止 

労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理センターの廃止により、平成２１年度に

比べ２５６百万円節減した（平成１９年１２月２４日閣議決定にて廃止が決定）。 

(イ) 賃借料の節減 

産業保健推進センターにおいて、平成２１年度に引き続き、より安価な事務所への移転を行ったこ

と等により、平成２１年度に比べ約７７百万円節減した。 

(ウ) 業務委託費の節減 

競争入札の推進や仕様の見直し、契約単価の見直しを行ったこと等により、平成２１年度に比べ  

１３百万円節減した。 

(エ) 光熱水費の節減 

冷暖房設定温度の見直し、節水の徹底を行ったこと等により、平成２１年度に比べ５百万円節減し

た。 

(オ) 印刷製本費の節減 

競争入札の推進活用や印刷物の整理、在庫管理の徹底を図ったこと等により、平成２１年度に比べ

５百万円節減した。 

 

 

事業費の節減率 

 21年度 22年度 

対前年度 5.3% 16.7% 

対20年度 5.3% 21.1% 

 

 

また、医療リハビリテーシ

ョンセンター及び総合せき

損センター運営業務につい

ては、費用節減に努め、その

費用に占める運営費交付金

の割合は、労災リハビリテー

ション工学センター廃止に

伴う業務移管によるものを

除き、平成２０年度の水準を

超えないものとすること。 

また、医療リハビリテーショ

ンセンター及び総合せき損セ

ンターの運営費交付金割合に

ついては、物品調達コストの縮

減、在庫管理の徹底、業務委託

契約・保守契約の見直し等によ

り、労災リハビリテーション工

学センター廃止に伴う業務移

管によるものを除き、平成２０

年度の割合を超えないものと

しつつ、医療水準の向上を図

る。 

イ 医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損センタ

ーについては、市場価格調査

の積極的な実施、物品の統一

化を図ることによる物品調達

コストの縮減、業務委託契約

及び保守契約内容の見直し等

により、その費用のうち運営

費交付金の割合について、労

災リハビリテーション工学セ

ンター廃止に伴う業務移管に

よるものを除き、平成２０年

度の割合を超えないものとし

イ 診療収入の増等により自己収入の確保に努めるとともに、契約の適正化の推進等による医療材料費、保守料、

業務委託費を節減しつつ、老朽化した医療機器の計画的な更新の結果、平成２０年度の運営費交付金割合 

０．６％を維持しつつ、医療水準の向上に努力した。 

 

費用に対する運営費交付金の割合（対20年度比） 

 21年度 22年度 

運営費交付金率 0.6% 0.6% 
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つつ、医療水準の向上を図る。 

 

さらに、産業保健推進セン

ターについては、業務の効率

化の観点から、管理部門等の

集約化及び効率化を図るこ

とにより、中期目標期間の最

終年度において、平成２０年

度実績に比べて運営費交付

金（退職手当を除く。）のお

おむね３割削減を図ること。 

産業保健推進センターにつ

いては、産業保健サービスの低

下を招かないように、賃借料の

削減、庶務・経理業務や報告業

務等の間接業務の合理的集約

化による人件費の削減及び相

談体制の効率化等による業務

経費の削減を行うことにより、

中期目標期間の最終年度にお

いて、平成２０年度実績に比べ

て運営費交付金（退職手当を除

く。）のおおむね３割を削減す

る。 

ウ 産業保健推進センターにつ

いては、事務の効率化を行う

とともに相談体制の効率化、

事務所移転による賃借料の削

減、情報誌の配付からメール

マガジンの配信への転換等に

よる業務経費の削減を行うこ

とにより、運営費交付金（退

職手当を除く。）の削減に向

けた取組を推進する。 

ウ            

平成２２年度は、産業保健推進センターの事務所を７か所移転し、面積縮小等により年間ベースで約３５百

万円削減した。また、昨年１２月の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針にもとづき、平成２２年度

末に６か所の推進センターを集約化した。 

 

 

    

(２) 給与水準の適正化等 (２) 給与水準の適正化等 (２) 給与水準の適正化等 (２) 給与水準の適正化等 

     

総人件費については、医療

本来の責務である医療の質

や安全の確保、経営基盤の強

化のための適正な診療体制

の確保及び勤労者医療の推

進という組織本来の使命を

果たしつつ、「簡素で効率的

な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）

等に基づく平成１８年度か

らの５年間で５％以上削減

させるとの基本方針につい

ても、その趣旨の着実な実施

を目指すこととし、「経済財

政運営と構造改革に関する

基本方針２００６」（平成 

１８年７月７日閣議決定）に

基づき、人件費改革の取組を

平成２３年度まで継続する

こと。 

総人件費については、「簡素

で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する

法律」（平成１８年法律第４７

号）等に基づく平成１８年度か

らの５年間で５％以上削減さ

せるとの基本方針について、着

実に取り組むとともに、「経済

財政運営と構造改革に関する

基本方針２００６」（平成１８

年７月７日閣議決定）に基づ

き、人件費改革の取組を平成２

３年度まで継続する。その際、

併せて、医療法（昭和２３年法

律第２０３号）及び診療報酬上

の人員基準に沿った対応を行

うことはもとより、労災医療を

はじめとした救急医療等の推

進のための人材確保とともに、

医療安全を確保するための適

切な取組を行う。 

「簡素で効率的な政府を実現

するための行政改革の推進に関

する法律」（平成１８年法律第

４７号）及び「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針 

２００６」（平成１８年７月７

日閣議決定）を踏まえるととも

に、医療法（昭和２３年法律第

２０３号）及び診療報酬上の人

員基準に沿った対応を行うこと

はもとより、労災医療をはじめ

とした救急医療等の推進のため

の人材確保、医療安全の確保を

行いつつ、人件費の適正化を行

う。 

                                     

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）及び

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）を踏まえるととも

に、医療法（昭和２３年法律第２０３号）及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、

労災医療を始めとした救急医療等の推進のための人材確保、医療安全の確保を行いつつ、以下のとおり人件

費の適正化を行った。 

 

ア 年功的要素の是正を含めた俸給表の見直しを行い、平均２．５％の俸給月額の引下げとなる給与改定

（最大５％の引下げによる給与カーブのフラット化）を平成２２年７月１日から実施した。 

    イ 期末・勤勉手当については、次の取組を実施した。 

 (ア) 期末手当支給月数を６月期０．２月削減、１２月期０．２５月削減 

     (イ) 期末・勤勉手当に係る管理職加算割合の半減措置に加え、更に１００分の２削減（２５％→１２％→

１０％、１２％→６％→４％） 

ウ 人件費削減のため、人員数については、労災病院の事務職・技能業務職を中心にアウトソーシング等

による人員削減を行った 

また、機構の事務・技術職

員の給与水準について、以下

のような観点からの検証を

行い、これを維持する合理的

な理由がない場合には必要

な措置を講ずることにより、

給与水準の適正化に速やか

に取り組むとともに、その検

また、事務・技術職員の給与

水準について、以下のような観

点からの検証を行い、これを維

持する合理的な理由がない場

合には必要な措置を講ずるこ

とにより、給与水準の適正化に

速やかに取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況につい

また、事務・技術職員の給与

水準について、平成２１年度に

おける状況の検証を行い、その

検証結果及び適正化に向けた取

組状況を公表する。 

事務・技術職員の給与水準の検証結果については、ホームページに公表（平成２２年６月３０日）した。 
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証結果や取組状況について

は公表すること。 

ア 職員の在職地域や学

歴構成等の要因を考慮

してもなお国家公務員

の給与水準を上回って

いないか。 

イ 給与体系における年

功的要素が強いなど、給

与水準が高い原因につ

いて、是正の余地はない

か。 

ウ 国からの財政支出の

大きさ、累積欠損の存

在、類似の業務を行って

いる民間事業者の給与

水準等に照らし、現状の

給与水準が適切かどう

か十分な説明ができる

か。 

エ その他、給与水準につ

いての説明が十分に国

民の理解を得られるも

のとなっているか。 

ては公表する。 

ア 職員の在職地域や学歴

構成等の要因を考慮して

もなお国家公務員の給与

水準を上回っていないか。 

イ 給与体系における年功

的要素が強いなど、給与水

準が高い原因について、是

正の余地はないか。 

ウ 国からの財政支出の大

きさ、累積欠損の存在、類

似の業務を行っている民

間事業者の給与水準等に

照らし、現状の給与水準が

適切かどうか十分な説明

ができるか。 

エ その他、給与水準につい

ての説明が十分に国民の

理解を得られるものとな

っているか。 

    

(３) 随意契約の見直し (３) 随意契約の見直し (３) 随意契約の見直し (３) 随意契約の見直し 

                        

契約については、原則とし

て一般競争入札等によるも

のとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進す

ること。 

契約については、「随意契約

見直し計画」（平成１９年１２

月策定）に基づき、一般競争入

札等を原則として、以下の取組

により、随意契約の適正化を推

進する。 

契約については、契約監視委

員会の点検・見直しを踏まえた

「新たな随意契約見直し計画」

（平成２２年４月策定）に基づ

き、契約業務の効率化を図りつ

つ、より経済性のある契約の締

結となるよう、一般競争入札等

を原則とし、以下の取組により、

更なる随意契約の適正化を推進

する。 

  随意契約については、「随意契約見直し計画」（平成１９年１２月策定）に基づき一般競争入札への移行を推進し

てきたが、平成２２年４月に新たな「随意契約等見直し計画」を策定、５月に公表し、その目標が引き継がれたこ

とから、２２年度は、新たな「随意契約等見直し計画」に記載した具体的取組事項に基づき、更なる随意契約等の

見直しに取り組んできた。 

   その結果、平成２２年度の競争性のない随意契約の割合は、「随意契約等見直し計画」策定時の平成２０年度と

比較して、件数で５．８ポイント、金額で１０．５ポイント改善したところであり、金額割合では「随意契約等見

直し計画」の目標を達成している。 

 

    競争性のない随意契約の割合 

     

 

 

 

 

「随意契約等見直し計画」を件数割合で達成できていない理由としては、主に次の理由がある。 

   ① 平成２２年４月当初に診療報酬改定があったため、３月での入札が物理的に困難であり、入札を実施するま

での間、診療に支障を来すため、暫定的に随意契約により薬品を調達せざるを得なかったこと。 

   ② 電気、ガス、電話（通話料）について、事前確認公募を実施することとしていたが、供給業者が限定されて

いる地域においては、実質的に競争が働かないため、随意契約により調達した例があるため。 

 

 20年度 21年度 22年度 
見直し計画 

（22.4策定） 

件数割合 20.8% 19.4%  15.0% 11.7% 

金額割合 18.7% 12.2% 8.2% 9.0% 
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なお、上記①及び②以外の契約については、契約監視委員会で「随意契約によらざるを得ないもの」と判断さ 

れた契約を除き、複数年契約が前年度末で終了するものを含め、競争性のある契約への移行が着実に図られてき

ている。 

                        

ア 機構が策定した「随意

契約見直し計画」（平成

１９年１２月策定）に基

づく取組を着実に実施

するとともに、その取組

状況を公表すること。 

ア 「随意契約見直し計画」

に基づく取組を着実に実施

するとともに、その取組状

況を公表する。 

ア 「随意契約見直し計画」に

基づく取組の着実な実施に

向け、会議等において周知徹

底を図るとともに、その取組

状況をホームページにて公

表する。 

ア 平成２２年４月に策定した新たな「随意契約等見直し計画」は、５月にホームページに公表するとともに、

各施設に通知し、周知徹底を図ったところである。 

また、同計画に基づく取組のフォローアップとして、平成２２年度に３回開催した契約監視委員会において、

点検・見直しを実施し、その結果については、機構ホームページに公表するとともに、速やかに施設に通知し、

周知徹底に努めた。 

さらに、各施設に対しては、患者が使用する在宅医療機器の賃借契約や医療機器の緊急修理など医療安全上

の理由等により契約監視委員会において、「随意契約によらざるを得ないもの」と判断された契約と、「競争性

のある契約に移行すべきもの」と判断された契約を整理区分し、その上で、本部主催の各種会議や平成２２年

１２月に策定した「契約業務マニュアル」を通じて周知徹底し、計画達成に向けた着実な取組を推進した。 

                        

イ 一般競争入札等によ

り契約を行う場合、合理

的な理由なく特定の業

者以外の参入を妨げる

仕様としないこと。ま

た、企画競争や公募を行

う場合には、競争性、透

明性が十分確保される

方法により実施するこ

と。 

イ 一般競争入札等により契

約を行う場合、合理的な理

由なく特定の業者以外の参

入を妨げる仕様としない。

また、企画競争や公募を行

う場合には、競争性、透明

性が十分確保される方法に

より実施する。 

イ 一般競争入札等により契

約を行う場合は、早期の入札

公告を実施するとともに、仕

様書にあっては、合理的な理

由なく特定の業者以外の参

入を妨げる仕様としないな

ど、競争性、公平性の確保を

図る。 

なお、１者入札の改善につ

いては、機構が行った業者へ

のアンケート結果を基に策

定した改善方策に加え、契約

監視委員会での点検・見直し

を踏まえた改善方策を実施

する。 

また、企画競争や公募を行

う場合においても、競争性、

透明性が十分確保されるよ

う契約担当部門を含めた複

数の部署の職員によって構

成された評価委員会により

実施する。 

イ 一般競争入札等により契約を行う場合、特に一者応札・一者応募については、 

（ア）「随意契約等見直し計画」の取組事項として、契約方式の見直しを実施する中で、 

・事前確認公募による競争性の有無の検証 

・入札公告の見直し 

・資格要件の見直し 等  

の改善策を明記し、各施設に対して周知徹底を図っており、その取組状況については、契約監視委員会に

おいて点検を受けている。 

また、その結果については、機構ホームページに公表するとともに、速やかに施設に通知し、周知徹底

に努めた。 

 

 （イ）本部主催の全国会計課長等会議においては、一者応札対策を課題としてグループ討議を行い、改善方策

を検討することで、施設間で乖離のないように、競争性確保の意識を促した。 

さらに、平成２２年１２月に新たに策定した「契約業務マニュアル」に、一者応札・一者応募対策を明

記し、施設の契約担当職員に対して改めて周知徹底を図った。 

その結果、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の平成２２年度の割合は、「随意契約等見直し

計画」策定時の平成２０年度と比較して、１８．８ポイント減尐している。 

 

一者応札・一者応募の件数割合                 （単位：件） 

 20年度 21年度 22年度 

競争性のある契約件数 2,501 2,397 2,207 

一者応札・一者応募の件数 1,373 1,040 797 

一者応札・一者応募の割合 54.9% 43.4% 36.1% 

        ※不落・不調随契を含む。 

 

なお、２２年度は、２２年４月に策定した「随意契約等見直し計画」の実質的運用初年度であることか

ら、計画水準には達していないが、事前確認公募の実施による検証等により、着実に改善していくものと

考えている。 

       また、契約監視委員会において、一者応札・一者応募の内容の分析結果を報告し、意見交換することに

より、当機構における課題の整理を行った。 

２３年度においても、引き続き、契約監視委員会において報告を実施していく。 

 

    （ウ）企画競争や総合評価方式については、その実施に当たり、企画書等提出日までの十分な日程を確保し、

契約相手決定後の調整から契約履行期日までの日程の確保にも努めた。 
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また、評価委員会の委員について、契約担当部門を含めた複数の部署の職員による構成とし、評価に際

しては、応募業者名が特定できない方法により実施し、競争性、透明性の確保に努めた。 

さらに、平成２２年１２月に策定した「契約業務マニュアル」において、企画競争、総合評価落札方式

等についての手順や留意点を記載し、各施設に配布し周知徹底を行った。 

 

    

ウ 監事等による監査に

おいて、入札・契約の適

正な実施について徹底

的なチェックを行うよ

う要請すること。 

ウ 監事等による監査におい

て、入札・契約の適正な実

施について徹底的なチェッ

クを行うよう要請する。 

ウ 監事等の入札・契約に係る

監査にあっては、これまでの

随意契約見直しに係る取組

状況、重点項目の情報提供に

より、チェックを行うよう要

請する。 

ウ 平成２２年度における監事等による監査に当たり、年度当初に平成２１年度契約監視委員会の点検・見直し

結果及び「随意契約等見直し計画」の取組事項等について情報交換を行い、各施設の取組状況が適切なものに

なっているかという観点から、仕様書、公告年月日、入札年月日、契約方式及び契約書等の内容確認を行うよ

う要請した。 

    

(４) 医業未収金の徴収業務の効

率化 

(４) 医業未収金の徴収業務の効率

化 

(４) 医業未収金の徴収業務の効率

化 

(４) 医業未収金の徴収業務の効率化                     

    

医業未収金の徴収業務に

ついては、原則、すべての病

院の未収金の徴収業務につ

いて、民間競争入札を実施す

ること。 

すべての労災病院における

医業未収金の徴収業務を、本部

において一括して民間競争入

札を実施し、適正な債権管理業

務を行う。 

すべての労災病院において、

平成２１年１０月より実施して

いる民間競争入札による医業未

収金の徴収業務を適切に運営す

る。 

一定期間経過した債権の支払

案内等の業務を委託することに

より、民間事業者の創意工夫を

最大限活用し、徴収業務の効率

化を行い、従来、病院職員がこ

のような未収金対策に要してい

た業務時間を、未収金の新規発

生防止、新規未収金の回収業務

及び訴訟等の法的措置実施業務

に傾注し、適正な債権管理業務

を行う。 

医業未収金については、請求先が個人に係る未収金と保険者（社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険

団体連合会等）によるものとに分けられ、平成２２年度末の医業未収金約４４４億円のうち約４１１億円に

ついては、保険者に係るものであり請求後１～２か月後には必ず支払われるものである。残りの約３３億円

については個人未収金であり、未収金対策マニュアルに基づき回収を行うとともに未収金対策チ－ムを設置

し、新規発生防止に係る院内体制の整備・構築を図っている。また、平成２１年１０月より発生後４か月以

上の債権については、すべての労災病院において、民間競争入札により支払案内等業務を民間事業者に委託

している。 

   委託状況については、第１期（平成２１年１０月～２２年９月）では、約８億３百万円の債権を委託し、

回収金額が約４千２百万円、回収率は５．２％である。 

なお、個人未収金の残高については、決算時における個人未収金残高比較により検証しており、医療事業

収入が前年度比増加しているにもかかわらず、個人未収金全体の残高は前年度より減尐している。 

 

（参 考）  

年度別個人未収金内訳表            （単位：百万円） 

区分 

 

 

保険者

( 支 払

基 金

等) 

個人未収金 合 計  医 療 事

業収入 一 般

債権 

貸 倒

懸 念

債権 

破 産

更 生

債 権

等 

小計 

①20 年度 37,403 1,406 416 1,682 3,504 40,907 254,149 

②21 年度 39,313 1,410 380 1,626 3,416 42,729 261,372 

③22 年度 41,114 1,400 386 1,540 3,326 44,440 271,916 

④差（③－②） 1,801 △10 6 △86 △90 1,711 10,544 
 

    

３ 労災病院の在り方の総合的

検討 

３ 労災病院の在り方の総合的検

討 

３ 労災病院の在り方の総合的検

討 

３ 労災病院の在り方の総合的検討 

    

労災病院については、平成 

２２年度末を目途に、個々の病

院ごとに、政策医療に係る機

能、地域医療事情、経営状況等

労災病院については、平成 

２２年度末を目途に個々の病院

ごとに、政策医療に係る機能、

地域医療事情、経営状況等につ

個々の労災病院について、都道

府県が策定する医療計画、地理的

配置状況や担っている医療機能

等を踏まえ、 

ア 独法整理合理化計画及び第２期中期目標を踏まえ、その必要なデータを収集し、政策医療、地域医療事情、経営

状況に係る個別検証を実施し、現在進められている国立病院との在り方に関する検討の場などにおいて必要な資料

を公表しているところである。また、２２年度決算の確定を以て検証を進めることとしている。 
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について総合的に検証し、その

結果を公表するとともに、必要

な措置を講ずること。 

 

いて総合的に検証し、その結果

を公表するとともに、必要な措

置を講ずる。 

 

・本来の政策医療を提供すると

いう機能の発揮状況 

・地域の医療状況及び果たして

いる役割 

・収支見込みや今後の設備更新

の必要性等を含めた経営状況

等 

の観点から総合的に検証し、個々

の病院の内容（実態）を集約する。 

    

その際、労災病院の近隣に国

立病院等がある場合は、都道府

県が策定する医療計画、地理的

配置状況や担っている医療機

能等を踏まえ、個々の病院単位

で診療連携の構築を始め効率

的な運営の可能性等について

検討を行うこと。 

その際、労災病院の近隣に国

立病院等がある場合は、都道府

県が策定する医療計画、地理的

配置状況や担っている医療機能

等を踏まえ、個々の病院単位で

労災病院と国立病院との診療連

携の構築を始め効率的な運営可

能性について検討を行う。 

また、近隣の国立病院がある場

合は、実際に行われている診療連

携の検証も含め国立病院との診

療連携の構築の在り方を検討す

る。 

 

 

    

また、厚生労働省において、

平成２５年度末までに、所管の

独立行政法人が運営する病院

全体について、それらの病院が

果たすべき政策医療及び地域

医療における役割を勘案しつ

つ、政策目的に沿った医療供給

体制の最適化を図る観点から、

病院配置の再編成を含む総合

的な検討を行うため、機構は必

要な協力を行うこと。 

また、厚生労働省において、

平成２５年度末までに、所管の独

立行政法人が運営する病院全体

について、それらの病院が果たす

べき政策医療及び地域医療にお

ける役割を勘案しつつ、政策目的

に沿った医療供給体制の最適化

を図る観点から総合的な検討を

行うに当たり、必要な協力を行

う。 

  

    

４ 保有資産の見直し ４ 保有資産の見直し ４ 保有資産の見直し ４ 保有資産の見直し 

    

事務及び事業の見直しの結

果生ずる遊休資産及び利用予

定のない宿泊施設等について

は、国の資産債務改革の趣旨を

踏まえ、早急に処分を行うこ

と。 

事務及び事業の見直しの結果

生じる遊休資産及び利用予定の

ない宿泊施設等については、国

の資産債務改革の趣旨を踏ま

え、早急に処分を行う。 

事務及び事業の見直しの結果

生じる遊休資産及び利用予定の

ない宿泊施設等については、国の

資産債務改革の趣旨を踏まえ、早

急に処分を行う。 

(1) 保有資産の活用状況とその点検について(別添資料項目２の①参照) 

 

ア 実物資産について 

（ア）機構の保有資産は、平成１６年度の独法化時に機構の業務の目的を達成するために必要な労災病院、

看護専門学校等の施設を特殊法人労働福祉事業団から承継したものである。 

   保有資産については、独法化以降、機構法で定めるところにより、休養所等の廃止施設について、売

却及び国庫納付の手続きを行っている。その他の施設も、「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、

機構において、保有資産の利用実態調査を行い、処分可否等について検討を行い、昨年度は、検討の結

果、新たに２物件を売却処分することとした。 

これらの取組を行う中、「省内事業仕分け」、「刷新会議事業仕分け」及び「21 年度に係る政策評価・

独立行政法人評価委員会２次評価」においては、新たに不要と指摘された保有資産はなかった。 

また、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点（2011.11.26 行政管理局）」に則して

22 年度末の減損調査を行うなど、今後とも保有資産の点検等に係る取組を継続することとしている。 
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（イ） 既に廃止した労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等については、平成２２年９月１７日

に土地・建物の譲渡契約を締結し平成２２年９月３０日付けで所有権移転した。 

また、労災リハビリテーション北海道作業所本体及び労災リハビリテーション広島作業所について

は、各々売却のための入札公告を２２年度中に実施し、いずれも不調となっていたが、平成２２年度

に改正施行された独立行政法人通則法(第４６条の２第１項)に基づき平成２３年３月２３日付けで厚

生労働大臣より認可を受け、同月３１日に国庫納付(現物納付)した。 

 

イ 知的財産について 

知的財産の出願に関する方針については、「職務発明規程」によりこれを明確化している。また、出願

にあたっては、機構内部に設置している「職務発明審査委員会」において審査を行っている。 

 

    

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１３）業務運営の効率化】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

 

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

                      

① 本部役職員と施設の管理者間の施設運営に係る協議や本部主催の各種会議・研修において労災病院

の現状と課題及び運営方針を周知するとともに課題解決に向けた取組の徹底を指示した。 

② バランス・スコアカードの活用により、ＰＤＣＡサイクルによる運用の徹底を図った。 

③ 契約については、「随意契約等見直し計画」の取組事項を着実に実施した結果、平成２２年度の競

争性のない随意契約の金額割合においては、計画の目標値である９．０％を達成し、８．２％となっ

た。 

  また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数割合においても、「随意契約等見直し計

画」策定時の平成２０年度の実績が５４．９％であったところ、平成２２年度は３６．１％となって

おり、１８．８ポイント減尐した。 

④ 職員給与については、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しとして、平成２２年７月１日に

給与カーブのフラット化等、最大▲５％の俸給表の改定を実施した。 

⑤ 平成２２年度診療報酬改定への迅速かつ的確な対応や上位施設基準の取得、医師確保等に向けた取

組等により、大幅な増収を図ることができた。 

⑥ 経営改善推進会議では個々の病院毎の経営指標を分析し、その分析結果に基づき指導・助言を行う

とともに上半期実績を踏まえた下半期における収入確保策及び支出削減策に関する行動計画を策定さ

せ、フォローアップを行った。 

⑦ 新たに乳房Ｘ線撮影装置を加えた高度放射線医療機器を始めとする医療機器(削減額△２３６百万

円)や後発医薬品を含む医療材料等の共同購入(削減額△２７９百万円)並びに新たに病院情報システ

ムを加えたリース料率低減に向けた共同入札(削減額△２４０百万円)等の労災病院グループのスケー

ルメリットを活かした取組により支出削減に努めた。 

⑧ 独法整理合理化計画及び第２期中期目標等に基づく課題として、政策医療、地域医療事情、経営状況、

について個々の労災病院ごとの検証に取り組んだ。 

 以上により、自己評価を「Ａ」とした。 

⑨ 法人の福利厚生費について見直しを行い、職員に貸与する宿舎の使用料を引き上げること（平成23

年7月）及び健康保険料を労使折半にすること（平成23年4月）とした。 

 
 

（委員会としての評定理由） 

 

業務運営の効率化については、医療機器の共同購入の実施、給与

カーブのフラット化、後発医薬品の拡大等による事業費等の削減を

行う一方、新たな施設基準取得、医師確保等により収入を確保する

など、機構本部によるガバナンスの向上が認められ、また、業務実

績評価や費用対効果の検証などについては、バランス・スコアーカ

ード（ＢＳＣ）を各病院の部門毎に実施し、業務改善に努めている

ことなどについても評価できる。 

なお、今後においては、ＢＳＣにおいてリスクマネジメントの評

価の視点にも重点を置き、大きなリスクを生じさせないような運営

の強化を期待したい。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・期待以上の成果を上げている。ＢＳＣを取り入れて積極的に効率

化を図っている。 

・本部による適切なガバナンス向上は十分に評価できる。賃金（医

師・看護師）については、医師・看護師の労働市場の状況はあるも

のの、なお一層の改善努力を期待する。 

・マネジメント機能の強化が図られていると評価できる。 

・ＢＳＣによる業務改善の適正化・効率化は図られていると思うが、

そのバランスが重要である。また、リスクマネジメント評価の視点

が尐なく、収益性・満足度を上げるだけでなく、大きなリスクを生

じさせない運営強化を期待したい。 

・ＢＳＣについて、前年を上回る成果・改善をあげている。 

○ 一般管理費（退職手当を除く。）については、

中期目標期間の最終年度において、平成２０年度

の相当経費に比べて１５％程度節減すること。 

実績：○ 

 平成２１年度に比べ２．９％節減した。（業務実績第２の２の（１）のア参照） 

・ＢＳＣの活用など適切な運営や給与の大幅な削減など、優れた業

務運営の効率化を図っている。 

○ 事業費（労災病院、医療リハビリテーションセ

ンター及び総合せき損センターを除く。）につい

ては、中期目標期間の最終年度において、平成 

２０年度の相当経費に比べて１０％程度節減す

実績：○ 

 平成２１年度に比べ１６．７％節減した。（業務実績第２の２の（１）のア参照） 
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ること。 

 

 

 

○ 医療リハビリテーションセンター及び総合せき

損センターの運営費交付金割合については、労災

リハビリテーション工学センター廃止に伴う業

務移管によるものを除き、平成２０年度の割合を

超えないものとすること。 

実績：○ 

平成２０年度の割合（０．６％）を維持した。（業務実績第２の２の（１）のイ参照） 

 

○ 産業保健推進センターについては、中期目標期

間の最終年度において、平成２０年度実績に比べ

て運営費交付金（退職手当を除く。）のおおむね

３割削減をすること。 

実績：○                              

   平成２２年度は、産業保健推進センターの事務所を７か所移転し、面積縮小等により年間ベースで

約３５百万円削減した。また、昨年１２月の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針にもとづ

き、平成２２年度末に６か所の推進センターを集約化した。 

 

［評価の視点］ 

 

○ 労災病院については、経営基盤の確立に向けて

本部の施設運営支援、経営指導等が効果的に行わ

れたか。 

 

実績：○                     

   個別協議(病院協議)や院長会議をはじめとする本部主催の各種会議や研修(５０回開催)における各

職員への運営方針等の周知徹底や経営改善推進会議主導による収入増加対策や支出削減策に対する行

動計画の策定指示、そして、医療材料等の共同購入実施の取組等が財務の視点をはじめとするバラン

ス・スコアカードの５つの視点の改善につながった。(業務実績第２の１(１)参照) 

○ 内部統制（業務の有効性及び効率性、財務報告

の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守等）に

係る取組が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

実績：○                    

役職員が法令等を遵守し、機構の社会的使命を自覚して行動することを確保し、機構の社会的信頼

の維持のさらなる向上を図るため「内部統制の確立に関する規程」、「コンプライアンスの推進に関

する規程」を整備した。また「コンプライアンスの推進その他内部統制の向上に関する規程」により、

リスク評価と対応を行うため内部統制委員会を設置した。 

○ 一般管理費のうち人件費について、「行政改革

の重要方針」(平成１７年１２月２４日閣議決定)

を踏まえ、平成１８年度以降の５年間において 

５％以上の削減を行うための取組を進めたか。 

 

実績：○                     

平成17年度の総人件費総額は1,017億円であったが、平成22年度においては1,072億円となっており、

5.4%増になっている。 

その理由については、診療業務（病院）の実施に当たり、良質な医療を提供しつつ、労災病院に求

められる役割を着実に果たしていくためには、医療の質・安全の確保の観点等による医師及び看護師

の人員増は不可欠であるため、人件費の増加はやむをえなかったものである。 

一方で、こうした義務的・不可避的な増加分を除いた人件費については、賞与削減や俸給表の見直

し等を実施するなどの給与改革や施設の統廃合、アウトソーシング等による人員減を推進することで、

人件費削減に努めている。（※仮に事務・技術職員のみ比較した場合は、平成22年度の人件費総額は

平成17年度比で▲12.8%となる。）   

   

○ （総人件費改革について）取組開始からの経過

年数に応じ取組が順調であるかどうかについて、

法人の取組の適切性について検証が行われてい

るか。また、今後、削減目標の達成に向け法人の

取組を促すものとなっているか。その際、併せて、

医療法（昭和２３年法律第２０３号）及び診療報

酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもと

より、労災医療をはじめとした救急医療等の推進

のための人材確保とともに、医療安全を確保する

ための適切な取組が行われているか。（政・独委

評価の視点事項と同様） 

実績：○                                      

各施設における人員については、毎年、本部との協議において、前年度の取組を検証するとともに、

総人件費改革の趣旨を踏まえ、事務職・技能業務職を退職後不補充、アウトソーシングを図りつつ、

医療の質・安全の確保の観点から真に必要な増員について認める。 

職員給与については国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しとして、給与カーブのフラット化

を目的とした俸給表の見直しについて、平成２２年度からの実施に向けて労使による協議を行ってき

た。その結果、平成２２年７月１日に俸給表の改定を実施した。 

 



- 94 - 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い法人につ

いて（特に給与水準が対国家公務員指数１００を

上回る場合）、以下のような観点から厳格なチェ

ックが行われているか。 

ア 給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人の

設定する目標水準を含む）についての法人の説

明が、国民に対して納得が得られるものとなっ

ているか。 

イ 法人の給与水準自体が社会的な理解が得られ

る水準となっているか。 

ウ 国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損

金のある法人について、国の財政支出規模や累

積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関

する法人の検証状況がチェックされているか。 

（政・独委評価の視点） 

エ 国と異なる、又は法人独自の諸手当は適切で

あるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○                      

給与水準について、以下のとおりチェックを行った。 

ア 職種別対国家公務員指数は以下のとおりであった。（別添資料項目３の①参照） 

○ 事務・技術職員（対国家公務員指数１０２．０） 

現在の給与水準は、対国家公務員指数が１００を上回っており、適切な水準の確保に努める必

要があることから、平成２２年７月に、平均２．５％の俸給月額の引下げとなる給与改定（最大

５％の引下げによる給与カーブのフラット化。病院医師及び病院看護師を含む。）を実施してお

り、今後その効果が見込めるところである。 

○ 病院医師（対国家公務員指数１０７．３） 

労災病院の運営に当たっては、医療の質向上、安全の確保について十分配慮する必要があり、

そのため医師の確保が大きな課題となっている。昨今、社会問題化している医師不足は、当機構

においても例外ではないところであり、その医師の確保面から考えて、現在の医師の給与水準が、

必要な点もあると考えており、今後においても、医師の確保状況等を考慮した上で、適切な水準

について検討しながら対応していきたいと考える。  

○ 病院看護師（対国家公務員指数１０９．８） 

労災病院の運営に当たっては、医療の質向上、安全の確保について十分配慮する必要があり、

そのため、医師と同様、看護師の確保が大きな課題となっている。看護師の給与水準については、

看護師の確保状況や平成２２年度に実施した給与改定の効果等を考慮しつつ、適切な水準の確保

に努める必要があると考える。 

 

イ 国と異なる、又は法人独自の諸手当（初任給調整手当、特別調整手当、特殊勤務手当、早出勤

務手当及び待機勤務手当）については、以下のとおり適切であると考えている。（別添資料３の

②参照） 

○ 初任給調整手当 

医師確保のため、国同様、医師又は歯科医師に対し、支給対象施設の適用区分及び免許取得後

の経過年数に応じて支給する手当。国の最高支給額が４１０，９００円であるのに対し、 

３５９，９００円とするなど国の基準以下の手当額を設定しており、適切であると考えている。

（一部同額の部分があるが、それ以外はすべて国の基準以下） 

○ 特別調整手当 

     職務の複雑、困難、勤労の強度、勤務環境等が著しく特殊な職員に対して支給する手当。支給

割合俸給月額の６／１００ 

国は定額制であるのに対し、定率制を設定。実際の支給額は、国とほぼ同じであり、また、国

（俸給の調整額）と異なり退職手当に反映していないことを考慮すると適切であると考えてい

る。  

○ 特殊勤務手当 

       職務の複雑、困難、勤労の強度、勤務環境等が著しく特殊な職員に対して支給する手当。 

（支給対象職員） 

・感染症の病原体に汚染されている区域における業務、放射線医療業務等に従事した職員  

その従事した日１日につき２９０円 

・神経科病棟に勤務した職員 

その従事した日１日につき１６０円 

・解剖介助業務に従事した職員 

その従事した日１日につき２，２００円 等 

国は月額又は日額であるのに対し、日額又は時間額を設定。実際の支給額は、国とほぼ同じで

あり、また、国（俸給の調整額）と異なり退職手当には反映していない。 

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(２０１０)）によると一般病院の約

６割が特殊勤務手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。 
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○ 早出勤務手当 

     国には無い手当であるが、業務の必要性から６時までに出勤した職員に勤務１回 当たり７０

０円、７時までに出勤した職員に勤務１回当たり５００円を支給する手当。 

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(２０１０)）によると一般病院の約６

割が早出手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。 

○ 待機勤務手当 

     国は実際に呼び出しを受けた場合に夜間看護等手当を支給するのに対し、当機構では、救急医

療に対応するために正規の勤務時間以外の時間に待機命令（呼び出し対応のため自宅等に拘束す

るとともに、  病院からの照会への対応、自宅等からの電話指示を実施）をかけることとして

おり、その職員に支給する手当。 

医 師：勤務１回５，８００円 

看護職又は医療職：勤務１回２，９００円 

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(２０１０)）によると一般病院の約６割

が待機手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。 

○ 法人の福利厚生費について、法人の事務・事業

の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保

の観点から、以下のような必要な見直しが行われ

ているか。 

ア 「独立行政法人のレクリエーション経費につい

て」（平成20年8月4日行政管理局長通知）におい

て、レクリエーション経費について求められてい

る国におけるレクリエーション経費の取扱いに

準じた取組が行われているか。 

イ レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定

外福利費）について、経済社会情勢の変化を踏ま

えた、事務・事業の公共性・効率性及び国民の信

頼確保の観点からの法人の見直し等の活動がさ

れているか。 

（政・独委評価の視点） 

ウ 法定外福利費の支出は適切であるか。 

 

実績：○                     

法人の事務・事業の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、以下のような見直

し、点検等を行った。 

 

ア レクリエーションに係る経費については、国におけるレクリエーション経費の取扱いに準じ、

法人からの支出を行っていない。 

 

 

 

イ 互助組織については、国に準じ平成22年度からは法人支出を引き下げるとともに、事業の一部

見直しを行った。（俸給額の3/1,000→標準報酬月額の1.03/1,000、平成21年度（決算）115,596

千円→平成22年度（決算見込）67,903千円） 

さらに平成23年度は、法人支出を行わないこととした。 

 

   

ウ 職員に貸与する宿舎については、平成23年7月から宿舎料を引き上げることとした。 

エ 法定福利である健康保険の保険料については、平成23年4月から労使折半にすることとした。 
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○ 契約方式等、契約に係る規程類について、整備

内容や運用の適切性等、必要な評価が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○                     

・ 「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平成２０年１１月１４日総務省行政管理局長事務

連絡）において講ずることとされている措置はすべて実施済みである。 

・ 平成２２年１２月には、「契約業務マニュアル」を策定した。内容として、各契約方式の手順、厚

生労働大臣依頼（平成２２年４月６日付け）や随意契約等見直し計画等に関する留意点等を明記した

ほか、運用の適切性を自己評価できるように項目毎に、チェックリストを併せて示した。 

・ 規程・マニュアルの運用状況については、監事等による監査や施設への業務指導により点検してい

る。 

・ 平成２２年度に３回開催した契約監視委員会においても、最低価格落札方式を除いた契約方式を採

用する場合の理由、予定価格積算の適正性、公告期間の妥当性等、規程・マニュアルの運用状況につ

いて点検した。（別添資料項目５の⑤参照） 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査体制につ

いて整備・執行等の適切性等必要な評価が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

 

 

 

実績：○                     

企画競争や総合評価方式の実施に当たっては、入札日までに十分な日程を確保し、併せて落札者決定

後も、調整から契約履行期日までの日程の確保にも努めている。 

また、評価委員会の委員について、契約担当部門を含めた複数の部署の職員による構成とし、評価に

際しては、応募業者名が特定できない方法により実施し、競争性、透明性の確保に努めた。 

さらに、平成２２年１２月に策定した「契約業務マニュアル」において、総合評価落札方式、企画競

争等についての手順や留意点を記載し、各施設に配布し周知徹底を行った。（別添資料項目５の②参照） 

○ 「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目

標達成に向けた具体的取組状況について、必要な

評価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                     

「随意契約見直し計画」及び同計画から引き継がれた「随意契約等見直し計画」の達成に向けた取組

状況の評価は、平成２２年度３回開催された契約監視委員会において実施している。 

同委員会においては、機構全体の取組状況として、随意契約割合の推移や一者応札・一者応募の分析

結果を報告するとともに、個別契約についても、計画の具体的取組事項に沿った取組がなされているか、

点検・見直しを実施している。（業務実績第２の２の（３）のア及びイ、別添資料項目５の③及び④参

照） 

○ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ

いて」（平成21年11月17日閣議決定）を受けて設

置された、契約監視委員会の点検・見直しを踏ま

えた「新たな随意契約見直し計画」の実施・進捗

状況や目標達成に向けた具体的な取組が行われ

ているか。 

実績：○                     

  「随意契約等見直し計画」は、平成２２年５月に公表するとともに、各施設に計画達成に向けた取組

事項を周知徹底した。 

   また、本部主催全国会計課長等会議や２年に一度開催している会計業務打合会においては、平成２２

年１２月に新たに策定した「契約業務マニュアル」を資料として活用しながら、契約監視委員会の指摘

事項や同計画の取組事項を説明して、着実な取組を推進した。 

なお、平成２２年度の随意契約の金額割合は、「随意契約等見直し計画」の目標値である９．０％を

達成し、８．２％となった。（業務実績第２の２の（３）のア及びイ、別添資料項目５の③及び④参照） 

○ 個々の契約について、競争性・透明性の確保の

観点から、必要な検証・評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                     

・ 個々の契約については、監事等による監査や施設への業務指導（２２年度６施設実施）により点

検している。 

・ 平成２２年度に３回開催した契約監視委員会においては、個々の契約について、最低価格落札方

式を除いた契約方式を採用する場合の理由、予定価格積算の適正性、公告期間の妥当性等、規程・

マニュアルの運用状況について点検している。 

また、その結果については、速やかに各施設にフィードバックしている。 

・ 平成２２年１２月には、新たに「契約業務マニュアル」を策定し、各施設に配布した。個々の契

約について、事前・事後に契約担当職員が自己評価できるように、マニュアルの項目毎に、チェッ

クリストを示した。（業務実績第２の２の（３）のウ、別添資料項目５の②及び⑧参照） 

○ 関連公益法人との関係について、透明性確保に

向けた見直しを行っているか。 

 

実績：○                     

「 独立行政法人会計基準に定める特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等」及び「本法人の役

員を経験した者が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員等として再就職し

ており、かつ、総売上高又は事業収入に占める本法人との取引高が３分の１以上である法人」につい
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て、該当する契約はない。 

なお、公益法人等への補助金の交付、出資等は行っておらず、また、当機構の特定の業務を、随意契

約や一者応札により独占的に受託している法人もない。（別添資料項目５の⑦参照） 

○ 医業未収金については、民間競争入札(市場化

テスト)を実施し、債権管理業務において適切な

取組が進められているか。 

 

 

 

 

 

実績：○                     

医業未収金については、請求先が個人に係る未収金と保険者（社会保険診療報酬支払基金、国民

健康保険団体連合会等）によるものとに分けられ、平成２２年度末の医業未収金約４４４億円のう

ち約４１１億円については、保険者に係るものであり請求後１～２か月後には必ず支払われるもの

である。残りの約３３億円については個人未収金であり、未収金対策マニュアルに基づき回収を行

うとともに未収金対策チ－ムを設置し、新規発生防止に係る院内体制の整備・構築を図っている。 

また、平成２１年１０月より発生後４か月以上の債権については、すべての労災病院において、民

間競争入札により支払案内等業務を民間事業者に委託している。 

委託状況については、第１期（平成２１年１０月～２２年９月）では、約８億３百万円の債権を委託 

し、回収金額が約４千２百万円、回収率は５．２％である。 

なお、個人未収金の残高については、決算時における個人未収金残高比較により検証しており、医療事

業収入が前年度比増加しているにもかかわらず、個人未収金全体の残高は前年度より減尐している。

（別添資料項目２の③） 

○ 一般管理費（退職手当を除く）及び事業費（労

災病院、医療リハビリテーションセンター及び総

合せき損センターを除く。）の効率化について、

中期目標を達成することが可能な程度（一般管理

費については毎年度３％程度削減、事業費につい

ては毎年度２％程度削減）に推移しているか。 

 

 

実績：○ 

一般管理費（退職手当を除く。）については、平成２１年度相当経費に比べ２．９％節減した。今

後も一般管理費（退職手当を除く。）節減の取組を継続し、中期目標を達成する見込である。 

事業費（労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターを除く。）について

は、平成２１年度の相当経費に比べ１６．７％節減した。今後も事業費（労災病院、医療リハビリテ

ーションセンター及び総合せき損センターを除く。）節減の取組を継続し、中期目標を達成する見込

である。（業務実績第２の２の（１）のア参照） 

○ 医療リハビリテーションセンター及び総合せ

き損センターの運営費交付金の割合については、

労災リハビリテーション工学センター廃止に伴

う業務移管によるものを除き、中期目標の水準を

維持するために必要な取組が行われているか。 

実績：○ 

平成２０年度の割合（０．６％）を維持した。（業務実績第２の２の（１）のイ参照） 

 

 

○  事業費における冗費を点検し、その削減を

図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○リバースオークション(競り下げ方式による電子入札)の実施 

  ・複写機の賃借料削減(平成２１年度に比べて平成２２年度は３百万円削減) 

  ・トイレットペーパー、蛍光灯など消耗品の調達費用削減(平成２１年度に比べ平成２２年度は１１

百万円削減) 

○共同購入の取組   

  ・後発医薬品の共同購入(平成２０年度より取り組み、平成１９年度に比べ平成２２年度は１８４百

万円削減) 

   ・医療消耗品、手術材料等の共同購入(平成１７年度より取り組み、平成１６年度に比べ９５百万円

削減) 

   ・高度放射線機器等の共同購入(計画額に比べ２３６百万円削減) 

   ・リース料率低減に向けた労災病院グループのリース調達物件を集めた共同入札(計画額に比べ２４

０百万円削減)  

○コンサルタントの導入等による病院情報システムの調達費用の削減(平成２２年度は計画額に比べ

３２２百万円削減)  
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【21’評価】今後とも、医師、看護師等の医療関係

者の確保については、ワーク・ライフ・バランス

に応じた各病院のニーズを踏まえつつ、知恵を絞

った工夫ある取組を期待する。 

実績：○                     

各施設のニーズや民間病院等の先進的な取組事例を収集する一方、育児のための医師短時間勤務制度、

院内保育所の増設、育児・介護休業制度の積極的な活用等を推進する等、本部主導により、各施設のワー

ク・ライフ・バランスに向けた取組を支援した。 

【21’評価】今後においても、適正な人件費管理を

行うことはもとより、政策医療の展開による良質

な医療の提供に配慮した必要な医師・看護師等の

確保を行いつつ、「簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革に関する法律」（平成１８年法

律第４７号）を踏まえた着実な取組を進めること

を期待する。 

実績：○                     

職員給与については、平成２２年７月に最大５％、平均２．５％の俸給月額引下げ等を内容とする俸給

表の見直しを行ったところである。また、賞与では、平成２２年６月・１２月期に期末手当支給月数を併

せて０．４５月分カット、同じく同期の期末・勤勉手当に係る管理職加算割合の半減措置に加え、更に１

００分の２（２５％→１２％→１０％、１２％→６％→４％）カットも行ったところである。 

 

【21’評価】今後とも、職員のモチベーション・モ

ラールの維持に留意しつつ、適切な見直しを期待

する。 

 

実績：○                     

各職員の希望及び適正に応じた労災病院等間派遣交流・転任推進制度を本部主導により積極的に推進

し、職員の能力向上、人材育成及び組織の活性化を図った。 

 さらに、各病院の職場懇談会や QC 活動等の活性化を通じて、各職員の業務改善提案等を病院の業務等

に反映させることにより、職員のモチベーション・モラールの維持に努めた。  

【21’評価】借上宿舎については、国に同様の措置

はないことから、医師、看護師等医療関係者が救急

医療に対応するなどの必要性、住居手当の措置によ

る経費削減、経営効率化等の観点から検証を行い、

今後、必要な見直しが行われることを期待する。 

実績：○                     

 職員に貸与する借上宿舎については、平成 23 年 7月から宿舎料を引き上げることとした。 

 

【21’評価】入札に関しては、医療事業における質

の面からのサスティナビリティーの視点を含めた

総合的なコストの引き下げにも配慮していただく

ことを期待する。 

 

実績：○                      

労災病院等が契約する主に業務委託契約においては、病院の提供するサービスの質の向上や温室効果

ガスの節減等にも配慮したものとしつつ、更なる経費削減を図るため、単年度契約に比べて安価な価格

での入札が期待できる複数年契約の導入を一層推進するよう各施設に対して、全国会議等において周知

徹底を行った。（業務実績第２の２の（３）のア参照） 

【21’評価】今後とも、様々な工夫を凝らし、効率

的かつ効果的に事業費を削減できるよう取組を期

待する。 

 

 

 

実績：○                     

    平成２２年度では、スケールメリットの拡大に向け、乳房Ｘ線撮影装置を新たに対象機器に加えて共

同購入を実施した。(業務実績第２の１(１)参照) 

また、リース料率低減に向けた共同入札においても病院情報システムを対象に加えてスケールメリット

を拡大するなど、事業費の削減に努めた。２３年度以降、共同購入対象機器の拡大などにより、一層の

事業費削減に努めていく考えである。 

【21’評価】既に廃止した北海道と広島の両リハビ

リテーション作業所等が、現時点において、未だ売

却処分に至っていない理由等の分析・検証等を加

え、早期に処分を完了させることを期待する。 

 

 

 

実績：○                     

労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等については、平成２２年９月１７日に土地・建物の

譲渡契約を締結し平成２２年９月３０日付けで所有権移転した。 

労災リハビリテーション北海道作業所本体及び労災リハビリテーション広島作業所については、各々

売却のための入札公告を２２年度中に実施し、いずれも不調となっていたが、平成２２年度に改正施行

された独立行政法人通則法(第４６条の２第１項)に基づき平成２３年３月２３日付けで厚生労働大臣よ

り認可を受け、同月３１日に国庫納付(現物納付)した。（業務実績第２の４の（１）のイ参照） 

【21’評価】その他、資産の全部又は一部を使用し

ないことを決定したことから減損した土地建物に

ついては、病院機能の維持・向上等の観点及び業務

運営の効率化の観点から、その使途及び効果的な処

分可能性について検証を加え、保有資産の見直しを

進めていくことを期待する。 

実績：○                     

「独立行政法人整理合理化計画」に基づき保有資産の利用実態調査を行い、処分の可否等について評

価・検証を実施し、平成２２年度においても新たに２物件を売却処分することとした。（業務実績第２

の４の（１）のア参照） 
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【21’評価】今後とも、利用状況及び維持管理費用

等を検証しつつ、賃借料の削減に向けた更なる見直

しを進めていただくことを期待する。 

 

実績：○                              

平成２２年度は、産業保健推進センターの事務所を７か所移転し、面積縮小等により年間ベースで約

３５百万円削減した。また、昨年１２月の独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針にもとづき、

平成２２年度末に６か所の推進センターを集約化した。 

【22年3月4日労働部会】個々の労災病院の診療内容

の特性、政策医療面での役割 

 

実績：○                      

 独法整理合理化計画及び第２期中期目標を踏まえ、その必要なデータを収集し、政策医療、地域医療

事情、経営状況に係る個別検証を実施し、現在進められている国立病院との在り方に関する検討の場な

どにおいて必要な資料を公表しているところである。また、２２年度決算の確定を以て検証を進めるこ

ととしている。 
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シート１３ 予算、収支計画及び資金計画（評価項目１４）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

    

第４ 財務内容の改善に関する事

項 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

    

「第３ 業務運営の効率化に

関する事項」で定めた事項及び次

の事項に配慮した中期計画の予

算、収支計画及び資金計画を作成

し、当該計画に基づいた運営を行

うこと。 

１ 中期目標中「第３ 業務運営

の効率化に関する事項」で定め

た効率化目標及び次の事項を踏

まえた予算、収支計画及び資金

計画を作成する。 

１ 中期目標中「第３ 業務運営の

効率化に関する事項」で定めた効

率化目標及び次の事項を踏まえ

た予算、収支計画及び資金計画を

作成する。 

１ 中期目標で定めた効率化目標及び次の事項を踏まえた年度計画を作成した。年度計画に基づく業務運営の結果は、

平成２２年度財務諸表及び決算報告書のとおりである。 

                                   

１ 労災病院においては、勤労者

医療の中核的役割を的確に果

たしていくため、収支相償を目

指してきたこれまでの取組を

更に前進させ、診療体制・機能

の整備により無理なく自前収

入による機器整備、増改築を行

うことができるような経営基

盤の強化を図るとともに、整理

合理化計画及び勧告の方向性

を踏まえ、経済状況に関する事

情を考慮しつつ、平成２８年度

を目途とした繰越欠損金の解

消に向け、投資の効率化、人件

費の適正化その他の必要な措

置を講ずること。 

(１) 労災病院については、新入院

患者の増を図ること等により

診療収入を確保しつつ、人件費

の適正化、物品調達コストの縮

減、効果的な設備投資等による

経費の縮減を図ることにより、

計画的に経営を改善する。 

また、労災病院の保有資産の

うち、中期目標期間又は前中期

目標期間中において、独立行政

法人労働者健康福祉機構法（平

成１４年法律第１７１号）附則

第７条に基づく資産処分以外

の資産処分により生じた収入

については、医療の提供を確実

に実施するため、労災病院の増

改築費用等への有効活用に努

める。 

(１) 労災病院については、新入院

患者数の確保、平均在院日数の

適正化、新たな施設基準の取得

等による収入の確保、診療報酬

の動向等に対応した人件費の縮

減、後発医薬品の採用拡大、労

災病院間の共同購入等による物

品調達コストの縮減、高度・専

門的医療水準を維持しつつ稼働

率の高い機器を優先整備するこ

と等により当期利益の確保に努

める。 

また、労災病院の保有資産の

うち、中期目標期間又は前中期

目標期間中において、独立行政

法人労働者健康福祉機構法（平

成１４年法律第１７１号）附則

第７条に基づく資産処分以外

の資産処分により生じた収入

については、医療の提供を確実

に実施するため、労災病院の増

改築費用等への有効活用に努

める。 

(１) 平成２２年度は、労災病院が勤労者医療の中核的な役割を的確に果たしていくために、自己資金による今後

の増改築工事と計画的な機器整備を、安定した経営基盤のもとに確実に実施していく必要があることから、中

期目標、中期計画、年度計画の達成に向けて様々な取組を行った。 

特に、平成２２年度は、あらかじめ病院長との個別協議を重ね、機器整備等の投資的経費についても計画的な

整備を図るとともに、より効率的な医療の提供を呼びかけた。さらに、本部と各病院が連携して１０年ぶりにプ

ラス改定となった診療報酬改定に伴う収入確保対策に迅速に対応するなど一層の経営改善に取り組んだ結果、東

日本大震災による被災地病院の大幅な減収はあったものの、各病院の収支差合計(現金ベース)は、機器整備等の

投資前で１８０億円(前年度比４７億円増)、投資後においても５９億円(前年度比２７億円増)と大幅に改善し

た。 

また、損益においては、平成１９年度以降に発生したサブプライムローンや世界的な金融・経済危機から生

じた厚生年金基金資産の減尐による退職給付費用の増が、平成２２年度についても引き続き影響するものの、

労災病院の大幅な収支改善や平成２１年度の年金資産の実績運用率の改善により、平成２２年度の当期損益は、

１３億円と平成２１年度の△５１億円に比べて６４億円改善し、独法移行後初めて当期利益を確保した。 

なお、近年の欠損金の主な要因は、金融危機に影響された厚生年金基金資産の減尐分の費用計上に伴うもの

である。したがって、本格的な繰越欠損金解消計画を策定するためには、今後の景気動向の見通し、金融情勢

の将来の見通しを踏まえる必要があるが、平成２２年度においては、診療報酬改定への迅速な対応や上位施設

基準の取得などによる大幅な増収などにより、独法移行後初めて当期利益を確保して繰越欠損金解消のスター

ト台に立ち、繰越欠損金は３７１億円と平成２１年度末の３８４億円から１３億円縮減することができた。今

後とも医業活動を通じた計画的な収益の確保に加え、給与カーブのフラット化による人件費の抑制、後発医薬

品の使用拡大による医療諸費の削減などにより計画的な経営改善に取り組み、繰越欠損金の解消に向けて着実

な歩みを進めて行くこととしている。 

 

労災病院の損益 

区分 21年度 22年度 

当期損益 △51億円 13億円 

経常損益 △45億円 15億円 

繰越欠損金 △384億円 △371億円 

① 労災病院に対する経営指導・支援 

          ア 年度計画を策定するに当たり、「施設別病院協議（全病院長を対象とした病院ごとの協議）」において、

病院長との個別協議を重ね、より効率的な医療の提供を呼びかけるとともに、医療材料費及び業務諸費全

般について見直しを図った。 

          イ 本部の「経営改善推進会議」において、労災病院の経営改善に向けて新たな施設基準の取得、上位の施

設基準取得や経費縮減方策を検討し実施した。 
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ウ 「施設別病院協議（全病院長を対象とした病院ごとの協議）」において決定した個々の病院の運営計画

と年度前半の結果を照らし合わせ、患者数・診療単価等の経営指標に基づく下半期の収支差確保への取り

組みを指示するとともに、毎月フォローアップを実施した。 

② 収入確保及び支出削減対策の主な取組 

ア 診療収入の確保 

医療連携強化や上位施設基準取得への取組に加え、２２年度は診療報酬プラス改定に迅速かつ的確に対

応するため、年度初めに院長会議及び医事課長会議を開催し、新たな施設基準の取得等に向けた説明会を

実施した。 

(ア) 医療連携強化・上位施設基準等 

・地域医療支援病院の取得      ２病院 計１９病院（ １億円） 

・一般病棟入院基本料（７対１）の取得 

        ４病院 計１３病院（１２億円） 

        ・急性期看護補助加算の取得    ２５病院       (３０億円) 

(イ) 高度・専門的医療の推進 

・高度な手術の増、検査・画像診断料の増        （３９億円） 

・外来化学療法等の増による注射・投薬料収入の増    （ ８億円） 

(ウ) 医療制度改革、診療報酬のプラス改定等 

・病診連携の推進等に伴う入院患者数の増        （ ４億円） 

・病診連携の推進等に伴う外来患者数の減       （△１６億円） 

・診療報酬プラス改定等による増            （４８億円） 

・薬価のマイナス改定等による減           （△１７億円） 

(エ) 東日本大震災による被災地病院等の収入減       （△４億円） 

イ 給与費 

  期末手当支給月数０．４５月カットを行うとともに、７月には平均２．５％の俸給月額引き下げとなる

給与改定(最大５％の引下げによる給与カーブのフラット化)を実施し、人件費の抑制に努めるも、医師の

処遇改善に伴う医師初任給調整手当の引き上げや医療の質の向上と安全のための医師、看護師等の増員に

より、３５億円の増加。 

ウ 医療材料費 

高度な手術等の増による医療材料費の増が見込まれる中で、後発医薬品の採用拡大、契約努力による

薬品・診療材料単価の削減等により、医療材料費△９億円の縮減。 

エ 経費 

医師、看護師の過重労働軽減を図るため、嘱託医師・嘱託看護師の増員による医師等謝金の増が避けら

れない中で、機器自主点検の徹底、操作手順書の周知等の医療機器安全管理体制の充実等による機械器具

修繕費の削減、契約努力及び予算執行の繰延べ・凍結による印刷製本費の削減。 

・機械器具修繕費の減                △１億円 

・印刷製本費の減                   △１億円 

・謝金の増                     １１億円 

オ 減価償却費 

医療の質の維持・向上及び安全確保のための計画的な機器整備により、減価償却費は７億円の増。 

カ 退職給付費用の減 

平成１９年度以降に発生したサブプライムローンや世界的な金融・経済危機から生じた厚生年金基金 

資産の減尐による退職給付費用の増が平成２２年度についても引き続き影響するものの、平成２１年度

の年金資産の実績運用率の改善等により、△１２億円の減。 

    

２ 労働安全衛生融資について

は、債権管理を適切に行い、確

実な償還を行うこと。 

(２) 労働安全衛生融資について

は、貸付債権の適切な管理・回

収を行うことにより、確実な償

(２) 労働安全衛生融資については、

貸付債権の適切な管理・回収を

行う。 

(２)                                 

労働安全衛生融資については、１３年度をもって新規貸付を中止して以降、貸付債権の管理・回収業務のみを行

ってきた。財政投融資については平成２１年度償還期限が到来したことから、償還を完了した。 
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還を行う。 また、正常債権の弁済計画に

基づいた年度回収目標額２９２

百万円を回収する。 

また、一部の債権について全額繰上償還等が発生したことにより、目標額を上回る正常債権５５７百万円を回

収した。 

 

    

 ２ 予算（人件費の見積もりを含

む。） 

２ 予算（人件費の見積もりを含

む。） 

 

    

 別紙２のとおり 別紙１のとおり  

    

 ３ 収支計画 ３ 収支計画  

    

 別紙３のとおり 別紙２のとおり  

    

 ４ 資金計画 ４ 資金計画  

    

 別紙４のとおり 別紙３のとおり  

    

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１４）予算、収支計画及び資金計画】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［数値目標］ 

（理由及び特記事項） 

                                       

①  労災病院については、平成２１年度の△５１億円に比べて６４億円の大幅な改善となる１３億円と、

独法移行後初めての当期利益を確保した。                             

② 労働安全衛生融資については、一部の債権について全額繰上償還等が発生したことにより、目標額を

上回る正常債権５５７百万円を回収した。 

 

以上のことから、自己評価を「Ａ」とした 

 
 

（委員会としての評定理由） 

 

損益については、診療報酬改定への対応、上位施設基準の取得な

どにより独法移行後初めて当期利益を確保しており、また、経費支

出の削減については、医療機器・後発医薬品の共同購入の促進、給

与カーブのフラット化などの努力が認められ評価できる。 

また、繰越欠損金の解消については、今後も着実な取組を期待す

る。 

 

○ 労働安全衛生融資については、正常債権の弁済

計画に基づいた年度回収目標額２９２百万円を回

収すること。 

 

 

 

実績：○ 

労働安全衛生融資については、貸付債権の適切な管理・回収を行った結果、一部の債権について全額

繰上償還等が発生したことにより、目標額を上回った。（業務実績第３の１の（２）参照） 

 

 

正常債権の回収額（単位：百万円） 

 

  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

回収目標額 － 626 573 493 303 292 

回収実績額 1306 950 1044 853 426 557 

（各委員の評定理由） 

 

・高度医療を提供する機関としての計画が十分練られている。 

・各項目を概ね達成していることは評価される。更なる着実な欠損

の解消を期待する。 

・支出額の削減方法に工夫が見られ評価できる。 

・自助努力により収支を改善したことは評価する。継続が重要。 

・独法移行後初めて当期利益を確保したのは、非常に優れた実績で

ある。 

［評価の視点］                       

○ 労災病院については、中期目標期間中に計画的

に経営改善を図るため、経営改善目標を策定し、

その目標を実現するために適切な措置を講じた

か。また、その結果、世界的な金融危機に伴う厚

生年金基金資産減尐等の外的要因を除いた欠損金

は、着実に解消に向っているか。 

実績：○  

労災病院について、平成２２年度の当期損益は１３億円と独法移行後初めて当期利益を確保して、繰越

欠損金解消のスタート台にたったことから、着実に解消に向かっている。（業務実績第３の１の（１）参

照） 

 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明

らかにされているか。また、当期総利益（又は当

                     

実績：○  
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期総損失）の発生要因の分析を行った上で、当該

要因が法人の業務運営に問題等があることによる

ものかを検証し、業務運営に問題等があることが

判明した場合には当該問題等を踏まえた評価が行

われているか。（政・独委評価の視点） 

労災病院の損益においては、平成１９年度以降に発生したサブプライムローンや世界的な金融・経済危

機から生じた厚生年金基金資産の減尐による退職給付費用の増が、平成２２年度についても引き続き影響

するものの、労災病院の大幅な収支改善や平成２１年度の年金資産の実績運用率の改善により、平成２２

年度の当期損益は、平成２１年度の△５１億円に比べて６４億円改善した１３億円を確保した。（業務実

績第３の１の（１）参照） 

○ 繰越欠損金が計上されている場合、その解消計

画の妥当性について評価されているか。当該計画

が策定されていない場合、未策定の理由の妥当性

について検証が行われているか（既に過年度にお

いて繰越欠損金の解消計画が策定されている場合

の、同計画の見直しの必要性又は見直し後の計画

の妥当性についての評価を含む）。 

さらに、当該計画に従い解消が進んでいるかど

うかについて評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

                     

実績：○  

労災病院の平成２２年度末現在の繰越欠損金は３７１億円を計上している。その解消に向けては引き続

き当期利益を確保していく必要があるが、近年の欠損金の主な要因は、金融危機に影響された厚生年金基

金資産の減尐分の費用計上に伴うものである。したがって、本格的な繰越欠損金解消計画を策定するため

には、今後の景気動向の見通し、金融情勢の将来の見通しを踏まえる必要があるが、平成２２年度におい

ては、診療報酬改定への迅速な対応や上位施設基準の取得などに伴う大幅な増収などにより、独法移行後

初めて当期利益を確保し、繰越欠損金は平成２１年度末の３８４億円から１３億円縮減することができた。

今後とも医業活動を通じた計画的な収益の確保に加え、給与カーブのフラット化による人件費の抑制、後

発医薬品の使用拡大による医療諸費の削減などにより計画的な経営改善に取り組み、繰越欠損金の解消に

向けて着実な歩みを進めていくこととしている。（業務実績第３の１の（１）参照） 

 

○ 運営費交付金を充当して行う事業（医療リハビ

リテーションセンター及び総合せき損センター運

営業務を除く。）に係る予算・収支計画及び資金

計画が作成・執行され、各費目に関して計画と実

績の差異がある場合には、その発生理由が明らか

になっており、合理的なものであるか。 

実績：○  

 予算と実績の差異については、一般管理費及び事業費において効率化を図り経費節減に努めたことなど

によるものでありその発生理由は合理的なものである。（業務実績第２の２の（１）のア参照） 

 

○ 運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と

業務運営との関係についての分析を行った上で、

当該業務に係る実績評価が適切に行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                                        

 運営費交付金債務については、将来、目的積立金を計上できるよう看護専門学校事業及び勤労者予防医

療センター事業の業務経費について「期間進行基準」を採用した。また、上記以外の交付金事業について

も「業務達成基準」又は「期間進行基準」が適用可能な業務の整理や適用する場合の問題点等について引

き続き検討を行っていくこととしている。  

 

○ 運営費交付金については収益化基準にしたがっ

て適正に執行されているか。 

 

実績：○                                       

 看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費については、独立行政法人会計基準第 

８１の第２項の（２）の〈注６０〉に規定する期間進行基準に基づき、適正に執行している。 

 また、上記以外の運営費交付金の交付をもって行う事業については、独立行政法人会計基準第８１の第

２項の（３）の〈注６０〉に規定する費用進行基準に基づき、適正に執行している。 

 

○ 運営費交付金が全額収益化されず債務として残

された場合には、その理由が明らかになっており、

それが合理的なものであるか。 

実績：○                                         

 一般管理費及び事業費において、効率化を図り経費節減に努めたことなどにより、５億円が収益化され

ず残ったものである。 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価が行われて

いるか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生

債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が

増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合

の要因分析を行っているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                       

医業未収金については、請求先が個人に係る未収金と保険者（社会保険診療報酬支払基金、国民健

康保険団体連合会等）によるものとに分けられ、平成２２年度末の医業未収金約４４４億円のうち約

４１１億円については、保険者に係るものであり請求後１～２か月後には必ず支払われるものであ

る。残りの約３３億円については個人未収金であり、未収金対策マニュアルに基づき回収を行うとと

もに未収金対策チ－ムを設置し、新規発生防止に係る院内体制の整備・構築を図っている。 

 なお、個人未収金の残高については、決算時における個人未収金残高比較により検証しており、医

療事業収入が前年度比増加しているにもかかわらず、個人未収金全体の残高は前年度より減尐してい

る。（別添資料項目２の③） 

（未払賃金の立替払）           

 未払賃金立替払事業に係る代位取得した賃金債権については、回収計画の実施状況についての評価を

以下のとおり行った。 
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ⅰ）不該当 

ⅱ）破産事案における立替払件数と債権届出件数との差は、破産手続廃止等による差である。また、

事実上の倒産事案における立替払件数と求償通知を要する件数との差は、事業主の所在不明等によ

る差である。 

 

（労働安全衛生融資に係る回収計画）                                

   労働安全衛生融資に係る回収計画の実施状況についての評価を以下のとおり行った。 

ⅰ）については、受託金融機関からの債権管理状況報告により行った。 

ⅱ）については行った。（平成２２年度においては、繰上償還等により償還額が計画を上回った。） 

○ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策

定されているか。回収計画が策定されていない場

合、その理由の妥当性についての検証が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                                        

医業未収金については、請求先が個人に係る未収金と保険者（社会保険診療報酬支払基金、国民健

康保険団体連合会等）によるものとに分けられ、平成２２年度末の医業未収金約４４４億円のうち約

４１１億円については、保険者に係るものであり請求後１～２か月後には必ず支払われるものであ

る。残りの約３３億円については個人未収金であり、未収金対策マニュアルに基づき回収を行うとと

もに未収金対策チ－ムを設置し、新規発生防止に係る院内体制の整備・構築を図っている。 

 なお、個人未収金の残高については、決算時における個人未収金残高比較により検証しており、医

療事業収入が前年度比増加しているにもかかわらず、個人未収金全体の残高は前年度より減尐してい

る。（別添資料項目２の③） 

（未払賃金の立替払）           

未払賃金の立替払については、年度計画に基づき、法律事案は、破産事案における裁判手続への確実

な参加、民事再生等事案における弁済不履行事業所への弁済督励等、事実上の倒産事案については、求

償通知を要する全事業所への通知、債務承認書等提出督励、弁済督励、差押えなどを行った。 

（労働安全衛生融資に係る回収計画）                                

 労働安全衛生融資については、回収計画を策定し、その実施状況についての評価を行った。 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性

等の検討が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

実績：○                                       

医業未収金については、請求先が個人に係る未収金と保険者（社会保険診療報酬支払基金、国民健

康保険団体連合会等）によるものとに分けられ、平成２２年度末の医業未収金約４４４億円のうち約

４１１億円については、保険者に係るものであり請求後１～２か月後には必ず支払われるものであ

る。残りの約３３億円については個人未収金であり、未収金対策マニュアルに基づき回収を行うとと

もに未収金対策チ－ムを設置し、新規発生防止に係る院内体制の整備・構築を図っている。 

 なお、個人未収金の残高については、決算時における個人未収金残高比較により検証しており、医

療事業収入が前年度比増加しているにもかかわらず、個人未収金全体の残高は前年度より減尐してい

る。（別添資料項目２の③） 

 

（未払賃金の立替払）           

事実上の倒産事案において、更なる回収を図るため、特に督促や差押え等強化を行っている。           

 

（労働安全衛生融資に係る回収計画）                                

労働安全衛生融資については、繰上償還等により約定償還の回収計画に変更が生じるため、回収計 

画の見直しを行っている。 

 

 

【21’評価】診療報酬のプラス改定や厚生年金基金

試算運用実績の改善による見込みだけではなく、次

年度以降の課題として、一層の工夫を凝らした業務

運営の効率化も含めた解消計画の策定など更なる

取組を期待する。 

 

実績：○   

労災病院の繰越欠損金については、平成２１年度末の３８４億円から１３億円縮減することができた。

今後とも医業活動を通じた計画的な収益の確保に加え、給与カーブのフラット化による人件費の抑制、

後発医薬品の使用拡大による医療諸費の削減などにより計画的な経営改善に取り組み、繰越欠損金の解

消に向けて着実な歩みを進めることとしている。（業務実績第３の１の（１）参照） 
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【22年3月4日労働部会】労災病院事業における繰越

欠損金解消計画の進捗状況 

実績：○  

労災病院の平成２２年度末現在の繰越欠損金は３７１億円を計上している。その解消に向けては引き

続き当期利益を確保していく必要があるが、近年の欠損金の主な要因は、金融危機に影響された厚生年

金基金資産の減尐分の費用計上に伴うものである。したがって、本格的な繰越欠損金解消計画を策定す

るためには、今後の景気動向の見通し、金融情勢の将来の見通しを踏まえる必要があるが、平成２２年

度においては、診療報酬改定への迅速な対応や上位施設基準の取得などに伴う大幅な増収などにより、

独法移行後初めて当期利益を確保し、繰越欠損金は平成２１年度末の３８４億円から１３億円縮減する

ことができた。今後とも医業活動を通じた計画的な収益の確保に加え、給与カーブのフラット化による

人件費の抑制、後発医薬品の使用拡大による医療諸費の削減などにより計画的な経営改善に取り組み、

繰越欠損金の解消に向けて着実な歩みを進めていくこととしている。（業務実績第３の１の（１）参照） 
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シート１４ 短期借入金等（評価項目１５）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

 第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 

    

 １ 限度額 １ 限度額 １ 限度額 

    

 ４，０３８百万円（運営費交

付金年間支出の１２分の３を計

上） 

３，５９８百万円（運営費交付

金年間支出の１２分の３を計上） 

   短期借入金の実績なし。 

    

 ２ 想定される理由 ２ 想定される理由  

    

 運営費交付金の受入の遅延に

よる資金不足等 

運営費交付金の受入の遅延に

よる資金不足等 

 

    

 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、そ

の計画 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、その

計画 

第５ 重要な財産の譲渡 

 

                        

 「第２ 業務運営の効率化に

関する目標を達成するためにと

るべき措置」の「４ 保有資産

の見直し」に基づき、次のア及

びイに掲げる保有資産を速やか

に処分するため、売却業務を民

間等に委託するなど具体的方策

を講じ、中期目標期間の最終年

度までに処分が完了するよう努

める。 

中期計画に掲げる重要な財産の

処分に当たり、引き続き土地、建

物の測量・登記及び不動産鑑定評

価を実施し、早期処分のために不

動産媒介業者を活用するなど、順

次売却手続を進める。 

１ 譲渡物件 

・ 労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等について、平成２２年９月１７日に土地・建物の譲渡契約を

締結した（平成２２年９月３０日付けで所有権移転）。 

・ 旫労災病院宿舎(院長宿舎・局長宿舎)について、平成２２年１１月１８日に土地・建物の譲渡契約を締結した

（平成２２年１１月２９日付けで所有権移転）。 

・ 東京労災病院宿舎(馬込宿舎)について、平成２２年１２月６日に土地・建物の譲渡契約を締結した（平成２３

年１月１７日付けで所有権移転）。 

・ 旧和歌山労災病院移転後跡地について、平成２３年３月２４日に土地・建物の譲渡契約を締結した（平成２３

年４月２５日付けで所有権移転）。 

 

２ 独立行政法人通則法改正に基づく不要財産の国庫納付(現物納付) 

・ 労災リハビリテーション北海道作業所本体について、厚生労働省と土地・建物の不要財産受渡証書を取り交わ

した（平成２３年３月３１日付け）。 

・ 労災リハビリテーション広島作業所について、厚生労働省と土地・建物の不要財産受渡証書を取り交わした（平

成２３年３月３１日付け）。 

 

３ 上記物件以外についても、平成２３年度に一般競争入札等が実施できるよう、土地、建物の測量・登記及び不動

産鑑定評価を実施した。 

 

４ 不要資産の売却促進の観点から、平成２２年度よりホームページの財産売却情報に従来の一般競争入札物件情報、

随意契約可能物件情報に加え、売却予定物件情報も公表することとした。 

 

５ 保有資産利用実態調査を実施し、本部において、処分可否等について評価・検討を行った結果、新たに２物件に

ついて売却処分することを決定した。 

    

 ア 病院   

    

 青森労災病院付添者宿   



- 107 - 

泊施設、岩手労災病院職員

宿舎、岩手労災病院付添者

宿泊施設、東京労災病院職

員宿舎、旫労災病院職員宿

舎、和歌山労災病院移転後

跡地、関西労災病院職員宿

舎跡地、九州労災病院移転

後跡地、九州労災病院門司

メディカルセンター職員

宿舎、霧島温泉労災病院、

霧島温泉労災病院職員宿

舎、福井総合病院労災委託

病棟 

    

 イ 病院以外の施設   

    

 労災リハビリテーショ

ン北海道作業所、労災リハ

ビリテーション北海道作

業所職員宿舎、労災リハビ

リテーション広島作業所、

水上荘、恵那荘、別府湯の

もりパレス 

  

    

 第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途                                      

    

 本中期目標期間中に生じた剰

余金については、労災病院にお

いては施設・設備の整備、その

他の業務においては労働者の健

康の保持増進に関する業務の充

実に充当する。 

労災病院においては施設・設備

の整備、その他の業務においては

労働者の健康の保持増進に関す

る業務の充実に充当する。 

平成２２年度における剰余金の計上はない。 

    

    

評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１５）短期借入金等】 
自己評定 Ｂ  評  定 Ｂ  

 

 

 

［評価の視点］ 

（理由及び特記事項） 

① 「整理合理化計画」による資産処分については、処分予定物件１８件のうち、４物件について売

却譲渡契約を行い、２物件について国庫納付を行い着実に進め、「保有資産の見直し」についても

２物件を売却決定した。 

② 引き続き、不要財産については、売却方法等の促進策を新たに検討していくこととしている。以

上のことから、自己評価を「Ｂ」とした。 
 

（委員会としての評定理由） 

 

 中期計画に掲げる重要な財産の処分については、概ね計画通りに

進んでおり、独立行政法人通則法改正に基づく不要財産についても

２物件の国庫納付が行われているなど着実に取り組まれているもの

と評価できる。 

○ 「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年

１２月２４日閣議決定）で処分等とすることとさ

れた資産及び、「保有資産の見直し」により新た

に処分等とされた資産についても着実に処分さ

れてきているか。また、処分等の取組状況や進捗

実績：○                     

保有資産利用実態調査を実施し、本部において、処分可否等について評価・検討を行った結果、新たに

２物件について売却処分することを決定した。 

不要財産となっている療養施設の一部について用途廃止の上、減損処理を行い、売却手続を実施したが、

不調につき、引き続き売却公告等を行っているところである。今後は、売却方法等の見直しを行い売却促

進を図りたいと考えている。（業務実績第５の４及び５参照） 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・着実に進んでいる。 
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状況等についての評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

・着実な資産処分が行われている。 

・計画通りに資産処分等も行われている。 

○ 固定資産等の活用状況等についての評価が行わ

れているか。活用状況等が不十分な場合は、その

原因の妥当性や有効活用又は処分等の法人の取

組についての評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

実績：○                     

平成２２年度期首の処分予定物件１８件のうち、４物件について譲渡契約を行い、２物件について、不

要財産として国庫納付(現物納付)を行った。 

また、上記物件以外についても、平成２３年度に一般競争入札等が実施できるよう、土地、建物の測量・

登記及び不動産鑑定評価を実施した。（業務実績第５の１、２及び３参照） 

・資産処分等は評価できる。 

・国庫納付等の着実な実践。 
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シート１５ 人事・施設・設備に関する計画（評価項目１６）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

 第７ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

第７ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

    

 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画                 

   資料１５－０１  

 (１) 運営費交付金を充当して行

う事業に係る常勤職員につい

ては、業務の簡素化、効率化等

により、その職員数の抑制を図

る。 

運営費交付金を充当して行

う事業に係る常勤職員につい

ては、期首の職員数（７２０人）

以内とする。 

(１) 人事について 

ア 運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数の推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

800人 786人 780人 745人 720人 720人 691人 

平成22年度の運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数については、21年度末に海外勤務健康管理

センター及び労災リハビリテーション工学センターの廃止により29人削減した。 

 

イ 国家公務員の再就職者ポストの見直しについて 

役員のポストについては、平成22年９月に理事長１名及び理事１名の公募を実施。その結果、平成22年10月

１日付けで、理事長及び理事が公募により選考された。 

 

ウ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しについて 

  高齢者の安定した雇用を確保するため、定年後再雇用制度を導入しており、定年を迎えた職員が希望する場

合は継続雇用に努めている。   

    

 (２) 人材の有効活用と職員の能

力向上を図るため、施設間の人

事交流を推進する。 

 (２) 人事に関する取組 

柔軟な人事交流を推進するために、労災病院間の派遣交流制度及び転任推進制度を平成17年度に創設。それに

より平成18年度から従前の対象となっていなかった管理職以外の看護師や医療職を中心に人事異動を行い、職員

の活性化を図った。 

（参考）平成22年度適用者 

・派遣交流制度適用者数  39人 

・転任推進制度適用者数  42人 

また、両制度の更なる積極的活用を促すため、全国会議等で周知を図り、職員の啓発に努めた。 

    

 ２ 施設・設備に関する計画 ２ 施設・設備に関する計画 ２ 施設・設備に関する計画                                       

 

     

 (１) 労災病院に係る計画 (１) 労災病院に係る計画 (１) 労災病院に係る計画 

    

 中期目標期間中に整備する

労災病院の施設・設備について

は、別紙５のとおりとする。 

勤労者医療の中核的役割を効

果的かつ効率的に担うため、前

年度に引き続き浜松労災病院、

和歌山労災病院及び九州労災病

院の施設整備を進める。 

また、本年度より千葉労災病

院、岡山労災病院及び熊本労災

病院の、施設整備を進めていく。 

勤労者医療の中核的役割を効果的かつ効率的に担うため、労災病院の老朽化等を勘案して、前年度に引き続き浜

松労災病院、和歌山労災病院及び九州労災病院の施設整備を行った。 

また、本年度より千葉労災病院、岡山労災病院及び熊本労災病院の、施設整備を進めた。 

    

 (２) 労災病院以外の施設に係る

計画 

(２) 労災病院以外の施設に係る計

画 

(２) 労災病院以外の施設に係る計画 
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 労災病院以外の施設につい

て、施設整備費補助金により施

設整備を図る。 

労災病院以外の施設につい

て、施設整備費補助金により施

設整備を図る。 

労災病院以外の施設については、施設整備費補助金により、総合せき損センター、千葉労災看護専門学校及び

熊本労災看護専門学校の施設整備を行っている。また、施設整備中の看護専門学校を除いた看護専門学校等に対し

ては建物補修工事、電気設備等の改修工事を行った。 

    

 ア 施設名 ア 施設名 ア 施設名 

    

 総合せき損センター、千

葉労災看護専門学校、岡山

労災看護専門学校、熊本労

災看護専門学校 

総合せき損センター、千

葉労災看護専門学校、熊本

労災看護専門学校 

総合せき損センター、千葉労災看護専門学校、熊本労災看護専門学校 

    

 イ 予定額 イ 予定額 イ 実績見込額 

    

 総額 １４，３１０百万

円（特殊営繕、機器等整備

を含む。） 

 

総額 ２，４９４百万円

（特殊営繕、機器等整備を

含む。） 

労災病院以外に係る施設整備費補助金 （単位：百万円） 

22年度 23年度 24年度 25年度 

2,493 2,457 3,076 2,911 
 

   （３）適切な保全業務の徹底 

建物等の「安全・安心・快適性」を確保するために、日常点検等による予防保全の指導及び法令点検の実施状況

について調査・指導を行うとともに、営繕工事全般について工事物件引渡後における経年検査の徹底を図り、契約

条項に従って補修請求する等、完全な工事目的物の取得に努めた。 

 

(４) 総合的エネルギー対策の推進 

平成１８年度に関連機器の更新等を行い、平成１９年４月から運用を開始した旫労災病院におけるＥＳＣＯ事業

については削減効果を得ている。 

   旫労災病院の光熱水費削減効果（単位：千円） 

   
 

19年度 20年度 21年度 22年度 

▲18,186 ▲21,825 ▲22,193 ▲22,088 

   （注）削減額はESCO事業実施前（平成17年度）の光熱水費87,036千円をベースに、毎年負荷の増減等を調整した

金額との比較 

    

第５ その他業務運営に関する重

要事項 

第８ その他業務運営に関する重要

事項 

第８ その他業務運営に関する重要

事項 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

    

整理合理化計画及び勧告の

方向性を踏まえ、次のことにつ

いて計画的に取り組むこと。 

   

    

１ 労災リハビリテーション工

学センター及び海外勤務健康

管理センターの廃止 

１ 労災リハビリテーション工学

センター及び海外勤務健康管理

センターの廃止 

 １ 労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理センターの廃止 

    

労災リハビリテーション工

学センターについては、せき損

患者に対する日常生活支援機

器の研究開発機能を、医療リハ

(１) 労災リハビリテーション工

学センターについては、せき損

患者に対する日常生活支援機

器の研究開発機能を、医療リハ

 （１）       

  労災リハビリテーション工学センターについては、平成２２年３月３１日付けで廃止した。せき損患者に対する

日常生活支援機器に係る研究開発機能については医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの各工

学部門へ移管した。 
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ビリテーションセンター及び

総合せき損センターの各工学

部門に移管した上で、廃止する

こと。 

ビリテーションセンター及び

総合せき損センターの各工学

部門に移管した上で、平成２１

年度末までに廃止する。 

 

    

また、海外勤務健康管理セン

ターについては、利用状況や同

様の業務が他の実施主体によ

り実施されていること等を踏

まえ、廃止すること。 

(２) 海外勤務健康管理センター

については、平成２１年度末ま

でに廃止する。 

 （２）                                

海外勤務健康管理センターについては、これまで積み上げてきた知見の活用が図られるよう、以下の取組を行い

つつ、平成２２年３月３１日付けで廃止した。 

ア 過去の研修時に使用した資料をとりまとめた「健康管理の手引き」を平成２２年１月に３，０００部作成し、

海外進出企業の産業保健担当者あて配布すると共に、ホームページに掲載した。 

なお、本内容は平成２２年３月に労働者健康福祉機構本部ホームページに移管した。 

    

   イ 海外医療情報については、平成２２年３月に労働者健康福祉機構本部ホームペ―ジにデータ移管を行った。 

また「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」については、「日本渡航医学会」に継承を行

った。 

    

   ウ ＦＡＸ・メール相談の内容をとりまとめた「ＦＡＸおよびメールによる海外相談事例集」を作成し、海外進

出企業あてに平成２１年４月に配布した。 

    

   エ 海外勤務者の健康管理に関する研究をまとめた調査研究については、最終的な取りまとめを行い、その成果

をホームページに掲載したところである。（平成２２年１０月） 

    

２ 労災リハビリテーション作

業所の縮小・廃止 

２ 労災リハビリテーション作業

所の縮小・廃止 

１ 労災リハビリテーション作業所

の縮小・廃止 

１ 労災リハビリテーション作業所の縮小・廃止           

    

労災リハビリテーション作

業所については、新規入所者数

の減尐、在所者の長期滞留化・

高齢化が進んでおり、社会復帰

までの通過型施設としての機

能の発揮が困難になっている

ことから、国の関連施策と連携

し、在所者の退所先の確保を図

りつつ、縮小・廃止すること。 

労災リハビリテーション作業

所については、在所年齢の上限

の徹底等を図るとともに、国の

関連施策と連携し、在所者の意

向の把握、退所先の確保を図り

つつ、縮小・廃止する。 

(１）労災リハリビテーション作業所

については、在所年齢の上限の定

着を図るとともに、高齢在所者に

ついて、退所先の確保を図りつ

つ、強力かつきめ細かな退所勧奨

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)作業所の廃止時期の設定及びそ

れに伴う必要な準備を進める。 

(１)労災リハビリテーション作業所については、在所年齢の上限の定着を図るとともに、高齢在所者について、退所 

先の確保を図りつつ、きめ細かな退所勧奨に取り組んだ。 

その結果、６０歳以上の在所者では１６人が、７０歳以上の在所者では４人が退所し、６０歳以上の在所者は 

３５人から２１人に、７０歳以上の在所者は３人から０人に減尐した。 

６０歳以上の在所者数 

 20年度 21年度 22年度 

在所者数 61人 35人 21人 

退所者数 20人 12人 16人 

      注：在所者数は、年度末の人数である。 

７０歳以上の在所者数 

 20年度 21年度 22年度 

在所者数 6人 3人 0人 

退所者数 11人 5人 4人 

      注：在所者数は、年度末の人数である。 

（２）作業所の廃止について、平成２２年６月に以下のとおり決定した。 

①福井作業所及び愛知作業所を平成２４年度末をもって廃止する。 

②宮城作業所、長野作業所及び福岡作業所についても、平成２５年度以降に順次廃止することとし、個別の廃

止時期については、遅くともその２年前までに通知する。 

なお、廃止時期が決定した作業所については、在所者の退所先の確保に万全を期すとともに、作業内容や管理

体制の見直しを行うなど必要な準備を進めた。 
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 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１６）人事・施設・設備に関する計画等】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

［評価の視点］ 

（理由及び特記事項） 

 

                 

① 平成２２年度の運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数については、平成２１年度期首

の７２０人から２９人減の６９１人となった。 

② 平成２２年９月に理事長及び理事のポストについて、公募を実施した。 

③ 柔軟な人事交流を推進するため、派遣交流制度３９人、転任推進制度適用者４２人の人事異動を行

った。                              

④ 平成２２年３月３１日付けで廃止した海外勤務健康管理センターについては、これまで積み上げてき

た知見の活用が図られるよう①「海外勤務健康管理の手引き」、「海外医療情報」及び「海外勤務者の

健康管理に関する調査研究」の成果を当機構のホームページ上に掲載したこと、②「海外派遣企業での

新型インフルエンザ対策ガイドライン」については「日本渡航医学会」に継承したこと、③ＦＡＸ・メ

ール相談の内容をとりまとめた「ＦＡＸおよびメールによる海外相談事例集」を作成し、海外進出企業

あてに配布したこと等の取組を行ったところである。                                   

⑤ 施設整備等を以下のとおり推進した。 

１ 勤労者医療の中核的役割を効果的かつ効率的に担うため、引き続き浜松労災病院、和歌山労災病

院及び九州労災病院の施設整備を行った。（業務実績第７の２の（１）参照） 

２ 建物の「安全・安心・快適性」の確保に努めた。（業務実績第７の２の（３）参照） 

３ 平成１８年度に関連機器の更新等を行い、平成１９年４月から運用を開始した旫労災病院におけ

るＥＳＣＯ事業については削減効果を得ている。（業務実績第７の２の（４）参照） 

⑥ 労災リハビリテーション工学センターについては、平成２２年３月３１日付けで廃止した。なお、

日常生活支援機器に係る研究開発機能については医療リハビリテーションセンター及び総合せき損セ

ンターの各工学部門へ移管した。（業務実績第８の１の（１）参照） 

⑦ 作業所の廃止について、平成２２年６月に以下のとおり決定した。 

・福井作業所及び愛知作業所を平成２４年度末をもって廃止する。 

・宮城作業所、長野作業所及び福岡作業所についても、平成２５年度以降に順次廃止することとし、

個別の廃止時期については、遅くともその２年前までに通知する。（業務実績第８の１参照） 

 

以上のことから自己評価を「Ａ」とした。 

 
 

（委員会としての評定理由） 

 

役員公募による行政 OB 役員の解消、行政 OB 職員の解消など再就

職者ポストの見直しが確実に進められ、人事交流、交付金事業の職

員数の削減を図るなど、効率的な人事・施設運営に取り組んでいる

ものと評価できる。 

また、ラスパイレス指数については、医師107.3、看護師109.8、

事務職員102.0であることなどから、今後の一層の改善が必要である

が、人員削減や給与引き下げの実施によって、職員のモチベーショ

ンの低下を来すことのないような方策も期待する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

 

・給与カットを一律に行うことは問題があると考えられる。 

・効率的な人事・施設運営に取り組んでいる点は評価される。ただ

し、業務多忙でインセンティブが低下しないように注意されたい。 

・人員削減や賃金カットが進む中で職員のモチベーションを維持す

るための方策を立てて取り組むべきである。（例：就労時間の適切

さ、休暇制度、研修の充実、社会貢献による社会的評価、充実した

研究体制等） 

・計画通りに実行されており、人事交流による活性化も評価できる。 

・公務員 OBの整理については進展しており評価するが、機構に相応

した人事施策をもっと積極的に考えていく必要がある。 

・役員公募の実施や国家公務員の再就職者をゼロとするなど、優れ

た実績を上げているが、ラスパイレス指数が医師107.3、看護師

109.8、事務職員102.0であるなど、改善が不十分な面がある。医師・

看護師等については、優れた人材を確保する意味からも適切な給与

を維持することが必要であるが、交付金事業があることや独立行政 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っ

ているか。特に、役員ポストの公募や、平成２１

年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポ

ストの廃止等は適切に行われたか。 

実績：○                 

 役員のポストについては、平成２２年９月に理事長１名及び理事１名の公募を実施。その結果、平成２

２年１０月１日付けで、理事長及び理事が公募により選考された。 

 なお、廃止するよう指導されている嘱託ポストはない。 

法人の立場からはラスパイレス100を目指さざるを得ない。これまで

や今後の給与削減において、職員のモラルが維持されるようにマネ

ジメントを工夫されることを望む。 

○ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポスト

の見直しを図っているか。 

 

実績：○                 

高齢者の安定した雇用を確保するため、定年後再雇用制度を導入しており、定年を迎えた職員が希望す

る場合は継続雇用に努めている。 

 

○ 施設整備に関する計画が順調に推移している

か。 

 

実績：○                                       

勤労者医療の中核的役割を効果的かつ効率的に担うため、引き続き浜松労災病院、和歌山労災病院及び

九州労災病院の施設整備を行った。 

 

○ 「整理合理化計画等」（平成１９年１２月２４日

閣議決定）を踏まえ、労災リハビリテーション作業

所については、在所者の退所先の確保を図りつつ、

縮小・廃止に計画的に取り組んでいるか。 

実績：○            

作業所の廃止について、平成２２年６月に以下のとおり決定した。 

①福井作業所及び愛知作業所を平成２４年度末をもって廃止する。 

②宮城作業所、長野作業所及び福岡作業所についても、平成２５年度以降に順次廃止することとし、個

別の廃止時期については、遅くともその２年前までに通知する。（業務実績第８の１参照） 

 

○ 労災リハビリテーション工学センターについて

は、せき損患者に対する日常生活支援機器に係る研

実績：○       

労災リハビリテーション工学センターについては、平成２２年３月３１日付けで廃止した。せき損患者
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究開発機能について医療リハビリテーションセン

ター及び総合せき損センターの各工学部門への移

管を進めるとともに、労災リハビリテーション工学

センター廃止に向けた業務を的確かつ計画的に進

めることにより、平成２１年度末までに廃止した

か。 

に対する日常生活支援機器に係る研究開発機能については医療リハビリテーションセンター及び総合せき

損センターの各工学部門へ移管した。（業務実績第８の１の（１）参照） 

 

○  海外勤務健康管理センターについては、これまで

積み上げてきた知見の活用が図られるよう、以下の

取組を行いつつ、平成２１年度末までに廃止した

か。 

（ア）研修については、これまでの資料等を整理し、

他の機関においても活用できるよう取りまと

める。 

（イ）海外医療情報は、継続的に情報提供が維持可

能な機関への移管に努める。 

（ウ）ＦＡＸ・メール相談は、他の機関においても

活用できるよう事例集として取りまとめる。 

（エ）海外勤務者の健康管理に関する研究について

の成果物を作成するとともに、他の機関でも利

用できるよう研究データベースの整備を行う。 

実績：○                                

海外勤務健康管理センターについては、これまで積み上げてきた知見の活用が図られるよう、以下の取

組を行いつつ、平成２２年３月３１日付けで廃止した。（業務実績第８の１の（２）参照） 

ア 過去の研修時に使用した資料をとりまとめた「海外勤務健康管理の手引き」を平成２２年１月に３

千部作成し海外進出企業の産業保健担当者あて配布すると共に、ホームページに掲載した。 

なお、本内容は平成２２年３月に労働者健康福祉機構本部ホームページに移管した。 

イ 海外医療情報については、平成２２年３月に労働者健康福祉機構本部ホームペ―ジにデータ移管を

行った。 

また「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」については、「日本渡航医学会」

に継承を行った。 

ウ ＦＡＸ・メール相談の内容をとりまとめた「ＦＡＸおよびメールによる海外相談事例集」を作成し、

海外進出企業あてに平成２１年４月に配布した。 

エ 海外勤務者の健康管理に関する研究をまとめた調査研究については、最終的な取りまとめを行い、

その成果をホームページに掲載したところである。（平成２２年１０月） 
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シート１６ 業績評価の実施（評価項目１）   

中 期 目 標 中 期 計 画 ２２ 年 度 計 画 ２２年度業務実績 

    

第２ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する事項 

第１ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措

置 

第１ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措

置 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

    

Ⅰ すべての業務に共通して取り組

むべき事項 

Ⅰ すべての業務に共通して取り

組むべき事項 

Ⅰ すべての業務に共通して取り組

むべき事項 

Ⅰ すべての業務に共通して取り組むべき事項 

    

業績評価の実施、事業実績の公

表等 

業績評価の実施、事業実績の公

表等 

業績評価の実施、事業実績の公

表等 

業績評価の実施、事業実績の公表等 

資料 １６－０１ 

    

業績評価を実施し業務運営へ

反映させるとともに、業績評価

の結果や機構の業務内容を積極

的に公表し、業務の質及び透明

性の向上を図ること。 

(１) 外部有識者による業績評価

委員会を年２回開催し、事業ご

とに事前・事後評価を行い、業

務運営に反映させる。また、業

績評価結果については、インタ

ーネットの利用その他の方法

により公表する。 

(１) 業務の質の向上に資するた

め、内部業績評価に関する業績

評価実施要領に基づき、独立行

政法人労働者健康福祉機構（以

下「機構」という。）自ら業務

実績に対する評価を行い翌年

度の運営方針に反映させると

ともに、内部業績評価制度によ

る業務改善の効果について検

証しつつ、制度の定着を図る。 

また、外部有識者により構

成される業績評価委員会によ

る業務実績に対する事後評価

及び翌年度運営方針に対する

事前評価を実施し、その結果

をホームページ等で公表する

とともに、業務運営に反映さ

せる。 

 

 (１) 業績評価の実施 

  ① 内部業績評価の実施及び制度の定着に向けた取組           

ア 内部業績評価実施要領に基づき、全ての事業(７事業)、施設(９６施設)においてバランス・スコアカ

ード(以下「ＢＳＣ」という。)を作成し、ＰＤＣＡサイクルによる運用の徹底を図った。 

      なお、労災病院については、急激な医療環境の変化に的確に対応する必要があることから、ＢＳＣの

作成前に「ＳＷＯＴ分析」を実施し、課題の明確化を図った。 

    イ 内部業績評価として上半期評価と決算期評価を２回実施した。上半期評価では目標と実績に乖離があ

る事項に関してフォローアップを行うとともに下半期のＢＳＣに反映させた。また、決算期評価では目

標と実績に乖離がある事項に関しては原因分析を行うとともに翌年度の業務改善に反映させた。 

    ウ ＢＳＣ制度の定着及び職員の理解度向上に向けて、本部集合研修等において計３回の講義を行った。 

 

 

② 業績評価委員会における意見・提言の業務への反映                     

ア 前年度の業務実績及び上半期の業務実績に関する評価と次年度の運営に係る意見・提言を各々タイム

リーに審議するため、平成１９年度からは業績評価委員会を年２回開催することとし、７月と１２月の

２回開催した。当該委員会において指摘された事項及び意見・提言については業務改善に反映させると

ともに、翌年度の運営方針に盛り込んだ。 

   イ 評価結果の総括として、「①労災病院間や地域医療機関との連携、②労災病院の繰越欠損金の解消、

③ガバナンスの強化、④医師不足への対応、⑤支出削減対策、⑥職員のモチベーション向上策等につい

て、平成２３年度からの運営について、より効率的、効果的な業務の実施を通じて、機構の政策的任務

でもある働く人々の健康と福祉の増進に一層取り組むことを期待する。」とされた。 

ウ また、業績評価の結果及び評価により指摘を受けた事項の改善策については、ホームページで公表し

た。 

 

③ 業績評価制度による具体的改善効果           

  労災病院事業において以下の改善効果が得られた。 

ア 財務の視点 

 ・当期損益の改善 

        【２１年度】△５１億円→【２２年度】１３億円・・・対前年度比６４億円の改善 

       イ  利用者の視点 

        ・患者からの高い評価 

         満足度調査において満足のいく医療が受けられたとの評価 

        【２１年度】８１．８％→【２２年度】８１．５％・・・８０％以上を確保 
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        ・病診連携医師からの高い評価 

         有用な連携ができたとの評価 

        【２１年度】７７．９％→【２２年度】７８．７％・・・０.８ポイント増  

       ウ 質の向上の視点 

        ・質の高い医療の提供 

         クリニカルパスの策定件数 

        【２１年度】３，７３１件→【２２年度】４，２７５件・・・対前年度比５４４件増 

          ＤＰＣ対象病院 

        【２１年度】３０施設→【２２年度】３０施設 

７対１看護体制の導入施設数 

【２１年度】９施設→【２２年度】１３施設・・・対前年度比４施設増 

・病院機能の向上 

地域医療支援病院 

        【２１年度】１７施設→【２２年度】１９施設・・・対前年度比２施設増 

         地域がん診療連携拠点病院 

        【２１年度】１１施設→【２２年度】１１施設 

         

       エ 効率化の視点 

        ・一般管理費の縮減 

        【２１年度】△３．４％→【２２年度】△６.２％・・・対前年度比△２．９ポイント縮減 

        ・後発医薬品採用率(購入金額ベース) 

        【２１年度】８．３％→【２２年度】１０．０％・・・対前年度比１．７ポイント増 

         ※平成２３年度は１５％の達成を目標 

       オ 学習と成長の視点 

        ・職員の資質向上(職員研修受講後のアンケート調査における有益度)   

        【２１年度】８４．１％→【２２年度】８６．４％・・・対前年度比２.３ポイント増 

        

    

    

 (２) 毎年度、決算終了後速やかに

事業実績等をインターネット

の利用その他の方法により公

開することにより、業務の透明

性を高めるとともに、広く機構

の業務に対する意見・評価を求

め、これらを翌年度の事業運営

計画へ反映させることを通じ

て、業務内容の充実を図る。 

(２) 業務の透明性を高めるため、

決算終了後速やかに業務実績

をホームページ等で公開する

とともに、業務内容の充実を

図るため、広く機構の業務に

対する意見・評価を求め、こ

れらを翌年度の事業運営へ反

映させる。 

(２) 業務実績の公表                     

事業の業務実績は、ホームページで公表し、電子メールにより広く機構の業務に対する意見を・評価を求

めた。また、業務実績に関する意見・評価を求めやすくするため、ホームページに「当機構の業務実績に対

する御意見の募集について」のページを平成１９年度から設けている。 

    

 評 価 の 視 点 等 

【評価項目（１）業績評価の実施等】 
自己評定 Ａ  評  定 Ａ  

 

（理由及び特記事項） 

           

① すべての事業・施設毎に経営マネジメントツールであるバランス・スコアカード(以下「ＢＳＣ」と

いう。)の手法を用いた内部業績評価を実施し、循環型マネジメントシステム(ＰＤＣＡサイクル)を用

いた効率的かつ効果的な業務運営を行った。  

また、労災病院については内外環境における急激な医療環境の変化に的確に対応するため、「ＳＷ

ＯＴ分析」を実施し、自院の「強み」「弱み」「機会」「脅威」及び克服すべき課題を明確にした上

（委員会としての評定理由） 

 

業務実績評価や費用対効果の検証などについては、機構独自に外

部有識者による業績評価委員会を年2回開催し、またバランス・スコ

アーカード（ＢＳＣ）を各病院の部門毎に実施するなど、業務改善

に努めていることは評価できる。 
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でＢＳＣを策定し、５つの視点からの取組に着手し、業務の改善や当期損益の改善に貢献した。 

② 業績評価委員会規程に基づき、事業毎の業務実績、内部業績評価の結果及び翌年度運営方針を組織的

に実施した。 

 

 以上のことから、自己評価を「Ａ」とした。 
 

 

（各委員の評定理由） 

 

・システィマティックに評価がなされ、期待以上に成果があがって

いる。 

［評価の視点］  ・業績評価を業務改善に結びつける体制の着実な実施は評価される。 

○ 外部の学識経験者等により構成される業績評価

委員会により業績評価が実施されているか。 

実績：○                      

ア 前年度の業務実績及び上半期の業務実績に関する評価と次年度の運営に係る意見・提言を各々タイ

ムリーに審議するため、平成１９年度からは業績評価委員会を年２回開催することとし、７月と１２

月の２回開催した。当該委員会において指摘された事項及び意見・提言については業務改善に反映さ

せるとともに、翌年度の運営方針に盛り込んだ。 

イ 評価結果の総括として、「①労災病院間や地域医療機関との連携、②労災病院の繰越欠損金の解消、

③ガバナンスの強化、④医師不足への対応、⑤支出削減対策、⑥職員のモチベーション向上策等につ

いて、平成２３年度からの運営について、より効率的、効果的な業務の実施を通じて、機構の政策的

任務でもある働く人々の健康と福祉の増進に一層取り組むことを期待する。」とされた。 

 ウ また、業績評価の結果及び評価により指摘を受けた事項の改善策については、ホームページで公表

した。 

・財務の視点、効率化の視点からも具体的な改善効果は評価できる。 

・年２回の外部有識者による業務評価委員会等を活用し、機構の業

務改善を促進しており高く評価できる。 

・ＢＳＣを活用しての業務評価など、優れた実績を確保している。 

○ 業績評価の結果、業務実績を公開し、国民等か

らの意見・評価を求めるとともに、これらが事業

運営に反映され、業務改善の取組を適切に講じて

いるか。 

実績：○                      

委員長通知三① 

  事業の業務実績は、ホームページで公表し、電子メールにより広く機構の業務に対する意見を・評価を

求めた。また、業務実績に関する意見・評価を求めやすくするため、ホームページに「当機構の業務実績

に対する御意見の募集について」のページを平成１９年度から設けている。 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、費用

に対する効果が小さく継続する必要性の乏しい

事務・事業がないか等の検証を行い、その結果に

基づき、見直しを図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績：○                                                                                 

委員長通知三② 

ア （病院等業務）診療連携の構築等、病院等業務の効率化、業務及び施設の一部廃止については、病院

ごとの総合的な検証のために必要なデータ・資料収集、分析等行っているほか、厚生労働省においては、

検討のために「国立病院と労災病院等の在り方を考える検討会」を設置した。（平成２３年３月１５日

に第１回目を開催予定であったが中止）また、運営費交付金の縮減については、平成２３年度予算 9,048

百万円（22年度：9,476百万円）で平成２２年度比△428百万円の削減（△4.5%）とした。 

イ （地方組織）産業保健推進センター業務等の縮減、助成金事業の廃止については、平成２２年度末ま

で６か所の集約化を進めている。 

ウ 未払賃金立替払事業の管理コストの効率化については、審査業務の標準化等により、更なる業務の効

率化を進めている。立替払の求償については、適切な債権の保全管理や最大限確実な回収を図るため、

求償を要する全事業所への通知・法手続きに沿った裁判手続への参加、弁済状況の確認と弁済の履行督

励、債務承認書の提出督励及び差押を行っている。 

エ 納骨堂業務内容の改善については、遺族の心情により配慮した会場の設営、式典状況を後方席からも

見守ることが出来るＴＶモニタの設置、遺族による献花の円滑な進行等について検討を進めているとこ

ろである。 

オ 労働安全衛生融資等の貸付金回収業務の適切な債権管理については、債権はシステム上で管理し、期

日が到来したにもかかわらず弁済がなされない債権については督促を行うとともに、必要に応じて担保

物件の任意売却や競売等の法的手続を実施する等、適切な債権管理と回収に努めている。 

カ 不要資産の国庫納付については、①労災リハビリテーション北海道作業所職員宿舎等は、平成２２年

９月３０日に売却済みであり、平成２３年３月２５日国庫納付済み。②労災リハビリテーション北海道

作業所本体・労災リハビリテーション広島作業所は、平成２３年３月２３日付けで厚生労働大臣より現

物納付の認可を受け、同月３１日付けで国庫納付済み。③恵那荘・水上荘・岩手労災病院職員宿舎（清

流荘・松倉宿舎・一本杉宿舎）については、機構ホームページで周知し、平成２３年度に、売却収入を

国庫納付できるよう買受人を募集中。加えて、売却促進策として、機構から地方公共団体への売買勧奨
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文書を発出したほか、不動産媒介業者を通じ、地域の企業等の買受人を募っているところである。 

キ 職員宿舎料の適正化については、平成２３年度中に適切な水準となるよう、規程改正等職員宿舎料の

見直しに係る準備をしている。 

ク 調達の効率化については、①後発医薬品は、労災病院全体における金額ベースでの採用率を平成２２

年度に１０％、平成２３年度に１５％を達成することとして鋭意取り組んでいる。②医療機器の共同購

入は、従前のＭＲＩ等に乳房Ｘ線撮影装置を新たに加え、平成２３年度においては、現在の対象機器の

基準である５千万円以上を１千万円以上に拡大して実施することとしている。 

ケ 繰越欠損金の解消については、計画的に収益確保、費用の縮減を図るため、本部において各労災病院

と個別協議を行い、平成２３年度の経営目標及び経営改善計画を策定したほか、中長期的な人件費の抑

制を図るため、平成２２年７月には平均２．５％の俸給月額引き下げとなる給与改定を実施するなど取

り組んでいる。 

なお、平成２２年度は、本部と各病院が連携して１０年ぶりにプラス改定となった診療報酬改定に伴

う収入確保対策に迅速に対応するなど一層の経営改善に取り組んだ結果、東日本大震災による被災地病

院の大幅な減収はあったものの、当期損益は平成２１年度の△５１億に比べて６４億円改善し、独法移

行後初めて１３億円の当期利益を確保した。 

○ 業務改善のための具体的なイニシアティブを把

握・分析し、評価しているか。（政・独委評価の

視点） 

実績：○（業務実績第１の１の（１）①～③及び（２）参照） 
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